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特集　養護教諭の自己教育力

知識基盤社会の学校と養護教諭の自己教育力

小松　郁夫
玉川大学教職大学院教授

Professional…Self…Training…of…Yogo…Teachers…at…School…
in…a…Knowledge-based…Society

Ikuo…KOMATSU
Tamagawa…University,…Graduate…School…of…Education,…Professional…Teachers

Key words：Knowledge-based…Society,…Professional…Self…Training,…Life-long…Learning,

………………………………………………Management…of…School…Organization

キーワード：知識基盤社会，自己教育力，生涯学習，学校組織マネジメント

Ⅰ．知識基盤社会における学校の役割

　学習指導要領の改訂がなされ，各学校では改訂に合

わせた教育課程の開発や学校経営の新しいビジョンづ

くりなどが精力的に行われている。教育委員会でも教

育改革プランなどの策定や改定が行われており，日本

中で教育改革の推進が着実に実施されている。本稿で

は課題である養護教諭の自己教育力のあり方や課題を

考察する前提として，社会の変容として指摘されてい

る「知識基盤社会」とは何かを検討することから始め

たい。

　知識基盤社会というキーワードは，2005（平成17）

年の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」

で，我が国では教育政策上で正式に基本概念として論

じられたものだといえる。この用語を私が最初に教育

界で耳にし，この未来社会論をベースとして教育改革

の議論に参加したのは，1990年代の後半くらいからで

あった。高等教育改革の国際学会などで耳にした言葉

だ。その後，英米の小学校などを訪問する機会に，校

長や教育行政機関のリーダーたちから義務教育レベル

でも知識基盤社会の到来という社会認識を基にして，

あるべき学校の姿や育てたい児童・生徒像を議論すべ

きであるという話に触れる機会が増えた。

　「知識基盤社会」とは，一般に「新しい知識・情報・

技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域

での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す社会」と

定義される。我が国が「知識基盤社会」という言葉

を媒介として，正式に国際的な議論にコミットするよ

うになったきっかけは，沖縄でサミットが開かれた

2000年，それに先立つ４月の初めに『G8教育大臣会

合―議長サマリー』で「変容する社会における教育」

（2000年４月１, ２日）が東京で開催され，次のような

文書が公表された時が大きな転換点だったと思う。

　さて，この議長サマリーでは，以下のように述べて

いる。

　「このような状況にあって，生涯学習はすべてのひ

とにとって高い優先課題となっている。知るための学

習，（何かを）するための学習，（何かに）なるための

学習，共に生きるための学習という４つの柱に基づい

て，生涯学習は知識社会に完全に参画するための十分

な機会を与えてくれる。生涯学習は国家開発の基礎で

あり，経済・社会の発展の基礎を築き，個々人がその

発展に貢献し，またその発展から利益を得るための能

力を培う。また，一人ひとりの文化と国家の総体的な

文化の両方を維持・発展させ，文化の違いを越えた相
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互の尊敬と理解を深める。

　教育政策にしてもその実施にしても，それだけで独

立して立案・具体化できるものではない。真の生涯学

習制度を実現する初等教育，中等教育及び高等教育間

の一貫性と関連性がなくてはならない。また，雇用，

科学，技術や情報コミュニケーションなどに関する政

策との一貫性と関連性がなくてはならない。社会全体

や地域コミュニティとともに実施するという約束がな

されるべきである。」

　ここでの論点は，第一に学校教育中心主義から生涯

学習への転換が重要であることである。第二に学習論

の柱にはいろいろな側面があり，知識基盤社会ではそ

れまでになかった学習論をベースとした教育の内容や

方法が重要だと指摘している点である。第三に国家発

展にとって生涯学習の充実は重要な課題であり，個人

的側面と社会的側面の両面から把握すべきであるとし

た点である。第四には教育政策上，公教育システム全

体として把握し，教育を越えた雇用，科学技術，ICT

とも関連させて検討すべきであるとした点である。

　近代的な学校制度が整備されてきた19世紀後半から

20世紀にかけて，飛躍的な発展を遂げた工業化社会の

後に来るものとして，知識や情報が核になる産業が登

場し，飛躍的な発展を遂げるだろうという認識は，多

くの先見性のある学者たちに共通な認識であった。私

が教育改革の研究をする上で，強い刺激を受けた著者

として，たとえば「脱工業化社会」（1973年）の論者，

ダニエル・ベル，学校を人類が19世紀に発明した画期

的な場として論じた「第三の波」（1980年）のアルビン・

トフラー，多くの経営学や社会学の著書があるピータ

ー・ドラッカー，などがいる。

　2000年の国際的な声明は，前年のケルンサミット

（1999年）での初めての教育に関する議論を発展させ

たものである。ここで確認された「優れた学習」の履

歴が「第二のパスポート」であると語ったのは英国の

トニー・ブレア前首相であったといわれている。

　世界的な教育学者の間でも，その変化に気づき，新

しい教育論や学校論を提唱している先見性のある研究

者がいる。私が直接に話を聞き，議論をした教育学者

の一人にオーストラリア・メルボルン大学のヘドレー・

ベア名誉教授がいる。教授は，私が勤務していた国立

教育政策研究所での講演録などを元にして，『未来の

学校を創造するCreating…the…Future…School』（2001年）

を出版しているが，その中で，学校の現状を批判し，「学

校は変化を嫌う。新しい教材や方法で教えることを拒

む。異質の方法で組織化することが苦手だ。」とし，

変容する社会にこれからの学校がしっかりと対応すべ

きであることを述べている。

Ⅱ．「秘められた宝」としての学習

　サミットでの考えの先駆けになった報告書がある。

ユネスコの支援の元に発足し，1996年４月にまとめら

れた「二一世紀教育国際委員会」報告書である。委員

長はフランスのジャック・ドロール氏である。その表

題Learning:…the…Treasure…Withinの日本語訳が『学習：

秘められた宝』である。

　「秘められた宝」という表題は，フランス人のラ・

フォンテーヌの寓話「農夫とその子供たち」に由来す

る。農地の中に宝物が隠されていると死期に際した農

夫の父親に言われた子どもたちは，その後農地を深く

掘り起こす。しかし宝物は見つからない。そのかわり

よく耕された農地からは翌年豊かな収穫が得られる。

農夫は死に際して子供たちに労働することこそが宝で

あることを教えようとした寓話である。労働を学習に

おきかえ，自分の中のある潜在的な能力，それを「秘

められた宝」にたとえ，それを掘り起こす学習という

プロセスこそが大事であるとのメッセージが表題にこ

められた。（天城勲監訳『学習：秘められた宝』ぎょ

うせい　1997年）

　この委員会が掲げた教育の基本としての「学習の４

本柱」に私は注目する。その４本柱とは「知ることを

学ぶ」（learning…to…know）「為すことを学ぶ」（learning…

to… do…）「人間として生きることを学ぶ」（learning… to…

be），そして「共に生きることを学ぶ」（learning… to…

live… together）である。この４つの柱は生涯にわたる

発達的要素を内在し，知るという個人的欲求から共に

生きる他者へと視点が拡がる。

　特に，「共に生きることを学ぶ」という他者との関

係性を意図する柱は現代的課題を具現化したものと理

解できる。もっとも，私は初期段階の学習には「（学

歴や資格などを）得るための学習」（learning… to…
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have）の時期があったと考えており，５つの柱があ

ると考える。濃淡がありながらも，学習はこうした４

ないし５つの柱をそれぞれの比重を占めながらしばら

くは展開されるであろう。学校がそれを適正に保障で

きるかどうかが問われている。

Ⅲ．生涯学習と知識基盤社会

　これからの「知識基盤社会」においては，高等教育

を含めた教育は，個人の人格の形成の上でも，社会・

経済・文化の発展・振興や国際競争力の確保等の国家

戦略の上でも，極めて重要である。精神的文化的側面

と物質的経済的側面の調和のとれた社会を実現し，他

者の文化（歴史・宗教・風俗習慣等を広く含む）を理

解し，尊重して，他者とコミュニケーションをとるこ

とのできる力を持った個人を創造することが，今後の

教育には強く求められている。初等中等教育段階では，

その基礎を培い，将来の優れたリーダーを養成すると

同時に，リーダーを着実に支える優秀なフォロアーを

育成しなければならない。

　変化の激しい時代では，新たな知識や技術が必要で

あり，旧来の知識や技術だけでは生涯に渡って，安定

的に職業や生活を過ごせない状況も生じる可能性が高

い。特に，近年の加速度的な情報の蓄積と知識量の増

大の中では，生涯にわたってどのような知識や技術を

身につけるのがよいのか，その判断や選択が大変困難

な社会となりつつある。

　職場や地域社会などでの市民生活では，従来の知識

では解けない問題だけでなく，既存の知識や技術の習

得だけでは，問題や課題そのものが見えず，新たな知

識や発想の創発（創造的学習）が求められる社会にな

りつつある。

　学校では，教育そのものに先見性と発展性の要素が

重要になって来る。子どもたちが学ばなければならな

い知識は量的にも質的にも拡大をし，変質して高度化

するであろう。

Ⅳ．学校での学び合いがカギ

　教育の仕事に限らず，これからの職業人には，自分

のフィールドや活動を見直し，再構築するなど，組織

の変革ができる人材の養成が望まれる。すなわち，「学

習学（主体的に問題に取り組み，その取り組みを通し

て人々とともに学ぶ能力）」や「構想学（問題の発見・

解決につなげるための協働的な場や仕組みを作り出す

能力）」といった独自の学びを継続的，組織的に添加

する必要がある。

　仕事に必要な知識には，いわゆる「形式知」と「暗

黙知」の２つがある。「形式知」は，だれもが習得でき，

マニュアル化できる「知識」のことであり，特に初期

段階に集中して身につける必要がある。一方，「暗黙知」

は，マニュアルや形式的な学習で身に付けるものでは

なく，本人の気付きや発見により，自分のものとして

築き上げた「知恵」や「技」といわれるものである。

おそらくは，初期段階にはそれほどの余裕もないし，

気づきも少ないであろう。「暗黙知」は，優れた諸先

輩などが獲得している能力であり，知である。言葉で

はうまく表わしたり，伝えたりすることができないも

のである。学ぶ立場の人間もそのレベルに近づいてお

り，まさに背中を見て盗み取るようなものである。

　「知識基盤社会」における「知」は，基礎的な知識，

技術や心構えなどの「形式知」と本人の気付きや発見

によって体得し，自分で使いこなせるような「匠の技」

に通じる「暗黙知」のバランスの取れた習得が大切で

ある。それを保証する指導力は，学校を場として考え

るならば，（個々の教員の指導力）×（学校組織とし

ての協働体制）の相乗効果，長方形の面積として現れ

るものである。

Ⅴ．養護教諭の自己教育力

　新しい社会に学校が柔軟に対応し，社会の期待に応

えると同時に，個々人の児童生徒のニーズに対応した

教育を保障し，すべての子どもを大切にするEvery…

Child…Matters（英国の最近の教育改革スローガン）

教育を実践するには，究極は教職員の個人としての指

導力と同時に学校という組織における組織的指導力の

向上がカギとなる。

　ここでは，まずは教職員としてのあり方を検討し，

その中での養護教諭に重要な役割について，考察をし

たい。
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１．計画的な教育活動

　学校とは組織的教育を行う場である。そのためには，

計画的な教育活動を展開する具体的な枠組として，学

校教育計画やそれを支える学校経営計画の樹立が求め

られる。いわゆる学校組織マネジメントの確立が基本

となる。今や，このことに自覚的ではない学校は少な

いであろう。計画化すべきは教室での教育活動だけで

なく，学校におけるあらゆる活動全体を視野に入れた

トータル・プランニングである。健康・安全教育や児

童生徒と教職員の保健管理，安全で安心できる学校環

境の整備なども重要な計画領域である。校長の学校経

営ビジョンにそうした内容がしっかりと位置づけられ

ているかどうかが重要である。

　しかし，その実態はどうであろうか。学校教育目標

は依然として抽象的で，PDCAのサイクルが具体的に

意識されているとは言い難い。教職員個人としても，

学校組織全体としても，本当に何を目指して教育をし

ているのか，具体的なイメージを描くことが難しいの

である。人間の活動は，意識的であればあるほど，そ

れは目的的でなければならない。小学校の６年間，こ

の学校で学んだら，自分の子どもがどのように成長し

ていくのだろうか，という楽しみを保護者に与えられ

ない学校教育目標は，絵に描いた餅にもならない，空

念仏のようなものではなかろうか。

　計画（Plan）とは，実践の先に思い描く姿が意識さ

れる設計や企画（Design）なのではないか。だから

こそ，実行（Do）と評価（Check）を経て，次の行

動（Action）に結びつくものであり，当初の設計との

ずれを調整（Adjust）して，軌道修正やより高い次

元の価値の実現をめざすものであろう。同時に，だれ

が，なにを，いつまでに実践するのかという工程表の

作成がなされるべきである。目指すべき目標の量と質

の両面での成果を意識した学校教育目標でなければ，

学校改善につながる学校評価も出来ない。

　管理職だけでなく，教職員全員に，企画能力とマネ

ジメント能力が求められる。何を，誰が，いつまでに，

どのようにして実践するのかという思考力と判断力，

実践力が必要である。

２．組織的な教育活動

　次に，さまざまな教育活動や学校経営活動を組織化，

構造化して企画することである。学校は教職員が一人

ですべての教育活動を行うのではなく，組織で活動を

行う場である。協働組織として，何に関して，誰と誰

が，どのように協働するのかが問われている。

　そのためには，校務分掌組織を改善し，組織ごとに

学年や教科などとの連携を強化するシステムを構築す

ることが求められる。そのためには，組織図を二次元

の平面に書くのではなく，立体的に構造化することが

良い。たとえば，教務と生徒指導（生活指導）が有機

的にどのように連携しているのかを想定してみるのも

一案である。保健指導と理科などの教科指導の連携，

食育と健康管理の関係などを教職員の人と人との連携

や協力を企画してより体系的で総合的な教育を保障す

ることが重要ではなかろうか。

　組織的な教育活動とは，校内での連携だけでなく，

幼・小・中・高・大・特別支援学校の各学校間の連携

や協働を促進することも含まれる。もちろん，教科や

領域間の相互関連を密にすることも当然である。いず

れにしろ，多様な活動をネットワークで結び，柔軟に

教育活動が構築できるようなシステム的志向と実践が

重要である。

３．実証的な教育活動

　これからの学校では，多少なりとも実証性を高める

創意工夫が欠かせない。教育はその不確実性や不連続

性，あるいは不安定性などの特質から，客観的な証拠

を積み上げて教育活動を展開することが困難であると

される。しかし，当初から実証的な教育実践を断念す

るのは，科学的思考法でもないし，具体的な改善には

つながらない。

　教育活動と学校経営活動の両面において，多様なデ

ータを収集し，分析して，具体的で実証的に学校改善

を行うことは，不可能なことではない。学校以外の他

の組織では，生き残りをかけて組織分析と問題の発見，

迅速な改善に取り組んでいることが知られている。

　養護教諭の仕事に関しても，現状でもたくさんのデ

ータや情報が蓄積されているであろう。それらを具体

的な教育活動に活用し，確実な改善に結びつけること
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が重要である。これからの教職員にはさまざまなデー

タを収集し，活用して，明示的な内容で業務改善をす

ることが特に求められる。それが学校の説明責任の果

たし方ではないだろうか。

４．柔軟な教育活動

　変化の激しい時代に対応した教育活動や教育課程の

編成・実施では，なによりも柔軟でそれぞれの現場に

状況に即した活動が求められる。学校名を隠したら，

どこの学校のことなのかがわからなくなるようでは，

具体的で実践的な教育活動は期待できない。国の基準

や自治体の基準はあくまで枠組としての基準である。

それぞれの学校現場から掘り起こして企画した教育計

画を立案し，それを法制度的な基準の枠組や記述様式

でまとめるのが適切なのではないか。

　育てるべき学力や育てたい児童生徒像も，より具体

的で，現実的な内容で記述すべきである。変化の激し

い時代に，どのような能力を育成したいのか，保護者

の期待はどこにあるのかなどを，現実的に展開するこ

とが求められる。

　私自身は，我が国の学力観である「生きる力」を「就

業能力（Employability）の育成」とより具体的に捉

えている。これは，英米などの学校でたびたび校長た

ちから聞いた学力観である。わかりやすく言うと，保

護者が学校に期待するのは，保護者から自立をし，し

っかりと社会の中で存在感を示せること，たとえば，

学校を終えたら就職をして，経済的にも独り立ちをし，

「税金のお世話になる人」から「税金を納める人」へ

と成長することであろう。

　知識基盤社会では新しい考え方を創造できる人間も

求められている。自ら考え，行動できる人間を育てる

には，これからの社会では「問題解決能力の育成」だ

けでなく，特に必要とされているのが「問題発見能力，

問題創造能力の育成」ではなかろうか。

５．革新的な教育活動

　最後に，最新の教育方法や技術の積極的な採用を期

待したい。知識や技術の習得や活用において，従来型

の学習スタイルを発展的に継承し，最新のICT技術を

活用するとか，教授・学習スタイルの多様性を保証す

る工夫が期待される。

　国際的な学力論で，なかなか的確な日本語に成り得

ていないものに，「リテラシー」や「テキスト」とい

う言葉がある。「リテラシー」は「識字能力，読み書

き能力」という本来の意味の他に，「情報や状況を理

解し，読み取る力」というような含意があると考えて

いる。同様に「テキスト」は「原文，主題」という意

味の他に，「言語や情報として意図が織り込まれたも

の」，すなわち「特定の意味などが表現（文字化）さ

れたもの」というものではないかと考える。

６．一人職の役割の重要性

　養護教諭は学校で基本的に一人職の仕事である。こ

のような立場の場合，職務に関連をして，学校内のあ

らゆる情報や課題が集まって来ることが多い。その場

合，いくつかの必須の使命があるのではないか。

　第一は，学校教育活動全体の中に，自らの職務を的

確に組み込む努力をし，その活動を精力的に他の教職

員を巻き込んで取り組むことである。そのためには組

織論を学び，戦略的思考を身につけ，具体的な方略を

構想できないといけない。学校という組織の特性，教

職員という特徴のある職業集団の特性を理解すること

が重要である。その上で，教育活動の目的や目標が不

鮮明になりがちなことを自覚し，しばしば経験的に仕

事をしがちな傾向を改善する意思を持つことである。

そのためには，業務に関してマネジメントの発想で計

画と実行，そして評価のプロセスを位置づけることが

求められる。

　第二には，学校と学校外，特に保護者との連携協力

を常に意識する必要がある。仕事の内容からして，他

の教職員との連携協力は当然として，児童生徒の健康

管理などでは学校外の人々との連携協力を進めるリー

ダーシップが求められる。そのためには，具体的で，

わかりやすい説明が出来る能力が必要であろう。情報

収集と広報に関する能力を磨くことである。保護者に

理解されてこそ，児童生徒の健康や安全などに関する

指導が徹底する。

　そして第三には，職務の専門分野に関する知識を意

欲的に獲得し，不断の研修を欠かさないことである。

他の教職員以上に，他の分野の専門家たちとの情報交
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換や人間関係づくりが期待される。

　時代の変化を認識すると，養護教諭に期待すること

はますます高まっており，それ故に，責任も重くなっ

てきていると思う。自らを成長させずして，子どもへ

の教育活動の充実はあり得ないと思う。
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特集　養護教諭の自己教育力

養護教諭の自己教育力について思うこと

大塚　典子
横浜市立南戸塚中学校

Opinion…on…the…Self-Educability…of…Yogo…Teachers

Noriko…OHTSUKA
Yokohama…Minamitotsuka…Junior…High…School

Key words：Yogo…teacher，Self-Educability

キーワード：養護教諭，自己教育力

Ⅰ　はじめに

　社会情勢の変化にともない，子どもたちの抱える健

康課題は複雑化・多様化してきている。学校保健を担

う養護教諭に求められる役割も時代に合わせて変化し

てきた。養護教諭の職務・役割に大きな影響を与えた

のが，昭和47年の保健体育審議会・学校保健分科審，

平成９年保健体育審議会・児童生徒の健康・体力に関

する特別委員会，平成20年中央教育審議会スポーツ・

青少年分科会学校健康・安全部会の３つの答申であ

る１）。これらによって，健康教育・健康相談活動・学

校保健の中核的役割等が明記され，日本学校保健会「保

健室経営計画作成の手引」２）では，次の７つにまとめ

られている。①学校保健計画及び学校安全計画，②保

健管理，③保健教育，④健康相談，⑤保健室経営，⑥

保健組織活動，⑦その他となっている。子どもたちが

抱える健康課題も不登校，性，喫煙・飲酒・薬物，い

じめ，虐待等々と多岐に渡っている。これらの役割を

担うため，そして，目の前にいる子どもたちの健康課

題に対応するために養護教諭は，学校保健，心理，健

康教育等関連の研修会や学会に積極的に参加してい

る。また，自分たちの仲間とともに自主的に研究会を

開催し，研鑽を積んでいる養護教諭も多くいる。平成

11年８月の大学院入学者選抜の改善についての大学審

議会答申３）を受け，大学院入学資格の弾力化が図られ，

大学院で学ぶ養護教諭は増加してきている。そのよう

な状況を踏まえ，教師にとって自己教育力とは何か，

自身を振り返りながら養護教諭にとっての自己教育力

について考えてみたい。

Ⅱ　教師にとっての自己教育力とは

　自己教育力ということばは，昭和58年11月，中央教

育審議会・教育内容等小委員会による「審議経過報告」

で使われ始めた。河野は自己教育力の概念の具体的な

意味内容として以下の３点をあげている４）。①学習意

欲と意思の形成，②学習の仕方の習得，③生き方の探

求としている。小山は「子どもの自己教育力の育成に

直接携わるところの教師の自己教育力については，教

職という職務の性格上自明のこととされ，その具体的

な内実や形成方法については，ほとんど論及されてこ

なかった。」としている。さらに「子どもが自己教育

力を持つようにするためには，なによりもまず子ども

のモデルとして，教師自身が自己教育力を持つことが

必要である。」と述べている。そして，「教師の自己教

育力とは，総体としての教育力を発揮させるための，

自己の内面に向けられたところの，自らを成長させよ

うとする動因として捉えられるものである。すなわち，

自らの接するところ体験するところのすべてを，自己

を高めるための糧として，自己成長を遂げるための契
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機とするような構えともいうべきものである。」とし

ている。また，「自己教育力の高い教師」としてみなさ

れる行動傾向を列挙しているが，その中からいくつか

紹介したい。「授業がいつも新しく，同じ教材を何度

も同じ方法で使わない教師」「授業を公開しあう教師」

「自分の授業をテープやVTRにとっておき自己評価で

きる教師」「自ら研修の場や機会を求め，自主的な研

究会などに進んで参加する教師」等々としている５）。

　小山らは，教師の自己教育力が上昇した理由として

「教職観や意識の変化」「職務上の役割の変化」「教育

実践上の経験」を上位３項目としてあげている。また，

下降した理由としては「多忙・ストレス」「教育実践

上の経験」「慣れ・マンネリ化」が３位までを占めて

いるとしている。教師の「自己教育力が上昇するのは，

職務上の役割が変化したり，教育実践上の経験が契機

になって生じる教育観や意識の変化によることが多

く，教育実践による挫折感や多忙・ストレス，教職へ

の慣れによって自己教育力が低下する場合が多い」と

している６）。

　秋田は，「教師が学び続けていくためには，同僚同

士が授業で起きた問題を相互に解き合うだけではな

く，新たな問いが生まれていくこと，それが自分の問

いとなって翌日からの授業で問われていくことが重要

なのである。それこそが，教師が学ぶことへの動機付

けとなるのである。」と述べている７）。

　これらの知見を通して教師は，目の前にいる子ども

達との関係，同僚たちとの関係の中で学びを深め，教

育観や意識の変化，職務上の役割の変化，教育実践上

の経験を通して，自己教育力を高め，教師として育っ

ていくといえそうだ。しかし，力量形成をしていくた

めには，互いに授業を公開し批評し合うことができる

という関係性が必須であると考えられる。

Ⅲ　養護教諭にとっての自己教育力

　養護教諭に求められる資質として，平成９年保健体

育審議会答申では，①保健室を訪れた児童生徒に接し

たときに必要な「心の健康問題と身体症状」に関する

知識理解，これらの観察の仕方や受け止め方等につい

ての確かな判断力と対応力（カウンセリング能力），

②健康に関する現代的課題の解決のために個人または

集団の児童の児童生徒の情報を収集し，健康課題をと

らえる力量や解決のための指導力が必要であるとして

いる。さらに企画力，実行力，調整能力などを身につ

けることが望まれるとある８）。それらを身につけてい

くために様々な機会や手段を用いて自ら研鑽を積み，

資質を備えて行こうとすることが，養護教諭にとって

自己教育力を高めていくことであると考えられる。養

護教諭の各ライフステージに応じて必要とされる資質

能力は変化していくことが予想される。日々の実践を

省察し評価を行い，主体的な意欲に基づいて，常に学

びを広げ深めて自己を成長させよう，自己を変革しよ

うとする取り組みといえよう。

Ⅳ　自己教育力を高めるための機会や手段

　養護教諭は，どのようにして自己教育力を高めよう

としているのか，筆者の経験を踏まえながら考えてみ

たい。前述のように教師は自己教育力を高めようとす

る発端は，良きにつけ悪しきにつけ，職場の同僚に依

るところが大きいと考えられる。しかし、ほとんどが

学校に一人配置という養護教諭は，教授法や生徒指導

については同僚からあるいは校内研修で学ぶことが可

能であるが，養護の専門的なことについては学ぶこと

ができない。従って，外部に自身の学ぶ場を求めよう

とするのではないかと考えられる。では，どのような

機会を養護教諭は学ぶ機会としているのか。積極的に

研究会や研修会に参加し，自己水準を高めようとして

いる多くの養護教諭の姿を眼にしている。以下に養護

教諭が学ぶ機会や手段について紹介したい。

１　専修免許取得公開講座に参加する

　平成２年より愛知教育大学を中心として北海道教育

大学等で，受講して単位を重ね，専修免許が取得でき

る公開講座が始まった。天野によれば，愛知教育大学

の養護教諭専修免許取得の公開講座には，全国から超

ベテランの先生たちが宿泊費，交通費をかけておみえ

になっているという９）。筆者も愛知教育大学の公開講

座に参加したが，その時も九州や沖縄などの遠方から

愛知教育大学に学ぶためにみえていた多くの養護教諭

を目にし，驚きとともに尊敬の念を持ち，参加されて

いた養護教諭が熱心に学ぶ姿に頭が下がる思いがし
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た。平成11年のY市教職員団体の調査によれば，20％

強の養護教諭が専修免許取得を希望していた10）。Ｓ県

研究会の調査でもＳ県養護教諭の約20％が専修免許取

得を希望しているという11）。ここにも養護教諭が自己

教育力を高めたいという意識が表れていると考えられ

る。専修免許取得講習・公開講座iは，平成10年度の

74講座開講を頂点としその後徐々に減少しているも

のの12）平成21年度には，岩手県立大学，埼玉大学，

女子栄養大学，愛知教育大学など８大学で養護に関す

る科目16講座が開設され13），全国から多くの仲間が学

んでいることがうかがえる。

２　大学院で学ぶ

　平成11年８月の大学審議会「大学院入学者選抜の改

善について」答申14）を受け，大学院入学資格の弾力

化が行われた。そこで「専修学校，各種学校，国立養

護教諭養成所の卒業生等で，教職員免許法による養護

教諭の専修免許状又は一種免許状を取得した者につい

ても，大学院入学資格を認めることが適当である。」

とされた。このことは大学院で学びたくても資格上学

ぶことができずにいた養護教諭にとっては大きな朗報

であった。Ｙ市教職員団体の調査によれば，平成11年

当時大学院派遣を希望したいと答えた養護教諭は会員

の約20％，大学院以外の長期派遣を希望するものは

約25％に及び，二つをあわせると実に45％に達してい

た10）。

　平成13年からは，「大学院修学休業制度」さらに平

成19年からは「修学部分休業制度」あるいは「自己啓

発等休業制度」が制定され，教師の学びに対する制度

が徐々に整いつつあると考えられる。また，自治体に

よっては「大学院への派遣研修」が教諭だけではなく

養護教諭にも拡大されているところもある。

　江嵜らによれば，2003年（平成15年）の調査当時養

護教諭経験者で大学院在学者及び修了者は94人の該当

者があったといい，有効回答者56人のうち平常勤務者

は32人で有給派遣者が11人，無給派遣者が６人，退職

者及び途中退職者５人、不明２人だったという。進学

動機は「専門的知識の修得」「研究能力の向上」「児童

生徒への適切な対応」「職務の見直し」が上位項目と

してあげられていた15）。筆者も自己啓発休職制度（神

奈川県で大学院修学休業制度と同時に始まった制度）

を使い，２年間離職し大学院にて学んだ。この間無給

ではあり加えて毎月の保険料の支払い，授業料等が当

然自己負担となり，経済的にはかなりの負担であった。

では，なぜ大学院での修学を望んだかと問われれば，

「自分自身の充電」「職務の見直し」と答えるだろう。

２年間の修学期間においては，人間関係が豊かになり，

新しい知見を得ることができ，復職後に幅広い見方が

できるようになったと感じている。文部科学省によれ

ば平成21年度に大学院修学休業制度等を使って大学院

で学んでいる養護教諭は４人となっている16）。江嵜ら

は，「自己水準を高めようとする養護教諭の熱意が感

じられた」「養護教諭の進学に対する意欲が高いこと

が推察される」としている15）ものの，養護教諭のた

めの大学院は地域により制限されやすいことや経済的

負担が大きいことなど，養護教諭が大学院で学ぶこと

については，課題が大きいといえよう。有給による長

期派遣制度が養護教諭にも拡大・拡充されることや全

国各地の大学で受け入れ態勢ができるなど，より一層

条件整備されていくことが望まれる。

３　 大学の研究室での研究会，学会，民間が主催する

研究会や研修会に参加する

　某大学の研究室で研究会開催の案内が誌上で案内さ

れれば，全国各地から交通費や宿泊費を自己負担し参

加する多くの養護教諭がいる。薬物や性教育に関する

研究会や研修会，あるいはカウンセリング等心理に関

する研究会や研修会にもたくさんの養護教諭が参加し

ている。過去に参加した性教育の研修会では，養護教

諭参加者のあまりの多さに講師の先生が「養護教諭で

はなく，担任の先生に参加して欲しかった」と壇上か

ら言われ，憤慨したこともある。

４　仲間から学ぶ

　ほとんどが一つの学校に一人配置である養護教諭

は，近隣校や地区の養護教諭との交流や意見交換，保

健だよりや教材の交換，あるいは研究会における実践

報告を通してなど，たくさんのことを仲間から学びあ

って，自身の糧としている。その延長で，仲間同士で

研究会を作り，応急処置や保健室登校児童生徒への対
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応等を深く掘り下げている養護教諭もたくさんいる。

５　 学会に参加する・学会で発表する・論文にまとめ

る

　岡田は養護教諭が学会に参加する意義として，①学

問の発展，研究の交流・促進，②参加者の資質・能力

の向上，③知識・情報の交換，④参加者同士の共感，

元気が出るという４つを挙げている17）。実践を分析し，

まとめ，発表し，他者評価を受けるということは自己

教育力の向上につながると考えられる。

Ⅳ　まとめ

　養護教諭は，目の前にいる子どもたちの現代的健康

課題に対応すべく，日々とりくんでいる。「これでい

いのか」「もっといい方策はないか」「もっと知識を広

げたいあるいは深めたい」「もっとわかりやすく伝え

たい」「もっと子どもたちを理解したい」と様々な研

修や研究会に積極的に参加し，自己水準を上げている

多くの養護教諭がいる。養護教諭にとって自己教育力

が上昇した理由は，「教育実践上の経験」「教職観や意

識の変化」「仲間の存在」が高位置を占めるのではな

いかと予想される。学びを深めたことで「子どもたち

や保護者に適切な対応ができた」「子どもたちの理解

を促すような教材の提示ができた」などの声が聞こえ

てくるようだ。宍戸は，「何のためにするのか，この

ことを通して子どものどんなことをつかもうとするの

か。子どもの何が問題でそれをどのように変えたいと

願っているのかなど，子どもを中心にすえた時，仕事

の質が変わるような気がする。」としている18）。宍戸

がいうこの視点こそが養護教諭の自己教育力を高める

根幹ではないかと考える。宍戸はさらに「養護教諭の

仕事は仲間から学ぶことが重要である。基本的には一

校一人の養護教諭は，仲間から学ぶ機会を自分自身で

つくり出していくことが必要である。」とし，「力量形

成について問われれば『実践から学ぶ』ことと答えた

い。」としている18）。教諭が同僚から学ぶように，養

護教諭は仲間から学ぶことが多い。仲間個々の実践を

学ぶことで自己教育力を高める契機となり，自己教育

力を高めることになると考えられる。

　江嵜らによれば「一般教諭のための大学院は各都道

府県にあるが，養護教諭のための大学院は養護教諭養

成課程がある大学院に限られるので，地域により制限

されるにも関わらず，一般教諭と同率（平成15年度大

学院修学休業者数の養護教諭割合と同年の教員数に占

める養護教諭の割合）であることは，養護教諭の進

学に対する意欲が高いことが推察される。」としてい

る15）。天野は，「今では，いい保健室ができて，養護

教諭の認知度も高くなって来ました。だから集まって

勉強してなんとかしようという切実感もないのかなと

思いますね。」「短大や養成所や別科を出られた方たち

は４年制大学を出られた人にくらべ学びの不足という

ものを感じていると思います。」とも述べている9）。

養護教諭の養成課程に関わって学びの不足感から自己

教育力を高めようとしていた養護教諭が多い一方で，

教育を十分に受けて就労している養護教諭には，学び

のための切迫感は少ないということが言えるかもしれ

ない。もし，若い世代に学びに対する意欲が低いとし

たら，実践を通して自己教育力を高めていくというこ

とを伝え，育てていくことはベテランの私たちの責務

と言えよう。

　自己教育力の高い養護教諭の行動傾向を先の小山5）

に準えて挙げてみるならば，次のようにいえると考え

られる。「保健教育の指導案や教材が新しく，同じ教

材を同じ方法で使わない養護教諭」「実践を公開し合

う養護教諭」「自己評価できる養護教諭」「自ら研修の

場や機会を求め，自主的な研究会などに進んで参加す

る養護教諭」「自らの理想とすべき尊敬できる養護教

諭が身近に存在する養護教諭」「仲間とのコミュニケ

ーションを進んで図る養護教諭」「専門書や関連雑誌・

教養書などを積極的に講読する養護教諭」等々という

ことになろうか。

　これまで養護教諭は概して自己教育力が高いという

ことを述べてきた。しかしながら，養護教諭の中にも

現状に甘んじ，自己教育力を高めようとしない養護教

諭の存在もある。小山がいうところの，「自己志向－

自己教育力（低），つまり『不平不満型教師』」「他者

志向－自己教育力（低），つまり『マンネリ形教師』」

である5）。多忙や精神的ストレスなどそれぞれに理由

はあるだろうが，自己教育力向上に積極的でない養護

教諭の底上げをしていくことが養護教諭全体の自己教
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育力向上につながるといえよう。そこには，仲間とし

ての養護教諭の存在が重要であると考えられる。

　養護教諭の自己教育力向上のために必要な制度の拡

大・拡充を望みつつも，子どもを中心に見据え，前進

しようとする気持ちを持ちつつ学ぶ機会を自分自身で

つくり出して行きたい。
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特集　養護教諭の自己教育力

「養護教諭の自己教育力と現職研修の意義」
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Ⅰ　はじめに

　現職研修については，教育職員養成審議会第１次答

申（平成９年７月）「新たな時代に向けた教員養成の

改善方針について」において，時代の要請に応えられ

る教員としての資質能力は養成・採用・現職研修を通

して形成されていくものであると提言された。養護教

諭の現職研修については，保健体育審議会答申（平成

９年９月）において「養護教諭の資質向上のため現職

研修の充実を図ること」とされ，その後の施策にも活

かされている。さらに，中央教育審議会答申（平成20

年１月）において，「子どもの現代的な健康課題に適

切に対応していくためには，常に新たな知識や技能な

どを習得していく必要がある」とし，子どもの心身の

健康課題の多様化や養護教諭の役割の拡大に対応した

研修の充実の必要性が指摘された。また，教員の研修

に関しては，教育公務員特例法第21条第１項に「教育

公務員はその職責を遂行するために絶えず研究と修養

に務めなければならない」と義務づけられ，職務遂行

のために研修は不可欠なものとして位置づけられてい

る。

　健康課題が次々と提起される中で，養護教諭は，子

どもたちの心身の健康を預かり，守り，育てるため，

子ども・保護者・地域等に健康課題を発信し，いつの

時代にもその職責を果たしてきている。しかし，刻々

と変化する健康課題に対応するためには，「医学」や「看

護学」，「保健学」，「教育学」等の研究や研修を行い常

に学ぶ姿勢を怠ってはならないと考える。

　現職研修を振り返りながら，養護教諭の自己教育力

の重要性について考える。

Ⅱ　養護教諭の現状

　養護教諭を取り巻く現状について考えてみたい。１

つ目，一般教員は，授業研究，学級経営などについて，

校内でのOJT（on-the-job-training）による学びのシ

ステムがあり，日常，職務の中で教師としての力量を

つける機会が多く与えられている。

　しかし，養護教諭は複数配置を除くと殆どが一人配

置であり，職務の専門性については校内で研修して学

ぶことは難しい。学校保健を推進していく専門職とし

ての養護教諭への期待が高まる一方で，校内の研修体

制が十分に確保されていないのが現状である。養護教

諭の専門性は，地域でのネットワーク作りを行い地域

の先輩や仲間の養護教諭からの学びや現職研修を通し

て高めていかなければならないと考えている。

　２つ目，養護教諭は，日常の養護実践において，子

どもの健康課題や健康管理・健康教育に毎日孤軍奮闘
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している。そのような中で，ここ数年どころか養成課

程を卒業以後，自主的にあまり研修会に参加せず，研

究も行っていないという養護教諭はいないだろうか。

自分に厳しくするのも，自分に甘くするのも本人次第

である。一人職種がゆえに外からは見えにくい部分で

ある。一人ひとりの養護教諭が，専門職としての意識

を持って自己の実践を内省し，自分自身を振り返り，

自己課題を見つけ，前向きに研修・研究を行い，自分

で学ぶ姿勢（自己教育力）を身につけていくことが必

要であると考える。

　また，大多数の養護教諭は，職務の中で「何か変だ」

「知りたい」「学びたい」等，疑問を感じ課題を持ち，日々

何かを発見している。そのような疑問等を解決するた

めの条件が校内や学校の周りにそろっているとは限ら

ない。

　３つ目は，学びたいときにすぐ学びの場が提供でき

るような条件整備を早急に進める必要があると感じ

る。

　以上のような養護教諭をめぐる現状を考えながら，

筆者が担当する現職研修の中で心がけていることや取

り組んでいることを以下に述べる。

Ⅲ　現職研修から

　三重県では，現職研修として新規採用研修（校内研

修15日・校外研修12日），経験５年研修（校外研修５日），

経験10年研修（校内研修５日・校外研修10日）の公的

な基本（悉皆）研修と，自主的に参加する職務職能研

修（６講座11日），講師研修（３日間）を実施している。

　日々の職務や研修を通じて，養護教諭の資質能力は

育成されていくものであり，各ライフステージに応じ

て学校現場で担う役割が異なる。そのため，各段階に

応じた資質能力を備えていなければならない。基本研

修では，各研修目標を次のように設定している。

　新規採用研修は，「教育職員としての幅広い知見や

養護教諭としての基礎的な素養を身につけるととも

に，実践的な職務推進能力を高める」と設定している。

例えば講座の中では，心身の健康観察，救急処置，保

健室経営，保健指導等，子どもの健康の保持増進を図

る活動に関する資質能力を高める幅広い知識を習得す

る内容を計画している。

　さらに，新規採用研修では，初任者や他職種（事務

職員・栄養教諭）の新規採用者との合同研修や学校訪

問研修，病院訪問研修等を計画し資質向上を図ってい

る。

　経験５年研修では，「専門職としての資質をさらに

高めるとともに，学校教育全般に関する理解を深め，

学校教育活動の一環として学校保健活動を展開する能

力を身につける」。

　経験10年研修では，「校内や地域の養護教諭の中で

リーダーシップを発揮し，学校のみならず家庭や地域

と連携し，組織的に学校保健活動を推進する職務遂行

能力を高める」とし，中堅になる段階では，自分の得

意分野を伸ばし不得意分野を克服するために自分の強

みや弱みを見極め，自己課題を明らかにし，保健室経

営の在り方，学校保健の推進等に関して広い視野に立

った力量の向上が必要であると考える。経験年数を積

めば，力量が向上するといった単純なものではない。

養護教諭の職務の中核となるべきもの，自分を支える

核なるものの形成が必要であり，技術水準の安定と専

門性の向上を図れるような研修の在り方を考える必要

がある。

　それぞれの目標に向けて，ライフステージに応じた

系統立てた研修内容を構築し，実践している。

　さらに，基本（悉皆）研修講座のひとつである「健

康相談活動」の研修は，新規・５年・10年研修の合同

で開催している。平成20年度より始め今年で２年目と

なる。この研修では，「経験年数の異なる者が共に学び，

共に考え，年長者から学ぶ（OJT効果）ことにより資

質向上を図り，ネットワーク作りを行いたい」という

ねらいで企画している。午前中は，効果的な進め方（理

論編）の講義。午後は実践編としてグループに分かれ

ロールプレイ，事例検討等，協議・演習を行っている。

受講後のアンケートでは，「刺激を受けた」「緊張した」

「いろいろな話を聞けて良かった」「勉強意欲が湧いた」

「近くに先輩がいることで安心した」などの感想があ

った。県内の新規採用者は毎年20人前後と少数である。

少人数で行う講座ばかりでなく，新規・５年・10年研

修者が共に学ぶことで，ネットワーク作りができ，お

互いが良い刺激となり研修効果も高くOJTの効果があ

ったといえる。
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　職務職能研修は，自主的・主体的に参加する研修で

あり，受講者の経験年数や校種も様々である。研修を

計画するに当たっては，常に最新情報を提供すること

や専門性を深めるための専門研修の内容を企画し実施

している。職務職能研修の６講座の中のひとつに，地

域別健康教育推進研修がある。この研修は，県内を５

つのブロックに分け，各地域の養護教諭の代表（小学

校・中学校・高等学校・特別支援学校の中から３名）

が運営担当者として選出され，研修担当者と共に企画・

運営し，各地域の養護教諭が共に学び・研究協議を行

う唯一の研修である。この講座では，「各地域におけ

る児童生徒の心身の健康問題解決に向けて養護教諭が

互いに学びを深める事により実践力を高め，健康教育

推進の充実を図ること」をねらいとして実施している。

センターで行う講座よりも勤務校に近い会場であるた

めか参加率が高い。参加者からの評価も高く，研修後

も校種間の連携に役立っているようである。このよう

に，研修担当者だけで企画し，実施する研修ばかりで

なく，現場の養護教諭が作り上げる研修は，養護教諭

のニーズを取り入れ，地域の健康課題にあった内容で

実施できる利点がある。平成21年度の地域別研修の内

容は，「学校保健安全法施行に伴う養護教諭の役割」

や「保健室経営計画について」，「保健指導に関するも

の」が多かった。今後も大切にしていきたい研修であ

る。

　センターでのすべての現職研修で研修終了時にアン

ケート調査を実施している。研修によっては，研修当

日のアンケートだけではなく，研修終了後２～３か月

後にフォローアンケートも実施している。アンケート

調査を行う目的は，研修効果測定を行うためである。

新規採用者のフォローアンケートの自由記述には，「研

修で学んだ事が，実践へ結びつけられない」「担任と

の連携が取りにくい」「保健指導の提案の仕方がわか

らない」「指導のための資料について」「ほけんだより

について」等々，職務に関する小さな問題まで様々の

記入があった。受講生一人ひとりが研修を振り返りど

のような思いや感想を持ったか，そして，研修した内

容が学校現場にどのように活かすことができたのか，

何が明らかになり，何が課題であるかを知ることで，

現職養護教諭のサポート体制やこれからの研修企画に

活用していきたいと考える。

　平成20年度より，サポートのひとつとして，研修終

了後約30分時間設定し，質問・情報交換会を実施して

いる。この時間は，受講生で司会記録を決め，質問タ

イム・情報交換タイムとして利用している。始めたば

かりの頃は，内容も「教えてください」「どうしてい

ますか」「○○をください」などで終っていたが，回

を重ねるごとに「次回までにみんなで作ってこよう」

「実践してみよう」「こんな絵本で指導したら効果あっ

たよ」などと，問題提起や学びのきっかけとなるよう

な発言も聞かれるようになった。年度当初はネットワ

ークづくりの場であったが，問題解決の場となり，お

互いを高めあい，自主的な学びの時間へ進展している。

特に新任から３年くらいまではキャリア発達上におい

てリアリティ・ショックを受ける時期でもあり，丁寧

な研修こそ養護教諭としての自分を作り出していくた

めに重要だと考えている。

　養護教諭は，学校保健活動の推進の中核的な役割を

果たしており，現代的な健康課題の解決に向けて，期

待が高まる中，これに答えるために，絶えず学ぼうと

する姿勢や態度が必要である。

　学校をあけての校外研修に参加しにくい中を受講し

た養護教諭が，「受講して良かった」「勉強になった」「実

践しよう」と思う内容にしていかなければならない。

そして，研修での学びが養護教諭としての資質向上と

なるように，また，その後の養護実践への意欲へと繋

がるようなライフステージ研修を構築しなければなら

ないと考える。

　今，知識基盤社会に求められる教員の資質能力とし

て，①教育に対する強い情熱，②教育の専門職として

の確かな力量，③総合的な能力があげられている。養

護教諭も日々変化していく子どもたちの教育にかかわ

り，子どもの可能性を開く創造的な実践をしていくた

めには，常に研修と修養に努め，専門性の向上を図る

ことが必要である。これまで以上に養護教諭自身の「学

びの精神」すなわち自己教育力が強く求められている

ということである。
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Ⅳ　おわりに

　専門職である限り研修の上限はなく，養護教諭一人

ひとりが専門職として自信と誇りを持って，前向きに

研修・研究を重ね，自己教育力を高めていくことが必

要である。さらに，養護教諭集団が切磋琢磨し成長す

る事を願っている。

　現職研修を企画・実践する立場からは，時代ととも

に変化する養護教諭に求められる知識・技術・能力，

教育理念のエッセンスを，きちんと伝えられるような

研修を考えていくとともに，児童生徒の実態を把握し，

今，養護教諭に必要な研修は何か考えながら，養護教

諭のニーズに応じた研修を構築していきたいと考え

る。
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原 著

養護教諭の自己効力感の形成に及ぼす学校組織特性の影響（第Ⅰ報）
―学校組織における養護教諭の自己効力感の認知構造―
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Effects…of…School…Organizational…Characteristics…
on…Yogo…Teachers’Self-Efficacy…（I）:

Cognitive…Construct…of…Yogo…Teachers’Self-Efficacy…in…School…Organization

Kaoru…SUZUKI＊１,…Masafumi…KAMADA＊２,…Katsuyoshi…FUTIGAMI＊３

＊１Okayama…Primary…School…Attached…to…Faculty…of…Education.Okayama…University
＊２Hyougo…University…of…Teacher…Education,…＊３Okayama…University

Key words：Yogo…Teacher,…Self-Efficacy,…Factor…Structure,…Trait,…

…………………………………………………School…Organization

キーワード：養護教諭，自己効力感，因子構造，属性，学校組織

Abstract

　This…study…examines…the…construct…structure…of…self-efficacy…of…Yogo…teachers,…and…identifies…characteristics…of…

school… organization… that… enhance… their… self-efficacy.… First,…we… conducted… semistructured… interviews… to… validate…

items.…We…asked…participants… the…questions:…“What…kind…of…situations…and…personal…relationships…make…you… feel…

satisfied… as… a…Yogo… teacher?”…and…“What…kind… of… situations… or…personal… relationships…give…you… confidence… as… a…

Yogo… teacher?”…Forty… items…were… identified.…Second,…we…distributed…800…questionnaires… to…Yogo… teachers… in…21…

prefectures.… The… response… rate…was… 82.6%,… and… the… number… of… valid… respondents…was… 439… (54.9%).…A… factor…

analysis…was…conducted…using…the…principal…factor…method…with…promax…rotation.…From…the…results…we…identified…a…

five-factor… structure… of… self-efficacy;…“consciousness… as… a… leader… of… school… health”… (11… items),…“involvement…with…

pupils”…(6…items),…“collaboration…with…others”…(6…items),…“enhancement…of…health…education”…(6…items),…and…“norms…

of…the…school…health…room”…(2…items).…Third,…we…examined…what…kind…of…personal…and…school…characteristics…were…

related… to…Yogo… teachers’self… efficacy.… Self-efficacy… increased…with… the… length… of… the…Yogo… teacher’s… career.

Moreover,… Yogo… teachers…who… had…worked…more… than… 30… years… had… the… highest… self-efficacy.… Differences…

depending…on…the…school…type…were…seen…in…“collaboration…with…others”…and…“enhancement…of…health…education”.…

School… size…was… also… related…with…“involvement…with… pupils”… and…“enhancement… of… health… education”.…

Additionally,… teachers…who…had…worked… at… their… current… school…more… than… 4…years…had…higher… self-efficacy… for…

“consciousness…as…a…leader…of…school…health”,…“involvement…with…pupils”,…and…“collaboration…with…others”.
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Ⅰ　研究目的

　学校保健に関する様々な制度や施策の改正がなさ

れ，養護教諭には一層の専門的力量の向上が求められ，

養護教諭の個人的な力量形成はもとより，学校組織に

おける学校保健活動のリーダー的役割も含めた力量形

成の重要性が指摘されている１）。主体的に力量形成を

行うためには内発的モチベーションが不可欠であり，

そのためには，活動への興味・関心，自主性・責任感，

任された仕事をうまく遂行できるという自己効力感を

もつことが必要である。

　自己効力感とは，ある行動を起こす前にその個人が

感じる「遂行可能感」であり，自分自身がやりたいと

思っていることの現実可能性に関する知識や，自分自

身にはこのようなことがここまでできているのだとい

う信念をいう２）。これまで，教師の自己効力感につい

ては検討が進められ，その尺度を用いた研究も行われ

てきた。これらの研究では，教師の自己効力感は，児

童・生徒の発達や学習に関して積極的な効果を及ぼす

ことができるという信念もしくは確信として定義づけ

られている３）。教師の効力感は，指導法に関する個人

的効力感と，教師一般の教師効力感の２次元が仮定さ

れている。そして，効力感が高い教師の場合，クラス

の子ども全体を掌握し，柔軟性をもって授業を行って

いること４）や，個人的効力感は教師モラールと高い

相関があるのに対して，教師効力感は教師ストレスと

負の相関があること５）などの知見が得られている。

また最近では，児童・生徒を対象とした効力感だけで

なく，学校組織を視野に入れた幅広い教師の職務に関

する効力感や，教職員の対人関係の中で，協働関係の

構築や望ましい人間関係の形成などについての研究６）

が進んでいる。

　しかし，これらの研究はあくまで教師を対象とした

ものであり，養護教諭に限定した自己効力感を対象に

したものはほとんどみられない。養護教諭は教師とい

う共通の基盤に立ちながらも専門的な役割を担ってい

るため，独自に検討される必要があろう。その際，探

索的な研究として，養護教諭を対象に，養護教諭自身

の現在の自己効力感に関する認知構造を明らかにした

い。そして，養護教諭が学校において自己効力感を感

じながら役割を遂行することができる養護教諭の個人

の属性（勤務年数，学校種，学校規模，着任年数）と

の関連について検討していきたいと考える。

　本研究の目的は，養護教諭の自己効力感の構造を明

らかにし，養護教諭個人の属性との関係を検討するこ

とにある。

要　旨

　本報の目的は，養護教諭の自己効力感の構造を明らかにし，養護教諭が学校において自己効力感を感じながら役

割を遂行することができる組織特性について検討していくことである。本報では，養護教諭の自己効力感の構造と

属性との関係について分析した。自己効力感の調査項目については，「養護教諭として手応えを感じる仕事場面やそ

の時の人間関係」「養護教諭として自信をもって活動できる仕事場面やその時の人間関係」について半構造的面接調

査の結果，40項目を選定した。そしてこの項目を用いて，21都府県の養護教諭800名を抽出して質問紙調査を行った。

回収率は82.6％，全項目回答者は439名，有効回答率は54.9％であった。主因子法・プロマックス回転により，回転

後はいずれかの因子に0.4以上の値をもつことを条件に因子分析を行った結果，養護教諭の自己効力感は，「学校保

健活動のリーダーとしての自覚」（11項目），「子どもとのかかわり」（６項目），「他者との連携」（６項目），「健康教

育の推進」（６項目），「保健室の規範」（２項目）の５因子によって規定されることが明らかになった。次に，養護

教諭個人の属性と自己効力感の関係を検討したところ，勤務年数が重なるにつれて効力感が向上し，勤務年数が30

年以上の自己効力感が最も高かった。学校種による差は，「他者との連携」と「健康教育の推進」の２因子において

みられた。また，学校規模による差は，大規模校において「子どもとのかかわり」と「健康教育の推進」の２因子

にみられた。さらに，着任年数による差は，着任４年以上の自己効力感が高く，「学校保健活動のリーダーとしての

自覚」，「子どもとのかかわり」，「他者との連携」の３因子において差がみられた。
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Ⅱ　対象及び方法

１．自己効力感の予備調査

　予備調査は，2005年７月から８月にかけて，勤務年

数25年以上の小・中・高・特別支援学校養護教諭６名

を対象に，研究者と１対１の半構造的面接調査を行っ

た。調査手続は，調査の意図を説明して録音の了解を

得た上で，「養護教諭として手応えを感じる仕事場面

やその時の人間関係」，「養護教諭として自信をもって

活動できる仕事場面やその時の人間関係」について，

約60分間自由に語ってもらった。対象者からは，手応

えや自信を感じる仕事場面として，128個の事例を得

た。これらの事例は，研究者と現職養護教諭２名によ

ってKJ法で整理し，その結果，「養護教諭の自己効力

感」として40項目を選定した。

２．調査対象と手続き

　調査は2005年11月から2006年１月に21都府県の養護

教諭800名を対象に質問紙調査を実施した。調査項目

は，予備調査をもとに作成した「養護教諭の自己効力

感」40項目，管理職のリーダーシップ８項目11），養護

教諭のストレス14項目２）であった。すべての項目は，

「非常に思う（７点）」から「全く思わない（１点）」

の７段階で回答を求めた。調査手続は，筆者が複数の

養護教諭を通じて調査を依頼し，協力の得られた養護

教諭の地域で行われる養護教諭の研修会において調査

用紙を配布した。調査用紙は無記名・自記式で，個別

の封筒に入れ当日回収，または返信用封筒にて回収し

た。また，個人のプライバシー保護のために「調査結

果は学術的な目的以外に使用しないこと」，「学校名や

個人名を特定，公表しないこと」，「調査への参加は自

由意志であること」を調査用紙に明記した。なお，分

析にはSPSS… ver.11.0およびAMOS5.0（SPSS）を使用

した。

Ⅲ　結果

　回収率は82.6％であった。そのうち，「養護教諭の

自己効力感」，「学校の組織風土」，「管理職のリーダー

シップ」，「養護教諭のストレス」の全項目に回答があ

った439名（小学校164名，中学校97名，高等学校83名，

特別支援学校95名）を分析の対象とした。有効回答率

は54.9％である。回答者の属性は，表１－１から表１

－３に示した。
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表１－１　回答者（勤務年数と学校種別）

表１－２　回答者（学校種と学校規模）
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１．養護教諭の自己効力感の構造

（１）養護教諭の自己効力感の因子分析（表２）

　「養護教諭の自己効力感」40項目のうち，保健主事

に任命されている養護教諭に回答を求めていない２項

目（「21．保健主事に適切なアドバイスをする（担当

者を除く）」，「22．保健主事と協力して学校保健活動

を行う（担当者を除く）」）を除き，38項目の主因子法・

プロマックス回転により，回転後はいずれかの因子に

0.4以上の値をもつことを条件に因子分析を行った。

その結果，最終的には31項目になり，５因子の時，最

適解と判断した。このとき，５因子による累積寄与率

は63.12％であった。

　５因子には因子負荷量の高い項目の内容を参考にし

て因子の命名を行った。まず，第１因子は，項目35「学

校保健活動を推進するためのコーディネートをする

（.90）」など学校保健を組織的に展開しようとする姿

勢であると解釈し，『学校保健活動のリーダーとして

の自覚（α＝.93）』と命名した。第２因子は，項目１「子

どもの痛みや感情を受け止めたかかわりをする（.90）」

など，子どもとの関係を大切にした日常の具体的なか

かわりであると解釈し，『子どもとのかかわり（α＝

.87）』と命名した。第３因子は，項目24「保護者と子

どもの健康実態について話をする（.79）」など，保護

者や担任など，子どもを取り巻く他者との関係をつな

ごうとする活動であると解釈し，『他者との連携（α

＝.89）』と命名した。第４因子は，項目12「担任と協

力して，あるいは独自で保健学習をする（.87）」など

保健指導や保健学習など健康教育に携わることである

と解釈し，『健康教育の推進（α＝.84）』と命名した。

第５因子は，項目７「保健室でのルールを子どもに伝

える（.79）」など，保健室における社会性の指導を行

おうとする姿勢であると解釈し『保健室の規範（α＝

.76）』と命名した。なお，各因子の信頼性について，ク

ロンバックのα係数は.76から.93と十分な値であった。

　以上のように，養護教諭の自己効力感に関し，『学

校保健活動のリーダーとしての自覚』（11項目），『子

どもとのかかわり』（６項目），『他者との連携』（６項

目），『健康教育の推進』（６項目），『保健室の規範』（２

項目）の５つの因子が見出された。

２．養護教諭個人の属性と自己効力感の関係

　回答者の属性（勤務年数・学校種・学校規模・現任

校着任年数）を独立変数，自己効力感の５つの因子そ

れぞれの得点を従属変数とする多変量分散分析を行

い，さらにBonferroniの多重比較を行った。

（１）勤務年数の比較（表３－１）

　勤務年数を，２年未満，２～５年，６～９年，10

～ 19年，20 ～ 29年，30年以上に分類し，自己効力感

との関連を分析した。多変量分散分析の結果，勤務年

数の効果が有意であり（Pillai’s…Trace＝.333，F（5.43

＝6.156，ｐ<.001），個別の分散分析では５つのすべ

ての因子において主効果が認められた。多重比較の結

果，勤務年数を重ねるとともに自己効力感が高くなり，

30年以上の自己効力感が最も高くなることが示唆され

た。因子別の得点を見てみると，どの年代においても

「子どもへのかかわり」「保健室の規範」の得点が高か

った。また，学校組織全体にかかわる「他者との連携」

「学校保健活動のリーダーとしての自覚」の因子では，

特に20年以上の経験者において自己効力感が高いこと

が明らかになった。

表１－３　回答者（学校種と着任年数）
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表２　養護教諭の自己効力感の構造（プロマックス回転後の因子パターン）
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（２）学校種の比較（表３－２）

　学校種を，小学校，中学校，高等学校，特別支援学

校に分類し，自己効力感との関連を分析した。多変量

分散分析の結果（Pillai’s…Trace＝.125，F（5.431）＝

3.777，ｐ<.001），学校種の効果が有意であり，個別

の分散分析では「他者との連携」「健康教育の推進」

において主効果が有意であった。多重比較の結果，高

等学校の自己効力感が比較的低いことが認められた。

（３）学校規模の比較（表３－３）

　学校規模を小規模（399人以下），中規模（400 ～
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699人），大規模（700人以上）に分類し，自己効力感

との関連を分析した。多変量分散分析の結果（Pillai’s…

Trace＝0.61，F（2.435）＝2.695，ｐ<.003），学校規

模の差異が有意であり，個別の分散分析では「子ども

へのかかわり」と「健康教育の推進」において主効果

が有意であった。多重比較の結果，大規模校における

自己効力感が低かった。

（４）着任年数の比較（表３－４）

　着任年数を，１年未満，２年，３年，４～５年，６

年以上に分類し，自己効力感との関連を分析した。多

変量分散分析の結果（Pillai’s…Trace＝.153，F（4.414）

＝3.262，ｐ<.001），着任年数の差異が有意であり，個

別の分散分析では「学校保健活動のリーダーとしての

自覚」，「子どもへのかかわり」，「他者との連携」にお

いて主効果が有意であった。多重比較の結果，着任年

数が３，４年以上の養護教諭の自己効力感が高かった。

学校組織全体にかかわる因子においては，個人的な力

量が高い養護教諭であっても自己効力感を蓄積させて

いくためにこの程度の時間が必要であることが示され

た。
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表３－１　養護教諭の自己効力感と勤務年数の関係

表３－２　養護教諭の自己効力感と学校種の関係

表３－３　養護教諭の自己効力感と学校規模の関係
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表３－４　養護教諭の自己効力感と着任年数の関係

Ⅳ　考察

１．養護教諭の自己効力感について

　養護教諭の自己効力感が，養護教諭の活動場面にお

ける具体的な活動とどのように関連しているのかにつ

いて検討する。まず，「学校保健活動のリーダーとし

ての自覚」因子については，平成20年１月に中央教育

審議会答申で「養護教諭は学校保健活動の中核的な役

割を果たしており，現代的な健康課題の解決に向けて

重要な責務を担っている」１）と明示された通り，リー

ダーシップを発揮している時に自己効力感を感じてい

ることが実証された。同答申では，養護教諭が学校内

外の関係者との連携を推進するコーディネーターの役

割を担う必要性も示されているが，これは本調査の「他

者との連携」因子と重なっている。すなわち，子ども

の健康問題の解決や発達の支援は保健室だけで完結す

るとは限らないため，チーム支援を行うための連携を

促進することで自己効力感が高まることが伺えた。

　「子どもとのかかわり」因子と「保健室の規範」因

子については，養護教諭は保健室での規律を子どもに

伝えながら，保健室の特質を生かし，子どもたちとの

かかわりを中核に据えて活動する中で自己効力感を形

成していると考えられた。「健康教育の推進」因子に

ついては，保健指導や保健学習，委員会活動における

指導場面において力量を発揮することで，効力感を感

じていた。これら５因子は，養護教諭に関する答申に

示された主な内容と重なりが見られるという結果が得

られた。

　また，５因子のいずれもが，学校組織文化や人的環

境などの影響が推察されることから，養護教諭の自己

効力感には，専門的な知識や技術に関する個人的な効

力感と，専門職としての組織に働きかけることができ

る効力感について理解する必要があると考えられた。

２．養護教諭個人の属性と自己効力感について

　教師の自己効力感は，経験年数の増加が一義的に自

己効力感の増大にはつながらないという結果がこれま

でに得られている３）。ところが，本研究では養護教諭

の自己効力感は，勤務年数を重ねるとともに５因子と

もに高くなる傾向がみられ，30年以上の養護教諭の自

己効力感の得点が最も高いという結果であった。養護

教諭の専門的力量は，勤務年数が増加すると高まるこ

とが明らかになっており７），本研究の自己効力感の高

まりと同様の結果となった。養護教諭として手応えや

自信を感じながら仕事を行うことができるようになる

には，経験の蓄積が重要であることを示していると思

われる。また，勤務年数が２年未満の養護教諭の得点

が最も低かったことについて，小島８）は養護教諭の

職業的社会化の研究において，就職時に感じる「職場

への適応」に対する不安が，一般女性教師よりも養護

教諭において高くなっていることを報告している。養

護教諭が職務上対応する対象は教職員全体であるた

め，学校そのものへの適応だけでなく，一般教職員と

の関係の構築といった二重の適応課題が存在してい

ることを示しており，若い養護教諭の不安感が自己

効力感得点に反映したものと思われる。本調査では

自己効力感は勤務年数とともに向上しているという

結果を得たが，鈴木ら９）は勤務年数が10 ～ 19年をピ

ークにキャリアの危機の存在を報告していることか

ら，養護教諭の職務意識に影響を及ぼす学校組織その

ものの実態にも着目した研究が必要である。

　次に，５因子の得点を勤務年数により比較すると，

「子どもへのかかわり」，「保健室の規範」は勤務年数

の長短に関わらず得点が高かった。養護教諭は勤務年

数にかかわらず，保健室での規律を子どもたちに伝え

ながら，子どもたちとのかかわりを中核に据えた実践

の中で自己効力感を形成している様子を読みとること
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ができた。このことは，平成７年３月のいじめ対策緊

急会議報告の中で，悩みを抱えた児童・生徒に対する

養護教諭の相談活動や「心の居場所」としての機能が

高く評価されたことの裏付けともいえる。「他者との

連携」は，勤務年数を重ねるにつれて得点が高くなっ

ており，経験と共に徐々にネットワークが広がってい

ることが伺え，養護教諭のコーディネート力の源泉に

なっていると思われる。「学校保健のリーダーとして

の自覚」については，特に20年以上の経験者において

自己効力感が高かった。鈴木ら10）は，20年以上の経

験者は教職員から信頼が得られ，養護教諭自身の子ど

もに対する指導について悩みが少なく満足度も高い反

面，職務上の連携を行う際には葛藤を抱いていること

を報告している。このことから，養護教諭の連携に重

要な人間関係の中でも，とりわけ同僚との連携に関す

る課題を改善していくことが示唆される。

　今後は，学校保健活動のリーダーとして何をどのよ

うに発信しているのか，あるいは発信していきたいと

思っているのか，またどのような問題点があるのかな

どを明らかにし，リーダーとしての力量を担保できる

研修内容と，それを支える学校組織づくりが望まれる。

　そして，学校種別では高等学校，学校規模別では大

規模校の養護教諭の自己効力感が比較的低いことが認

められた。鈴木ら11）は，主として学校種による養護

教諭の役割曖昧性や役割葛藤，職場風土と学校組織の

自己への位置付けの関連などに着目して分析を行い，

小学校では管理職との関係の負担感，職務の曖昧性，

中学校では役割や地位の曖昧性から生じる責任や権限

の不明瞭さを，高等学校では一般教諭からの援助や情

報に対する不足感や教員組織からの孤立感を感じてい

ることを示した。今後は養護教諭が所属する校務分掌

の見直しを行い，同僚と連携を行いやすい組織体制を

整えていく必要があると思われる。

　また，大規模校で，「子どもへのかかわり」や「健

康教育の推進」に関する自己効力感が低いことについ

ては，養護教諭の多忙が起因していることが考えられ

る。回答者の属性から，高等学校は中規模，大規模が

多かったことも一因であろう。有村12）は，養護教諭

の日常の執務不全感の４因子を抽出したが，そのひと

つである「多忙によって十分な対応ができない」因子

は，児童数に起因していることを明らかにしており，

本研究結果と類似している。日常の具体的な子どもと

のかかわりを大切にしたいと願う時，養護教諭一人で

対応でき得る子どもの人数には限界がある。また，養

護教諭が日常の「子どもとのかかわり」に追われ，「健

康教育の推進」にまで力が及ばない実態も推察できる。

公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準

に関する法律第８条による，養護教諭複数配置基準の

再検討を望むところである。

　さらに，着任年数による自己効力感の比較において

は，着任後３，４年以上の養護教諭が「学校保健のリ

ーダーとしての自覚」因子，「子どもとのかかわり」

因子，「他者との連携」因子について自己効力感が高

かった。これらの因子は個人的な力量が高い養護教諭

であっても，転勤後に相手を知り，学校保健の組織を

マネジメントし，自己効力感を形成していくためには

必要な時間であると考えられる。教職員の異動は養護

教諭に限ったことではないが，概ね一人職である養護

教諭にとっては，異動は前任者の培ったものの影響を

大きく受けることになり，葛藤やゆらぎを引き起こし

やすいものと考える。したがって，養護教諭は異動先

の学校組織の特徴を理解し，同僚教職員との連携を探

りながら組織力を高めていくための力量の形成も考え

ていく必要があろう。

　以上のことから，養護教諭は専門的な知識・技術だ

けでなく，人や集団・組織と積極的に関わり，学校内

外でリーダーシップを発揮していくことにより自己効

力感を認知していることが示された。養護教諭にとっ

て人や集団・組織との関わりが重要なスキルになると

の報告は，これまでの研究８）13）14）15）や，平成９年の

保健体育審議会答申における「企画力，実行力，調整

能力」など学校保健活動のマネジメント力，平成20年

の中央教育審議会答申におけるコーディネート力など

の要請から明らかになっている。本研究の結果は，養

護教諭がリーダー的な役割を果たしたり，人や組織と

かかわったりすることが自己効力感に関与するという

ことを実証したといえる。

　これまで養護教諭の組織マネジメントやコーディネ

ートの力量は，ややもすれば個人の経験や力量に委ね

られてきたと思われる。しかし，今後はこれらの理論
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や方法を明らかにして養成教育，現職研修を通して力

量を高めていくことや，養護教諭の自己効力感を引き

出すことができる学校組織について検討することが重

要であると考える。

Ⅴ　今後の課題

　本研究の養護教諭の自己効力感は，質問紙による一

過性の個人の主観的な認知をもとに探索的に分析・考

察を行ったものである。そのために，より客観性のあ

る指標を用いた検討を併せて行うことによって，養護

教諭の自己効力感についてさらに総合的な知見が得ら

れると思われる。また，本研究は自己効力感の構造に

ついて検討したが，自己効力感の形成過程については

触れていない。今後，養護教諭の自己効力感の形成に

関わる探索，あるいは直接的，間接的な影響要因の探

索も必要であろう。

　しかしながら，本研究では調査の制約上，被験者の

属性に於いて勤務年数や学校種別の人数に偏りが見ら

れた。今後は属性ごとの回答数を考慮して調査を進め

たい。そして，今回抽出された養護教諭の自己効力感

が生かされるような教職員集団の特性（職場の雰囲気

や人間関係，管理職のリーダーシップ）について検討

することにより，養護教諭の機能を生かすための学校

組織特性を明らかにすることが課題である。

Ⅳ　結論

　養護教諭の自己効力感の構造を明らかにし，養護教

諭が学校において自己効力感を感じながら役割を遂行

することができる組織特性について検討していくこと

を目的とし，養護教諭の自己効力感の構造と，養護教

諭個人の属性との関係を検討した。

１　…養護教諭の自己効力感は，「学校保健活動のリー

ダーとしての自覚」（11項目），「子どもとのかか

わり」（６項目），「他者との連携」（６項目），「健

康教育の推進」（６項目），「保健室の規範」（２項

目）の５因子によって規定された。

２　…養護教諭個人の属性と自己効力感の関係では，勤

務年数が重なるにつれて効力感が向上し，勤務年

数が30年以上の自己効力感が最も高かった。

３　…学校種による差は，「他者との連携」と「健康教

育の推進」の２因子においてみられた。

４　…学校規模による差は，大規模校において「子ども

とのかかわり」と「健康教育の推進」の２因子で

みられた。

５　…着任年数による差は，着任４年以上の自己効力感

が高く，「学校保健のリーダーとしての自覚」，「子

どもとのかかわり」，「他者との連携」の３因子に

おいて差がみられた。

（本研究は，平成19年度～ 21年度：科学研究費補助金

基盤研究Ｃ（課題番号19530590）「学校組織における

スクールリーダーのアセスメント能力の開発に関する

理論的・実証的研究．研究代表者：淵上克義」の補助

を受けた。）
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原 著

養護教諭の自己効力感の形成に及ぼす学校組織特性の影響（第Ⅱ報）
－管理職，学校組織風土と養護教諭の自己効力感の関係－

鈴木　　薫＊１，淵上　克義＊２，鎌田　雅史＊３

＊１岡山大学教育学部附属小学校，＊２岡山大学，＊３兵庫教育大学大学院

The…Effects…of…School…Organizational…Characteristics…
on…Yogo…Teachers’Self-Efficacy…（II）:

Relation…of…Administrative…Work…and…School…Organizational…Climate…
to…Yogo…Teachers’Self-Efficacy

Kaoru…SUZUKI＊１,…Katsuyoshi…FUTIGAMI＊２,…Masafumi…KAMADA＊３

＊１Okayama…Primary…School…Attached…to…Faculty…of…Education,…Okayama…University
＊２Okayama…University ,…＊３Hyougo…University…of…Teacher…Education

Key words：Yogo…Teacher,…Self-Efficacy,…Organizational…Climate…of…School,…

…………………………………………………Leadership,…Stress

キーワード：養護教諭，自己効力感，学校組織風土，リーダーシップ，ストレス

Abstract

　The…purpose…of…this…study…is…to…investigate…the…kinds…of…school…organizational…characteristics…that…promote…Yogo…

teachers’perception…of… self-efficacy…and…mental…health.…We… focus…on… the…school… characteristics…of…organizational…

climate…and…leadership…activities…of…the…principal.…A…structural…equation…model…was…used…to…examine…whether…the…

leadership…activities…of…principals…affect…Yogo…teachers’self-efficacy…and…distress,…mediated…by…the…organizational…

climate… of… school.… Our… hypothetical…model…was… found… to… have… an… acceptable… fit… to… the… data… (χ2(49)=105.243,…

GFI=.962,…AGFI=.940,…RMSEA=.051,…AIC=163.243).…The…importance…of…establishing…a…collaborative…climate…and…the…

school…principal’s…roles…were…demonstrated.

要　旨

　本報の目的は，養護教諭が学校において自己効力感を感じながら役割を遂行することができる組織特性について，

学校の組織風土，管理職のリーダーシップに注目し，養護教諭の自己効力感およびストレスとの関連について検討

していくことである。養護教諭の自己効力感に関連する要因を，その関連の強さや因果関係を考慮して明らかにす

るために，自己効力感と管理職のリーダーシップ，学校組織風土，ストレスとの関係を共分散構造分析を行い，総

合的な見地から検討し，全体の適合度指数がχ2（49）＝105.243（ｐ=.000），GFI＝.962，AGFI＝.940，RMSEA＝

.051，AIC＝163.243の値を示すモデルが開発された。その結果，管理職のリーダーシップが職場風土を介して，間

接的に養護教諭の自己効力感やストレスなど職務態度全般に影響力があることが明らかになった。
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Ⅰ　研究目的

　養護教諭には専門的な知識・技術だけでなく，人や

集団・組織と積極的に関わり，学校内外でリーダーシ

ップを発揮していく力量形成が求められていることは

第１報でも述べたとおりである１）。しかし，養護教諭

の専門的力量を生かすためには，学校組織の人間関係

や教職員集団の組織特性も影響していると考えられ

る２）－９）。

　従来から教師集団の特徴については「疎結合システ

ム」として捉えられ，教師間の職務上の緊密な結びつ

きはなく，むしろ教師個々の自立性が保たれることが

健全な教師集団のありようとされてきた。しかし，昨

今の様々な教育的変化に対応するために，学校内で協

働関係を構築する能力が不可欠となってきている。教

師が相互に情報を共有しながら共通理解を深め，忌憚

のない意見を交わし合いながら，開かれた学校作りを

目指して協力し合うことができる雰囲気を持つ協働的

な組織風土10）が求められているといえる。また，校

長と教師集団との相互関係のあり方は組織風土に大き

な影響を及ぼす11）ことから，教師集団を活性化させ

るために，管理職と一般教師とのコミュニケーション

や，中核となる教師集団の力量の向上を含めた学校組

織の研究がすすめられている10）。

　ところが，学校保健の組織活動という重要な職務を

担いながらも，養護教諭を取り巻く学校組織に関する

研究は非常に少ない。これまでの研究では，教師集団

の中では，一人職であるという特殊な立場の働きを軽

視する学校像や教員像が生まれやすく６），一人職種は

学校組織文化の影響を強く受けやすい５）６）７）などと

いう指摘や，担任と養護教諭間で生じる職務役割に対

する認識のギャップが，養護教諭のキャリア発達への

影響を懸念９）する報告がみられる。また，養護教諭

の職務負担感やメンタルヘルスの状況の把握２），学校

における養護教諭や保健室の位置３），養護教諭の役割

曖昧性や役割葛藤４）など，どちらかといえば養護教

諭の個人的な特性に焦点が当てられた内容が多いよう

に思われる。養護教諭が職務活動を円滑に行ううえで，

教職員集団との協働関係を促す組織風土や，管理職の

リーダーシップなど，学校の組織的な要因は非常に重

要５）であり，望ましい組織風土や管理職のリーダー

シップは養護教諭の職務ストレスを低下させ，職務に

対する効力感を高めていくことで，養護教諭の資質向

上に寄与する可能性がある。したがって，教職員集団

との協働関係や管理職のリーダーシップなど，養護教

諭と学校における組織の人的要因に関する問題との関

連を明らかにして，問題点を論じる必要があると考え

る。

　本研究は，学校の組織風土，管理職のリーダーシッ

プに注目し，養護教諭の自己効力感およびストレスと

の関連について検討することを目的とする。

Ⅱ　対象及び方法

１．調査対象と手続き

　調査対象と方法，項目および回収率は第１報に示し

たとおりである。本報ではそのうち，「学校の組織風土」

８項目，「管理職のリーダーシップ」８項目，「養護教

諭のストレス」14項目およびそれらと養護教諭の自己

効力感との相互関係について分析した。

Ⅲ　結果

１． 学校の組織風土，管理職のリーダーシップ，養護

教諭のストレスの因子分析

　学校の組織風土，管理職のリーダーシップ，養護教

諭のストレスの各項目について，主因子法（プロマッ

クス回転）による因子分析を行った。因子数は固有値

の値および変化量，累積寄与率，因子に付加する項目

の解釈可能性によって決定した。複数の因子に負荷す

る項目，どの因子についても負荷しなかった項目は除

外し再度因子分析を行うことで項目の選定を行った。

回転後はいずれかの因子に0.4以上の値をもつことを

条件に因子分析を行い，その結果を示した。

１）学校の組織風土（表１）

　因子分析の結果，先行研究と同様に２因子の時が最

適解であると判断した。また，先行研究と同様の因子

構造であったことから，第１因子を「協働的職場風土

（α＝.90）」，第２因子を「同調的職場風土（α＝.70）」

と命名した。因子の信頼性については，クロンバック

のα係数は.α＝.70から.90と十分な値であった。
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２）…管理職のリーダーシップ（表２－１，表２－２，

表２－３）

　校長のリーダーシップに関しては，１因子による解

釈が妥当であると判断した。寄与率は58.55％であっ

た。因子の信頼性については，クロンバックのα係数

は.89で十分な値が示された。教頭のリーダーシップ

も最適解は１因子で，寄与率は73.26％，クロンバッ

クのα係数は.94であった。教務主任のリーダーシッ

プも最適解は１因子で，寄与率は63.51％，クロンバ

ックのα係数は.91であった。
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表１　職場風土の構造（プロマックス回転後の因子パターン）
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表２－１　校長のリーダーシップの構造

表２－２　教頭のリーダーシップの構造
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３）養護教諭のストレス　（表３）

　養護教諭のストレスについては，14項目のうち年齢

に関係すると思われる１項目（「８．生理が不順にな

っている」）を除いて因子分析を行った結果，最終的

には表３に示した12項目になった。２因子の時が最適

解であると判断した。各因子のクロンバックのα係数

は.85から.83であった。２つの因子の命名については，

第１因子は，項目11「学校に行くのが憂鬱である（.83）」

など精神面でのストレス症状であると解釈し，「精神

的ストレス（α＝.83）」因子と命名した。第２因子は，

項目４「首や肩がこる（.81）」など身体面でのストレ

ス症状であると解釈し，「身体的ストレス（α＝.85）」

因子と命名した。

２． 職場風土の特徴と養護教諭の自己効力感，ストレ

スの関係（表４，表５，表６，表７）

　まず，職場風土の得点パターンによって被験者を分

類するために，協働的風土得点と同調的風土得点を用

いてウォード法によるクラスター分析を行った。その

結果，被験者は３クラスターに分類された。次に，そ

れぞれの群の特徴をみるために，協働的風土得点と同

調的風土得点を従属変数とした一元配置分散分析を行
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表２－３　教務主任のリーダーシップの構造

表３　養護教諭のストレスの構造（プロマックス回転後の因子パターン）
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表４　職場風土と職場風土群の関係

表５　職場風土群の学校種別割合

C M Y K
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い，クラスターごとの職場風土得点を比較したところ，

３群間で有意な差がみられた（協働F（2.436）＝

849.235，p＜.001：同調F（2.436）＝45.614，p＜.001）。

３つのクラスターの特徴に従い，協働的職場風土得点

が高く，同調的職場風土得点が低かったクラスターを

「協働群」，同調的職場風土得点が高く，協働的職場風

土得点が低かったクラスターを「同調群」，協働群と

同調群の中間的な特徴のあるクラスターについては

「中間群」と命名した。各クラスターの風土得点を表

４に示す。また，職場風土と学校種の関係を見てみる

と，表５に示すように，協働群が占める割合は小学校

が最も多かった。

　職場風土と養護教諭の自己効力感の関係は，分散分

析を用いて３つの職場風土の養護教諭の自己効力感得

点を比較した。結果を表６に示す。第５因子「保健室

の規範」を除く４つの因子，すなわち「学校保健活動

のリーダーとしての自覚」，「子どもへのかかわり」，「他

者との連携」，「健康教育の推進」において，この３つ

の職場風土群の主効果が有意であった（第１因子：F

（20.124）＝15.757，p＜.01，第２因子：F（14.166）＝

7.299，p＜.01，第３因子：F（15.560）＝12.874，p＜.01，

第４因子：F（21.238）＝18.289，p＜.01），また，Bonferroni

の多重比較を行ったところ，第５因子を除く４つの因

子において，協働群が，中間群と同調群に比べて自己

効力感が高かった。養護教諭の自己効力感の５つの因

子のうち４つが職場風土に影響を受けることが明らか

になった。

　なお，「保健室の規範」については，下位項目が養

C M Y K
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表６　職場風土群と養護教諭の自己効力感の関係
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表７　職場風土群と養護教諭のストレスの関係

護教諭の保健室における対応であることから，職場の

雰囲気に左右されるというよりも，むしろ養護教諭の

個人的力量が大きく関与することが考えられた。

　さらに，３つの職場風土における養護教諭のストレ

ス得点を比較した。ストレス得点は，数値が大きいほ

どストレスが高くなることを示す。分散分析の結果，

表７の通り精神的ストレスにおいて，この３つの職場

風土群の主効果が有意であり（F（10.200）＝13.005，

p＜.01），Bonferroniの多重比較を行ったところ，協

働群が，中間群と同調群に比べてストレスが低かった。

また，身体的ストレスにおいても，この３つの職場風

土群の主効果が有意であり（F（7.002）＝11.884，p

＜.01），Bonferroniの多重比較を行ったところ，協働

群と中間群が，同調群に比べてストレスが低かった。

３． 管理職のリーダーシップと組織風土が養護教諭の

自己効力感及びストレスに及ぼす影響（表８，図１）

　管理職のリーダーシップが組織文化の形成や変容に

及ぼす影響や，組織文化が教師の職務態度や力量形成

に及ぼす影響を検討するため，リーダーシップが風土

を形成し，風土によって養護教諭の自己効力感が強め

られる関係について，共分散構造分析を用いて検討し

た。まず，モデルにおける各観測変数の尺度得点の単

純相関行列を表８に示す。管理職のリーダーシップは，

協働的な風土と正の関連を示し，同調的風土と負の関

連を示した。また協働的風土は養護教輸の自己効力感

と正の関連を示し，ストレスと負の関連を示した。

　次に，管理職のリーダーシップが風土を形成し，職

場風土によって養護教諭の自己効力感が強められると

いうモデル，すなわち，管理職のリーダーシップが直

接養護教諭の自己効力感に影響するのではなく，職場

風土が媒介していることを検証するために，次のよう

な仮説をもとに分析をおこなった。①管理職のリーダ

ーシップが発揮された場合，養護教諭の自己効力感は

高まるだろう，②管理職のリーダーシップが発揮され

た場合，職場風土の協働性は高まるだろう，③協働的

な職場風土においては養護教諭の自己効力感は高まる

だろう，④職場風土が養護教諭の自己効力感を高める

効果を統制した場合，管理職のリーダーシップが養護

教諭の効力感を高める効果は①に比べ小さくなるかも

しくは無くなってしまうだろう。

　まず，管理職のリーダーシップが直接養護教諭の自

己効力感を規定するモデルについて検討した結果は，

リーダーシップから養護教諭の自己効力感へのパス係

数は有意であり（β=.15，p＜.001），適合度指数はχ2

（19） ＝42.32（ ｐ=.002），GFI＝.977，AGFI＝.956，

RMSEA＝.053，AIC＝76.324であった。次に，管理職

のリーダーシップが職場風土に与える影響を検討した

結果，パス係数は有意であり（β=.74，p＜.001），適

合度指数はχ2（4）＝5.29（ｐ=.259），GFI＝.955，

AGFI＝.982，RMSEA＝.027，AIC＝27.292であった。

職場風土から養護教諭の自己効力感の関係を検討した

結果，パス係数は有意であり（β=.33，p＜.001），適

合度指数はχ2（14）＝49.729（ｐ=.000），GFI＝.968，

AGFI＝.937，RMSEA＝.076，AIC＝77.729であった。

最後に，職場風土が養護教諭の自己効力感に及ぼす影

響を検討する。統制モデルにおいてはリーダーシップ

から養護教諭の自己効力感へのパスは有意ではなくな

り（β=－.19，n.s），モデルの適合指数はχ2（33）＝

70.970（ｐ=.000），GFI＝.969，AGFI＝.948，RMSEA

＝.051，AIC＝114.970であった。以上の結果より，管

理職のリーダーシップは直接養護教諭の自己効力感に

影響するというよりも，職場風土が媒介していること

が示された。

　そこで，これらの分析内容を踏まえ，養護教諭の自

己効力感，職場風土，管理職のリーダーシップ，養護
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表８　観測変数の相関行列

図１　管理職のリーダーシップ・組織風土・養護教諭の自己効力感・養護教諭のストレスの関係の最適モデル

教諭のストレスの関連性について共分散構造分析を行

い，総合的な見地から検討した。養護教諭の自己効力

感に関連する要因を，その関連の強さや因果関係を考

慮して明らかにするために，自己効力感と管理職のリ

ーダーシップ，学校組織風土，ストレスとの関係を図

１のように考えて検討した。図１の全体の適合度指数

はχ2（49）＝105.243（ｐ=.000），GFI＝.962，AGFI

＝.940，RMSEA＝.051，AIC＝163.243の 値 を 示 し，

モデルの適合性は良好である。管理職のリーダーシッ

プから養護教諭の自己効力感への影響と，養護教諭の

自己効力感からストレスへの影響はβ＝.19（ｐ＝n.

s.）であった。ここでも，管理職のリーダーシップが

職場風土を介して間接的に養護教諭の自己効力感やス

トレスなど職務態度全般に大きな影響力があったこと

が示された。

Ⅳ　考察

１． 職場風土の特徴と養護教諭の自己効力感およびス

トレスの関係について

　まず，職場の人的要因として考えられる職場風土と

学校種の関係では，小学校勤務者は職場風土を協働的

と捉える割合が多かったが，鈴木ら２）の調査結果で
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も小学校が中・高等学校より職場風土をポジティブに

評価しており，同様の結果であった。本研究の回答者

で，小学校勤務者は学校規模が小規模な場合が多いこ

とも相まって，教職員間や管理職との交流が行われや

すい要因になったのではないかと思われる。

　次に，養護教諭の自己効力感と職場風土との関係で

は，自己効力感の５つの因子のうち「学校保健活動の

リーダーとしての自覚」，「子どもへのかかわり」，「他

者との連携」，「健康教育の推進」の４因子が職場風土

に影響を受けており，いずれの因子においても協働群

が最も高い自己効力感を示し，同調群が最も低かった。

本調査で明らかになった５因子の下位項目には，教職

員間の交流の程度や養護教諭に対する理解や認識の有

無により，手応えや自信に差を感じる仕事場面が多く

含まれていることから，養護教諭の自己効力感は協働

的な職場風土において表出されることが明らかになっ

た。また，５因子には，専門的な知識や技術に関する

個人的な効力感と，専門職としての組織に働きかける

ことができる効力感があることを理解する必要があ

り，とりわけ，前述の４因子には職場風土が大きく影

響しているといえる。

　また，養護教諭のストレスと職場風土の関係におい

ても，ストレスの２因子ともに職場風土の影響が認め

られた。精神的ストレス，身体的ストレスともに同調

群において最もストレスが高く，協働群において低か

った。また，職場風土により身体面よりも精神面にス

トレスを感じやすい職種であることが伺えた。職場風

土とストレスの関連について，淵上ら10）は，教師を

対象とした調査で，職場風土がバーンアウトに関連し

ており，協働的な職場風土ではバーンアウトの軽減と

強く関与することを明らかにしている。バーンアウト

をストレスに長時間曝されたことによる独特なストレ

ス反応と捉えれば，本研究で分類した協働群は養護教

諭のストレス緩衝にも有効であることが推察される。

田上ら12）は教師ストレスの外的要因を，多忙，成果

のフィードバック，同僚との人間関係，児童・生徒お

よび保護者との関係の４点から検討しているが，すべ

てが養護教諭の日常と深く関連する項目である。養護

教諭の精神的ストレスは，職場風土により左右される

ことが示されたことから，協働的な職場風土作りが望

まれる。

２． 養護教諭の自己効力感と職場風土および管理職の

リーダーシップの関係について

　養護教諭の自己効力感と職場風土および管理職のリ

ーダーシップの関係については，管理職のリーダーシ

ップが養護教諭の自己効力感に影響するというより

も，むしろ職場風土が媒介していることが明らかにな

った。養護教諭は一人職であるがゆえに，学校組織文

化の影響を強く受け，孤立しやすい状況にあるともい

える。養護教諭に求められている役割行動について

も，教師は個別支援を中心にイメージしてるのに対し

て，養護教諭は個別支援だけでなく集団や学校組織

全体を視野に入れた活動をイメージとして持ってい

るなど教師と養護教諭間で大きな認識のギャップが

ある９）。このような養護教諭自身の役割認知と同僚か

ら期待されている役割のギャップ，あるいは同僚の養

護教諭への認識や態度は，養護教諭のキャリア発達に

影響する２）ことも危惧されている。また，これらは

養護教諭の組織での位置付けや学校組織の特性，教員

文化への適応など，職場の雰囲気や管理職のリーダー

シップに対する認識に起因すると指摘されている５）。

３． 養護教諭の自己効力感と管理職のリーダーシップ，

職場風土およびストレスの関係について

　これらの結果を踏まえ，養護教諭の自己効力感，組

織風土，管理職のリーダーシップ，養護教諭のストレ

スの関連性について総合的な見地から検討した結果，

管理職のリーダーシップが一定の影響力を持ってい

た。また，職場風土，とりわけ教職員の協働意識が養

護教諭の自己効力感やストレスなど職務態度全般に大

きな影響力をもっていた，管理職のリーダーシップが

組織文化の形成や変容を促し，それが教師の職務態度

の変容に結合する13）14）。教職員が相互に共通理解を深

めて意見を交換しながら協力し合ったり成長し合った

りできる雰囲気をもっている職場風土であれば，一人

職であっても高い自己効力感をもって活動できるとい

えよう。養護教諭の力量を引き出し育てるためには，

管理職が養護教諭に働きかけるだけでなく，協働的な

職場風土を形成する必要があること，そして，養護教
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諭が保健室で得た心身の健康問題に関する情報発信の

場を組織体制として位置づけるなど，職場全体の養護

教諭に対する理解を深める必要があることが明らかに

なった。

　しかし，養護教諭が専門職としての力量を形成した

り，自らの役割を十分に遂行したりするために，職場

環境にのみ依拠するのは十分でない。養護教諭は教育

職員として，児童生徒の心身の健康の実態に即して，

健康に生きる力を育てる教育者であるということを自

覚し，制度的な課題を踏まえながら，保健室の現状を

意図的に学校全体へ反映させるよう働きかけていく必

要があるだろう。このような力量は，ただ個人の経験

や力量に委ねるのではなく，職務の一環としてその理

論や方法を養成段階や現職研修でも学習し，研修を積

んでいく必要があろう。学校内外の多様な意見や情報

を集約しながら策定して管理職等に提言するエンパワ

ーメントを伴った上方向への影響力15）を養成するこ

とにより，養護教諭の役割を学校経営の戦略的な位置

に置く14）ことができるのではないかと考える。

　以上のことから，養護教諭が学校において自己効力

感を感じながら役割を遂行することができる職場特性

（職場風土，管理職のリーダーシップ）およびストレ

スとの関連について総合的な見地から検討した結果，

支え合う職場風土と管理職のリーダーシップが重要

で，協働的風土において自己効力感が高まり，ストレ

スが軽減されることが示された。最近の研究結果によ

れば，校長等のリーダーシップは教職員一人ひとりに

直接影響を及ぼすのではなく，学校の組織システムや

職場風土を通して間接的に影響をもたらすことが明ら

かにされている16）が，養護教諭の自己効力感に対す

る管理職の影響に関しても同様の知見が得られたと言

える。

　学校改善が叫ばれている昨今，学校の力量を高めて

いくためには内外に開かれた学校作りが欠かせない。

健康課題の解決についても同様である。そのためには

担当や職種の違いを超え，相互啓発を組み込みながら

教育力向上を図る組織開発が不可欠である。養護教諭

も組織の一員として，とりわけ学校保健分野ではリー

ダーとして，管理職を含めた他の同僚と協働的な関係

を結び，自己効力感を抱きながら職務を遂行していく

ことが望まれる。

Ⅴ　今後の課題

　本研究で調査した養護教諭の自己効力感やストレ

ス，学校の職場風土，および管理職のリーダーシップ

は，質問紙による一過性の個人の主観的な認知をもと

に分析・考察を行ったものである。今後はより客観性

のある指標を用いた検討を併せて行うことにより，さ

らに総合的な知見が得られると思われる。また，学校

の組織システムや養護教諭の組織マネジメントやコー

ディネートの力量など直接的・間接的な影響要因の探

索も必要であろう。

　また，学校ごとに、職場の組織風土と養護教諭の自

己効力感に関する要因の因果関係を明らかにすること

によって，より具体的な養護教諭の課題が明確化され

ると考えられる。そこで，個々の学校組織全体を取り

上げたケーススタディを重ね，知見を得ることが課題

になろう。

Ⅵ　結論

　養護教諭が学校において自己効力感を感じながら役

割を遂行することができる組織特性について検討して

いくことを目的とし，養護教諭の自己効力感に関連す

る要因を，その関連の強さや因果関係を考慮して明ら

かにするために，自己効力感と管理職のリーダーシッ

プ，学校組織風土，ストレスとの関係を共分散構造分

析を行い，総合的な見地から検討した結果。管理職の

リーダーシップが職場風土を介して，間接的に養護教

諭の自己効力感やストレスなど職務態度全般に影響力

があったことが明らかになった。

　本研究は，平成19年度～ 21年度：科学研究費補助

金基盤研究Ｃ（課題番号19530590）「学校組織におけ

るスクールリーダーのアセスメント能力の開発に関す

る理論的・実証的研究。研究代表者：淵上克義」の補

助を受けた。
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養護教諭のための自己評価ソフト『STEP－UP』の開発

林　　典子＊１，後藤ひとみ＊２

＊１名古屋学芸大学，＊２愛知教育大学

Development…of…“STEP-UP”…Self-Evaluation…Software…for…Yogo…Teachers

Noriko…HAYASHI＊１,…Hitomi…GOTO＊２

＊１Nagoya…University…of…Arts…and…Sciences,…＊２Aichi…University…of…Education

Key words：Teachers…assessment,…Self-evaluation,…PDCA…cycle

キーワード：教員評価，自己評価，ＰＤＣＡサイクル

Abstract

　Teacher…evaluations…are…currently…performed…to…create…compulsory…education…for…a…new…age.…The…PDCA…(Plan-

Do-Check-Action)… cycle… is… emphasized… in… the… process… of… this… teacher… evaluation.… Yogo… teachers… need… to… have…

specific…aims…at…the…beginning…of…the…academic…year.…However,…the…end-points…for…Yogo…teachers…have…been…made…

by…arranging…the…end-points…for…regular…school…teachers.…Therefore,…the…perspective…when…Yogo…teachers…perform…

self-evaluations…is…unclear.…

　First,…Yogo…teachers…evaluated…their…own…practice…and…made…a…check…list…that…they…could…use…when…setting…their…

goals.…The…appropriateness…of…this…check…list…was…confirmed…in…an…inventory…survey…of…Yogo…teachers…who…worked…

in…16…districts…of…one…prefecture.…The…respondents…for…this…check… list…were…148…people…from…whom…consent…was…

obtained.…The…check…list…constituted…six…large…items,…29…middle…items,…and…141…check…items.…Then,…based…on…this…

check…list,…we…made…self-evaluation…software…called…“STEP-UP”…for…Yogo…teachers.…We…set…the…evaluation…results…

for…middle… items… and… 31… sheets… that… displayed… each… stage… on… a… PDCA… radar… chart… for… every… large… item.…

Furthermore,…we…confirmed…the…utility…of…the…software…in…a…trial…of…40…Yogo…teachers…who…were…able…to…participate…

in…a…briefing…session…of…the…software…among…the…original…148…people.

要　旨

　現在，新しい時代の義務教育を創造するための教員評価が行われている。この教員評価の過程では，（Plan），（Do），

（Check），（Action）というPDCAサイクルが重視されている。養護教諭の場合も年度初めに具体的な目標を持つこ

とが必要となる。しかし，養護教諭のための評価項目は，教諭のための評価項目をアレンジして作られている。し

たがって，養護教諭自身が自己評価を行う際の観点は明瞭ではない。

　そこで，まず，養護教諭が自分の実践を評価し，自己目標を設定する際に役立てることのできるチェックリスト

を作成した。このチェックリストの適正については，Ｓ県の16地区で勤務する養護教諭に対する質問紙調査によっ

て確認した。このチェックリストの回答者は，承諾を得た148名である。このチェックリストは，６の大項目，29の

中項目，141のチェック項目によって構成した。このチェックリストをもとに養護教諭のための自己評価ソフト

原 著
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Ⅰ　はじめに

　中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造

する」（2005年10月26日）において，義務教育の質の

保証・向上のための国家戦略として，これまでの勤務

評定にとどまらない新たな教員評価の在り方が提言さ

れた。これを受けて，都道府県教育委員会は教員評価

のシステムづくりや評価シートの作成などを進めてき

た。

　教員評価には，教員自身が行う「自己申告」（職務

内容について目標を設定し，年度末に目標達成度を自

己評価する）と，「業績評価」（評価者が教員の職務に

ついての成果を評価する）がある。この二つをすり合

わせて教員の資質能力を捉え，意欲の向上や組織の活

性化に反映させることが教員評価のねらいである１）。

なかでも，「自己申告」は自己目標を設定して年度末

に自己評価するものであることから，教員一人ひとり

の目標設定とその目標に対する自己評価の仕方が重要

となる。

　このような教員評価は養護教諭に対しても同様に

行われているが，各教育委員会が用いている評価項

目は教諭をベースにして作成されたものであるため，

養護教諭の実践を網羅したものとは言い難い状況があ

る２）。

　新たな教員評価において，八尾坂３）は教員が集団

の目標（校務分掌，学年，教科，各種委員会等の目標）

と適合した個人の目標を主体的に設定し，目標達成を

目指し，年度末にその達成状況を評価する目標管理

手法の考え方が基本であると述べている。これは，廣

嶋１）が指摘しているように，自分の職務内容につい

て「何を，どこまで，どのように実施するか」といっ

た目標を設定し，年度の終わりに目標の達成状況を自

己評価する方法，すなわち，「自己申告」であり，各

都道府県の教員評価に共通点として見られる。

　そこで，「何を，どこまで，どのように実施するか」

という具体的な目標設定をすることが重要となり，そ

のためには，今までの取組における課題を明確にする

ことが必要となる。また，八尾坂４）は，年度当初に

目標を設定し（Plan），目標に基づいて教育活動を展

開し（Do），実践内容について自己評価し（Check），

改善を図る（Action）という一つのサイクル（以後，

PDCAサイクルと称す）として，教員としての資質能

力の向上を目指すことが大切であると指摘している。

このPDCAサイクルについては，学校評価ガイドライ

ン［改訂］５）において，自己評価のポイントの一つと

して明示されている。

　養護教諭の場合も教諭と同様に，PDCAサイクルに

基づいて，実践から課題を把握し，改善すべきことを

明確化し，具体的な目標を設定し，自己評価するとい

うプロセスが必要と考えられる。課題把握の段階では

「どのようにすれば課題を捉えられるか」，改善の段階

では「どのような方法で改善していくのか」，目標設

定では「具体的な目標を設定するにはどうしたらよい

か」，自己評価の段階では「達成状況をどのように把

握するか」に養護教諭自身が向き合うことができ，そ

の結果を自分の目で見て確かめ，次の実践に生かすこ

とのできる自己評価ソフトの開発を行った。

　本研究では，前年度の実践の評価から自己目標を設

定し，１年間の活動を通して年度末に養護教諭として

の自己評価をする際に役立つ自己評価ソフト『STEP

－UP』を開発したので報告する。

Ⅱ　研究方法

１．自己評価のためのチェックリストの作成

⑴評価項目の作成

　養護教諭実践事例集10の「自己評価シート」６）の項

目を参考にして，職務に関するcheck項目と教員の資

質能力や研修に関するcheck項目の二つの視点から新

たなチェックリスト（以後「自己評価…checklist」と

称する）を作成した。

　養護教諭の職務に関するcheck項目は，中央教育審

議会答申７）（2008年）で示された「養護教諭の職務と

役割」，保健体育審議会答申８）（1972年，1997年）で

『STEP－UP』の作成を行った。大項目ごとの中項目の評価結果やPDCAの各段階をレーダーチャートに表示する31

シートを設定した。さらに，148名の中でソフトの説明会に参加できた養護教諭40名の試行によってソフトの使用感

を確認した。
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示された「養護教諭の役割」，文部科学省養護教諭中

央研修会資料９）（2001年）で指針として示された「養

護教諭の職務９項目」，財団法人日本学校保健会発行

の『保健主事の手引き』10）（2006年）で示された「保

健室の機能」を参考にした。

　教員の資質能力や研修に関するcheck項目は，教育

職員養成審議会答申11）（1987）「教員の資質能力の向

上方策等について」，教育職員養成審議会答申12）（1999）

「養成と採用・研修との連携の円滑化について」，静岡

県教職員研修指針13）（2003）を参考にした。

　さらに，項目の構成にあたっては，PDCAサイクル

の段階を意識して検討した。

⑵評価方法の検討

　各項目は５段階の自己採点とし，採点の根拠とした

事項なども記述できる欄を設けることにした。自己採

点の結果は，項目ごとやPDCAの段階ごとにグラフ化

するソフトを開発することで，自己評価に生かせるよ

う工夫した。

⑶作成した「自己評価…checklist」の信頼性の検討

　S県内の公立小中学校養護教諭148名を対象に，作

成した「自己評価…checklist」の試行を依頼し，尺度

として用いた項目の信頼性をCronbackのα係数によ

って確かめた。また，「自己評価…checklist」の結果を

グラフ化したものを対象者に返し，課題の把握や目標

設定に活用を依頼した。実施後にアンケート調査を行

い，今回作成した「自己評価…checklist」は養護教諭

が自己評価する上で有効なものであるかについて意見

を求めた。

２．「自己評価checklist」ソフトの作成

⑴ソフトの構成と結果の表示方法

　「自己評価checklist」の項目について自己評価し，

評価結果をグラフ化することにより一目瞭然となるこ

と，養護教諭の役割を項目別に分析できるようにする

こと，分析結果から自己目標が設定すること等を盛り

こんだ，入力・集計・グラフ化・分析といった一連の

作業ができる自己評価ソフト『STEP－UP』をExcel…

2007を用いて作成した。

⑵自己評価ソフト『STEP－UP』の有用性の確認

　自己評価ソフト『STEP－UP』の試行版をS県内公

立小中学校の養護教諭40名に活用してもらい，質問紙

郵送調査によりソフトの有用性を確認した。

３．倫理的な配慮

　「自己評価…checklist」の信頼性の検討では，調査目

的を明示した文書を配付し，自己評価した結果を査定

するものではないことを理解してもらった上で無記名

による調査を行った。自己評価ソフト『STEP－UP』

の有用性の確認では，『STEP－UP』の試行版を試行

するモニターになってもらうことを説明し，そのデー

タについては自己管理してもらうこと，質問紙調査の

内容は本研究の分析以外には用いないことを明らかに

して協力への了解を得た。

Ⅲ　結果

１．自己評価に用いるチェック項目の作成

⑴「自己評価…checklist」の作成

①大項目の設定

　中央教育審議会における教員の力量も加味すると，

養護教諭の専門性は，「子ども理解力，保健室経営力，

子どもへの対応力，救急処置能力，個別指導力，集団

指導力，生徒指導力」などの専門的力量が考えられる。

そこで，「自己評価…checklist」の作成のねらいは，養

護教諭の職務内容を日々の活動をもとにチェックする

ことで振り返り，自己の課題を捉え，自己の目標を設

定し，目標達成に向けて努力をするというプロセスに

おいて活用することとした。具体的には，次の４つの

視点に留意した。

　視点１は，学校運営を踏まえた養護教諭としての活

動や保健室経営の項目である。

　視点２は，養護教諭という職の専門性に関する項目

である。

　視点３は，教員としての養護教諭の資質能力に関す

る項目である。

　視点４は，養護教諭の資質能力を高めるための研修

に関する項目である。

　視点１は学校運営・保健室経営，視点２は保健管理，

保健教育，健康相談活動，視点３は教員としての資質
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能力，視点４は研修とし，６つの大項目を設定した。

②中項目の設定

　中項目は，職務に関する項目と教員の資質能力や研

修に関する項目の二つの視点から作成した。

　学校運営・保健室経営では，保健室経営，学校保健

計画，組織活動，校務分掌業務・連携の５項目を設定

した（表１）。保健管理では，保健情報の把握，救急

処置，健康診断，環境衛生，感染症予防の５項目を設

定した（表２）。保健教育では，個別の保健指導，集

団の保健指導，随時の保健指導，保健学習，啓発活動

の5項目を設定した。健康相談活動等では，健康相談

活動，児童生徒理解，生徒指導・教育相談，特別支援

教育の4項目を設定した（表４）。教育としての資質能

力では，児童生徒愛，指導力・対応力，誠実・責任感，

公正，寛容・協力，研究，自己の健康の７項目を設定

した（表５）。研修では，校内研修，校外研修，人間

力を高める研修の３項目を設定した（表６）。その結果，

29の中項目を設定した。

③チェック項目の設定

　職務に関するチェック項目の設定では，養護教諭向

けの評価シートの検討を進めてきたＳ県の取り組みに

注目し，「養護教諭実践事例集」６）の評価シートに示

された190項目，養護教諭の職務内容として示された

９項目の内容９），内藤14）や中村15）の示した項目を参

考にして，中項目毎にPDCAの実践状況が確認できる

ようなチェック項目の設定を心がけた。なお，チェッ

ク項目のＣとＡでは，項目によってはＣとＡの明確な

区分が難しいものがあったこと，レーダーチャート等

の結果表記では全体の統一を図ることを考慮しＣとＡ

を合わせて「CA」とすることにした。また，教員と

しての資質能力・研修に関するチェック項目では，実

践でなく意識や心がける内容の項目であることから

PDCAに適さないと判断し，PDCAのチェックとしな

かった。

　結果として，下記に示すような141のチェック項目

を設定した。

　大項目「１．学校運営・保健室経営」では，中項目

「保健室経営」でチェック項目11，同様に「学校保健

計画」で６，「組織活動」で４，「校務分掌業務」で３，

「連携」で６の計30項目とした（表１）。

　大項目「２．保健管理」では，「保健情報の把握」

で８，「救急処置」で７，「健康診断」で４，「学校環

境衛生」で６，「感染症予防」で７の計32項目とした（表

２）。

　大項目「３．保健教育」では，「個別の保健指導」

で５，「集団の保健指導」で８，「随時の保健指導」で

４，「保健学習」で７，「啓発活動」で３の計27項目と

した（表３）。

　大項目「４．健康相談活動等」では，「健康相談活動」

で８，「児童生徒理解」で４，「生徒指導・教育相談」

で５，特別支援教育で６の計23項目とした（表４）。

　大項目「５．教員としての資質能力」，「児童生徒愛」

で３，「指導力・対応力」で３，「誠実・責任感」で３，

「公正」で２，「寛容・協力」で３，「研究」で３，「自

己の健康」で３の計20項目とした（表５）。

　大項目「６．研修」では，「校内研修」で２，「校外

研修」で４，「人間力を高める研修」で３の計９項目

とした（表６）。

④評価尺度の設定

　各項目の評価尺度について，５段階評価「５：しっ

かりできた」（80 ～ 100％の達成），「４：かなりできた」

（60 ～ 79％達成），「３：まあまあできた」（40 ～ 59％

達成），「２：あまりできなかった」（20 ～ 39％達成），

「１：できなかった」（０～ 19％達成）とした。

⑤「自己評価…checklist」の構成

　「自己評価…checklist」の内容は，141項目の職務内

容をチェックするシートと大項目毎の目標点や具体的

目標を記入して目標の修正を行うシート，チェックし

た結果を項目別にグラフ化するシート，年間の結果を

分析するための資料シートの４部構成にした。

⑵尺度とした項目の信頼性

①尺度とした項目の信頼性の検討

　S県内の小中学校の養護教諭148名に，作成した「自

己評価…checklist」の試行を依頼し，その結果をもと

に 尺 度 と し た 項 目 の 信 頼 性 を み た。 分 析には

SPSSver.17.0を用い，Cronbachα係数を算出した。

各項目の平均値と標準偏差から１～５の範囲内で1.5

以下や4.5以上に偏っている項目の有無を確認し，次

にCronbachα係数を求めた。精選すべき項目はなく，
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表１　自己評価checklist「学校運営・保健室経営」の項目

C M Y K

林.prn Wed Mar 24 13:59:54 2010
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表２　自己評価checklist「保健管理」の項目

C M Y K

林.prn Wed Mar 24 13:59:54 2010
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表３　自己評価checklist「保健教育」の項目

C M Y K

林.prn Wed Mar 24 13:59:54 2010
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表４　自己評価checklist「健康相談活動等」の項目

C M Y K

林.prn Wed Mar 24 13:59:54 2010
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表５　自己評価checklist「教員としての資質能力」の項目

C M Y K

林.prn Wed Mar 24 13:59:54 2010
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全ての中項目においてCronbachα係数が0.8以上であ

ったことから，中項目内にある質問項目の内的整合性

による信頼性を確認できた。

②「自己評価…checklist」の実用に関する意見

　S県内小中学校の養護教諭148名に「自己評価…

checklist」の試行を依頼し，その結果を項目別にレー

ダーチャートで示したものと目標設定した際の記入用

紙を返送し，この「自己評価…checklist」の実用に関

する意見を調べるために質問紙を添付した。自己評価

の柱を６項目（学校運営・保健室経営，保健管理，保

健教育，健康相談活動，教員としての資質能力，研修）

にしたことについては97.9％が「適切」，「自己評価…

checklist」が今後の自己評価に役立つかについては

99.3％が「役立つ」または「まあまあ役立つ」，５段

階評価については98.0％が「適切」または「まあまあ

適切」，評価・結果のグラフ化・目標設定のプロセス

については97.3％が「適切」または「まあまあ適切」

と回答した。checklistの結果をレーダーチャートにグ

ラフ化したことが課題把握に役立ったかでは99.3％が

「役立った」と回答し，目標設定に役立ったかでは

98.7 ％ が「 役 立 っ た 」 と 回 答 し た。「 自 己 評 価…

checklist」の実施が養護教諭の力量向上のために必要

かでは，56.8％の養護教諭は必要であると回答した。

これらの結果から，「自己評価…checklist」は養護教諭

の自己評価のために使用できるものと捉えられた。

⑶「自己評価…checklist」用のソフト作成

　各々の内容理解のために「自己評価…checklist」に

は用語の解説を付した。その上で，養護教諭自身によ

る昨年度の実践評価，本年度の目標設定，中間評価，

目標の修正，年度末の自己評価を効率よく行うことを

目的に，養護教諭のための自己評価ソフト『STEP－

UP』を作成した。ソフト作成においては，「Excel…

2007」を使用して作成した。また，操作をスムースに

表６　自己評価checklist「研修」の項目

C M Y K

林.prn Wed Mar 24 13:59:54 2010
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行うために関数とマクロ機能を活用した。

　「自己評価…checklist」用ソフトの内容として，【メ

ニューシート】【マニュアルシート】【参考資料シート】

【入力シート】【評価結果シート】【分析シート】【保健

室経営計画シート】の７つのシートを設定した。

①【メニューシート】

　メニューシートには，年度・学校名・氏名・このソ

フトに盛り込まれている内容のメニューについて表示

した（図１）。

②【マニュアルシート】

　このソフトのねらい，評価尺度，使い方の説明を組

み入れた（図２）。

③【参考資料シート】

　養護教諭の職務と役割・保健室の機能・研修のライ

フステージと題して，「保健体育審議会答申の一部抜

粋」（1972，1995），「中央教育審議会答申の一部抜粋」

（2008），「保健室の機能」10），「養護教諭の職務」７），「ラ

イフステージに応じた研修の基本的考え方」18）を表示

した。

④【入力シート】

　養護教諭の職務と役割に関する４つの大項目の112

のチェック項目と教員としての資質能力・研修の２つ

の大項目の29のチェック項目に関する入力するシート

にした。自己目標と目標点，目標修正を入力するシー

トにした（図３）。

⑤【評価結果シート】

　学校運営・保健室経営，保健管理，保健教育，健康

相談，教員としての資質能力，研修の６項目に総合（６

項目全体の結果を示すもの）を加えた７項目について，

入力したチェック項目を集計し，グラフ化した。

　グラフは，総合として昨年度と比較した棒グラフと

PDCAのレーダーチャート，中項目別のPDCAのレー

ダーチャートのグラフにした。

　グラフを見ての振り返りと今後に向けて改善が必要

なことを入力する記入枠を作成した（図４）。

⑥【分析シート】

　総合，学校運営・保健室経営，保健管理，保健教育，

健康相談，教員としての資質能力，研修の７項目の昨

年の評価結果，中間の評価結果，年度末の評価結果を

リンクさせ，一つにまとめた。

　総合以外の６項目は，昨年の評価点，目標点，中間

の評価点，年度末の評価点を明示した。グラフは，昨

年度の評価結果，中間の評価結果，年度末の評価結果

を明示した。設定した目標や目標の修正，評価結果シ

－トで入力した結果の振り返り，改善が必要なことを

明示した（図５）。

⑦【保健室経営計画シート】

　保健室経営案のモデル枠として，３学期制と２ステ

ージ制の２つを提示した。

⑧留意点

　入力及び操作に関して，次のような点に留意した。

　・…メニューシートから，ボタン操作により各シート

を開けるようにする。

　・…31シートで構成し，メニューシート及び各シート

において印刷ボタンを設置し，印刷できるように

する。

　・…2007年から2050年までのデータ入力ができるよう

にする。

　・…古いVer.に対応できるように，ファイルの種類を

Excel97－2003ブックで保存する。

３．自己評価ソフトの有用性の確認

　試行用養護教諭「自己評価…checklist」ソフトをＳ

県内公立小中学校の養護教諭45名に使用してもらい，

郵送による質問紙調査を2009年８月に実施した。40名

から回答を得た（回答率88.9％）。

　このソフトの使用感については，「大変使いやすか

った」50.0％，「まあまあ使いやすかった」39.5％，「部

分的に使いにくかった」7.9％，「使いにくかった」2.6

％であった（図６）。入力については，「大変入力しや

すかった」68.4％，「まあまあ入力しやすかった」31.6

％であった（図７）。評価結果を６つの項目別に表し

たことについては，「大変良い」81.6％，「まあまあ良い」

18.4％であった（図８）。評価結果をまとめた分析表

については，「大変良い」65.8％，「まあまあ良い」

34.2％であった（図９）。評価結果をグラフ化したこ

とについては，「大変役立った」79.0%，「まあまあ役

だった」18.4%，「あまり役立たなかった」2.6%であっ

た（図10）。

　また，このソフトを使っての感想や意見では，「入
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図２　「養護教諭自己評価 checklist」ソフトのマニュアルシート

C M Y K

hayasi2.prn.dsv Mon Mar 01 09:45:38 2010

図１　「養護教諭自己評価 checklist」ソフトのメニューシート

C M Y K

hayasi2.prn.dsv Mon Mar 01 09:45:38 2010
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図３　「養護教諭自己評価 checklist」ソフトの入力シート
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図４　「養護教諭自己評価 checklist」ソフトの評価結果シート

図５　「養護教諭自己評価 checklist」ソフトの分析シート
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図６　ソフト全体の使用感について

図７　画面への入力のしやすさについて
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図８　６つの項目毎に評価結果が表示されたことについて

図10　評価結果が自動的にグラフ化されたことについて
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図９　全評価結果が一覧に表示されたことについて
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力さえすれば，データを客観的に分析できる。結果が

細かい項目に分かれているために，容易に改善点が把

握できる。細かい項目なだけに入力に伴う個人的な問

題（時間的，精神的）がある」，「評価は大切だが，忙

しい中でおおまかになってしまった。このソフトは，

入力するだけで，足りない部分，力を入れたい部分が

わかり，短時間でできるところが大変助かる」，「年度

毎のPDCAが明確になるので，自分を見つめるよい機

会になる」「年度末の異動により，学校規模や養護教

諭に求められるものが変わったことで自分自身の評価

の視点（基準）が変化してしまった」等の感想や意見

があった（表７）。また，養護教諭によってはソフト

のセキュリティやマクロ機能の扱いに慣れていないこ

とから，操作上の問題点もあった。このことはマニュ

アルに追加していきたい。

Ⅳ　考察

　教員評価制度が導入され教員評価が実施されるよう

になったことを機会に，教員評価の手法として取り入

れられた目標管理手法に着眼した。目標管理手法は，

自己目標を設定し目標達成を目指し，評価するという

プロセスを実施することにより，資質能力の向上を目

指している16）。

　筆者らは，このプロセスにおいて，「どのようにし

たら具体的な自己目標が設定できるか」「目標達成す

るためにはどうしたらよいか」「目標の達成をどう確

認するか」を考えた。

　勤務評定にはいろいろな問題点が指摘されており，

廣嶋１）は「評定結果が本人に告知されず教員の資質

向上に役立ちにくいこと」などをあげている。

　「自己評価…checklist」では，養護教諭としての職務

内容を一つ一つチェック評価し，その結果をレーダー

チャートのグラフにすることにより自己の課題を把握

すること，実践にあたってはPDCAサイクルによる実

践を行うことにより意識化させた。

　その結果，作成した「自己評価…checklist」につい

ては，148名の「自己評価…checklist」実施者から設定

した項目の信頼性が確認され，「実用的である」との

意見が得られたことから，本研究の目的である養護教

諭のPDCAサイクルを踏まえた自己評価に役立つチェ

ックリストの作成及びソフトの開発を行うことができ

た。

　また，「養護教諭のための自己評価ソフト『STEP

－UP』については，40名の養護教諭によって，使用感，

入力，評価結果の表示，分析表について概ね肯定的な

回答を得ることができた。このソフトが養護教諭の自

己評価に役立つとの感想や意見を得ることができた。

　現行の教員評価制度における自己申告17）として「自

己評価シート」が作られているが，このシートには課

題を捉えるための着眼点は示唆されているものの，具

体的な職務内容を一つ一つチェックして，何ができて

いるか，何が自己課題であるかを捉える方法は取り込

まれていない。

　このソフトでは，各自がチェックした評価結果を大

項目や中項目毎にレーダーチャート化することによ

り，評価結果の凹凸（おうとつ）を確認することがで

き，養護教諭自身の自己課題を明確にすることが可能

になった。また，PDCAサイクルにおいて，どの段階

に課題があるかも捉えることができた。課題を明確に

捉えることができることは，具体的な目標を設定しや

すくし，効果的な実践へと発展していくことになる。

　「自己評価の役割は『自分のやったことをみる』『前

向きな意欲をもつ』『成長したい気持ちをもつ』の３

つである18）」と述べているように、自己評価するとい

うことは、自分がやったことを振り返るだけでなく、

捉えた課題の解決に向けて意欲を持ち、成長を目指す

ことである。また、永井はPDCAサイクルで進められ

る目標管理について述べる中で、「自己の能力を客観

的に把握することによって、自己啓発の動機づけとす

ることができる」19）と指摘している。このことからも

自己目標を設定したうえで自己評価することは、自己

啓発となり、目標達成に向けて改善活動を行うことで

力量の向上につながると考えられる。

　「自己評価…checklist」により自己評価し，評価結果

を踏まえた具体的な目標設定，PDCAサイクルによる

実践，「自己評価…checklist」により自己評価するとい

うプロセスを継続的に実践することにより，養護教諭

の力量向上につながるとともに，養護教諭のライフス

テ－ジ20）に応じた資質能力を確保することができる

と考える。
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表７　ソフトを活用しての感想・意見

C M Y K

林.prn.dsv Thu Mar 18 14:29:59 2010

　また，養護教諭が現行の教員評価における自己評価

シートの項目ごとに具体的な目標を設定するために，

今回作成した自己評価ソフトを活用することが可能で

ある。

Ⅴ　まとめ

　今回，新たな教員評価制度の導入によって，自己目

標を設定したり，自己評価をするということは，養護

教諭にとって新たな取り組みといえる。しかし，この

自己目標の設定，達成に向けた実践，自己評価プロセ

スの実践は，一人職としての問題，計画的な職務遂行

の困難性の課題解決へつながるものであり，養護教諭

自身の資質能力の向上や力量のアップに寄与できると

考える。

　今後，養護教諭のための自己評価ソフト『STEP－

UP』を活用し，養護教諭自身が「課題の把握」，「具

体的な目標の設定」，「具体的な実践」，「目標達成の把

握」というプロセスにおける課題や定着の確認等につ

いて，さらに研究を進めていく必要があると思われる。

また，ソフトについては使用感等についてさらに活用

してもらいながら今後も修正していく予定である。
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原 著

養護教諭のコーディネーション過程を構成する要素の明確化
―特別支援学校養護教諭の実践の分析から―

岡本　啓子＊１，津島ひろ江＊２

＊１畿央大学教育学部，＊２川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科

Clarification…of…Constituent…Elements…for…Coordination…Process…among
…Yogo…Teachers

―From…Analysis…of…Practice…among…Yogo…Teachers
…at…a…Special…Support…School―

Keiko…OKAMOTO＊１,…Hiroe…TUSHIMA＊２

＊１Faculty…of…Education,…Kio…University
＊２Department…of…Nursing,…Faculty…of…Medical…Welfare,…Kawasaki…University…of…Medical…Welfare

Key words：…Yogo…Teacher,…Coordination,…Constituent…Element,…Special…Support…School,…

　　　　　　Medical…Treatment…Care

キーワード：養護教諭，コーディネーション，構成要素，特別支援学校，医療的ケア

Abstract

　With… the… introduction… of… jobs… incorporating…multiple… fields,… Yogo… teachers… at… special… support… schools… are…

thought…to…be…more…active…in…coordination…work.…This…study…aims…to…clarify…elements…that…constitute…each…phase…of…

the… coordination… process… among…Yogo… teachers,… by… focusing… on… these… phases… and… analyzing… examples… of…

coordination…practice.…To…achieve…this…aim,…interviews…were…conducted…with…7…Yogo…teachers…at…a…special…support…

school.…The…interviews…were…about…coordination…practices…used…by…Yogo…teachers…in…the…course…of…team…approach…

work…at…overnight…events…with…students…who…need…medical…care.…As…a…result…of…qualitative…and…inductive…analysis,…

it…was… shown… that… the… each… phase… of… the… coordination… process… consists… of… the… following… elements.… The… needs…

discovery… phase… consists… of…“educational… needs… for… (students’)… growth… and… development”… and…“safe… support…

system… needs”.…The… assessment… phase… consists… of…“basic… knowledge… for… understanding… information,”…“medical…

information… gathering,”…“science-of-nursing… information… gathering,”…“clarification… of… the… problem,”… and…

“judgment.”…The…planning…phase…consists…of…“clarification…of…the…aim…and…roles,”…“respect…for…specialties,…opinions,…

and…desires,”…“security,”…“inflection…plan…of…social…resources,”…and…“plan…sharing.”…In…addition,…the…implementation…

phase… is… composed… of…“role… practice,”…“protection… of… rights,”…“special… activity,”… and…“practical… use… of… social…

resources,”… and… the… assessment… phase… is… composed… of…“evaluation… of… goal-achievement”,…“evaluation… of… the…

coordination… process”,… and…“evaluation… of… future… prospects.”…“Educational… needs… for… (students’)… growth… and…

development”,…“safe…support…system…needs,”…“security,”…and…“protection…of…rights”…are…newly…derived…elements…

from…comparison…with…the…coordination…process…among…Yogo…teachers…that…was…indicated…in…an…earlier…study.
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Ⅰ　はじめに

　学校では，それぞれの児童生徒等の課題に応じた専

門職との連携が重要な教育条件となり，教職員は学校

医，スクールカウンセラー，地域の医療・保健・福祉

機関のスタッフなどの専門職とチームを組んで，支援

活動が進められている。このようにチームケアの必要

性が高まると，コーディネイトという専門的活動が必

要となってくる。不登校，医療的ケア，慢性疾患さら

に発達障害をもつ児童生徒等の支援においては，養護

教諭がコーディネーションを行うことが必要である。

このような中，2008（平成20）年１月，中央教育審議

会答申１）「子どもの心身の健康を守り，安全・安心を

確保するために学校全体としての取組を進めるための

方策について」において，学校内における連携，また

地域の関係機関との連携を推進することが必要である

とし，そこで養護教諭はコーディネーターの役割を担

う必要があることが明記された。さらに，同年10月，

日本養護教諭教育学会学術集会において，養護教諭の

コーディネイト力についてワークショップで議論さ

れ，役割の重要性は確認されつつも，概念やその力量

の明確化が課題とされ，養護教諭の専門性の向上には

どのようなコーディネーションが必要かを考えること

が指摘された２）。さらに，養護教諭の養護実践の事例

を通して，コーディネーション過程に関する実証的な

検討の指摘もあり３）４），早急に養護教諭のコーディネ

ーション概念の明確化が求められている。

　養護教諭のコーディネーションに関する先行研究を

みると，2002（平成14）年の就学基準改正の頃から，

一人ひとりの児童生徒のニーズに対応できる教育がよ

り求められるようになり，児童生徒の課題に応じた専

門職とのチームケアの必要性を示した研究５）－７）や，

様々な職種の導入をめぐる養護教諭のコーディネーシ

ョンという専門的活動を指摘する研究８）－11）がみられ

た。コーディネーションに関する活動過程についての

検討は，津島が医療的ケアを必要とする児童生徒への

養護活動を検討し12），養護教諭のコーディネーション

の過程，求められる能力，機能を抽出したもの13）の

みであった。養護教諭の活動過程注１）に沿って，保健

指導や健康相談活動，救急処置活動などの養護実践が

検討されているが，コーディネーション実践に関する

活動過程の検討はほとんどみられない。

Ⅱ　研究目的

　養護教諭の活動過程に沿って検討した津島の研

究13）では，養護教諭のコーディネーション過程をニ

ーズの発見，アセスメント，計画立案，実施，評価の

５段階とし，全過程を通した要素が抽出されていた。

そこで，５段階ごとに，その過程を構成している要素

を明らかにすることで，養護教諭のコーディネーショ

ン概念の明確化へ繋げることができると考えた。

　そこで，本研究では，看護師，言語聴覚士，作業療

法士などの多職種が導入され，最もコーディネーショ

要　旨

　本研究は，多職種が導入され，最もコーディネーションを実践していると考えられる特別支援学校の養護教諭に

着目し，コーディネーション実践事例を分析することにより，養護教諭のコーディネーション過程の各段階を構成

している要素を明らかにすることを目的としている。そのため，７名の特別支援学校養護教諭に，医療的ケアの必

要な児童生徒等の宿泊を伴う行事でのチームアプローチにおける養護教諭が行うコーディネーション実践について

聞き取り調査を行い，質的帰納的に分析した。その結果，養護教諭のコーディネーション過程の各段階を構成して

いる要素は，ニーズの発見段階では【成長・発達を願う教育的ニーズ】と【安全な支援体制ニーズ】，アセスメント

の段階では【情報把握の基礎知識】【医学的情報収集】【看護学的情報収集】【問題の明確化】と【判断】，計画立案

の段階では【目標および役割の明確化】【専門性や意見・願いの尊重】【安全確保】【社会資源の活用計画】と【計画

の共有】を抽出した。さらに，実施の段階では【役割実行】【権利擁護】【専門的活動】と【社会資源の活用】，評価

の段階では【目標の達成度の評価】【コーディネーション過程の評価】と【今後の展望】を抽出した。先行研究で示

された養護教諭のコーディネーション過程に比べると，【成長・発達を願う教育的ニーズ】【安全な支援体制ニーズ】

【安全確保】【権利擁護】の要素が新たな知見となった。
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ンを実践していると考えられる特別支援学校の養護教

諭に着目し，コーディネーション実践事例を分析する

ことにより，養護教諭のコーディネーション過程の各

段階を構成している要素を明らかにすることを目指

す。

Ⅲ　用語の定義

１．大辞泉，大辞林ではコーディネイトとコーディネ

ーションは同じ意味とされていることから，本研究の

コーディネーションとは,日本養護教諭教育学会がコ

ーディネイトとして示す「個人や組織等，異なる立場

や役割の特性を引き出し，調和させ，それぞれが効果

的に機能しつつ，目標に向かって全体の取り組みが有

機的，統合的に行えるように連絡・調整を図るこ

と」14）とした。

２．本研究における養護教諭のコーディネーション過

程とは，①ニーズの発見（Needs），②アセスメント

（Assessment），③計画立案（Plan），④実施（Do），

⑤評価（Action）の５段階とした13）。

３．学校における医療的ケアについては，教員が実

施できる医療的ケアとしての，文部科学省（通知）

（2004）注２），および文部科学省（2005）注３）に示された，

「咽頭前の吸引」「経管栄養開始後の対応」という２行

為と理解されることが一般的である｡ しかし，本研究

における「医療的ケア」とは，医師や看護師を含むチ

ームアプローチにおけるコーディネーションの検討で

あるため，看護師でなければ実施できないケアを含む

学校で実施されているすべてのケアとして①導尿（導

尿，自己導尿の自立に向けての指導・管理），②吸引（口

腔内・鼻腔内吸引，気管内吸引），③経管栄養（含む：

水分）（鼻腔管留置による注入，留置以外の注入），④

酸素吸入（酸素ボンベの交換，吸入器具の装着），⑤

経鼻咽頭エアウェイの装着，⑥気管切開部の衛生管理，

⑦薬液の吸入（①～⑦を事例毎に受ける指導医の指導・

助言の範囲で行うこと）とした15）。

Ⅳ　研究方法

１．対象

　対象は，養護教諭経験10年以上で，調査時点で特別

支援学校に勤務しており，勤務経験３年以上の養護教

諭の同意が得られた７名とした。さらに過去３年以内

の，最も多職種との連携を必要とする宿泊を伴う行事

において，チームアプローチにおけるコーディネーシ

ョンの経験を持つ養護教諭とした。養護教諭の選定は，

養護教諭の養成に関わる大学教員と現職養護教諭から

紹介を受けるというスノーボールサンプリング法注4）

とした。

２．データ収集

１）予備調査

　医療的ケアの必要な児童生徒に関わりを持つ特別支

援学校の養護教諭２名に対して，インタビューガイド

を用いた半構成的面接を実施した。その結果をもとに

インタビューガイドに修正を加えて改善した。実施期

間は2008（平成20）年９月～ 10月であった。

２）本調査

　同意の得られた養護教諭の勤務校に出向き，対象者

が希望し，かつインタビューに適した時間と場所の設

定を行い，コーディネーション過程の理解を得るため，

養護教諭が行うコーディネーション過程（津島のコー

ディネーション過程より作成）を説明したあと，イン

タビューガイドを用いた半構成的面接を60分間程度実

施した。面接では，校種，養護教諭の経験年数，特別

支援学校での経験年数，医療的ケアの必要な児童生徒

等の宿泊を伴う行事での限定された一人の児童生徒

に，チームアプローチにおいてどのように関わったか

を尋ねた。面接内容は対象者に了解を得て，ＩＣレコ

ーダーに録音して逐語録を作成し，データ整理用ワー

クシート（表１）を用いて整理した。実施期間は2008

（平成20）年12月～ 2009（平成21）年２月であった。

３．分析　

　養護教諭の実践内容を帰納的に記述する質的内容分

析法を用いた。まず，ＩＣレコーダーの録音内容を逐

語化し，養護教諭の活動の中に，コーディネーション

を意識して連携する相手を取り込みながら調整してい

く過程を表出した箇所に着目した。データを文章また

は段落ごとに拾い上げ，養護教諭が行うコーディネー

ション過程のワークシート（表１）の段階ごとにデー

タを整理し，コード化を行った。類似する意味内容で
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分類してサブカテゴリーを抽出し，さらに抽象度を上

げてカテゴリーを作成した。養護教諭が行うコーディ

ネーション過程において，それぞれの段階における要

素を抽出することが目的であるため，ニーズの発見

（Needs），アセスメント（Assessment），計画立案（Plan），

実施（Do），評価（Action）の段階ごとに，抽象度を

高めて抽出したカテゴリーを構成要素とした。

４．倫理的配慮

　この研究は，著者が所属する大学院のＡ大学倫理委

員会の承認を得た。研究目的，内容，および倫理的配

慮の方法を養護教諭および勤務校の学校長に，調査者

による説明と依頼を行い，養護教諭および勤務校の学

校長からの同意を得た後，対象養護教諭から同意書へ

の署名を得た。倫理的配慮の内容は，対象にかかる負

担があることや録音の依頼，調査への参加および拒否

や中断の自由，データは研究目的のみに用い，データ

の保管は大学研究室内の鍵のかかる書庫に保管するこ

と，個人の特定につながる情報は公表しないなどのプ

ライバシー保護の厳守である。

５．分析の信頼性と妥当性

　データとその分析の信頼性と妥当性を高めるため

に，以下のことを行った。

　１）…面接は，聞き手である研究者の思いこみや判断

が入り込まないように，語り手の養護教諭が用

いた言葉の意味や意図を確認しながら進めた。

　２）…カテゴリーに名称をつける際には，コードおよ

びデータと論理的に関連していることが重要で

あるため，名称が目の前に思い浮かべられるよ

うに留意した。

　３）…カテゴリー化の段階で，実践者２名（特別支援

学校におけるコーディネーション実践の経験の

ある養護教諭で修士課程を修了した者）と検討

するとともに，質的研究およびその指導経験の

ある大学教員のスーパーバイズを受けた。

C M Y K
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表１　データ整理用ワークシート
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表２　事例の概要
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Ⅴ　結果

１．対象事例の概要　

対象の事例は，最も多くの職種が関わる特別支援学校

の行事の際，チームアプローチにおいて養護教諭がコ

ーディネーションを行った修学旅行５事例，宿泊を伴

う研修２事例であった。事例の概要を表２に示した。
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２．養護教諭のコーディネーション過程と構成要素

　７名の特別支援学校の養護教諭が語った生データを

コード化すると，コーディネーションの全過程におい

てコード110，サブカテゴリー 48，カテゴリー 19を抽

出した。

　カテゴリーおよび構成要素（【　　】と示す）とサ

ブカテゴリー（［　　］と示す）。

１）ニーズの発見　

　この段階は，対象の児童生徒および担任等から情報

提供を受け，対象の個別的教育ニーズとチームケアの

必要性を見つける段階で，【成長・発達を願う教育的

ニーズ】と【安全な支援体制ニーズ】という２つのカ

テゴリー，５つのサブカテゴリーで構成されていた。

　【成長・発達を願う教育的ニーズ】として，［宿泊行

事に参加希望のニーズ］では，参加したいという強い

意思を本人から直接，または保護者を通じて行った希

望調査用紙から見出していた。［精神的な自立促進の

ニーズ］では，友達と一緒に宿泊行事に行きたいが保

護者にはついてきてほしくないという本人の気持ち，

本人には保護者の同伴を意識させたくないという保護

者の気持ち，宿泊行事という教育活動を経験させて本

人を成長させたいという担任の思いなどを受け止めて

いた。［宿泊行事で連体感や感動体験からの成長期待

ニーズ］では，養護教諭は，今まで参加できなかった

宿泊を伴う集団行事を経験することで喜びや連帯感を

味あわせたいと思っており，本人の笑いなどの感情表

現の向上や，楽しいと思う授業におけるたんの吸引間

隔が長くなっているので，パレードなどの見学による

感動体験で本人の成長を望んでいた。カテゴリー化の

一例を図１に示す。

　【安全な支援体制ニーズ】として，［医療的ケア体制

づくり］では，参加を可能にするためには万全な医療

的ケアの体制づくりが必要だと指摘していた。養護教

諭は，担任の宿泊行事に連れて行きたいが，不安定な

発作を理由に入所施設の同意が得られず，参加可能な

方法を模索する不安や，普段の学校生活でも頻繁に起

C M Y K

okamoto.prn.dsv Mon Mar 01 18:01:46 2010

C M Y K

okamoto.prn.dsv Mon Mar 01 18:01:46 2010表３　ニーズの発見段階におけるカテゴリー一覧

図１　カテゴリー化の一例
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表４　アセスメントの段階におけるカテゴリー一覧

こるてんかん発作があるために宿泊行事に連れて行く

不安を受け止めていた。［安全を目指した連携体制］

では，どうすれば参加させることができるかと考えた

り，この組織だからこそ参加させることができると考

えたり，もっと学外の広い範囲での関わりが必要だと

思っていた。

２）アセスメント

　この段階は，必要な情報を適切な専門知識のもとに

収集を行い，問題の明確化およびコーディネーション

の必要性を判断する段階で，【情報把握の基礎知識】【医

学的情報収集】【看護学的情報収集】【問題の明確化】【判

断】という５つのカテゴリー，11のサブカテゴリーで

構成されていた。

　【情報把握の基礎知識】として，誰からどのような

情報を収集すればよいかを整理し，［旅行参加に向け

た状況把握］を行う際には，原則的に［同意が必要な

個人情報の把握］がされていた。情報収集を始めるに

あたり，まず管理職や担任に知らせ，主治医には，必

ず保護者の了解のもと，担任との共通理解を踏まえた

内容を窓口として聞き，さらに主治医から宿泊行事へ

の参加許可を得る際には，保護者の同伴を必要とし同

席を求めていた。…

　【医学的情報収集】として，［主治医の医療的ケア体

制の情報の収集］では，主治医から，宿泊行事の行程

表をもとに，参加可否の確認，ケアに関する留意点，

保護者や学校看護師同伴の必要性などの情報を得てい

た。また，緊急対応時の対応可能な医療機関情報や主

治医自身の24時間対応情報を得ていた。［主治医訪問

での効果的な情報の収集］では，専門的知識を持つ養

護教諭が中心となり主治医訪問することで適切な情報

が収集でき，さらに主治医訪問を保護者，担任，学年

主任，保健や旅行担当教員，養護教諭などの引率する

メンバーで行うことが，メンバーの意識向上につなが

っていた。さらに［学校医から得られる全体的な助言

や指導］では，行程中に備えた水分補給などの助言が

得られていた。

　【看護的情報収集】として，［学校看護師との連携に

よる情報の収集］では，学校看護師と協力して行う健

康観察，意識喪失や頻回のてんかん発作などの重症時

へ対処から，宿泊行事の参加可否を判断する情報を収

集していた。

　【問題の明確化】として，［緊急時対応に向けての情

報整理と問題の抽出］では，詳細な行程情報や現地の

医療機関情報などを整理し，本人の病状が受け入れら

れるかどうか問題の抽出を行っていた。［日常生活行

動の情報整理と問題の抽出］では，関わりのあるボラ

ンティアやヘルパーから，指先が動くことで食べ物を

つかめることや移動する時の留意点など，保護者から

面談・電話・連絡帳などを通して本人の家庭における

生活状況など，日常生活情報を得ることで宿泊行事中

に生じる問題を明確にしていた。［感情表現からの成

長・発達情報の整理と問題の抽出］では，授業中の健

康状態や感情を表す細かな表情などは訪問の先生方や

他の学部の先生方に聞いた成長・発達の情報を整理し，
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問題の抽出を行っていた。［旅行の行程における課題

の抽出］では，行程表と現在の病状や障害状況とのす

り合わせを行い，それぞれのメンバーの専門的視点か

らの情報を収集し，課題の抽出を行っていた。

　【判断】として，［メンバー間の連携・調整の必要性

の判断］では，得た情報の整理を行い，学部主事，担

任，養護教諭，保護者を中心としたメンバーによる会

議での検討結果から，多くのメンバー間で調整の必要

性を判断し，最終判断は学校長により行われていた。

また，安全な宿泊活動に向けての帯同する看護師の増

員の必要性を判断していた。

３）計画立案

　この段階は，チームの目標設定と共通理解，対象を

含むメンバーの尊重と安全確保をしながら，メンバー

が協同して個別のケア計画を立案する段階で，【目標

および役割の明確化】【専門性や意見・願いの尊重】【安

全確保】【社会資源の活用計画】【計画の共有】という

５つのカテゴリー，11のサブカテゴリーで構成されて

いた。

　【目標および役割の明確化】として，［引率者におけ

る共通の目標設定と共通理解］では，引率者会議にお

いて，宿泊行事という集団活動を安全にかつ皆とでき

るかぎり同様に行うという目標を立て，チームメンバ

ーが共通理解を持つようにしていた。また，［会議に

て検討するメンバーの特性を生かした役割分担］では，

引率者会議に適切な引率メンバーを提案し，確認して

もらったチームメンバーの誰がどんなケアをどう責任

を持って担うかという支援体制を考え，時系列に書き

出し，チームメンバーの特性を生かした役割分担を決

めるようにしていた。さらに，養護教諭の専門性を生

かした資料を作成して提示を行うようにしていた。

　【専門性や意見・願いの尊重】として，［メンバーの

役割や専門性の尊重］では，管理職への報告を兼ね，

了解を得るようにし，コーディネーションを専門とす

る特別支援教育コーディネーターへ相談することで，

メンバーの専門性を尊重するようにしていた。［本人

や保護者の意見や願いを尊重］では，保護者や本人の

一人で参加するという思いを尊重し，同伴する保護者

は本人の前には現れないように配慮するようにしてい

た。宿泊行事の行動計画においては，旅行の行程表を

もとに保護者やヘルパーから日常生活に関する情報で

配慮の必要な点などを聞き，意見や了解を求めようと

していた。とくに医療物品の準備は保護者の確認を得

て行うようにしていた。

　【安全確保】として，［安全を確保した個別計画の立

案］と［安全を確保した緊急体制の立案］では，担任

と連携し，事前からの健康観察に重点を置いて丁寧に

実施することを計画していた。医療的なケアが必要な

場合をまとめて時系列に書き出し，全体の計画書に入

れ込み，持続点滴薬の作成方法や酸素ボンベの必要数

表５　計画立案の段階におけるカテゴリー一覧
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表６　実施の段階におけるカテゴリー一覧

などの医療材料の管理も計画していた。宿泊行事の間，

養護教諭の所在を明確にした緊急体制を整備するよう

にしていた。また，［医療的ケアのシミュレーション

や研修計画の立案］では，全職員への宿泊行事前の体

調管理および緊急対応の指示，および引率メンバーの

医療的ケアや救急対応および行程中の移動手段，緊急

対応，休憩場所などを検討したシミュレーションを計

画していた。また，主治医による人工呼吸器に関する

研修も計画していた。…

　【社会資源の活用計画】として，［地域，医療機関と

のネットワークにおける計画の立案］では，主治医か

らの指示書を通して医療機関との連絡を行うようにし

たり，養護教諭が医療機関に繰り返し直接連絡を入れ，

小児科医の対応環境を求めるようにしたりしていた。

また，必要なチームの人材を確保するため，現地の障

害者をサポートしてくれるボランティア団体を調べ，

サポートを要請する人員（看護師・ボランティアなど

のサポート要員）を提示して要求していた。［旅行社

との医療機関に関する調整計画の立案］では，主治医

の指示書に沿う医療機関をリストアップし，旅行業者

に依頼して最適の受け入れ先を探してもらうようにし

ていた。また，［宿泊施設との連絡調整に関する計画

の立案］では，宿泊施設との連絡を密にとり，緊急時

対応の救急車使用についての確認をとるようにしてい

た。

　【計画の共有】として，［会議で行う目標と計画の共

通理解］では，会議において計画の最終確認を行い，

現地の下見などの依頼を行うなどメンバー間で調整を

行い，実施に向けての準備を開始していた。…

４）実施

　この段階は，目標の達成に向かい，常に権利擁護を

考え，社会資源を活用した専門的活動を行う段階で，

【役割実行】【専門的活動】【社会資源の活用】【権利擁

護】という４つのカテゴリー，11のサブカテゴリーで

構成されていた。

　【役割実行】として，［会議における引率メンバーに

おける役割の確認］では，引率者会議において，チー

ムのメンバーが一同に集まる会議を開催し，お互いの

意見交換を行って共通の認識を確認していた。［専門

性を生かした役割の実行］では，多職種のメンバーが

会議に参加することで，細部への指摘が得られること

や専門用語のわかりやすい説明が得られることから，

メンバー間の共通理解が進んだとされていた。また，

普段関わりの強い教員で構成される学年会議で，役割

の検討と決定がされていることもあった。複数での関

わりや状況観察・見守りの目的も含めたメンバー間で

の協力と仕事の分担を行っていた。

　【専門的活動】では，旅行中の移動方法として，保

護者送迎のため，バスに乗ることに慣れない児童生徒

等である場合，いきなり東京までではなく，まずはバ

スで近くの電車の駅まで行くことをシミュレーション

したり，事前に医療的ケア研修の実施を繰り返したり，
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宿泊行事の行程についてのビデオ学習を授業中に繰り

返し行い，［教育効果を目指した宿泊行事への意識の

向上につながるシミュレーション］が行われていた。

［適切な医療的ケアの支援］では，吸引のタイミング

が適切に行われた医療的ケアにより，行事への参加が

中断されなかった。旅行中の健康管理の全体的な把握

は養護教諭が行い，注意深い健康観察として旅行中，

本人が持続点滴用の薬液作りを行う際，担任と看護師

と保護者が一緒に作っている横で，養護教諭は付き添

いながら観察を行いつつ，付き添い看護師に健康チェ

ックの実施を任し，報告を受けるなどの連携をとって

いた。また，担任とは常に児童生徒の情報を共有する

などして連携を保ち，［担任や帯同する看護師と連携

して行う健康管理］がされていた。［危機管理］では，

旅行中，身体状況の悪化を判断した場合や重症の場合

には，日常的にみている養護教諭がすぐに対応し，付

き添いの看護師に指示を出していた。また，もしもの

事を考え，酸素ボンベ，点滴セット，説明書，薬液や電

池の予備などを持参し，医療器材の充実がされていた。

　【社会資源の活用】として，［主治医からの情報の活

用］では，主治医から行程中の行動への留意点（乗り

物にどの程度乗れるかなど）や教員に対して「今の状

態で大丈夫，行けますよ，OKです」の助言や了解を

もらっていた。［地域・医療機関などとのネットワー

クの活用］では，児童生徒が抱える疾患により，主治

医しか緊急対応ができない場合はヘリコプター活用の

段取りを行っていた。養護教諭が窓口となり，旅行先

の医療機関と直接，または主治医を介しての連絡調整

を行い，緊急時の対応としての医療機関搬送は養護教

諭が窓口となっていた。また，旅行先にある特別支援

学校に勤務する養護教諭とも直接連携をとり，その地

域の子どもを支援する医療機関などの情報を得て受け

入れの調整を行うなど，ネットワークを活用して支援

体制を整えていた。また到着後，宿泊施設の階段，部

屋，浴室などの設備・環境の安全確認を行い，［宿泊

中の施設の活用］に努めていた。

　【権利擁護】として，［本人や保護者の意志の尊重］

では，本人や保護者の希望を聞いて全面的に活動内容

へ取り入れていた。さらに思春期の男子であるという

発達過程を十分に考慮し，就寝や入浴は，男子生徒で

あるので，男性ヘルパーと男性である特別支援教育コ

ーディネーターが協力して介助するなど，就寝や入浴

は男性メンバーで関わりが持てるよう［プライバシー

の保護］に努めていた。

５）評価

　この段階は，教育的視点に基づいた目標達成を評価

し，コーディネーション過程やその質，メンバー構成

などの評価，および今後の展望についてチームで進め

ていく段階で，【目標達成度の評価】【コーディネーシ

ョン過程の評価】【今後の展望】という３つのカテゴ

リー，11つのサブカテゴリーで構成されていた。

　【目標達成度の評価】として，プログラム実行中の

本人の明るい表情や笑顔，養護教諭への話しかけなど

で，顔に一杯絵の具をつけて「先生，これ見て・・」

と嬉しそうに見せに来た際に感情表現を読み取ること

ができたと［教育効果の確認］をしていた。しかし，

もっとみんなと一緒に行動すればいいのにという他の

子どもの意見を聞かされたことから，旅行中の他の子

どもと交流をするなど，みんなと同じ行動をする目標

には至らず，教育効果が得られなかった。また，本人

は一人で参加していると言っていたが，保護者が同伴

していることに気づき，本人の自立への配慮に欠けて

しまったと［教育効果の確認］ができていた。チーム

ケアの実施に１年間の準備期間をとったことで，コー

ディネーション過程がスムーズに流れていたことが確

認され，［準備期間の反省］が行われていた。

　【コーディネーション過程の評価】として，［情報収

集の確認］では，旅行中に学校生活では見られないて

んかん発作が生じ，事前の施設スタッフからの生活リ

ズムやてんかんの発作に関する情報収集が不十分だっ

たとした反省や，旅行会社が機械的に決めた医療機関

では情報が少なかったとしていた。［メンバーの専門

性の効果］では，担任などの教員が直接主治医から助

言や指導を聞くことで安心感が増し，意欲の高まりが

見られた。さらに，引率者会議での専門的な意見は，

情報収集の質の向上や教員の意識向上につながったと

していた。しかし，宿泊行事にのみ帯同する看護師の

場合には，児童生徒の個別ニーズの把握がなされてお

らず，複雑な医療的ケアは任せられないと困惑してい

た。また，旅行中，医療機材の数不足や不良品などが
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表７　評価の段階におけるカテゴリー一覧

あり，予備に持参したものが間に合わなかったり，医

療機器の取り扱い方法を十分理解していなかったり，

行程中の不安につながって［準備の不備］があったと

評価していたが，様々な場面でのシミュレーションを

実施したので行程中は困惑することがなく，［事前シ

ミュレーションの効果］を得ることができていた。［健

康観察の実施状況］では，旅行中の体調不良情報を後

日担任から聴取したことから，旅行中の健康観察が十

分行われていなかったことがわかったが，担任と相談

しながら児童生徒の表情をうかがい，ケアを進めるこ

とができたとする報告も届いていた。［医療・看護的

技術の効果］では，養護教諭の医学的・看護的知識を

もとにした専門的な視点が，医療的なケアや健康管理

において生かされ，さらに呼吸状態を見極めることが

できる能力に生かされていた。しかし，本人には身体

的な側面で医療的ケアでの関わりに偏ってしまい，心

に寄り添って思いを聞くことができなかった。普通の

会話だけに終わり，本人の成長発達を考慮し，置かれ

ている状況を捉えられなかった。思いや望みを聞くこ

とができず，本人の思いを実施に生かせなかったと反

省していた。［修正による再アセスメント］では，旅

行中，安全性を考慮した状況判断を行い，会議での判

断を経て活動計画の変更を行っていた。全過程を通し

て，詳細に記録した内容は，宿泊行事後の主治医や保

護者との情報交換に生かすことができ，［記録の効果］

が確認できていた。

　【今後の展望】では，医療的ケア検討委員会で報告・

検討して次年度へつなげていた，就学後を見据えた関

わりの必要性に気づき，卒業後の支援体制につなげて

いた。

６）構成要素とストーリーライン

抽象度を高めて抽出したカテゴリーを構成要素とした

ため，抽出された要素は19要素であった。コーディネ

ーション過程とその構成要素の関係を図に描くと，特

別支援学校の養護教諭は，図２に示すようにニーズの

発見（Needs）からアセスメント（Assessment）に

進み，計画立案（Plan）を行って実施（Do）し，評

価（Action）する段階を経ており（実線の矢印の方向

に進む），さらに評価までたどり着くと，修正や改善

が行われ（点線の矢印に進む），津島の示したコーデ

ィネーション過程をふまえた実践が行われていた。

　また，コーディネーション過程における要素間の分

析結果をまとめ，簡潔に文章化し，ストーリーライン

として以下に示した。

　特別支援学校の養護教諭が行うコーディネーション

過程は，ニーズの発見段階として，情報提供を受けた

後【成長・発達を願う教育的ニーズ】と【安全な支援

体制ニーズ】を発見し，チームアプローチの必要性を

発見する段階を経ていた。この段階でどのようなニー

ズを発見するかが，評価の段階に至るまでの過程で重

要になる。アセスメントの段階として，【情報把握の

基礎知識】を基に，【医学的情報収集】および【看護

学的情報収集】から【問題の明確化】を行い，チーム

アプローチの必要性を【判断】していた。計画立案の

段階として，【目標および役割の明確化】行い，【専門

性や意見・願いの尊重】および【安全確保】を基本的

に【社会資源の活用計画】を行って，チームメンバー

間で【計画の共有】が行われていた。さらに，実施の
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図２　養護教諭のコーディネーション過程の5段階の構成要素とストーリーライン
（津島の養護教諭のコーディネーション過程13）をもとに作成）

段階として，適切な【役割実行】【社会資源の活用】

がされ，【権利擁護】の視点での【専門的活動】が行

われていた。評価の段階として，対象となる本人およ

び保護者の反応から【目標達成度の評価】，さらに実

践した【コーディネーション過程の評価】を行い，課

題改善に向けた【今後の展望】が行われ，コーディネ

ーション過程の各段階で実践が進められていた。

Ⅵ　考察

１．養護教諭のコーディネーション過程と構成要素

　本研究では，特別支援学校の宿泊を伴う行事におけ

る養護教諭のコーディネーション過程において，①ニ

ーズの発見（Needs），②アセスメント（Assessment），

③計画立案（Plan），④実施（Do），⑤評価（Action）

の各段階の構成要素を抽出した。

　コーディネーション過程に関する先行研究は，地域

看護分野の高崎（1994）16）は保健師を対象に「①対象

アセスメント②アセスメント③援助方針・ケアプラン

の設定④実施⑤ケアの終結・評価」の５段階を示して

いた。また，訪問看護分野の新津（1995）17）は訪問看

護師を対象に「①アセスメント②目標の設定③ケアの

計画④実施⑤フォローアップ・再アセスメント⑥評価」

の6段階を示していた。特に地域看護分野は，1990年

代に他職種のチームケアが進んだ時期である。2000年

代には就学基準の改正により，特別支援学校に看護師

などの多職種が配置されるようになり，学校分野にお

いては津島（2006）12）が特別支援学校の養護教諭の実

践を分析して「①ニーズの発見②アセスメント③ケア

計画（目標の設定）④実施⑤評価（修正・変更含む）」

の５段階のコーディネーション過程を示した。看護分

野との比較で異なる点は第１段階をニーズの発見から

スタートしていることである。さらに，コーディネー

ション過程を構成する要素を抽出する研究としては，

津島（2007）13）がコーディネーション機能に含まれる

要素として「①問題の発見・ニーズの発見②アセスメ

ント③目標設定とケア計画④情報収集・提供⑤社会資

源の活用⑥調整会議⑦連絡・連携⑧運営・管理⑨相談・

助言⑩統合・開発⑪実施⑫評価」の12項目を示してい

る。本研究では，津島13）の要素以外に【成長・発達

を願う教育的ニーズ】，【安全な支援体制ニーズ】，【安

全確保】，【権利擁護】が新しい要素として抽出できた。

この結果は，津島12）が示唆した「養護教諭は，コー

ディネーションを行う際には，単に調整することを意

味するのではなく，前提として，本人や家族のQOL
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の向上，意思決定の尊重，主体性の尊重など権利擁護

の理念を基本とし，児童生徒等の学びの場である学校

では，成長・発達を支援する観点が必要である。」や

Raymond18）による「医療的ケアを実施する児童生徒

の就学には，教育的関わりが必要であり，健康・危機

管理の保障のためにはチームアプローチが必要であ

る」と一致しているといえる。以下，コーディネーシ

ョン過程の５段階ごとの構成要素を述べる。

　まず,「①ニーズの発見」では，【成長・発達を願う

教育的ニーズ】，【安全な支援体制ニーズ】いう要素で

構成されていた。特に問題を引き起こしている健康問

題にのみ視点がいきやすいが，本人の意思・思いへの

気づきがされていることが重要な点である。学校とい

う学びの場において，皆と一緒に学び成長するという

教育を受ける権利があり，それを保障するためにはど

うしたらよいのかという教育的視点を最優先に考える

必要がある。本研究の対象事例において養護教諭は，

「参加を楽しみにしているという思いの受容」を十分

行い，「精神的な自立の促進」に気づき，「集団での連

帯感や感動体験からの成長への期待」を感じて，【成長・

発達を願う教育的ニーズ】という教育的視点で捉える

という感性を持ち得ていた。また，興味のあることに

集中することでたんの吸引の間隔が長くなった児童生

徒等を捉える際には，成長を促すためには旅行におけ

る感動を体験させることの効果が大きいという考えが

認められた。宿泊を伴う行事とは，行くだけでなく本

人の成長を促すことが必要である。そのためにまず，

学ぶ権利を最優先に考えることからスタートし，養護

教諭が教育的視点でニーズを捉え，チームアプローチ

の必要性を確認できることが重要になると考える。こ

のことは，大沼（2007）19）が示している特別支援教育

に関するコーディネーターとしての役割「児童生徒の

ニーズに応じた支援による自立と社会参加を円滑に進

めていくこと」と，学校という場の持つ特異性と発育

発達を願う教育的視点での捉え方が必要であるとする

考えに近いものと考える。

　さらに，ニーズの発見には【安全な支援体制ニーズ】

という要素が認められ，医療的ケアを必要とする児童

生徒等に関わる事例では，養護教諭は児童生徒等の学

びや成長・発達する権利を守るうえで，教育的視点と

同様に安全支援的視点が必要であるといえる。2009（平

成21）年，学校保健法は学校保健安全法に改称して施

行され，学校での安全が重要なキーワードになった。

養護教諭は，「専門的な医療知識の視点から学校内お

よび学校医との連絡連携をとった組織化と学校外の医

療関係機関とのネットワーク化を形成する必要がある

こと20）」や，「学校医を含む医療機関とのコーディネ

ーションが重要である」とした結果21，22）と一致して

いる。

　つぎに，「②アセスメント」では，【情報把握の基礎

知識】，【医学的情報収集】，【看護学的情報収集】，【問

題の明確化】，【判断】という要素で構成されていた。

本研究の事例は，医療的ケアが必要な児童生徒等であ

るため，養護教諭が情報収集を行う際には，医学や看

護学的な情報を収集することの必要性は高いと思わ

れ，コーディネーションを進めるにあたり，安全性を

確保し，危機管理に対応するには欠かせない要素であ

る。医療ニーズの高い児童生徒が一般校へ入学した場

合の課題についての調査においては，養護教諭の医療

的ケアに対する認識の課題として，「医療的ケアに対

する認識の未確立23）」が指摘されており，疾患などの

医学的知識やケアの方法などの看護的知識とされる専

門知識の情報を充実させることの必要性がうかがえ

た。

　「③計画立案」では，【目標および役割の明確化】，【専

門性や意見・願いの尊重】，【安全確保】，【社会資源の

活用計画】，【計画の共有】の要素で構成されていた。

あらゆる情報源や養護教諭同士の個人ネットワークか

ら専門知識を入手するという社会資源の活用が計画さ

れており，これらのネットワークを利用しての情報収

集については，「コーディネーターのネットワークの

充実状況によって対象者の充足度が変わるとされ24）」，

今後，社会資源の活用を拡大・充実する上での影響が

大きいと思われる。特にリスク管理を必要とする児童

生徒等の宿泊の場合，養護教諭は対応経験のある他校

養護教諭から不慣れな医療機器の取り扱い情報を得た

り，宿泊を伴う旅行先にある特別支援学校の養護教諭

から，通学する子どもの主治医がいる病院を紹介して

もらえるように医療機関情報を得る計画を立て，【安

全確保】を進めていた。また，養護教諭は危機管理に
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対応した体制づくりを積極的に実施し，チームの中心

に位置して情報の提供や調整を行い，チームアプロー

チ進行の潤滑油的な存在としての役割を果たしていた

と思われる。

　「④実施」では，【役割実行】，【専門的活動】，【社会

資源の活用】，【権利擁護】の要素で構成されていた。

ここでは，個人情報の保護，チームメンバーの専門性

と意見・願いの尊重，本人のプライバシー保護，本人

の意思決定の尊重などの【権利擁護】の機能が働いて

いたと考えられる。チームメンバーがそれぞれの専門

性を発揮することで専門的な活動が実施されていく

が，医療的ケアを必要とする児童生徒等への支援には，

看護師の関わり方の関与が大きく影響していたように

思われる。学校への看護師配置の本来の目的は，「重

度障害児の教育を保障するためにリスク管理を行いつ

つ，児童生徒等の育ちを育むこととされている24）」。

しかし，本研究では，宿泊先には校内の看護師が引率

した事例は１例で，宿泊行事にのみ付き添う看護師の

場合には，児童生徒の個別ニーズの把握ができておら

ず，事前の打合せがなく，情報の伝達は当日の朝であ

るために実施できるケアは限られ，複雑な医療的ケア

は任せられないという状況が発生した。このような場

合，上記の看護師の配置目的を達成するには無理があ

るように思われる。そこで，医療的ケアにおける養護

教諭の専門的活動としての役割については，看護師の

専門性が生かされるような働きかけができることが重

要な点である。これは竹鼻の「養護教諭は医療的ケア

をきっかけとして自らの専門性を問い直し，役割を模

索しながら“教育的なかかわり・指導的役割・コーデ

ィネーター”としての役割を再構築している23）」と示

すことを裏付けていると考える。

　最後に「⑤評価」では，【目標達成度の評価】，【コ

ーディネーション過程の評価】，【今後の展望】の要素

で構成されていた。養護教諭は，終結地点でのふり返

りだけでなく，コーディネーション過程での評価を行

い，再アセスメント，改善という過程が認められた。

また，次年度の行事に向けた改善計画や卒業後を見据

えた支援体制づくりへの活動の展開がみられた。評価

に関しては，結果ばかりを評価する方法は，同じ試み

をして再び成功する確率が低く，再現性が乏しい。本

研究では，コーディネーション過程の評価や質の評価

を行い，改善を試みていることからも，コーディネー

ション過程を再現することができると考える。これら

は，コーディネーションが養護教諭の専門性確立へつ

ながる一過程になり得るため，すべての養護教諭は実

践のふり返りを行い，必ず評価までの過程を踏んでい

くことが，今後の課題になると思われる。

２． コーディネーション過程と養護教諭の専門性の育

成

　1997（平成９）年の保健体育審議会答申27）では，

健康の保持増進を実践できる養護教諭に求められる資

質として，企画力，実行力，調整能力を身につけるこ

とが望まれてきた。さらに，2008（平成20）年の中央

教育審議会答申においては，養護教諭がコーディネー

ターとしての役割を担う必要があるとされている。ま

た，荒木田27）は，小倉が示した養護教諭の専門的機

能としての「①学校救急看護の機能②集団の保健管理

の機能③教育保健における独自の機能④人間形成の教

育（教職）機能26）」に対して，養護教諭は学校内で児

童生徒等が活き活きと学習や生活ができることを基本

にすえて，学校外の多職種と連携をとり調整を図るこ

とが必要であり，その観点から養護教諭の専門的機能

と言えるとし，⑤外部システムと連携し，コーディネ

イトする機能を加えている。これらのことからも，コ

ーディネーション実践は，養護教諭の専門的機能とし

て位置づけられていると考えられる。

　本研究では，コーディネーションに関して，特別支

援学校の養護教諭に実践の活動過程を評価まで振り返

ってもらうことで，コーディネーション過程を踏んで

いるという事実と，コーディネーション過程の構成要

素を明らかにした。「養護教諭の専門性は，日々の実

践の中で養護教諭固有のものとして確認されることに

よって確かなものとなり，実践活動における過程を踏

まえて評価までを振り返ることで専門性に至る28）」と

されていることから，本研究のコーディネーション過

程の研究は意義のあるものであると考える。また，多

職種との役割の違いや他職種との専門的力量の違いに

よって養護教諭の実践の固有性が捉えられる。本研究

のチームケアにおけるコーディネーション過程では，



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…69…－

多職種間の関わりから役割や専門的活動などが明らか

にできた。養護教諭は看護学的知識をもち，医療的ケ

アにおける看護師の専門性が生かされるような働きか

けができること，これらが養護教諭の専門性を明らか

にできる要因となり得る示唆を得た。また，高崎や新

津が示す看護分野のコーディネーション過程はアセス

メントから開始されるが，教育分野では津島がニーズ

の発見から開始されると示している。本研究でも，養

護教諭のコーディネーション過程はニーズの発見から

の開始を認め，その構成要素である【成長・発達を願

う教育的ニーズ】【安全な支援体制ニーズ】より，特

に教育的視点と安全支援的視点での問題の捉え方が重

要であることが認められた。これは，対象の児童生徒

等が，学校という学びの場で，皆と一緒に学び成長す

るという教育を受ける権利を保障するためにはどうし

たらよいのかという教育的視点，また，それを可能に

する安全体制はどうするかという安全支援的視点を優

先的に考える必要があった。このような養護教諭のコ

ーディネーションでの捉え方は，教育分野であるから

こそ抽出できた養護教諭の専門性である。例えば，「旅

行に一人で参加したい」という言葉から，母親だけと

の関係から発展して他者を受け入れていこうとしてい

る，それによって自立心，自己決定の力が育ってきて

いると判断し，支援していこうとする教育的ニーズと

してとらえていることが伺えた。そこで，すべての養

護教諭が，専門性としてコーディネーションを実施す

るためには，構成要素を達成していくことができる能

力が必要となる。これらの能力には，コミュニケーシ

ョンをとることから始まり，権利を擁護しながら教育

的視点で捉えて実践し，安全管理を怠らないという基

盤を作る力，また，医学的・看護学的知識を持ち，カ

ウンセリング技法を用いながら情報収集，専門性を理

解した調整・企画運営・組織活動・過程の把握・評価

できる力などが考えられる。

　今後，専門性としてコーディネーションを実施する

ために必要とされる能力を明らかにし，その能力獲得

のためには何をどのようにすればよいか，つまり能力

を育成するためのプログラムの作成を急がなければな

らない。育成プログラム作成に向けて，現職における

コーディネーション能力育成に関しては，自己教育力

の充実29）が示されており，現職が抱える能力育成ニ

ーズを活かすことが必要だと考えた。

Ⅶ　本研究の限界と課題

　本研究は，特別支援学校の医療的ケアを必要とする

児童生徒等の宿泊を伴う行事に関わった養護教諭に限

っての結果の検討であり，限定された一人の児童生徒

にチームアプローチにおいてどのように関わったかを

検討したため，個を対象とした養護教諭のコーディネ

ーション過程である。ゆえに，すべての養護教諭に一

般化するには限界があり，今後，他の校種および異な

る状況の事例においても同様の調査を行い，さらに，

周囲の児童生徒等を含めたコーディネーション過程に

ついても調査を実施し，本研究結果と比較して，養護

教諭のコーディネーション概念の明確化に向けていく

ことが必要である。

Ⅷ　まとめ

　特別支援学校の養護教諭７名を対象として，医療的

ケアの必要な児童生徒等が宿泊を伴う行事でのチーム

アプローチにおけるコーディネーション実践について

聞き取り調査を行い，その内容を分析することにより，

特別支援学校養護教諭のコーディネーション過程につ

いて以下のことが明らかになった。

１．…コーディネーション過程の各段階を構成している

要素は，ニーズの発見では２要素，アセスメント

では５要素，計画立案でも５要素，実施では４要

素，評価では３要素であった。先行研究で示され

た養護教諭のコーディネーション過程に比べると

【成長・発達を願う教育的ニーズ】，【安全な支援

体制ニーズ】，【安全確保】，【権利擁護】の要素が

新たな知見となった。

２．…ニーズの発見の構成要素である【成長・発達を願

う教育的ニーズ】，【安全な支援体制ニーズ】が抽

出された。これは，教育実践をする学校という場

においては，対象児童生徒等は教育を受ける権利

および成長・発達する権利を有することがあるた

め，教育的視点が特性と捉えた。さらに，それを

可能にする安全体制はどうするかという安全支援

的視点についても優先的とする考えが必要であ
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る。

３．…医療的ケアが必要な児童生徒等のコーディネーシ

ョンを行う際，養護教諭の専門的活動として，養

護教諭が看護学的知識をもち，医療的ケアにおけ

る看護師の専門性が生かされるような働きかけが

できること，これらは養護教諭の専門性を明らか

にする要因となり得る示唆を得た。

４．…コーディネーション過程を実践する上で，構成要

素を踏まえることが養護教諭の専門性につながる

とする示唆を得た。今後，構成要素を踏まえるこ

とができる能力を明らかにし，その能力育成に関

する検討を課題とする。
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注

注１）…養護教諭の活動過程とは，養護教諭の行う活動に共通

する過程を指し，その活動過程は第１段階から第６段

階で説明されている。第１段階「健康実態の把握・健

康問題の発見」，第２段階問題構造の明確化，発生要

因の分析，第３段階「ヘルス・ニーズの共通化」，第

４段階「学校医保健計画や個別的支援計画の見直し，

第５段階「実施」，第６段階「評価」である。

　　　盛昭子：…第３章養護活動の過程（大谷尚子他「養護学

概論」），44－54，2000

注２）…盲・聾・養護学校における教員が行う医療的ケアとは，

医師または看護職員の資格を有しない教員によるたん

の吸引等の実施を許容するための条件がついた①たん

の吸引②経管栄養③導尿の３項目である。

　　　文部科学省：…盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等

の取り扱いについて（通知），2004

注３）…自己導尿の補助については，「非医療関係者の教員が

医行為を実施する上で必要と考えられる条件」にあげ

られた諸条件を満たす必要がなくなったため，盲・聾・

養護学校における教員が行う医療的ケアは，①たんの

吸引②経管栄養の２項目となった。

　　　文部科学省：…医師法第17条，歯科医師法第17条及び保

健師助産師看護師法第31条の解釈につい

て，2005

注４）…スノーボールサンプリング法とは，「いもづる式対象

選択」，「雪だるま式選択」あるいは「指名式対象選択」

とも呼ばれ，調査を行うにあたって，先にあらかじめ

選ばれた情報提供者（調査対象者）は，その領域また

は研究課題について知識をもった人を紹介するよう依

頼される。その紹介された人は，その調査に参加し，

他の人を指名するというように，順番に他の人を指名

していく調査対象者の抽出法である。

　　　Immy…Holloway…and…Stephanie…Wheeler（野口美和子

　　　監訳）：…ナースのための質的研究入門　研究方法から

論文作成まで，第２版第３刷，122，医学書院，

東京，2008
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研究報告

発達障害のある児童生徒の定期健康診断における困難点とそれに対する
養護教諭の対応

―通常学級に在籍する児童生徒を中心として―

池永理恵子＊１，津島ひろ江＊２

＊１吉備国際大学，＊２川崎医療福祉大学

Difficulties…of…Children…with…Developmental…Disorders…in…Physical…
Examinations…and…How…Yogo…Teachers…Deal…with…These…Difficulties

―Children…with…Developmental…Disorders…in…Regular…Classes―

Rieko…IKENAGA＊１,…Hiroe…TSUSHIMA＊２

＊１Kibi…international…University ,…＊２Kawasaki…University…of…Medical…welfare

Key words：Developmental…Disorders,…Physical…Examinations,…

　　　　　　Treatment…by…Yogo…Teachers

キーワード：発達障害，定期健康診断，養護教諭の対応

Abstract

　There… is… evidence… that… children…with… developmental… disorders… become… distressed… during… regular… physical…

examinations.… These… examinations… are… thought… to… be… one… of… the… events… that… cause… these… children… problems…

because…of…their…individual…characteristics.…

　This…study…was…carried…out…by…ten…Yogo…Teachers…who…experienced…difficulties…when…performing…examinations…

on…children…with…developmental…disorders… in… the…past.…From…the… information…gathered,… it…was… found…that… these…

children…in…regular…classes…have…different…problems…during…regular…physical…examinations.…The…difficulties…of…these…

children…are…thought…to…be…one…of…their…individual…characteristics,…based…on…unnoticed…reactions,…experiences,…and…

traumatic…events…from…their…past.

　Therefore,… it… is… highly… recommended… that…Yogo… teachers… support… these… children… differently… by… considering…

their…developmental…problems…and…background.…

　The…information…gathered…about…support…for…these…children…was…based…on…many…considerations…and…ideas.…The…

Yogo… teachers…who… dealt…with… these… children… understood… their… difficulties… in… daily… activities.… Therefore,… the…

information…and…special…viewpoints…obtained…from…the…Yogo…teachers…will…be…useful…in…specific…support…for…children…

with…these…difficulties.
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Ⅰ　はじめに

　平成17年に施行された発達障害者支援法に伴い，同

年文部科学省から出された「発達障害のある児童生徒

等への支援について」では，就学時健康診断において，

発達障害の早期発見と早期支援のための必要な措置を

とることが通知された１）。この通知を受けて平成18年

に出された児童生徒の健康診断マニュアル改訂版では

発達障害の早期発見に関する事項が追加された２）。こ

の内容には，健康診断時に注意すべき疾患および異常

として発達障害の項目が新たに加わり，学習障害（以

下LDとする）・注意欠陥多動性障害（以下ADHDとす

る）・高機能自閉症の定義や，健康診断および事後の

対応についての留意事項が具体的に示されている。

　三浦らは，障害のある子どもたちの健康診断では，

健常児と同じような検診を実施することが困難な場合

があり，障害によるそれぞれの健康診断ニーズに対応

して柔軟に工夫することの必要性を述べている３）。渋

谷らはいくつかの特別支援学校で，発達障害のある児

童生徒の健康診断の実施が困難な事例に対し，養護

教諭が個に応じた対応や視覚的教材の活用によって支

援している実態を報告している４）。また，自閉症のあ

る児童の歯科検診での視覚的支援の実践５）や，特別

支援学校における健康診断での支援実践の報告もあ

る６）７）８）。

　通常の学校においても集団で実施する定期健康診断

は，普段の授業と異なる場面であり，発達障害にみら

れる障害特性から，発達障害のある児童生徒にとって

混乱をきたしやすい学校行事の一つであると考えられ

る。しかし，小・中学校の通常学級に在籍する発達障

害のある児童生徒の定期健康診断の実態や，研究報告

は数少ない現状にある。

Ⅱ　研究目的

　小・中学校の定期健康診断において，通常学級に在

籍する発達障害のある児童生徒を診断別にみるのでは

なく，定期健康診断を集団で受ける際に発達障害のあ

る児童生徒が直面している困難な実態を調査し，それ

に対する養護教諭の対応と課題を明らかにすることを

本研究の目的とした。本研究の成果により，今後発達

障害のある児童生徒が混乱や精神的負担を感じること

なく，安心して定期健康診断を受けることができるた

めの手がかりになることが期待される。

Ⅲ　研究方法

１．対象者

　調査対象者は，特別支援教育が本格的に開始された

平成17年から，本調査を実施する前年の平成19年の３

年間で，小・中学校の通常学級に在籍する発達障害の

診断を受けた児童生徒の定期健康診断において，集団

で検診を受けることが困難な状況に気づき，その困難

点に対し，３年間の経過の中で何らかの工夫・配慮等

の改善策を講じる支援をした経験をもち，研究協力に

同意を得られた養護教諭10名とした。対象者の選定に

ついては，Ｏ県およびＨ県の小・中学校に勤務する養

護教諭の中で調査対象者の条件に当てはまる経験をも

ち，研究の参加協力を得られる養護教諭を研究者の知

要　旨

　定期健康診断において発達障害のある児童生徒が混乱している現状がみられる。定期健康診断はこれらの児童生

徒の障害特性のため，多くの混乱を引き起こす学校行事の一つであると考えられる。本研究の目的は，定期健康診

断における発達障害のある児童生徒が直面している困難点とそれに対する養護教諭の対応を明らかにすることである。

　この調査は，小中学校の定期健康診断において児童の困難点に気づき，過去にこれらの児童生徒を支援した経験

をもつ，10人の養護教諭を対象にして行った。集められた情報から，定期健康診断において，通常学級に在籍する

児童生徒は様々な困難点を抱えていることがわかった。これら児童生徒の困難点は発達障害の障害特性の一つであ

る，気づかれにくい感覚過敏や検診の経験，過去のトラウマに基づくものであると考えられている。

　それゆえに，個々の成長発達や成長過程での背景を考慮することで，児童生徒を個別に支援する必要性が示唆さ

れた。支援内容は，様々な配慮や工夫に基づいていた。養護教諭は日常行っている活動の中で児童の困難さを把握

しており，これらの養護教諭から得た情報や専門的視点が具体的に支援に展開されたものと考えられた。
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人から紹介してもらう，という手順のスノーボールサ

ンプリング法注）によって行った。

２．調査期間

　平成20年５月～平成20年７月とした。

３．調査方法および調査内容

　平成20年３月～５月に，Ｈ県内の小・中学校に勤務

する養護教諭４名を対象として，定期健康診断時にお

ける通常学級に在籍する発達障害のある児童生徒の困

難点とそれに対する養護教諭の対応の実態について半

構成的面接法による予備調査を行い，その結果を参考

にした調査票を作成し，対象者とした養護教諭10名に

本調査を実施した。調査はインタビューガイド（調査

対象者の属性と対象となる児童生徒の診断名等の調査

内容）および調査票（定期健康診断時の検診項目別の

実態と養護教諭の対応に関する調査票）を用いた60

～ 90分の半構成的面接法で実施した。面接に際して

は調査対象者の同意を得てICレコーダーを使って面

接内容を録音した。

　調査内容は，①調査対象者が３年間の経過の中で，

定期健康診断時に発達障害のある児童生徒に対して具

体的支援を行った事例の内で，最も印象に残っている

１事例の検診項目別の実態，②定期健康診断時に見ら

れた困難点とそれに対する養護教諭の対応，とした。

また，必要に応じて面接内容の確認を行った。

４．調査場所

　調査対象者の勤務校でプライバシーの確保できる場

所とした。

５．分析方法

　面接時に用いたインタビューガイドおよび調査票を

もとに定期健康診断時の検診項目別の実態および定期

健康診断時における困難点とそれに対する養護教諭の

対応について調査対象者から語られた内容を逐語化し

た。得られたデータをもとに一事例ごとの定期健康診

断時の検診項目別の実態および困難点とそれに対する

養護教諭の対応を抽出し，整理した。さらに，①集団

指導で検診が実施できた，②具体的支援をすることに

より集団で実施できた，③集団指導では実施困難なた

め，個別で実施した，④集団での実施は不可能であっ

た，の四点の視点から分析し，事例ごとに検診項目別

の実態を整理した。分析の妥当性を確保するために養

護教諭を養成する大学教員および熟練養護教諭のスー

パーバイズを受けた。

６．倫理的配慮

　調査対象者の面談に先立ち，「児童生徒や調査対象

者のプライバシー保護」，「研究協力については個人の

自由な意思が尊重されるものであること」，「調査対象

者の不利益にならない配慮をすること」および「得ら

れた情報は研究以外の目的で使用しないこと」を書面

と口頭説明により了解を得た。研究への協力の意思に

ついては同意書によって同意を得た。また，研究結果

は学会にて発表することの承認を得た。本研究はＫ大

学倫理委員会の承認を得た。

Ⅳ　結果

１．調査対象者の基本属性

　スノーボールサンプリング法により得られた調査対

象者10名から調査対象事例となる児童生徒10事例につ

いて分析を行った。

　調査対象者が具体的支援を行った当時の調査対象者

の所属する学校の校種は小学校５名，中学校５名であ

り，所属する学校の規模は在籍児童生徒数100人未満

から600人以上とさまざまであった。養護教諭配置数

は全て１名であった。また，調査対象者の養護教諭は

全員，発達障害のある児童生徒の支援を進めるための

校内委員会に参加していた。

２． 事例の概要および定期健康診断時の検診項目別の

実態

　調査対象者から語られた児童生徒の事例の診断名

は，小学生事例５事例のうち，３事例がADHD，２

事例が高機能自閉症であった。中学生５事例のうち，

LDが１事例，自閉的傾向が１事例，広汎性発達障害

が１事例，高機能自閉症が１事例，ADHDとLDの複

合型が１事例であった。10事例のうち，女子は１事例

だけで他の９事例は男子であった。
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表１　事例の概要

表２　定期健康診断時の対象児童生徒の実態

　事例の概要および発達障害のある児童生徒の定期健

康診断の実態は表１および表２のとおりである。検診

の事前準備や具体的支援を行う上で，集団での検診が

最も困難であったものは心電図検査であった。同じ診

断を受けていた事例の中でも集団で実施できた場合と

困難な場合とがあり，個々に違いがみられた。小学生

事例の多くは集団での実施が困難な状況がみられ，養

護教諭や他の教職員から何らかの具体的な支援を受け

ていた。中学生事例ではほとんどの事例が集団で実施

することができていたが，心電図検査，聴力検査にお

いて具体的支援を受けていたものが多い傾向にあった。
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３． 定期健康診断時に見られた困難点とそれに対する

養護教諭の対応

　定期健康診断時の検診項目別の困難点とそれに対

する養護教諭の対応については表３に示した。各検診

項目別の困難点とそれに対する養護教諭の対応は以下

のとおりであった。なお，以下の本文中では表１に示

した事例を関連させながら述べる。また，養護教諭の

語った児童生徒の実態を「　」で示し，番号を付けた

事例の表示を【　】で，児童生徒や養護教諭の言葉を

＜　＞で，養護教諭の対応を『　』で示す。

（１）心電図検査

　「緊張して動いてしまい，何度もやり直しをする【事

例１，事例２，事例７，事例８，事例９】」，「検査技

師の白衣や検査の雰囲気を怖がる【事例４】」，「知覚

過敏等により，心電計の電極が体に触れる事を嫌がる

【事例５】」という内容が語られた。これらに対して養

護教諭は，『教室で心電図検査の時に行う，息を止め

て静かにするという練習をする』『事前に図や絵を用

いて検査をする様子を担任教諭と協力して説明をす

る』という対応や，雰囲気に対する恐怖感や緊張がみ

られる場合は『検査前に会場を見せておく』という対

応をしていた。また，電極が触れるのを嫌がる場合は

『担任教諭と養護教諭とで個別に検査の練習をする』

という対応がなされていることが語られた。特に緊張

が高く，実施困難なことが予想される場合は『検査中

ずっと側について＜もしもししているからね＞＜もう

すぐ終わるよ＞等の声をかけ，気持ちを落ちつかせる』

という配慮をしていたことも語られた。

（２）聴力検査

　「検査器具であるオージオメータのスイッチからゲ

ームのスイッチを連想して遊び，正確な検査が実施で

きない【事例１，事例２】」，「５人用のオージオメー

タを使用することで周囲が気になり，緊張してしまう

【事例７，事例９】」，「落ち着かない【事例５】」,「＜

聞こえた＞と大声で反応する【事例10】」という実態

が語られた。養護教諭は児童生徒が検査中に遊んだり，

落ち着かないために正確な検査ができないと判断した

場合は『別の日程に保健室で個別に実施する』という

環境調整や『５人用のオージオメータから２人用のも

のに変更して少人数で実施する』という工夫を行って

いた。

（３）耳鼻咽喉科検診

　「耳鏡や鼻鏡を耳に入れるのを怖がる【事例１，事

例２】」，「金属性の検査器具である耳鏡や鼻鏡が気に

なり，触ろうとする【事例５】」という検診器具への

反応や，「耳・鼻・喉と順番に検診を受ける時，体の

どの部分から検診を受けるのか見通しがつかず，混乱

している【事例７】」という様子が語られた。これら

に対して養護教諭は，『耳鼻咽喉科検診前に耳鏡や鼻

鏡を保健室で見せて説明する，触らせる』という対応

により，使用する検診器具に慣れさせておくことや，

検診の手順で混乱している場合は『検診の順番を絵で

表示し，順番待ちの時に見えるようにして，視覚的な

理解を促して見通しを持たせる』工夫をしていた。ま

た，「パニックになり検診を中断した【事例４】」とい

う場合もあった。この場合は『次の年に耳鼻咽喉科検

診前に担任教諭と養護教諭が協力してお医者さんごっ

この様に遊びの中で耳鼻咽喉科検診を模擬体験させ

た』という支援を行った。その結果，＜嘘みたいに笑

顔で検診を受けることができました＞と耳鼻科咽喉科

検診での恐怖感を楽しいイメージに転換できたことを

語られた。

（４）内科検診

　「就学時健康診断で大騒ぎをしてしまったために学

校医から注意を受け，その失敗体験の結果，学校医が

行う内科検診と学校医の白衣への拒否感がある【事例

１】」ということに対しては，『安心できるように声を

かける，順番を最後にする，落ち着いたところで内科

検診を受けさせる』という工夫をしていた。内科検診

時の脱衣に関わる困難な状況が中学生事例の男子・女

子ともにみられた。「人前で下着を取ることに対して，

恥ずかしさから抵抗感がある上に，ブラジャーなどの

下着を脱ぎ，タンクトップなどの下着は着ておく，と

いう本人にとっては複雑な指示が理解できずに困って

いた【事例６の女子】」，「内科検診時に脱衣をする際，

場所を表示した文字の意味を理解できず，上半身脱衣

をしたままでとまどい，そのことを周囲の同級生に見

られて気まずい様子であった【事例９の男子】」と，

検診時の脱衣に対する羞恥心に加えて，指示が理解で

きず混乱している様子が語られた。養護教諭は思春期
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表３　定期健康診断時の検診項目別の困難点とそれに対する養護教諭の対応
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である中学生事例には特に内科検診の脱衣の場面での

羞恥心に配慮し『文字だけの表示に絵の表示も加え，

個別に説明して理解させる』という工夫を行っていた。

（５）歯科検診

　「歯科用ミラーや探針などの検診器具を見ることや，

検診の雰囲気を感じることにより緊張が高まる【事例

２】」，「検診器具である歯科用ミラーが口の中に入る

ことを怖がる【事例４】」といった様子が語られた。

養護教諭は『事前に歯科用ミラーを触らせる』『事前

に個別に説明する』『模擬体験をさせる』という対応

により，恐怖感や緊張を緩和させていた。「歯科診療

に対するトラウマや集団という環境により，緊張が高

まる【事例７】」という場合は『事前に学校歯科医に

相談し，全員の生徒を保健室で個別に実施する形態に

変更した』という対応も見られた。また，困難点では

ないため，表に示していないが，「他の定期健康診断

項目では集団での実施がおおむね困難であるが，歯科

検診はスムースに実施できた【事例１】」では，「保護

者が普段から歯科医院に通院させ，歯科診療に慣れて

いる」といった理由が語られた。

（６）眼科検診

　「検診器具であるペンライトやルーペなどの検診器

具が気になって触ろうとする【事例２，事例４】」，「眼

科検診に対する恐怖感がみられる【事例５】」などの

様子が語られた。これに対し養護教諭は，『並ばせ方

の工夫をして検診器具を視界から遠ざけ，触るのを防

ぐ』工夫や，恐怖感がある事例には『担任教諭と協力

して眼科検診の練習をする』という模擬的体験をさせ

ていた。

（７）視力検査

　「遮眼器を持って離さない【事例１】」といった検査

器具へのこだわりや，「ランドルト環の切れ目の向き

の右側と左側の違いが言えない【事例２】」，「指標が

見えていても意思表示できない【事例５】という様子

が語られた。養護教諭は遮眼器に固執する場合は，『注

意をせずそのまま持たせて，別の遮眼器を使って検査

する』という対応をしていた。また，指標を読み取れ

ない場合は『右と左と書いた拡大文字の表示をする』

『指標の一列だけ見えるように他の指標を隠す』とい

う工夫や，意思表示が困難な場合は『別の日に個別に

幼児用視力表の絵を拡大し,カード形式にして検査し

た』など，個に応じた工夫を行っていた。

（８）身体計測

　「大きい声を出す【事例１，事例２，事例３】」，「体

重計の上で飛び跳ねる【事例１，事例２，事例３】」,「立

位時の体の向きが逆である【事例２】」のように，集

団で行う身体計測の雰囲気に興奮して多動性や衝動性

が起きてしまう実態が語られた。これらの事例に対し，

養護教諭は『他の児童の前でお手本をさせ，褒めて自

信を持たせる』『体重計，身長計に大きく足の絵を描く』

という工夫や，『＜猫さんの様に静かに上がるよ＞と，

児童にイメージしやすい表現を用いて行動の指示をす

る』という対応をしていた。また，「学校内の各場所

を廻って計測する時，やり方はわかっていても一人で

は混乱する【事例９】」という実態が語られ，その対

応として『事例である生徒の困難な状況を理解してく

れる同級生と一緒に身体計測に廻らせ，計測時には同

級生と同じ行動をする，という生徒同士でできる支援

を担任教諭に依頼する』という，他の生徒と一緒に行

動して検診ができるように配慮をしていた。

　これらの支援で表２に示すとおり，ほとんどの児童

生徒が集団指導で実施できる，あるいは具体的支援に

より集団で実施できていた。また，経験を重ねてきた

中学生事例ではほとんどの項目において集団指導によ

り実施できていた。

（９）尿・寄生虫検査

　尿・寄生虫検査については，採尿コップおよび採卵

用紙を家庭に持ち帰らせ，指定した提出日に学校に提

出して検査センターに送るという方法であるので，保

護者の協力が得られやすく，どの事例も問題なく実施

できていた。しかしながら，この検査でも，担任教諭

や養護教諭による綿密な保護者との連携や本人への配

慮がなされていた，ということが語られた。

（10）共通してみられた困難点

　特に小学生事例の中に「順番が待てない【事例１，

事例２，事例５】」，「まっすぐ順番通り並べない【事

例１，事例２，事例５】」，「定期健康診断の会場であ

る体育館で走り回る【事例１，事例２】」など，待っ

ている間に落ち着けない様子や，広い場所という環境

では静止していることが困難である，という共通する
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実態が語られた。この実態に対して養護教諭は順番待

ちの時には『お気に入りの本を読ませたり，輪ゴムな

どの手遊びで意識を集中させる』ことや，『一度会場

から出させて気分転換をすることにより，情緒の安定

を図る』という配慮が語られた。まっすぐ並べない場

合は『並ぶコースの線を床にテープで引く』『丸や三

角形で「次」の順番を表すカラーテープを使う』とい

う工夫を行っており，＜効果は絶大です＞と，その工

夫が非常に有効であったことが語られた。また，事前

に『教職員が声かけをして落ち着かせる，事例の児童

と一緒に並んでもらうことを依頼しておく』という配

慮を教職員に働きかけていた。このように場所や検診

項目によって気になる行動が予想される場合には，殆

どの養護教諭が『他の教職員に協力を依頼して対応で

きる体制を整えておく』という配慮を行っていた。

Ⅴ　考察

１． 気づかれにくい感覚過敏や個別の困難感に対する

理解

　発達障害のある児童生徒は，集団で実施する定期健

康診断時にさまざまな困難をもっているという実態が

明らかになった。中でも，普段見慣れない心電図検査

の電極が体に触れるのを嫌がる，耳鼻咽喉科・眼科・

歯科検診で使用する金属製の検診器具が気になって触

ろうとする，またはそうした検診器具が体に触れるの

を嫌がる，検診器具を見て何かされるという恐怖感か

ら検診を嫌がるというような感覚過敏に起因する困難

点がみられた。

　次に，発達障害のある人の状況等に関わる先行研究

の引用に併せて本研究の結果を考察してみることとす

る。

　川崎らが行った広汎性発達障害の感覚知覚障害に関

する研究や，小野らの広汎性発達障害の感覚知覚過敏

に関する報告にもあるように，本研究においても発達

障害のある児童生徒の中には感覚過敏をもつものがい

くつか見られ，また個人によってその認知の違いが異

なり，定期健康診断においてさまざまな困難さがみら

れた９）10）。

　大家は自閉症の児童生徒が健康診断において混乱を

きたす要因の一つとして，苦手な身体接触を挙げてい

る８）。本研究においても，心電図検査の電極や健康診

断時に使用する検診器具に対して同様に混乱する傾向

が見られた。こうした児童生徒の反応は，心電図検査

の電極や検診器具は普段児童生徒には見慣れないもの

であり，触れる機会もほとんどないため，気になる検

診器具に過度に注目してしまう，または身体に触れる

ことに恐怖感や抵抗感を示したものと考えられる。

　大屋は，発達障害のある成人の人間ドックの試みの

中で，感覚過敏への配慮として，検診前に心電図や採

血の練習用キットを用いた工夫を行って，人間ドック

や医療機関のバリアフリーの重要性を説いている11）。

本研究の調査対象者も定期健康診断の練習や模擬体

験，検診器具を見せたり触らせるなど，検診器具に慣

れさせる工夫をして児童生徒の精神的負担や混乱を軽

減させる支援を行って，定期健康診断に対するバリア

フリー化を実践していたことが確認された。

　また，緒方は障害者歯科診療の場で自閉症スペクト

ラムのある場合，どの患者にも感覚過敏は内在するも

のと考え，患者の感性を理解し，一人一人に合う支援

方法を検討する必要があることを述べている12）。本研

究の調査対象者はそれぞれの事例のもつ感覚過敏に合

わせて図や絵を用いて説明する，個別に検査の練習を

する等，さまざまな工夫や配慮を行っており，有効な

支援であったと考えられる。

　感覚過敏のある児童生徒にとっては気づかれにくい

特性であるがゆえにそれぞれの個別の認知の仕方に対

する理解が重要であると言える。

　宮本は通常学級に在籍する発達障害のある子どもに

は，①障害に気がつかれていない，②通常学級で適応

できると判断された，③困難が予想されるが，保護者

の希望によって通常学級に在籍している，という背景

があると述べている13）。

　通常学級に在籍し，適応できているように見える発

達障害のある児童生徒の中には，集団という環境下で

個別の困難さを抱えながら定期健康診断を受けている

可能性があると考えられる。過去に検診場面で失敗体

験や診療での嫌な体験がトラウマになっている場合は

強い拒否感や混乱がみられたが，逆に日常的に主治医

から診療を受け，検診を受けることに慣れている事例

の場合は，落ち着いて集団で実施できていた。
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　また，小学生事例よりも中学生事例の方が，困難点

が少ない傾向が見られた。集団参加に困難さを抱える

子どもに関する研究では，学年が進むにつれて落ち着

く傾向がみられることが報告されており14），本研究に

おいても同様の傾向があることが確認された。

　本研究において，中学生事例の場合，毎年実施され

る定期健康診断に慣れて不安なくできるようになって

いることや，調査対象者から語られた事例の生徒全員

が学校生活に適応していたことから，集団生活を送る

上での生活スキルの習得がある事例であったものと推

測される。定期健康診断時に見られた個別の困難点は，

発達障害の障害特性だけではなく，検診や診療に関わ

る過去のトラウマ，検診に対する慣れの有無，集団と

いう環境下で検診の雰囲気の影響を受けたものと考え

られる。

　これらのことから，発達障害のある児童生徒一人一

人の成長発達や成長過程での背景を考慮して，気づか

れにくい感覚過敏や個々の困難に適した支援を行う必

要性の示唆を得た。

２．養護教諭の対応と支援

　調査対象者から，発達障害のある児童生徒の定期健

康診断の実施計画の策定にあたり，次の諸点への配慮

を盛り込んでいたということが語られた。①事前の模

擬体験，②人的支援の体制づくり，③感覚過敏や精神

的緊張の軽減，④不安感の緩和，⑤文字や図を用いた

視覚的構造化，⑥個別実施という環境調整，⑦児童生

徒のプライドや羞恥心への配慮。

　このような養護教諭の支援は，保健室経営の中で得

られた情報や前年度の定期健康診断の評価に基づき，

発達障害のある児童生徒が定期健康診断に対してどの

ようなことで不安や困難を感じているか等の情報を整

理・分析・判断し，担任教諭や他の教職員，保護者，

学校医，学校歯科医等の関係者との連携のもと，個々

の困難に沿った，さまざまな工夫や配慮をもって行っ

ていたということが明らかになった。

　鎌塚は養護教諭が保健室の養護活動で捉えた情報

を校内・校外で相互連携することが発達障害のある児

童生徒の支援を進める上で重要であることを述べてい

る15）。本研究の調査対象者も日常の養護活動を通して，

発達障害のある児童生徒の検診に対する拒否感や検診

器具への感覚過敏，不安感等を把握しており，前述し

た「③感覚過敏や精神的緊張の軽減」，「④不安感への

支援」，中学生事例へ行った，「⑦プライドや羞恥心へ

の配慮」といった具体的支援の実践に繋がっていたと

考えられる。

　中村は，知的障害のある児童生徒の実施不可能であ

った視力検査・聴力検査について，視覚障害および聴

覚障害の特別支援学校と連携して，特別支援教育コー

ディネーターによる専門的な人的支援を受けることで

課題解決を図った報告をしている６）。また，大家は視

覚的構造化を活かした「健康診断手順書」の開発およ

び活用により，効果的な健康診断の実践で成果を示し

ている８）。本研究の調査対象者も通常の学校において，

順番が待てない，広い検診会場で走り回るという児童

生徒の多動的・衝動的な行動への対応として，教職員

に声をかけ，「②人的支援の体制づくり」を行ったり，

図・絵・カラーテープ等を利用して「⑤視覚的構造化」

を取り入れた検診会場づくりを実践していた。これら

のことは発達障害のある児童生徒が集団で行う定期健

康診断を不安や困難なく，主体的に受けることが可能

となり，生涯にわたる自己の健康管理能力のスキルを

身につけるという健康教育の観点からも重要であると

いえる。

　今後養護教諭が発達障害に関する専門的な研修を受

け，実践と理論の統合化を図ることで定期健康診断に

関わる課題克服の実現を果たした事例の共有化が望ま

れる。また年度毎の定期健康診断の評価を基に，個別

の困難点に対する支援内容を健診システムに組み込む

必要もあると考える。さらに養護教諭が児童生徒の困

難さの実態を分析し，それに基づいた定期健康診断場

面での支援マニュアル等の具体的な支援ツールの作成

とその活用も今後必要と考える。

３．養護教諭が行う連携に求められるもの

　調査対象者は複数の発達障害のある児童生徒に対応

した経験をもっており，校内委員会に参加して児童生

徒の校内での支援の検討や情報提供を行い，校内・校

外での連携を図っていた。

　村松らは，発達障害のある児童生徒の在籍する普通
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学級担任教諭を対象とした調査で，保健専門職に対し

て医療と教育を結ぶコーディネートや本人・家族のサ

ポート役を求めているという報告をしている16）。本研

究の調査対象者は，把握している発達障害のある児童

生徒のもつ不安感や困難感の軽減というサポート面と

同時に，限られた時間や決められた日程の中で全体の

定期健康診断が実施できるように校内委員会等あらゆ

る機会の中で，支援のための教職員間での連携や調整

を図っていたものと考えられる。また，定期健康診断

場面で発達障害のある児童生徒の不安感や困難感が生

じるということを学校医や学校歯科医と連携すること

で，学校医や学校歯科医の理解を促し，協力を得てい

た。このことから，調査対象者は発達障害のある児童

生徒の不安感や困難感への支援と同時に学校医・学校

歯科医との連携によって，学校行事としての定期健康

診断の円滑な実施を考慮したコーディネートを行って

いたと考えられる。

　しかし，専門機関や他機関との連携ができている学

校とそうでない学校とでは，学校内の支援教育体制の

確立に有意差があるという報告もある17）。津島は，養

護教諭に求められる能力の一つとして連携・調整（コ

ーディネーション）能力を挙げている18）。定期健康診

断は，養護教諭の専門性を最も期待される職務の一つ

であることから，発達障害のある児童生徒の個に応じ

た支援実践のための多面的で効果的な連携が望まれ

る。

　今後，養護教諭は発達障害のある児童生徒の定期健

康診断を実施する上で，学校保健に関する必要な情報

を児童生徒，保護者の権利擁護に留意しながら，校内

委員会，学校保健委員会，ケース会議や学校医・学校

歯科医・主治医・専門機関・保護者等との連絡・調整・

協議などあらゆる場面で有効に活用し，課題の共有化

と課題解決のための連携を信頼関係の構築と共に進め

ていくことが求められるものと考える。

Ⅵ　結論

　小・中学校の通常学級に在籍する発達障害のある児

童生徒の定期健康診断において集団で受けることが困

難な実態と養護教諭の対応の調査から，以下の点が明

らかになった。

　１．調査対象事例の発達障害のある児童生徒は，集

団で実施する定期健康診断においてさまざまな困難点

をもっており，困難点は発達障害の特性の一つである

気づかれにくい感覚過敏によるものや，児童生徒が個

別にもつ過去のトラウマ，検診に対する慣れの有無，

集団という環境下で影響を受けたものなどが関連して

いると考えられた。

　２．調査対象者の養護教諭10名は，教職員や学校医・

学校歯科医・主治医・保護者等と連携して，定期健康

診断時の児童生徒の個別の困難点に応じた工夫や配慮

を行って支援していた。

　３．今後の課題として，今回の調査は，研究条件に

合致した10名の養護教諭を対象として定期健康診断の

実態調査を行ったが，今後は調査対象者数を増やすこ

とや調査内容の検討が必要である。また，発達障害の

ある児童生徒自身に対する面接調査の追加実施を行う

ことや，児童生徒の実態に基づいた定期健康診断場面

での支援マニュアル等の作成・活用，成功事例の共有

化等の活動が望まれる。

Ⅶ　研究の限界

　本研究では調査対象者10名の面接調査結果であり，

一般化した結論とは言い難い。調査対象者は，平成17

年から平成19年の３年間の経過の中で，定期健康診断

において発達障害のある児童生徒に対する支援をした

経験をもつ，という限定された条件のもとで選定して

いるため，特別支援教育に対して熱意や意欲をもった

養護教諭が調査対象者となっている可能性が高い。ま

た，限定された一定地域での限定された人数での調査

対象者であることも研究の限界と考える。
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研究報告

発達障害のある児童生徒への養護教諭の対応
～小・中学校の養護教諭を対象とした面接調査～

垣内真規子＊１，津島ひろ江＊２

＊１広島市立広島特別支援学校，＊２川崎医療福祉大学

Yogo…Teachers’Support…for…Students…with…Developmental…Disabilities
―Interview…of…Elementary…and…Junior…High…School…Yogo…Teachers―

Makiko…KAKIUCHI＊１,…Hiroe…TSUSHIMA＊２

＊１Hiroshima…principal…Hiroshima…Special…Support…School,…＊２Kawasaki…University…of…Medical…Welfare

Key words：Yogo…Teacher,…Developmental…Disabilities,…Support

キーワード：養護教諭，発達障害，対応

Ⅰ　はじめに

　2002（平成14）年に文部科学省は，担任教師を対象

とした調査の結果，学習障害（以下，LDとする），注

意欠陥／多動性障害（以下，ADHDとする），高機能

自閉症等，学習や生活の面で特別な教育的支援を必要

とする児童生徒数について，6.3％の割合で通常の学

級に在籍していると報告している１）。翌年，2003（平

成15）年に，同省の「今後の不登校への対応の在り方

について（報告）」においては，LDやADHDの児童生

徒については，周囲との人間関係がうまく構築されな

い，学習のつまずきが克服できないといった状況が進

み，不登校に至る事例は少なくないと指摘している２）。

通常学級の担任は，多動や攻撃的といった不適応行動

の問題から児童生徒の指導に戸惑い，学習面での遅れ

や対人関係の支援に困難を抱えていることが報告され

るようになった３）４）。このような教育分野における問

題に留まらず，社会的にも発達障害の早期発見や生活

全般にわたる支援の重要性から2006（平成18）年に，

発達障害者支援法が成立した。同法の中で学校におい

ては，健康診断の場を活用して発達障害の早期発見が

期待されており、養護教諭の担う役割も大きい。

　近年の報告では、保健室を頻繁に利用する児童生徒

の中に発達障害の特徴を示す児童生徒がいる割合が高

いのではないかと懸念されている５）６）。さらに，淡路

らが行った奈良県内の小・中学校に勤務する養護教諭

を対象とした調査において，児童生徒はけがや病気以

外に，パニックになったため，クラスになじめない等

の理由で保健室へ来室しているという報告がある６）。

そして保護者からは，児童生徒が相談に行きやすい機

会を作ってほしい，学校でパニックを起こした時に保

健室をクールダウンの場所，児童生徒の避難場所とし

てほしい等と養護教諭の役割や保健室の機能へ対する

期待が寄せられるようになった７）。発達障害の二次障

害である学校不適応や不登校の予防や支援の側面から

も養護教諭，保健室の果たす役割は重要と考えられる。

　その一方で保健室において養護教諭は，保健室での

ルールが守れない，健康診断時に順番を待つことが難

しい，特定の習慣やこだわりがある等の特徴をもつ児

童生徒に対し，専門的立場から職務を行うにあたり困

難な状況がみられる。金子らが行った養護教諭を対象

としたアンケート調査では，約８割の養護教諭が発達

障害のある児童生徒が保健室に来室した際には，パニ

ック時の静かな場所の提供をして児童生徒を支援しよ

うとしているものの十分に対応できない傾向を報告し

ている８）。そのことに着目して筆者らは，保健室来室

時や健康診断時における発達障害のある児童生徒への



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…86…－

養護教諭の対応について調査し，報告してきた９）10）。

　そこで，本研究では，小・中学校における発達障

害註１）のある児童生徒の学校での困り感及び養護教諭

の対応について，面接調査を行った。ただし，本研究

では，発達障害の診断名別に養護教諭の対応方法を分

析するのではなく，発達障害のある児童生徒全般の理

解を深める視点から発達障害のある児童生徒への養護

教諭の対応について分析することを目的とする。

Ⅱ　研究方法

１．対象

　小・中学校に勤務し，過去２年間に発達障害のある

児童生徒に対応した経験を持つ養護教諭７名をスノー

ボールサンプリング法註２）にて選定した。

２．調査内容

　調査内容は，①基本属性，②養護教諭からみた発達

障害のある児童生徒の困り感，③発達障害のある児童

生徒への養護教諭の対応である。

３．データ収集方法

　2008年２月～ 2008年３月に，プライバシーの保護

できる場所でインタビューガイドを用いて約60分間半

構成的面接を行った。面接内容は対象者の許可を得て

ICレコーダーに録音した。

４．分析方法

　得られた11事例のデータを逐語化し，「養護教諭か

らみた発達障害のある児童生徒の困り感」と「発達障

害のある児童生徒への養護教諭の対応」について語ら

れている内容を抽出した。それらをデータとして質的

帰納的に分析した。まず，抽出したデータを丹念に読

み，概念を拾い出した。データに戻りながら各概念が

的確にデータを表しているか吟味し，概念を分類して

まとめる作業を行い，コード化した。これらのコード

において，類似するコードをまとめてサブカテゴリー

化した。抽出したサブカテゴリーの類似性，相違性を

比較し，さらに抽象度を上げていきカテゴリー化した。

そして，拾い出された概念を忠実に反映するカテゴリ

ー名を各カテゴリーにつけた。また，各カテゴリーに

包含されたデータの出現頻度を数量化し，カテゴリー

毎に集約した。分析の妥当性と信頼性を確保するため

に分析は，２名の研究者，熟練養護教諭のスーパーバ

イズを受けながら進めた。

５．倫理的配慮

　対象者には，文書と口頭により研究の目的・方法・

プライバシーの保護について十分に説明を行い，文書

にて同意を得た。そして，研究過程で得たデータにつ

いては，研究終了後に全て破棄することを約束した。

なお，本研究は，Ａ大学倫理委員会による審査及び承

認を得て実施した。

Ⅲ　結果

　対象者である養護教諭の経験年数の平均は，14.6年

であった。対象者全員が，養護教諭一名配置校に勤務

している養護教諭であった。

　得られた事例は，小学生が９事例，中学生が２事例

の計11事例である。そのうち，男児は10事例，女児は

１事例であった。発達障害別では，ADHDが５事例，

LDが１事例，アスペルガー症候群が１事例，アスペ

ルガー症候群とADHDの重複事例１事例，高機能自

閉症が３事例であった。

　発達障害のある児童生徒の困り感について分析した

結果，97のデータより，コード数28，サブカテゴリー

数14，カテゴリー数８が抽出された。また、発達障害

のある児童生徒への養護教諭の対応について分析した

結果，195のデータより，コード数44，サブカテゴリ

ー数19，カテゴリー数８が抽出された。

　なお，文章中カテゴリーは【　】，サブカテゴリー

は［　］，コードは『　』で示した。

　また，養護教諭の語った生データは，「　」で示し，

理解の難しい箇所については（　）で補足した。％値

は全ての生データに占めるカテゴリーごとの割合を表

した。

１．発達障害のある児童生徒の困り感

　発達障害のある児童生徒の困り感は，表１に示すと

おり，【繰り返すけが】（18.6％），【待つことの難しさ】

（14.4％），【説明の難しさ】（7.2％），【友達づきあいの
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難しさ】（15.5％），【健康診断，教育活動への適応困難】

（22.7％），【こだわりと抵抗感】（6.2％），【環境の変化

に対する混乱】（8.2％），【低い自己肯定感】（7.2％）

の８つのカテゴリーが抽出された。

１）繰り返すけが

　このカテゴリーは，［興奮，不注意によるけが］と［多

動によるけがの繰り返し］の２つのサブカテゴリーで

構成された。ここでは，「（子どもは）わからない，予

測がちょっとつきにくい，事故も起こしましたし。車

にね，（子どもが）引かれちゃったんですよ。不注意

の子だったし，周りを見ずに急に飛び出して（友達と）

ぶつかってしまったりとかもよくあった」と不注意に

よりけがをする状況が語られた。また、「教室中をど

たばた走りまわってけがをよくしていた，しかも何度

もして体中が傷だらけになってたし，同じところを何

回もけがして保健室に来ていた」というようにけがを

繰り返す様子が語られた。発達障害のある児童生徒は，

学校でけがをしやすく，繰り返していることが明らか

になった。

２）待つことの難しさ

　このカテゴリーは，［待つことが難しい］という１

つのサブカテゴリーで構成された。ここでは，「（養護

教諭が保健室で）けがの手当てをしていても，途中で

も，先生，もういいよ，じゃあね，バイバイって手を

振って帰っていく」「ほんの少しの時間だったから（身

体測定の順番を）待たせていたら，他の子どもにちょ

っかいを出してしまって，保健室でもまたトラブルに

なるんです」というように手当てが終わるまで待つこ

とや順番を待つことが苦手である様子が語られ，保健

室来室時に，処置や順番を待つことが難しい実態が明

らかになった。

３）説明の難しさ

　このカテゴリーは，［言葉で説明することが難しい］

という１つのサブカテゴリーから構成された。ここで

は，「子どもにけがをした理由を聞いても，うまく伝

えられないんよね，表現できないんよね」「どうして

けがをさせたの，何をしていたらこうなったのって聞

くんだけど，うまく説明できない」と児童生徒はけが

をした理由について，自分自身で養護教諭へ説明する

ことが難しい様子が語られた。

４）友達づきあいの難しさ

　このカテゴリーは，［協調性に欠け友達づきあいが

難しい］［けんかやけがへの発展のしやすさ］の２つ

のサブカテゴリーから構成された。ここでは，「集団

の中では，協調性に欠けていて，運動でもチームプレ

イするようなものは，トラブルが続いてけんかになっ

てしまう」「友達と遊んでいる中で，急なルールの変

更とか，ちょっとルールが複雑なおにごっこはできな

いんよね」「クラスの中に入りたいんだけど、いろい

ろ（トラブルが）あって入れなくてね。保健室に来て

いた」と協調性に欠け、急なルールの変更を受け入れ

ることが苦手なことにより友達づきあいが難しいこと

が語られた。また，「本人は，けんかしようと思って

いるわけじゃなくて，ただじゃれあっているうちにだ

んだんヒートアップしてけんかに発展してしまった

し，けがにもなった時もある」という本人に悪気がな

くてもけんかやけがに発展している実態が語られた。…

５）健康診断，教育活動への適応困難

　このカテゴリーは，［健康診断の方法の理解と対応

が困難］［注意力散漫で健康診断や教育活動への参加

困難］［その場にふさわしい行動が困難］の３つのサ

ブカテゴリーから構成された。ここでは，「聴力検査は，

（オージオメータの）ボタンを押しまくって検査がで

きない」「視力検査でね，これはどう？と聞くと，こ

れはどう？とオウム返しで答えてね，検査が進まない

んよね」「初めは気づかなかったのだけど，視力検査

の時に上・下・右・左，上・下・右・左って同じ順番

で言うんよ。同じパターンで答えてしまうんよ」とい

うように健康診断時に返答が難しい様子が語られた。

そして，「（健康診断時に準備されている）いろんな器

具が並んでいたら，すぐそこへ行って突きたがって前

へ前へと出て来るんです」「校医の先生がいても緊張

感なんて全くなくて，（保健室で）走り回ってました」

というように学校において健康診断に継続して参加す

ることが難しいことが語られた。また，「保健室に来

ていて，チャイムが鳴ったときに自ら教室へ戻ること

はできなかった」「身体測定や体育の時の着替えなん

かは，気分が乗らないとできなくて，いつもクラスで

最後になっている。気分が乗ったらスムーズにできる

んだけどね」というその場にふさわしい行動をとるこ
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とが困難な場面が語られた。このカテゴリーは，デー

タ数が最も多く，発達障害のある児童生徒は，学校で

の様々な場面において困っていることが明らかになっ

た。…

６）こだわりと抵抗感

　このカテゴリーは，［特定のものへのこだわりや抵

抗感が強い］という１つのサブカテゴリーから構成さ

れた。ここでは，「歯磨き指導でもこだわりが出てし

まう。カラーテスターを着けたがらない。なかなか付

けるのに抵抗感とかはある。強い抵抗感とこだわりを

感じることがある」「保健室では，いつも同じ椅子に

座っている，お気に入りの丸い椅子にね」というよう

特定のものに強い抵抗感があること，お気に入りのも

のへのこだわりがあることが語られた。

７）環境の変化に対する混乱

　このカテゴリーは，［環境の変化からくる混乱］［ク

ールダウンできず落ち着けない］の２つのサブカテゴ

リーから構成された。ここでは，「学年が変わって，

担任が替わって，環境が変わったのもあってね，攻撃

性が強くて，物を投げたりとか担任をバシバシ叩いた

りしていましたね」というように環境の変化に順応で

きず，衝動性や攻撃性が出てしまうことが語られた。

しかし，「（パニックになった時には）クールダウンさ

せてあげたいんだけど，保健室だと他の子もいたりし

てね，体調が悪い子がいると保健室では（クールダウ

ンすることは）難しくなってしまうんよね」と児童生

徒がクールダウンをしたくてもできない場合があるこ

とも語られた。

８）低い自己肯定感

　このカテゴリーは，［自己肯定感を持てていない］

と［わがままと受けとめられた叱責］の２つのサブカ

テゴリーから構成された。ここでは，「すごく自己肯

定感が低いので，“どうせ”という言葉をよく使って

いました。どうせ叱るんじゃろとか，どうせ僕はでき

ないとか言っていました」「薬で一時は落ち着いてい

たんだけど，再び落ち着かなくなって，動き出して，

そんな動き回る自分がしんどかったのかなって思う」

と児童生徒の自己肯定感の低さや児童生徒自身が抱え

る思いについて語られた。また，「この子が，落ち着

かなかった原因は何かっていうと教員の理解だと思う

んですよ。（子どもが）言うこと聞かないしむちゃく

ちゃだったから（教員が）怒ってばっかりで，だから

まぁ，（子どもと教員との）相性も悪くてお互いね，

教員は教員ですごい怒るし･･･中略･･･，子どもにとっ

ても辛かっただろうなって思う」と発達障害を理解さ

れないことにより叱責を受け続けている実態が語られ

た。

２．発達障害のある児童生徒への養護教諭の対応

　発達障害のある児童生徒への養護教諭の対応につい

て分析した結果，表２に示すとおり【児童生徒の状況

把握】（7.2％），【困難時の個別対応】（13.8％），【健康

診断時の対応】（8.7％），【服薬支援】（9.7％），【保健

室の環境調整】（14.9％），【安心感を与える対応】（15.4

％），【自己肯定感を高める関わり】（6.7％），【組織的

な支援】（23.6％）の８つのカテゴリーが抽出された。

１）児童生徒の状況把握

　このカテゴリーは，［児童生徒の様子，気分の観察］，

［担任，他の児童生徒からの状況把握］の２つのサブ

カテゴリーから構成された。ここでは，「薬，変わっ

てどうかなとか，給食はどうかなとか，ちゃんと食べ

ているかとか気にかけるようにしているね」というよ

うに細かな変化にも気を配り，児童生徒の観察を行っ

ていた。そして，「カードを持って保健室に来させて

ました。担任の先生がどんな用事で来るのか書いて，

それを（紐を通して）首から下げられるようにしたら

（子どもは）喜んで持って来てましたね」というよう

に保健室に来室した理由がうまく説明できない児童生

徒を支援し状況把握に努めていた。

２）困難時の個別対応

　このカテゴリーは，［パニック時の受け入れ］，［個

別の丁寧な関わり］の２つのサブカテゴリーから構成

された。ここでは，「○○君，ちょっと先生のこと手

伝ってくれないかな，先生一人じゃ重いんだ。この荷

物，保健室まで持って行ってくれるかな」とさりげな

く声をかけて未然にパニックが予防できるように関わ

っていた。その他には，「あなたはこういう癖がある

よね，あの時（トラブルになった時）はこうすれば良

かったね」と児童生徒の特徴を共に振り返ることによ

って，次に同様の場面に遭遇したときに対処できるよ
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うにその方法を教えていた。養護教諭は発達障害のあ

る児童生徒に対して，個々の困難感に合わせた対応を

していることが明らかになった。

３）健康診断時の対応

　このカテゴリーは，［事前の個別練習や指導］［個別

の健康診断の実施］［視覚的な方法での指示］の３つ

のサブカテゴリーから構成された。ここでは，健康診

断において，「心電図検査は，洗濯ばさみみたいなも

の（心電図の電極）を借りて，同じように会場を（設

定）して，前日にもう１回練習して，同じ時間帯に１

回練習して，次の日また同じように練習した。キャラ

クターのうちわを子どもに見せて，“はい”って声を

かけて，○○ちゃんストップと（声をかけて），（児童

から）目線をずらさずにして練習した」と語るように，

養護教諭は身近にあるものを用いて事前練習を行い，

本番の健康診断に備えていた。そして、本番を迎えた

時には，担任と協力し声の抑揚をつけて児童生徒が検

査に集中できるように工夫していた。さらに，必要に

応じて個別に健康診断や視力検査を行っていることも

語られた。また，『保健室にわかりやすい絵を描いて

健康診断の流れや受け方を表示する』『身体測定や健

康診断時に，待つ場所がわかるようにカラーテープを

床に貼る』ことによって，養護教諭は，健康診断の流

れや受け方を示して児童生徒が健康診断をスムーズに

受けられるように工夫していた。

４）服薬支援

　このカテゴリーは，［プライバシーに配慮した服薬

管理］と［服薬行動の自立に向けた配慮と指導］の２

つのカテゴリーから構成された。ここでは，「いつも

同じ場所に薬箱を作ってあげて，水と薬を置いておい

た」「コップもいつも同じ色のその子ども専用のもの

を用意していた」というように毎日，同じ場所で同じ

ものを用いることによって児童生徒に服薬行動が身に

つくように支援していた。そして，養護教諭は確実な

内服ができるように薬の管理と確認を徹底していた。

５）保健室の環境調整

　このカテゴリーは，［落ち着ける保健室］［保健室で

のルールの設定］［危機管理］の３つのサブカテゴリ

ーで構成された。養護教諭は，「ひらひらした物はす

ごく（子どもは）気になるから，掲示物もそうだけど，

四隅をきちんとぴったり留めるようにした」「（保健室

の）配色は緑と水色とベージュくらいで分けています」

「（棚の）中が見えると（子どもの）気が散るから，棚

の中が見えないよう紙で覆った」という配慮をするこ

とで，児童生徒にとって気の散ることのない落ち着く

ことのできる保健室作りを心がけていた。その他に，

タイマーを用いて，保健室で過ごす時間を音が鳴るま

でとし，児童生徒にとってその時間を理解しやすくし

ていた。

　［危機管理］においては，『担任に児童生徒が保健室

に来ていることを知らせる』『保健室の物品を持ち出

さないように貼り紙や布でのカバーをし，保健室には

鍵をかける』ことにより児童生徒の安全に気を配って

いた。このように養護教諭は，保健室の環境を整えて，

発達障害のある児童生徒を保健室で受け入れられるよ

うにしていた。

６）安心感を与える対応

　このカテゴリーは，［不安や悩みの受容］［児童生徒

に安心感を与える対応］の２つのサブカテゴリーから

構成された。ここでは，「あなたは，こんなことが得

意だから，それを活かした進路選択ができたらいいね，

漫画上手だもんね」「後日，子どもを保健室に呼んで，

学校でのことを一つ一つ話をしました。困っているこ

とはないかとか･･･」と養護教諭は，児童生徒の特技

を尊重し，児童生徒の思いを確認しながら丁寧に関わ

っていた。…

　救急処置の場面では，「血が出ているからね，けが

したところに砂が入っているからしっかり洗った方が

いいねって声をかけながら，なるべくけがの処置は強

引にしないで，本人が納得できるようにしながら行っ

た」「なるべくゆっくり話をする。短くゆっくりポイ

ントを合わせて話して，子どものペースに合わせて話

をする」というように話すペースに留意し，児童生徒

が納得し，安心できるような声かけを心がけていた。

７）自己肯定感を高める関わり

　このカテゴリーは，［自己肯定感を高める声かけ］

の１つのサブカテゴリーから構成された。ここでは，

「挨拶がきちんとできて，とても礼儀正しいね」「あな

たのこんなところが先生は大好きだよ」と『児童生徒

ができたことを認め，良い点を褒めて自己肯定感が高
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C M Y K

垣内.prn.dsv Thu Mar 18 16:54:46 2010



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…92…－

まるように声をかける』ことを心がけていた。さらに，

「本を読むのが好きな子どもだったので，その子ども

が読む本を置いていた」，「子どもは，ジグソーパズル

を完成させるのがすごく得意だったから，保健室に来

た時はそれをさせていた」というように養護教諭は，

児童生徒が好きなことや得意なことをさせて保健室で

過ごさせていた。

８）組織的な支援

　このカテゴリーは，［保護者との情報交換］［教職員

への情報提供］［教職員全員によるチームでの支援］，

［多職種，多機関との連携］の４つのサブカテゴリー

から構成された。養護教諭は，『保護者から服薬や治療，

発達障害に対する思いを聞く』『保護者と家庭や学校

でのできごとについて定期的に話す機会を設ける』こ

とで保護者と児童生徒の学校と家庭での様子について

情報を交換していた。

　［教職員への情報提供］においては，『幼稚園，小学

校からの引継ぎを受け，子どもの対応方法について職

員へ周知する』や『年度や職員が変わっても組織で支

援できるように子どものことを記録に残す』ことで，

保健室等で得た児童生徒の情報を他の教職員へ提供し

て共通理解を図れるように努力していた。そして，『教

職員全員で子どもを見守り，チームメンバーの一員と

して子どもに声かけをする』ことにより，養護教諭単

独ではなく全教職員のチームの一員として児童生徒の

支援を行っていることも明らかになった。必要時に養

護教諭は，児童相談所，教育委員会等の専門機関と連

携することによって発達障害のある児童生徒への支援

を検討し，協力を得ていた。このように養護教諭は，

保護者，教職員，多職種，多機関と連携しながら児童

生徒へ関わっていた。

Ⅳ　考察

１．発達障害のある児童生徒の困り感とその理解

　発達障害のある児童生徒は，興奮や不注意，多動に

よりけがを繰り返していた。しかし，保健室へ来室し

た時，順番を待つことが難しいことやけがをした原因

を説明することが難しいことにより処置をスムーズに

受けることができていなかった。保健室においてもト

ラブルが生じやすく，集団での健康診断への参加が難

しいことが明らかになった。また，少しの環境の変化

に混乱してしまいパニックになるという現状があっ

た。さらに，発達障害を理解されず，叱責を受けるこ

とにより自己肯定感が低いということが明らかになっ

た。

　発達障害のある児童生徒は，集団行動，学校生活，

対人関係等に関する領域において困難を抱えてい

る11）12）。これらの困難から友達とトラブルになりや

すく，けがをさせたり，けがをしたりすることが多い

ために保健室に来室する５）。また，児童生徒は，失敗

の繰り返し，課題が思うように達成できないことやわ

がままで身勝手な行動をしていると誤解されて怒られ

ることが多いことにより，自己肯定感が低いことが懸

念されている13）14）。

　今回の調査でも先行研究と同様に児童生徒の自己肯

定感の低さが懸念された。児童生徒はけがを繰り返し

ているが，その時の処置が順番を待てないこと，説明

が苦手なことによりスムーズに受けられておらず，そ

のことにより十分な自己肯定感を持つことが難しくな

っている。健康診断時においても，その方法にうまく

対応できていないことから個々に応じた配慮が必要で

あるといえる。このように児童生徒は，保健室におい

ては，教室で過ごしている時とは異なるつまずきや困

難さを抱えていると考えられる。また，少しの環境の

変化に混乱し，パニック時に保健室を利用している。

それらの困難さに養護教諭が気づき，児童生徒の気持

ちを受容することが必要である。そのためには，学校

保健領域だけではなく，学校教育活動全体での児童生

徒の困り感を理解することが必要であり，担任をはじ

め，多職種や保護者との連携の重要性が示唆された。

２．個々のニーズに応じた養護教諭の対応

　養護教諭は，身体測定や健康診断時にそれらの受け

方や待つ位置を絵で表示して指示を出す，健康診断に

備えて個別の事前練習をする，パニックを起こしてい

る時の受け入れをする等，児童生徒の個々の困り感に

合わせて対応していた。保健室ではゆっくり話をする

ようにし，児童生徒のペースに合わせて不安や悩みを

受容しながら関わっていた。スキンシップを持ち，児

童生徒が納得できるように丁寧に説明しながら処置を
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することで安心感を与えていた。そして，児童生徒を

認め，褒めて自己肯定感が高まるように声をかけてい

た。

　2003（平成15）年に出された文部科学省の「今後

の特別支援教育の在り方について（最終報告）」の中

で，発達障害のある児童生徒への具体的な配慮事項と

して，共感的理解の態度をもち，児童生徒の長所や

良さを見つけ，それを大切にした対応を図ること，具

体的で理解しやすい情報提示をすること等を示してい

る15）。指示を出す時には，口頭での指示に併用して

文字に書いたものや絵を用いて聴覚と視覚を組み合

せることや短くシンプルに指示を出すことが有効で

ある16）17）。その他に，困っていることを伝えられる

ように支援する，トラブルの原因を自分で考えられる

ように支援する，落ち着かない時に静かな場所を提供

する等，発達障害のある児童生徒への関わりの実践が

報告されている18）。さらに，発達障害のある児童生徒

を支援する上で，服薬に関する支援も重要である。ア

メリカにおいては，スクールナースは，家庭・学校・

地域におけるケアチームの一員として発達障害のある

児童生徒を支援する機会を多く持つ存在として位置づ

けられている19）。学校での様子を観察して薬の服薬量

の調整に関する情報を得ることや保護者や教職員，そ

して児童生徒へのADHDに関する知識の普及をして

いく役割があると報告されている20）21）。一方，養護教

諭は，関係者との連携はもちろんのこと，児童生徒に

対してなぜ薬を飲む必要があるのかという指導も行っ

ている。さらに，知的障害のある児童生徒に対して養

護教諭は，児童生徒の健康管理から気持ちの受容まで，

児童生徒と保護者に対し心身ともに包括的な支援をし

ているという報告もある22）。

　今回の調査では，養護教諭は，場面や児童生徒のニ

ーズに合わせてその対応方法を検討し、様々な手段を

用いて児童生徒へ柔軟に対応することに努めていた。

各々の障害の特性に応じた対応が求められるが，その

反面，障害による分類を無意識のうちにしてしまい，

障害による児童生徒の捉え方や対応が優先し，児童生

徒の抱えている個別の困り感を見落としてしまうこと

が懸念される。ADHDという同じ診断名であり，多

動によるけがをして保健室へ来室したとしても，「じ

っとしていることが難しく動きまわりけがを繰り返し

てしまう」と「動き回り落ち着かない自分自身が辛い

という思いを持っている」ではその児童生徒の抱えて

いる困り感は全く異なっている。このように同じ障害

名であっても児童生徒によって抱えている困り点は異

なり、その発達段階によってもその困り感は異なって

くる。つまり，障害による特徴を踏まえ，発達段階と

いった角度からも児童生徒を理解しながら，個々に抱

える困り感も理解して対応することが求められる。さ

らに対応方法を吟味し，シンプルでわかりやすい指示

や絵カードを用いた説明等，聴覚と視覚を組み合わせ

た指示表示を積極的に取り入れていくことが望まれ

る。その時には，側にいて励ましながら共感的態度で

接し，児童生徒の長所を大切にすることにより児童生

徒にふさわしい対応をすることができると考える。ほ

んの少しの配慮や工夫をするだけで，児童生徒は，今

まで失敗していたことを成功体験に変えることができ

る。成功を促すことによって児童生徒の自己肯定感の

低下を防ぎ，二次障害の予防にも繋がると考えられる。

しかし，これは保健室だけの成功体験ではなく，学校

生活全体での成功体験であることが望ましい。そのた

め，発達障害のある児童生徒を支援していく過程で，

学校全体での【組織的な支援】は重要である。このカ

テゴリーに着目すると［教職員への情報提供］が最も

データ数が多く，養護教諭は対応方法について職員へ

の周知や児童生徒の共通理解を図ることに努めてい

た。このような働きかけにより養護教諭は，発達障害

のある児童生徒を支援した具体的活動について，他の

教職員とそれらの情報を交換することにより，発達障

害のある児童生徒への理解を促していくことができる

存在であると考えられる。さらに幅広い理解や支援に

向けて，発達障害に関する研修の充実やマニュアルの

作成が求められる。また，養護教諭養成課程において，

発達障害のある児童生徒の心情の理解や具体的な支援

方法等，発達障害に関する内容を履修する機会がある

ことが望ましいと考えられる。
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３．児童生徒が活用しやすい保健室

　養護教諭は，保健室の物品や掲示物の配置，色の配

色に気をつけて児童生徒が落ち着くことのできる保健

室を作っていた。児童生徒がパニックを起こした時に

対応でききるように，スクリーンを使って専用のスペ

ースを設けていたり，絵やカラーテープを用いて指示

を表示していたりと保健室の環境を児童生徒にとって

使用しやすいように整えていた。そして，保健室での

ルールを児童生徒と共に設定し，安全面にも気を配っ

ていた。

　保健室内の環境については，目立つ色を用いるこ

とによって児童生徒の興味を引きつけることができ

るが，その反面，色をランダムに使用した場合には，

気が散り逆効果になってしまうことが指摘されてい

る16）。渋谷らは，養護教諭はカーテンや衝立で保健室

内を用途別に区切り，安心感を確保できるような空間

を設けていること等を報告している23）。さらに，保健

室の床にカラーテープを貼ることにより，健診診断時

の並び方や順路，待つ位置を示し児童生徒にとってわ

かりやすいように工夫していること等も報告されてい

る10）。

　今回の調査において，配色については保健室内の統

一感を持たせており，児童生徒にとってふさわしい配

慮をしていると考えられる。このような配慮や工夫は，

児童生徒が保健室を利用するときに余計な刺激を与え

ることが少ないと考えられる。保健室は，時には発達

障害のある児童生徒にとって負傷を負った時の救急処

置の場ともなり，時には児童生徒の居場所となり，避

難場所となる。そして，健康相談活動を展開する場と

しての機能も持っている。養護教諭は，パニックを起

こしている児童生徒を保健室で受け入れるにあたっ

て，落ち着きを取り戻せるような空間や場所の配慮が

必要である。プライバシーが守られ，個別に話を聞く

ことのできる場も必要であると考えられる。個別に対

応できる場として，例えば，「心電図検査の前に保健

室でその場面や状況を設定し練習，指導する」という

ように健康診断前には個々に合わせた事前練習を行え

るように保健室の空間をうまく活用していきたい。し

かし，保健室での健康診断では発達障害のある児童生

徒の緊張が高い場合もある。そのため，健康診断の場

を保健室に限定せず，その児童生徒が最も落ち着く場

を選んで行うことも必要である。また，児童生徒にと

って安全に利用できる保健室経営をするためには，「保

健室の整理整頓をし，棚の中が見えないように布や紙

で覆い，気が散らないようにする」というように見え

ないように隠したり，手の届かない場所や鍵のかかる

場所に保管したりすることが適切である。さらに，養

護教諭が実践していた「保健室で過ごす時間と何をし

て過ごして，それが終わったら教室に戻る」というよ

うな児童生徒との個別のルール設定は，児童生徒が苦

手とする急な予定変更が避けられ，児童生徒に見通し

を持たせることができ，非常に有用であると考えられ

る。

　その他に，保健室には健康情報センター的機能や保

健指導を行う場としての機能がある24）。保健室のこれ

らの機能が十分に活かされるように，発達障害のある

児童生徒にとって，利用しやすく，利用時に困難に直

面しないような配慮をすることが重要である。このよ

うに活用しやすい保健室は，発達障害のある児童生徒

を含め，全ての児童生徒にとってその効果を発揮する

と考える。

Ⅴ　研究の限界と今後の課題

　今回の調査は，７名の養護教諭を対象としたもので

あるため，発達障害のある児童生徒への養護教諭の対

応について一般化することは難しい。今後は，校種を

拡大してさらに対象者を増やし，様々な角度からの分

析や比較も取り入れていきたい。また，児童生徒から

の聞き取り調査を行い，養護教諭の職務を進める上で

の基礎資料としたい。

Ⅵ　結論

　発達障害のある児童生徒の困り感，発達障害のある

児童生徒への養護教諭の対応について，養護教諭を対

象として面接調査を行った結果，以下のことが明らか

になった。

１．…発達障害のある児童生徒の困り感は，繰り返すけ

が，待つことの難しさ，説明の難しさ，友達づき

あいの難しさ，こだわりと抵抗感，低い自己肯定

感であった。…養護教諭は，児童生徒のこのよう



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…95…－

な困り感を理解し，支援していくことが必要であ

る。…

２．…発達障害のある児童生徒は，健康診断，教育活動

への適応困難，環境の変化に対する混乱という困

り感も持っていた。学校教育活動全体での困り感

を理解するために，担任をはじめ，多職種や保護

者との連携の重要性が示唆された。

３．…養護教諭は，保健室の環境を調整し，児童生徒の

困り感に合わせた個別の丁寧な対応をして児童生

徒に安心感を与えられるように関わっていた。そ

して，児童生徒の自己肯定感が高まるように肯定

的な声かけをしていた。養護教諭には，児童生徒

一人一人のニーズに合わせた対応が求められる。

４．…養護教諭は，発達障害のある児童生徒に対し，健

康診断等の専門的なことへの対応が必要であっ

た。そのため，発達障害に関する研修の充実をは

じめ，マニュアルの作成や養成課程での発達障害

に関する科目の履修等が必要である。
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研究報告

LD，ADHD，高機能自閉症等の発達障害のある子どもをもつ
保護者の思いと養護教諭の役割の検討

―保護者へのインタビュー調査を通して―

古川（笠井）恵美＊１，山本八千代＊２，松嶋　紀子＊２

＊１川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻博士課程，＊２川崎医療福祉大学

Needs…of…Parents…who…Have…Children…with…Developmental…Disorders…
and…the…Roles…of…Yogo…Teachers:…Interviews…with…Parents…of…Children…

with…Developmental…Disorders

Emi…HURUKAWA（KASAI）＊１,…Yachiyo…YAMAMOTO＊２,…Noriko…MATSUSHIMA＊２

＊１Graduate…School…of…Health…and…Welfare,…Kawasaki…University…of…Medical…Welfare
＊２Kawasaki…University…of…Medical…Welfare

Key words：Developmental…Disorders,…Parents,…Yogo…Teacher,…Regular…Classroom

キーワード：発達障害，保護者，養護教諭，通常の学級

要　旨

　小学校，中学校，高等学校の通常の学級に在籍するLD，ADHD，高機能自閉症等のある子どもをもち，親の会に

所属する保護者12名を対象として，学校や養護教諭に期待することを明らかにし，養護教諭の役割について検討した。

質的内容分析を行った結果，学校への期待として【他の子どもとの関係づくり】【子どもの将来への希望】【教科学

習への取り組み】【連携体制への期待】【発達障害の理解】【本人を理解してほしい】【教員への期待】の７カテゴリ

ーが抽出された。養護教諭への期待として【一人ひとりにあった対応】【学校内外における連携】【精神的な支援】【専

門的見地】の４カテゴリーが抽出された。

　これらのことより，保護者の思いを知り個別指導計画や個別支援計画の作成にいかす必要があることや，生涯を

通じた健康を目指すために，発達障害のある子ども一人ひとりにあった保健指導・健康指導を繰り返し行う必要が

あると考えられた。養護教諭の役割として，子どもや保護者の辛さをじっくり聞くための保健室経営を行い，発達

障害全般の知識を習得する，個々の子どもの特性を理解する，子どもが抱える辛さを受け止め精神的な支援を行う，

学校内外における連携の中心となることが重要であることが考えられた。

Ⅰ　はじめに

　平成19年４月から，特別支援教育が学校教育法に位

置づけられ，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中

等教育学校および特別支援学校において，障害のある

児童生徒等の支援をさらに充実していくこととなっ

た。特別支援教育とは，従来の特殊教育対象の障害だ

けでなく，学習障害（以下LD），注意欠陥多動性障害

（以下ADHD），高機能自閉症等を含めて，その一人

ひとりの教育的ニーズを把握し，その持てる力を高め，

生活や学習上の困難を改善または克服するため，適切

な指導および必要な支援を行うものである１）。これに

より，知的障害のないLD，ADHD，高機能自閉症等（以
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下LD等と略す）の発達障害のある子どもも支援の対

象となり，通常学級で学ぶ発達障害の子どもへの指導

や授業を工夫する取り組みも始まっている２－６）。

　小島７）が，通常学級の教員は特別な支援が必要な

子どもたちはもちろん，クラスの一人ひとりのニーズ

に応えながら授業を進め，学級経営を行わなければな

らないとしているように，教員は全ての児童生徒を対

象として，保護者や専門機関との連携，校内委員会で

の支援の在り方の検討，個別の支援計画の作成などに

携わらなければならない。また養護教諭には，心身の

健康面に関する情報や保健室での状況など，情報提供

者であることが求められる。発達障害のある子どもが

より大きな成長を遂げるためには，よりよい支援計画

を作成する必要があるが，子どもの行動や発言内容だ

けでその子どもを理解したり，適切な支援計画を作成

することは難しい。親の思いを知る必要がある。しか

し特別支援教育における教員の役割に関する研究は散

見されるが，保護者の立場からの研究は少ない。

Ⅱ　研究目的

　通常の学級に在籍し，LD等の発達障害のある子ど

もをもつ保護者が，子どもが学校生活を送る上で学校

や教員，とりわけ養護教諭に期待することを明らかに

し，養護教諭の役割を検討することを目的とした。

Ⅲ　研究方法

１．対象者

　小学校，中学校，高等学校の通常学級に在籍する

LD等の発達障害のある子どもをもつ保護者で，研究

の趣旨に同意が得られた12名を対象とした。

２．調査の方法，時期および内容

　研究対象者の選定は，以下の手順で行った。まず初

めに研究者らで発達障害児を対象としたホース・アシ

ステッドセラピー（アニマルアシステッド・セラピー

のひとつで乗馬療法，この団体では動物介在療法

［Animal… assisted… therapy:AAT］を行っている。以

下ホースセラピーと記す。）を企画し，発達障害のあ

る子どもをもつ親の会に対し参加を呼びかけた。この

ホースセラピー参加者に調査協力を依頼し，インタビ

ューガイドを用いた半構成的面接法により，平成20年

５月より同年８月にかけて調査した。面接はホースセ

ラピー牧場の敷地内で，プライバシーを保つことがで

きる一室を借りて行い，子どもがホースセラピーを受

講している間に，約60分間，インタビューガイドに沿

って自由に語ってもらった。インタビューガイドの内

容は，子どもの学年，性別，診断・判定名，療育手帳

の有無，親の会の会員歴，学校生活で気になること，

印象深いこと，困ったことが起きた場合どのように対

処しているか，学校にどのように対処してほしいと思

っているか，保健室のイメージ，養護教諭とのかかわ

り等であり，最後に対象者の年齢をたずね，情報が不

足した場合は再度面接して補充した。

３．分析方法

　分析は帰納的に記述する質的内容分析法を用いて行

なった。面接時に対象者の同意を得た上で会話内容を

録音し，この録音データから対象者ごとの逐語録を作

成した。逐語録の中から，「どのようなことを期待し

ているのか」「なぜそのようなことを期待しているの

かに留意しながら，まとまった意味のある内容を抽出

しコードとした。これを対象者に確認してもらい，必

要な修正を行なった。類似したコードを集め，サブカ

テゴリーを抽出した。さらに抽象化してカテゴリー化

を行った。

　分析の妥当性と信頼性を確保するために，研究者間

で慎重に検討し，意見の一致が得られたものを記述し

た。

４．倫理的配慮

　本研究は所属する大学の倫理委員会の承認（承認番

号078）を得て実施した。研究対象者には，研究の目

的および方法，プライバシーの保護および守秘義務の

厳守，研究への参加は任意であること，途中で参加を

拒否しても差し支えないこと，研究終了後はデータを

適切に破棄するなどの説明を口頭および文書にて行

い，同意書を得た上で面接を実施した。

　ホースセラピーを受講する子どもたちの安全上の配

慮として，予め親の会活動ボランティア経験者に本牧

場が開設するボランティア講習を受講してもらい，子
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どもの受講中に本牧場のスタッフに加えて馬場に付き

添ってもらった。子どもにはそれぞれ傷害保険に加入

させ，万一事故の場合は，隣接する医科大学附属病院

に受診できる態勢をとった。

Ⅳ　結果

１．対象者の背景

　研究対象者は12名全員が母親であり，年齢は37歳か

ら46歳であった（表１）。そのうち１名は小学生と中

学生の２名の発達障害のある子どもを養育していた。

子どもの性別は男子12名，女子１名で，子どもの所属

する学校は，小学校６名，中学校５名，高等学校２名

であった。子どもの診断・判定名は，学習障害，注意

欠陥多動性障害，広汎性発達障害，アスペルガー障害，

協調性運動障害等であった。知的障害児に対して交付

される療育手帳は５名が保有し，いずれも軽度の判定

であった。

２． LD等の発達障害のある子どもをもつ保護者の学

校への思い

　保護者の学校に対する思いとして得られたのは７カ

テゴリーであった（表２－１～２－３）。

　以下に各カテゴリーとサブカテゴリーについて説明

する。文中【　】はカテゴリー，［　］はサブカテゴ

リーを示す。なお，カテゴリーの特徴をあらわすため

に対象者の語りの内容を本文中に「…」で記載した。

１）他の子どもとの関係づくり（63）

最も多くコード数が抽出されたカテゴリーは，【他の

子どもとの関係づくり】であった。そのサブカテゴリ

ーは，［教員の手助け］，［子ども同士の関係は作りに

くい］，［間違った理解］，［人間関係スキル］，［他の子

どもとの交友関係］，［保護者自身が抱いた感情］，［教

員との関係は作りやすい］，［友だち関係の概念の理解

が遅い］，［不適切にうつる言動］，［子どもの気持ちを

C M Y K

古川1.prn.dsv Mon Mar 01 18:18:40 2010

表１　対象者の背景
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表２－１　保護者の学校への思い
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表２－２　保護者の学校への思い

C M Y K

古川３.prn.dsv Mon Mar 01 18:23:57 2010
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古川４.prn.dsv Mon Mar 01 18:25:19 2010

表２－３　保護者の学校への思い
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伝える役割］，［その時その場で教員が解釈］，［学校な

らではの体験］，［他人の気持ちを理解しにくい］であ

った。保護者K氏（以下Kと略す。他の保護者も同様）

は，「不適切な行動をとった時に相手が許してくれた

ら，わが子は誰でも許してくれると思い，その行動を

やめることができない」と［間違った理解］をしてい

ることを心配し，「学校でも，他の子の使用している

物を黙ってさっと取り上げ，見て，見たら無言で返す

というなんとも身勝手な行動をとっているらしいので

す。もちろん相手は怒りますし，わが子はなぜ相手が

怒っているのか理由がわからない。その場で子どもの

行動のどこが悪いのか説明されなければ，そのトラブ

ル自体まで忘れてしまうこともある。その場で先生が

説明してくれたら」と［その時その場で教員が解釈］

して指導してくれることを望み，さらに，「教員との

関係は作れても子ども同士の関係は作りにくい。関係

づくりを教員にサポートしてほしい」と［教員の手助

け］を期待していた。Gは，わが子が小学校で『友だ

ちと話をした』と言うので，その話の内容を聞くと，『本

を貸してと言われたから，いいよって言った』という

ことや，『僕の席で遊びたいから，あっちに行ってち

ょうだい』と言われたということであった。このよう

なやりとりを，友だちと話したと思うような［友だち

関係の概念の理解が遅い］わが子の将来を案じていた。

Lは，「数少ない友だちの一人が遊びに誘ってくれた

が，苦手なタイプの子がひとりでもいると，その集団

の中に入ることが難しいわが子は出て行かなかった。

誘ってくれた友だちは，『ぼくは，どういうふうに誘

ったらいいのかわからない』と言うので，友だちにと

って過剰な負担にならないように注意しながら，わが

子の気持ちを伝えた」と語り，学校でこのような場合

があれば，［子どもの気持ちを伝える役割］を教師に

してほしいと望んでいた。

２）子どもの将来への希望（40）

　２番目に多くコード数が抽出されたのは，【子ども

の将来への希望】であった。そのサブカテゴリーは，［わ

が子の将来について懸念］，［友人をつくることを期

待］，［二次障害の防止］，［高等学校や大学に進学させ

たい］，［高等学校に進学し就職させたい］であった。

保護者全員が［わが子の将来について懸念］していた。

Cは「教室の場所がわからないことで（ホームルーム

教室以外で授業する教科が増えたことから）遅刻が増

えた。教室に入っても座席がわからなくて，うろうろ

していますって先生は言うけど，遅れたことで授業に

真剣に取り組めないのではと心配している。先生は，

何回か間違ったら覚えるだろう，場所を覚えるトレー

ニングですねってと言うけど，何が分からないのかじ

っくり聞いて丁寧に教えてくれる方が将来に向けての

トレーニングと思う。高等学校の先生にそんなことを

お願いするのは，贅沢な思いなのかなあと思う」と現

在の悩みを述べた。わが子に友だちは一人もいないと

考えている者はいなかったが，全員が［友人をつくる

ことを期待］していた。「少しずつ人との関係を理解

してきているように思う」と子どもの成長を見守って

いたり，インタビューの日に見かけた高校生の落ち着

いた姿に自分の子どもの将来の姿を重ねたりしてい

た。B，E，G，K，Lは［高等学校や大学に進学させ

たい］と述べ，A，D，F，H，Jは［高等学校に進学

し就職させたい］と述べ，高校生活への期待をもって

いた。さらにJは，「高等学校に進学する時には入学試

験という関門があるので，これを突破するには全く勉

強ができないのでは無理だし。基本的に真面目な子だ

から，勉強が分からないのは自分が悪いからと落ち込

んでいる子どもが可哀想でしかたなかった。分かりに

くい障害だからこそ，学校の勉強が分かるようになる

ということは二次障害の防止なのではないかと思う」

と述べた。

３）教科学習への取り組み（38）

　３番目にコード数が多く抽出されたのは，【教科学

習への取り組み】であった。そのサブカテゴリーは，

順に，［劣等感を抱きやすいことを心配］，［充実した

学習指導を期待］，［学習の遅れを心配］，［教科や単元

で得意不得意の差を懸念］，［叱責される子どもを心

配］，［子どもに合った学習方法や教材への期待］，［親

の努力への理解］，［学習意欲のさらなる低下を心配］，

［学習への支障を心配］であった。［劣等感を抱きやす

いことを心配］している者は，重ねて［教科や単元で

得意・不得意の差を懸念］し，［叱責される子どもを

心配］していた。Hは，「授業でつまづきが重なった

ため，学習が遅れてきて，わからないままに授業時間
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中に長時間居眠りをするようになった。その後さらに

学習についていけなくなり児童相談所に相談に行った

ところ，知的障害があると判定され，療育手帳の交付

を受けた。学習でつまづいた時に，わが子に十分な学

習指導をしてほしかった」と語った。Lは「（先生は）

社会に出ても４年生レベルの学力があればいいから勉

強だけでなく社会性を育ててくれていると言うが，学

習面が心配で。漢字が書けないとか，作文が書けない

とか，本当にそのままでよいのか悩んでいる」と語っ

た。Dは，「親は子どもが（自分の学年の）教科書に

出てくる内容を全く理解できないとわかると，焦った

り苛立ったりするけど，先生は平気という態度が納得

できなくて」と語った。さらにこのDは，子どもが［学

習の遅れ］をきたさないように小学校入学時から中学

３年生（インタビュー時）までずっと自宅でわが子の

学習指導をしてきた。こうした［親の努力］を教員に

も理解してほしい，そして教員も努力してほしいと考

えていた。

４）連携体制への期待（37）

　４番目にコード数が多く抽出されたのは，【連携体

制への期待】であった。そのサブカテゴリーは順に，［専

門機関との連携］，［教員間での情報の共有］，［中学校

から高等学校への連携］，［保護者の参画］，［特別支援

教育コーディネーターへの期待］，［教員全体の協力体

制］，［小学校から中学校への連携］，［就労支援機関と

の連携］であった。

　連携は校内だけではなく，学校と教育委員会，保健

医療，福祉，就労等の［専門機関と連携］することを

期待していた。［教員間での情報の共有］では，保護

者はわが子の悩みを担任に相談することが多いもの

の，特別支援教育コーディネーターや養護教諭にも相

談していた。Bは，「個別指導計画のことを主治医に

聞かれ，個別指導計画が立てられていることは知って

いるものの，それを見たことがないため説明できなか

った。」と述べた。このように，医療機関の説明や個

別指導計画が本人の教育に活かされていないことを嘆

く保護者は多く，連携で得た情報の活用を期待してい

た。また，個別指導計画に［保護者の参画］を希望す

る者もいた。保護者は，特別支援教育コーディネータ

ーに，本人・保護者と他の教員との連携を行ったり，

より専門的な支援をしたりすることを期待していた。

特に高等学校に在学する子どもの保護者は，わが子の

就労の悩みを抱え，［就労支援機関との連携］や福祉

機関との連携などを期待していた。Fは「わが子が卒

業しておしまいではなく，わが子で経験したことを活

かしてほしい。効果があったこと，だめだったこと，

親の要望にはどんなものがあったか，学校以外の機関

とはどのように繋がったかなど，連携で得た情報を支

援内容に活用してほしい。先生方が発達障害への知識

や経験が少ないということに保護者は不安を感じるの

で」と語り，［教員全体の協力体制］の重要性を述べた。

５）発達障害の理解（35）

　５番目にコード数が多く抽出されたのは，【発達障

害の理解】であった。そのサブカテゴリーは順に，［発

達障害の基本的な知識の習得］，［学校生活］，［家庭生

活］，［正しい理解］，［わが子の特性］，［特性に合う支

援方法］，［安心できる安定した学級］であった。イン

タビューでは［家庭生活］の状況が語られ，広い空間

で大勢の人に囲まれる［学校生活］への適応が難しい

と保護者は想像していた。自分が理解している程度の

［発達障害の基本的な知識の習得］をすべての教員に

求めており，その上で［わが子の特性］や，［特性に

合う支援方法］を見つけてほしいと願っていた。Eの

子どもが，他の子どもが掃除をしないことに腹を立て，

執拗に注意し，ほうきで殴りあうということがあった。

担任教員は，決められたルールを守りたくて注意した

というEの子どもの考えをまず汲み取った。その上で，

掃除をするというルールを守らなかった子どもに対し

て，『君がルールを守らなかったことに対して彼は怒

っているんだよ』と説明した。さらに，Eの子どもに

対しては，『ルールを守らないことはいけないけれど，

ほうきで人をたたくこともルール違反だよ』と説明し

た。Eは「この一件で，担任の先生が発達障害を深く

理解していると分かった。先生が発達障害の理解を深

めてくださることで，子どもは安心できる安定した学

級で楽しく通学できたと思う」と述べた。Hは，「先

生が発達障害のことを正しく理解して，学校でのわが

子の行動を修正してほしい」と［正しい理解］を期待

していた。また，［わが子の特性］の理解をしてほし

いと願う４名のうち３名が「○○障害のAくんでなく，
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Aくんの○○障害の特性はというように特性の理解を

してほしい」と述べた。

６）本人を理解してほしい（29）…

　【本人を理解してほしい】におけるサブカテゴリー

は，［子ども一人ひとりをじっくり見て理解してほし

い］，［障害の内容や程度］，［発育環境］，［発達段階］，

［子ども一人ひとりの個性］，［もって生まれた資質］

であった。特に［子ども一人ひとりをじっくり見て理

解してほしい］は保護者全員が望んでいた。Iは「提

出物を忘れたり，試験前になって範囲が分からなくて

慌てたりしています。先生から高機能自閉症ってルー

ルを守るとか，こだわりがあるはずなのに何故なのか

と聞かれますが，わが子は自分の気に入ったことだけ

をしっかり覚えているタイプ。先生がそのことを理解

してくださったら，提出物を忘れるのは苦手なあの教

科だな。テスト前に確認しといてあげようとなるとい

いな」と期待していた。Aは「本人の良い所を見つけ

て伸ばしてやってほしい，ただそれだけ。発達障害が

あるからといって，全てにおいて何もできないわけで

はなく，年齢相応の部分と，そうでない部分の差が大

きいので，できる部分においては認めてやってほしい

し，できない部分においてもどこが何故できないかを

理解してほしい」と述べた。

７）教員への期待（28）

　【教員への期待】におけるサブカテゴリーは，［問題

行動への対応］，［精神的な支え］，［実現可能で具体的

なアドバイス］，［橋渡し的な役割］，［特性に対応した

効果的なスキル］，［一方的な報告で終わらない双方向

での対話］であった。［問題行動への対応］として，

Dは「連絡帳に，子どもができなかったこととか，（先

生にとって）困った行動をしたことばかり毎日のよう

に書いてあるからすごくつらい。その問題を解決する

ために○○してみましょうというようなアドバイスと

か，私（母）に出来ることを書いてほしいと思う。で

きれば良いところも教えてほしい。そしたら頑張れる

かなと思う」と述べた。

　また保護者は，教員が，自身とわが子に［精神的な

支え］になってくれることを望み，［実現可能で具体

的なアドバイス］を与えてくれることを望んでいた。

また，他の子どもの保護者との［橋渡し的な役割］を

することを期待していた。保護者は，このような［特

性に対応した効果的なスキル］を教員が身につけるこ

とを期待していた。

３．養護教諭への期待

　インタビューガイドの＜保健室のイメージ＞，＜養

護教諭とのかかわり＞の項目等で語られた内容は，他

の項目に比較して少なかった。C，Dは小学校でも中

学校でも（Dは高等学校でも），大きな病気やけがの

経験がないため，養護教諭と接したことはなく答えら

れないと語った。他に同じような傾向の対象者もみら

れ，インタビューから得られたコード数は，学校への

思いのコード数270個に対し，保健室や養護教諭に関

するコード数は少なく42個であった。保健室へのイメ

ージや養護教諭とのかかわりを聞くことで，養護教諭

に対する期待として得られたのは４カテゴリーであっ

た（表３）。

１）一人ひとりにあった対応（16）

　最も多くコード数が抽出されたカテゴリーは，【一

人ひとりにあった対応】であり，そのサブカテゴリー

は，［一人ひとりの特性に合わせた対応］，［併せ持つ

疾患・異常への対応］であった。［一人ひとりの特性

に合わせた対応］では，一人ひとりの特性に合わせた

保健指導や健康指導を最も多く期待していた。Jは，

わが子は話すことが苦手で，人と話す時に緊張するた

め，中学校入学時に渡された健康調査票の腹痛の有無

と状況を記入する欄に，＜緊張したらおなかが痛くな

る，話すことに困難があるので人の前で話す時に緊張

します＞と記入した。その後，担任から養護教諭と一

緒に話を聞きたいと連絡があり，「健康調査票に書い

ていたことで，担任の先生と保健の先生と私とで話を

しました。子どものことをより詳しく知りたいといろ

いろ聞いてくれて嬉しかったです。子どもにも，それ

となく声をかけてくださっています。保健室での子ど

もの様子とかも担任の先生から教えてもらえるように

なって。健康調査票にこんなこと書いていいのか悩ん

だけど，書いてよかった」と安堵していた。［併せ持

つ疾患・異常への対応］では，抗てんかん薬服薬中の

子どもの保護者Hが，養護教諭に発作時の対応を相談
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していた。またADHDの治療薬であるコンサータ錠

を服薬中の子どもの保護者Bは，学校で副作用による

症状が出ていないかどうか，養護教諭による健康観察

を期待していた。Fは外気温の変化に体温調節がつい

ていかない子どもへの支援を希望し，Gは聴覚過敏で

大きな音がすると不安定になるので，子どもが訴えて

くる時は保健室で休養させてほしいと望んでいた。発

達障害に加え色覚異常のある子どもの保護者Bは，毎

年担任が替わり，その都度色覚異常のことを説明して

いたが，正しく理解されず困っていた。「色覚異常っ

ていっても見え方がその人によって違うんです。わが

子の見え方の特徴を担任の先生に説明しても理解しづ

らいようで，担任が変わったらまたお母さんから説明

してと言われます。例えば絵の具は色自体もわかりに

くい上に，水をたくさん入れた薄い色だと本来は区別

できる色でも見えにくくなります。それで塗れないの

に，先生は絵に自信がないから塗ろうとしないと言い

切るんです。参観で教室に行った時，半分以上色を付

けてない絵が貼り出されていてショックでした。それ

で，そのまま保健室に行って，色覚異常のことを話し

たんです。養護の先生はそれ以来学校での工夫を一緒

に考えてくださるようになって。もっと早く相談した

C M Y K

古川５.prn.dsv Mon Mar 01 18:26:47 2010

表３　養護教諭への期待
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らよかった」と，理解者ができたことを喜んでいた。

２）学校内外における連携（12）…

　２番目に多くコード数が抽出されたのは，【学校内

外における連携】であった。そのサブカテゴリーは，［正

しい知識の普及］，［特別支援教育への関わり］，［担任

等との連携］，［医療機関との連携］であった。［正し

い知識の普及］では，医療機関で説明されたことや発

達検査の結果などを他の先生に説明してくれること

や，発達障害に関する正しい医学的知識を他の先生に

伝えてくれることを望んでいた。［特別支援教育への

関わり］では，FとLは，学校が特別支援教育に熱心

であると認めており，校内委員会も熱心で，メンバー

には養護教諭が入っていることを知っていたが，その

他の者は知らなかった。［担任等との連携］では，養

護教諭が子どもの身体的・精神的な状態を把握して，

担任に情報を提供してくれることを感謝していた。A

は「わが子は人と話すことは好きなのですが，自分の

思いを伝えるのに時間がかかるので，学校では無口と

思われているようです。だけど，保健室ではじっくり

聞いてもらえるので，いろんな話をしているようです。

その中で，養護教諭の先生が他の先生に伝えた方がい

いと判断した時は伝えてもらえ，親にも連絡があるの

で助かっています」と親子とも養護教諭を信頼してい

ることを述べた。［医療機関との連携］では，AとIが，

「医療機関等の関係機関との連携の中心になってほし

い」と語った。この二人は，【専門的見地】［医療に近

い］で，「学校の中で一番医療に近い人だと思っている」

と養護教諭に医療との連携を期待していた。

３）精神的な支援（８）

　３番目に抽出されたのは，【精神的な支援】であった。

サブカテゴリーは，［落ち着く場］，［辛さの聞き手］

であった。友だちや先生との関わりに疲れて保健室に

行ったり，ちょっとした頭痛を訴えて保健室に行った

りしているわが子の［辛さの聞き手］としての養護教

諭や，［落ち着く場］としての保健室の存在は重要で

あることが語られた。Hは「学校に行きたがらなかっ

た時，辛くなったら保健室にいてもよいと先生に言っ

てもらい登校できた」と，不登校傾向であった時に受

けた支援について述べた。Aは，わが子（女児）が小

学４年生の時に，自分が周囲のみんなと違うことに気

づき，説明を求められたので，障害があることをわが

子に告知した。子どもはそれによって深い悩みを抱く

ようになり，自分の深い辛さを保健室で養護教諭に相

談した。そのとき養護教諭に，じっくりと話を聞き相

談にのってもらうという経験をしていた。「養護教諭

はわが子の障害特性を把握した上で，一般的な発達障

害に加えて，わが子の特性にあった対応をしてくれる。

例えば，愛情表現が伝わりにくいところがあるので，

先生にとって本人が大切な存在であるということを，

折に触れ伝えてくれている。保健室は，子どもにとっ

て自分の辛さを相談できる居心地の良い場所で，本当

に感謝している」と精神的な支援を受けていることを

感じていた。

４）専門的見地（６）

　４番目に抽出されたのは【専門的見地】であった。

サブカテゴリーは，［専門的な知識］，［医療に近い］

であった。子どもに対しては，一人ひとりの子どもの

特性に合わせて理解できるように，けがの処置時に原

因や予後を，また，からだのつくりなどを指導してほ

しいと思っていた。保護者や他の教員に対しては，検

査機関でWISCⅢなど心理検査法を受けた結果の解釈

を手助けしたり，服薬中の者に対しては，薬の効能や

副作用を理解してくれたり，［専門的な知識］をもつ

ことを期待していた。

Ｖ　考察

１． 発達障害のある児童・生徒の学校生活に対する保

護者の思い

　発達障害のある児童生徒にある障害は，１種類のこ

ともあるが複数の障害が重複している場合もある。著

者ら８）の全国LD親の会の会員を対象とした調査では，

LDと判定された高校生97名のうち，LDのみが約47%，

ADHDなどその他の障害を重複する場合が約53%であ

った。また，障害による特性は子どもの発達段階にお

いて変化することがある。平林９）は診療の経過中，

子どもの診断名が小学校在学中にADHDから高機能

広汎性発達障害に変わったものが35%みられたと報告

している。学校現場では先ずこのことを念頭におかな

ければならない。そこで，発達障害のある児童生徒は，

認知的，行動的特性が多様であるため，個に応じた教
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育的対応が必要となる10）。しかし子どもの情報だけで

子ども自身を理解することは難しく，そのため保護者

の思いを知る必要がある。特に，子どもが学校におい

てより快適に過ごすこと，より大きな成長を遂げるこ

とに対し，保護者が学校にどのような期待を持ってい

るかについて，詳細に把握する必要がある。

　本研究の結果，保護者が最も学校生活に期待してい

るのは，他の子どもとの関係づくりの援助であった。

徳永11）が，「障害の特性や取り巻く状況については，

学習したり指導できるが，障害のある人への意識や態

度，適切な対応については，それぞれの段階や状況に

応じて，必要なことを体験することで，意識や行動を

深化させていくものだ。」と指摘しているように，保

護者は，わが子が他の子どもとより良い関係を作るた

めに，教員の時機にかなった手助けが必要であると考

えていた。その理由として子ども同士の関係は作りに

くいが教員との関係は作りやすいように考えているこ

とが明らかになった。保護者は，人間関係が正しく理

解できていないこと，不適切な言動をとること，他人

の気持ちを理解しにくいことなどからわが子を心配し

ていた。このようなことに関し，その時その場で，教

員が子どもの気持ちを解釈し，子どもの気持ちを伝え

る役割をしてくれるなら，交友関係を構築したり，人

間関係のスキルを獲得できるのではないかと考えてい

た。教員が，障害のある子どもの感じ方や意見を尊重

し，必要があれば言葉にして代弁し，また他の子ども

の意見も尊重して，両者が納得するような支援をする

ことで，子ども同士が交流体験を積み重ねることがで

きるのではないだろうか。教員にとっても，発達障害

のある子どもたちとその他の子どもたちをつなぐ体験

の積み重ねは自信となり，さらにスキルとして養われ

ていくのである。理解しにくい他者の行動に接した時

は，不安であり戸惑うことは大人も子どもも同様であ

るが，少なくとも保護者や教員は，子どもたちに対し

て，不用意な発言等をしないように注意すべきである。

また，保護者は，子どもが社会に適応し，就労できる

未来のために，高校や大学に進学して学習面で成長し

ていくことを強く望んでおり，対人関係や学習の成果

を期待し，得意不得意の差が大きい場合には，得意な

部分をもっと活かしてやってほしいと望んでいた。こ

れらの保護者の思いに応えるには，発達障害のある子

どものライフサイクルという視点から，基本的信頼と

愛着の形成，教育の中で培う自己肯定感の重要性を示

した杉山12）の意見が参考になる。杉山は，広汎性発

達障害群においては，知覚過敏性などの問題に妨げら

れて，知的な障害がなくても本格的な愛着の形成は小

学校に入ってからという児童は少なくないとしてい

る。愛着の形成は，その後の生活への適応の決め手と

なり，家庭において両親に甘えを受け止めてもらい，

学校生活においては教員に受け止めてもらうことが重

要であるため，教員はこのことを知らなければならな

い。また，学習の困難に直面し授業についていけず，

著しい劣等感を抱え，学校教育への参加が難しくなり，

授業妨害や非行に走ることを杉山は「人為的に作られ

た不適応」の問題としている。このようなことより発

達障害の子どもの学習面の指導に努力が必要となる。

教員は担当科目の教育技術を向上させることに加え，

個々の子どもの障害の特性を早期に把握し，個々にあ

った学習指導技術を習得・向上させることが重要とな

る。効果の実証された指導や支援方法を学校全体で取

り入れることが「人為的に作られた不適応」の防止に

つながると考える。

　さらに子どもの課題に適切な対応ができる支援体制

を構築するためには，校内の教員間で情報を共有する

ことや，就学する小学校・中学校・高等学校における

学校間の連携や，専門機関との連携が円滑になされる

ことが重要である。

　以上をまとめると，教員自身の対人関係スキルやス

トレスマネジメント，教材教具の工夫を含んだ教科教

育技術力の向上，学校就学から社会人になるまでの一

貫した進路相談に対応できるスキル，関係諸機関との

連携の方法等を盛り込んだ，教員対象の研修が充実さ

れることが必要であろう。

２．養護教諭への期待

　養護教諭は，校内のすべての児童生徒が支援の対象

であり，その中には発達障害のある子どもや発達障害

の疑いのある子どもも含まれている。文部科学省が作

成した冊子13）では，発達障害のある子どもが個に対

応した最良の教育が受けられるよう，養護教諭には子
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どもの心身の健康面についての情報の集約や，発達障

害のある子どもへの実際的な支援が期待されている。

さらに，子どもの心身の健康問題の早期発見・早期対

応を図る上で，学校における「健康観察」や「保健指

導」を適切に実施することが求められている。一方柘

植14）は，特別支援教育の推進は，①特別支援教育の

推進で行うことになった新たな取り組みへの養護教諭

の参画，②これまでのあるいは本来の養護教諭の業務

についての特別支援教育の視点からの見直しの２つを

あげている。また養護教諭研修プログラム作成委員会

の報告15）では，特別支援教育に関する研修項目例と

して，医療的ケアの現状，発達障害等の児童生徒の障

害及び行動等の特性の理解，特別支援教育の校内体制

における養護教諭の役割等があげられている。

　本研究では，養護教諭への期待に関するコード数は，

学校への思いの約15.6％のコード数であった。大きな

病気やけがの経験がないので養護教諭と接したことは

ないと答えた保護者がみられたことより，他の保護者

も養護教諭とのかかわりは，担任教員とのかかわりほ

どではないことが推察された。

　養護教諭への期待として，保護者が最も多くあげた

のは，一人ひとりにあった対応であった。保護者は養

護教諭のことを学校内で医療に一番近い存在で，発達

障害に関しても医学的な専門的知識を持っていると思

っており，体調が悪くても言葉で表現しにくい子ども

を養護教諭が気遣ってくれることや，併せ持つ疾患や，

感覚過敏などに対し，その特性を理解して，その子ど

もの生涯を通じての健康を目指した保健指導や丁寧な

対応をしてくれることを期待していた。これについて

斉藤ら16）は発達障害のある生徒が在籍する通常学級

において養護教諭の視点からの授業研究を報告してい

る。養護教諭の専門性を活かし，特別支援を必要とす

る児童への保健学習・保健指導を行う際には，対象と

なる子どもと日頃から信頼関係を構築し，日常的に教

職員間で情報交換や情報収集を行い共通理解を図るこ

とや，広い視野で児童一人ひとりを捉え教職員と連携

を図り取り組むこと，授業を行うにあたり，授業者に

よる設問や発問，教材等は，曖昧な表現を避け，具体

的な表現や指示を用いて，児童の理解を確認しながら

授業を展開することなど，障害からくる特性に合わせ

た工夫が必要であるとしている。

　保護者はさらに医療機関等で受けた検査の結果をわ

かりやすく説明してくれることを期待していることも

明らかになった。これより，保護者は医療機関の専門

家から説明を受けているにもかかわらず，検査や治療

について疑問を残していることが考えられる。けがの

処置や内科的なことに関しては，原因や現在の状態・

予後などが理解できるように説明し，児童生徒が自分

で健康管理ができるよう支援することが養護教諭の役

割であり，発達障害のある子どもが学校生活を円滑に

送ることができるよう，専門的な見地から支援する姿

勢を持つことが重要である。

　学校内における連携の視点からは，正しい知識の普

及や特別支援教育の校内委員会への積極的な関わりが

求められる。発達障害のある児童生徒に関わっている

各種の委員会には養護教諭は何らかの形でメンバーに

なっていると報告17）され，校内委員会には養護教諭

が加わることが多い。養護教諭は校内委員会等を通じ，

発達障害のある子どもの支援についてその専門的な見

地から，対象とする子どもの医療的ケアの現状，障害

及び行動等の特性，抱えている困難感等についての意

見を述べることが重要となる。さらに，養護教諭が子

どもや保護者に対して行っている具体的な支援につい

ての情報を提供することで，学校内での共通認識が深

まり効果的な連携をとることができる。それらは，学

校外の専門機関との連携でも必要な情報となる。

　保護者は，発達障害のある子どもに，適切な対応が

なされない場合，子どもが社会生活を送る上での困難

さの増強につながるのではないかと不安を抱き，養護

教諭に精神的な支援を求めていた。著者ら18）は，保

護者が養護教諭に望むことは発達障害に関する知識の

習得や，教室で疲れた時にちょっと休ませてエネルギ

ーを回復させてほしい，子どもが気軽に相談できるよ

うな養護教諭・保健室であってほしいなどであると報

告したが，本研究においても同様の結果が得られた。

小林ら19）の，特別支援教育に携わる養護教諭の調査

では，養護教諭が発達障害の子どもの話を聞くことを

重視し，じっくり聞いていることが報告されている。

内野ら20）の神奈川県の高校等での実態や諸課題に関

する養護教諭対象の調査や，田口ら21）の高等学校養
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護教諭を対象にしたメンタルヘルスや発達障害等の相

談・支援サポートの現状についての調査によると，高

等学校保健室，とりわけ学力が低いとされる学校にお

いては，身体愁訴以外の理由による来室が多いとのこ

とであるが，この場合，発達障害のある子どもだけで

なく，様々な問題を抱える子どもが来室していると考

えられる。子どもや保護者の辛さをじっくりと聞くた

めには，聞くための環境作りや，発達障害のある子ど

もと周囲の子ども双方に対応できる保健室経営を考え

ることが重要となる。

　なお，養護教諭は発達障害全般の知識を習得すると

ともに，個々の子どもの発達障害の特性を理解するこ

とが必要である。さらに重要なことは，子どもが抱え

る辛さを受け止め，その辛さを軽減したいとの意欲を

持つことである。

　本研究では，小学校，中学校，高等学校別の養護教

諭に対する期待の違いは明らかにできなかったが，高

等学校における特別支援教育は現在モデル事業が行わ

れており22）その報告を今後の支援の参考としたい。

また，高等学校においては，全日制，定時制，通信制

の課程があることや，普通科，専門学科，総合学科な

どの学科があることから，それぞれの特質を考慮した

適切な対応を検討すべきという指摘があり23），それぞ

れの特性別に事例を広く集め検討し，養護教諭の役割

について検討する必要がある。

Ⅵ　結論

　発達障害のある子どもをもつ保護者が，子どもが学

校生活を送る上で学校や養護教諭に期待する内容を明

らかにし，養護教諭の役割を検討することを目的とし

て，保護者に対しインタビュー調査を実施し，以下の

結論が得られた。

１．LD等の発達障害のある子どもをもつ保護者の学

校への期待内容から，①他の子どもとの関係づくり，

②子どもの将来への希望，③教科学習への取り組み，

④連携体制への期待，⑤発達障害の理解，⑥本人を理

解してほしい，⑦教員への期待，以上7つのカテゴリ

ーが抽出された。こうした保護者の思いを知り，個別

指導計画や個別支援計画の作成などにいかす必要があ

る。

２．発達障害のある子どもをもつ保護者の養護教諭へ

の期待内容から，①一人ひとりにあった対応，②学校

内外における連携，③精神的な支援，④専門的見地，

以上4つのカテゴリーが抽出された。発達障害のある

子どもにとって，生涯を通じた健康を目指すために，

一人ひとりにあった保健指導・健康指導を繰り返し行

う必要があり，学校全体で取り組むべき課題のひとつ

である。また，発達障害のある子どもを支援する養護

教諭は，精神的な支援を行い，学校内外における連携

の中心となることが重要となる。そのためには子ども

や保護者の辛さをじっくり聞くための保健室経営を行

い，養護教諭自身が発達障害全般の知識を習得する，

個々の子どもの特性を理解する，子どもが抱える辛さ

を受け止め，その辛さを軽減したいという意欲を持つ

ことが重要である。

　本研究は2007（平成19）年度川崎医療福祉大学医療

福祉研究費の助成を得て行われた研究である。本研究

の一部は日本養護教諭教育学会第17回学術集会（平成

21年10月弘前大学）において発表した。

　本研究に快くご協力くださいました対象者の皆様に

深く感謝申しあげます。
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養護教諭が行う慢性疾患を持つ児童生徒支援のための連携に関する研究
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要　旨

　慢性疾患を持つ児童生徒支援において，養護教諭の行う連携の方法や特質について実証的に明らかにすることを

目的に，A市養護教諭８名に半構造化面接法を用いたインタビュー調査を実施した。結果，養護教諭の行った慢性

疾患を持つ児童生徒支援のための連携は，18事例より611件の連携行為（コード）が抽出され，142項目のサブカテ

ゴリー，40項目のカテゴリー，９項目のコアカテゴリーに分類できた。９項目のコアカテゴリーは，［健康状態や自

己管理の実態を把握する］［支援のための人的・環境的資源を把握する］［共通理解のための工夫をし意図的に働き

かける］［職員の校内組織での立場について理解し働きかける］［養護教諭の校内組織での立場を認識し活かす］［学

校外とのネットワークを構築し活用する］［柔軟に協力体制を整え個に応じた教育活動，支援を行う］［支援を見直

し評価を活かす］…［サポート体制の構築を図る］であった。

　養護教諭の慢性疾患を持つ児童生徒支援における連携行為は，日常の養護教諭の養護実践活動のプロセスの中で

養護教諭の役割や専門的機能を活かして展開されていることがうかがえた。

　また，養護教諭は連携の前提である支援体制を創る段階から意図的に働きかけていたことも明らかになった。そ

して，養護教諭はインフォーマルな働きかけについても重視していた。今後，養護教諭の養成や現任研修において，

連携に関するスキルの獲得と共に，人間関係作りに関する知識や技術についても，体系的に獲得することが求めら

れる。

研究報告

Ⅰ　はじめに

　慢性疾患を持つ児童生徒の支援においては，校内に

おける体制作り，関係機関との連携が不可欠であり，

従来から養護教諭の連携に関する課題や養護教諭のコ

ーディネーターとしての役割等が述べられている。吉

川１）２）は，多くの養護教諭が慢性疾患を持つ児童生

徒の学校生活への配慮や，他職種・他機関との連携な

ど何らかのかかわりをもっており，またそれに伴う困

難を感じていることを明らかにしている。養護教諭は

医療機関から支援に必要な情報提供を望んでおり，そ
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れに応えるためのシステムの検討を示唆している。今

後養護教諭の役割や連携の在り方を考えるために，

実際どのように支援や連携を行っているのか，検討を

重ねていくことの必要性を指摘している。また，中下

ら３）は同様に，慢性疾患を有する児童に対する養護

教諭の関わりの調査研究において，養護教諭と医療機

関との連携に関する困難さを指摘しており，養護教諭

と主治医との関わりは直接的なものではないため，情

報不足を明らかにしていた。そして，今後連携がうま

くいかない要因の分析や具体的な連携方法の検討につ

いて研究を進めていく必要性を述べている。さらに，

山田ら４）による慢性疾患を持つ児童・生徒の学校生

活における医療と教育の連携の研究では，児童生徒の

QOLを高めるためには，医療機関と学校ともに直接

連携をとることを望んでいるものの，実際には保護者

がキーパーソンとなっており，養護教諭は職種の違い

を理解した上で医師，養護教諭，保護者間の関係を築

いていくことが必要であるとしている。

　一方，津島５）大川ら６）の医療的ケアのチームアプ

ローチと養護教諭のコーディネーション機能に関する

研究では，養護教諭のコーディネーションの機能につ

いて具体的展開について明らかにし，今後の課題とし

て，条件整備や養護教諭の研修・養成上のプログラム

の確立の必要性などを示唆している。

　これらのことから，養護教諭は連携のキーパーソン

として挙げられており，連絡調整のシステムづくりが

必要であることが示唆された。外部機関と連携をスム

ーズに行うためにはその前提として学校内の体制作り

は不可欠である。岡本ら７）は学校内において問題を

共通理解し校内体制が整えられることで，効果的な外

部との連携ができると提言している。しかし，校内で

１人勤務が多い養護教諭にとって，教職員や他職種と

の連携を行うことの困難さは以前から指摘され，今だ

に根本的な解決には至っていない８）９）。佐光ら10）の

養護教諭を対象にした養護実践活動における困難感と

研修ニーズに関する調査では，養護教諭は日常的に校

内外の連携・協働について困難を強く感じていた。職

務内容の多様化に伴い，養護教諭の複数配置や現任研

修プログラム，養護教諭同士のネットワーク体制等の

必要性が示唆されている。

　これらの先行研究を踏まえ，筆者らは，本誌前号（第

12巻第１号）にて，近年の養護教諭をめぐる「連携」

に関する研究動向を概観し，養護教諭の連携に関す

る役割は重要視されてはいるものの，連携の定義や

その具体的な内容や方法，構造についての研究が，

まだ未着手であることが課題として残ったことを報

告した11）。

Ⅱ　研究の目的

　本研究では慢性疾患を持つ児童生徒支援に対して，

養護教諭の行う連携の方法や特質について実践事例を

通して検討し，効果的な連携の在り方について実証的

に検討することを目的とする。本研究では，用いる用

語を以下のように定義する。

　①連携を「多様な分野の個人や組織が，同じ目的に

向かって，異なる立場でそれぞれの役割を果たしつつ，

互いに連絡を取り，協力し合って物事を行うこと」12）

とした。

　②慢性疾患を持つ児童・生徒を「養護教諭が配慮を

必要とする長期間の経過をたどる慢性疾患をもつ児

童・生徒」とし，本調査では精神疾患や発達障害等は

除いた。

Ⅲ　方法

１．対象

　A市内の小・中・高等学校に勤務する全養護教諭

104名を対象として実施した「養護教諭の連携に関す

る実態調査」（量的調査）に合わせ，慢性疾患を持つ

児童生徒支援のための連携に関する個別インタビュー

調査の依頼をした。うち，個別インタビューの応諾者

は10名であった。再度，趣旨説明を行い，承諾を得ら

れた養護教諭８名をインタビュー調査の対象とした。

８名の養護教諭の所属の内訳は，小学校４名，中学校

２名，高等学校２名であった。

２．調査時期

　平成20年６月～７月。

３．方法

　調査は，インタビューガイドを用いた半構造化面接
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法によりンタビューを実施した。インタビューの所要

時間は，１名につき45分～ 75分程度であった。また，

インタビューの場所は，プライバシーが守られるよう

配慮し，対象者の希望に沿って勤務校の保健室及びB

大学内で行った。

４．調査項目

　面接内容は，慢性疾患を持つ児童生徒への援助事例

を中心に，教職員や保護者，関係機関等との連携につ

いて具体的な内容を自由に語ってもらった。対象者の

承諾を得てインタビュー内容を録音し，逐語録を作成

して分析した。

５．データ収集方法

１）質的研究の選択

　本調査では，質的研究方法の一つである質的記述的

研究法13）を選択した。一般的に質的研究が必要とさ

れるのは，今だにある現象が十分に認知されていない

場合や，認知はされていても具体的な内容が不明な場

合，主観的な現象のあり方や現象の評価を記述するこ

とが必要な場合，あるいは文化の異なる集団でこれ

まで行われてきた研究結果が一般化できるかどうか

を検討しなくてはならない場合などであると言われ

ている14）。本調査で選択した質的記述的研究は，研究

領域が比較的新しく，またほとんど分かっていない場

合や，研究課題が複雑な出来事やプロセス，人間の経

験のため注意深い記述が要求される時などに適してい

る。この方法の第一の目的は，研究対象となっている

現象を記述することによりその現象を理解することで

ある。本研究における問いは，「慢性疾患を持つ児童

生徒支援のために，養護教諭が行っている連携とは具

体的にはどのようなものなのか」であり，養護教諭の

インタビューの内容を分析し，連携の内容や方法，特

質を抽出する目的のために適していると考えた。また，

本調査では，「養護教諭が慢性疾患を持つ児童生徒の

支援において，直接的・間接的に行った連携に関する

行為（したことや考えたことも含む）」を養護教諭の

行った「連携行為」と操作的に定義した。

２）データ分析の手順

⑴…養護教諭が行った慢性疾患を持つ児童生徒支援にお

ける連携行為の抽出

　養護教諭８人の18事例について，収集されたインタ

ビュー内容をすべてテキスト化するとともに，養護教

諭が行った事例から，児童生徒に対する支援として意

味が読み取れる最小単位（コード）の内容を抽出し，

命名（コーディング）を行った。

⑵養護教諭が行った連携行為の構造化　

　インタビュー内容から児童生徒支援を抽出し，分類・

集約しサブカテゴリーを命名した。同様に，サブカテ

ゴリーの類似した内容を集め，分類しカテゴリーを命

名した。さらに，カテゴリーを類似した内容のものを

集め，分類しコアカテゴリーを命名した。この分類と

カテゴリー化への過程では，繰り返しインタビューの

逐語録に戻り確認し，共通性と変異性を元に繰り返し

検討し，修正を加え，カテゴリーの命名の妥当性を吟

味した。尚，分析においては，インタビュー逐語録か

らの連携行為の抽出及びカテゴリー化の過程に際し

て，養護実践学及び地域看護学を担当する研究者１名

との協議で決定し，さらに，共同研究者間で検討し，

データ解釈の信頼性，妥当性を高めた。

６．倫理的配慮

　具体的事項として，対象者の自由意志による研究協

力であること，得られたデータ分析以外には使用しな

いこと，個人が特定されるような形での公表はしない

こと，プライバシーの保護等を文書にて説明し，同意

を得た。また，得られたデータ記載に関して，具体的

な内容をインタビューの対象者に示し了解を得た。

Ⅳ　結果

１．インタビュー対象者の属性等

　インタビューの対象者の勤務校は小学校４人，中学

校２人，高等学校２人であった。勤務年数が21年以上

が最も多く，次いで11年～ 20年の養護教諭であった。

語られた事例は，心疾患，喘息や食物アレルギー，て

んかん，もやもや病，過呼吸，血液疾患，頭部外傷後

遺症他，多様で学校生活において教育内容や自己管理

に配慮が必要なケースであった。
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２．養護教諭が行った児童生徒支援における連携行為

　慢性疾患を持つ児童生徒支援における養護教諭の連

携行為を抽出した。18事例より，612件のコードが抽

出され，９項目のコアカテゴリー，40項目のカテゴリ

ー，142項目のサブカテゴリーに分類できた。

　９項目のコアカテゴリーは，【健康状態や自己管理

の実態を把握する】【支援のための人的・環境的資源

を把握する】【共通理解のための工夫をし，意図的に

働きかける】【職員の校内組織での立場について理解

し，働きかける】【養護教諭の校内組織での立場を認

識し，活かす】【学校外とのネットワークを構築し活

用する】【柔軟に協力体制を整え，個に応じた教育活動，

支援を行う】【支援を見直し，評価を活かす】【サポー

ト体制の構築を図る】であった（表１）。コード612件

のうち，最も多かったのは，【養護教諭の校内組織で

の立場を認識し，活かす】の161件で全体の26%を占

めた。

　以下，それぞれを構成するコアカテゴリー別に概略

を記述していく。尚，コアカテゴリーを【　】，カテ

ゴリーを〔　〕で示した。

１）【健康状態や自己管理の実態を把握する】

　コアカテゴリー【健康状態や自己管理の実態を把握

する】では，32件のコードが含まれ，〔機会をとらえ，

疾病・病状に関する情報を得る〕〔日頃から意識して

観察を行い，体の状態について把握する〕〔自己管理

の知識・認識，行動について把握する〕の３つのカテ

ゴリーで構成された。

　コアカテゴリー【健康状態や自己管理に関する実態

を把握する】は，養護教諭は児童生徒の自己管理支援

のためのニーズを把握することを目的に，児童生徒の

健康状態や自己管理能力を把握していた。養護教諭は，

校内の動きの中でさまざまなところから情報を収集で

きるよう働きかけており，専門的な視点から観察や記

録により児童生徒の体の状態を把握していた。また，

児童生徒の自己管理行動においても確認，把握を行っ

ていたことが明らかになった。

２）【支援のための人的・環境的資源について把握する】

　コアカテゴリー【支援のための人的・環境的資源に

ついて把握する】は，73件のコードが含まれ，〔児童

生徒を多角的にとらえ，背景を推測する〕〔児童生徒

の身近な人的環境について把握する〕〔教育活動の様

子について把握する〕〔保護者のサポートシステムの

把握をする〕の４つのカテゴリーで構成された。

　コアカテゴリー【支援のための人的・環境的資源を

把握する】は，養護教諭が，児童生徒の学校生活や家

庭における心理的・社会的サポートを中心とした支援

方法の探究のために，児童生徒やその保護者を取り巻

く人的資源を把握していた。養護教諭は校内外におい

て，児童生徒を取り巻く環境から，児童生徒自身の姿

を多角的に捉え，支援のニーズと支援方法，支援のた

めの資源について探求していた。また，保護者も含め

た支援のための，保護者を支える人的環境等について

把握していたことが明らかになった。

３）【共通理解のための工夫をし，意図的に働きかける】

　コアカテゴリー【共通理解のための工夫をし，意図

的に働きかける】では，48件のコードが含まれ，〔校

内において日常的に，こまめな情報交換を行う〕〔共

通理解できる場を設定する〕〔校内の動きをみながら，

さまざまな機会をとらえて共通理解を図る〕〔養護教

諭の視点から，児童生徒について情報提供を行う〕〔共

通理解に関する必要性と困難を認識する〕の５つのカ

テゴリーで構成された。

　コアカテゴリー【共通理解のための工夫をし，意図

的に働きかける】は，養護教諭が，児童生徒への効果

的な支援のために必要な情報について関係者が確実に

共通理解を図れるよう，養護教諭が臨機応変に動き，

働きかけていた。養護教諭はこまめに教職員へ個別に

働きかけたり，多くの教職員の間で共通理解が図れる

ようにするために，場を設定したりするなど臨機応変

に共通理解のために動いており，校内の動きをみなが

ら適切な機会をとらえ，効果的な支援が行われるよう

にしていた。養護教諭が提供する情報についても，養

護教諭の専門的な観点で，観察・判断した事項につい

て関係者へ提供を行っていた。また，教職員が共通理

解することの必要性と困難について認識し，共通理解

について努めようとしていたことが明らかになった。

４）…【職員の校内組織での立場について理解し，働き

かける】

　コアカテゴリー【職員の校内組織での立場について

理解し，働きかける】では，19件のコードが含まれ，〔日



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…117…－

表１　【養護教諭が行った連携行為】
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常的に意識して担任と関わる〕〔担任の立場を理解し，

担任と児童生徒をつなぐ〕〔管理職に児童生徒の様子

について情報を提供する〕の３つのカテゴリーで構成

された。

　コアカテゴリー【職員の校内組織での立場について

理解し，働きかける】は，養護教諭が担任や管理職な

ど職員の校内組織での役割について認識し，それを踏

まえたうえで，適切な情報提供や関わりを持っていた。

養護教諭は学級において児童生徒と最も関わりのある

担任との連携について重要視し，日常的に意識して担

任と関わりを持ち，保健室での対応について情報提供

などに努めていた。また，学校運営を行っている管理

職へ児童生徒の様子を知ってもらうことの必要性を認

識し，情報提供などを行っていたことが明らかになっ

た。

５）【養護教諭の校内組織での立場を認識し，活かす】

　コアカテゴリー【養護教諭の校内組織での立場を認

識し，活かす】には，161件のコードが含まれ，〔養護

教諭として役割意識・責任感を持つ〕〔養護教諭の役

割の多様性を意識する〕〔養護教諭の仕事の独自性を

認識する〕〔校種・規模による利点と困難について認

識する〕〔校内の状況を見極め，保健室の役割をしっ

かり認識する〕〔校内での自分の立ち位置を認識し，

それを活かす〕の６つのカテゴリーで構成された。

　コアカテゴリー【養護教諭の校内組織での立場を認

識し，活かす】は，養護教諭の役割や保健室の機能を

しっかりと認識し，校内の事情などに合わせ柔軟に対

応しつつ，その状況を最大限に活かし，児童生徒の支

援のために努めていた。養護教諭は，児童生徒の健や

かな成長と自立に向け，教育職員としての養護教諭の

責任感を持っていた。社会の変化から求められる役割

の多様性，他の職員とは違う養護教諭独自の専門性に

ついて認識し，より良い支援を行おうと努めていた。

学校の規模などにより左右される養護教諭の執務や保

健室の状況の変化について，柔軟に対応しつつ，児童

生徒を支援するための役割が果たせるよう努めてい

た。校務分掌での仕事においても，職員とのつながり

をもつチャンスをとらえ，職員と意図的に関わりを持

とうとする養護教諭の姿が見られた。

６）【学校外とのネットワークを大切にする】

　コアカテゴリー【学校外とのネットワークを大切に

する】は，62件のコードが含まれ，〔地域と主体的，

意図的につながる〕〔（特に保健師と）共通の目的を持

ち，活動を行う場を設定する〕〔キーパーソンを見つ

ける〕〔養護教諭同士のネットワークの必要性を認識

する〕〔関係機関からの情報収集の困難を認識する〕

の５つのカテゴリーで構成された。

　コアカテゴリー【学校外とのネットワークを大切に

する】は，養護教諭が児童生徒により良い支援を行う

ため，養護教諭が地域とのネットワークを重視しつな

がりを持つために努めていた。養護教諭は児童生徒の

支援のために，地域とつながることの利点について認

識し，保健師や学校外の組織のキーパーソンとつなが

ることで効果的な連携ができるようにしていた。学校

外の機関から情報収集するのに限界を感じつつ，１人

職である困難を克服するために，養護教諭同士のネッ

トワークの必要性についても認識し，意識して連絡を

取り合うなど困難を克服するよう努めていたことが明

らかになった。

７）…【柔軟に協力体制を整え，個に応じた教育活動を

行う】

　コアカテゴリー【柔軟に協力体制を整え，個に応じ

た教育活動を行う】は，96件のコードが含まれ，〔様々

な人と相談し，疾病を持つ児童生徒の学校生活につい

て，体制を整える〕〔緊急時の体制を整え，的確に対

応する〕〔日常・継続的な働きかけをする〕〔児童生徒

の実態にあった関わり方を重視する〕〔自己効力感を

持てるよう支援する〕〔疾病を持つ児童生徒の周りの

子へ，理解やサポートを得られるように働きかける〕

の６つのカテゴリーで構成された。

　コアカテゴリー【柔軟に協力体制を整え，個に応じ

た教育活動を行う】は，養護教諭が児童生徒の実情や

ニーズに合わせ，児童生徒を取り巻くさまざま人と相

談しながら教育的支援を行っていた。養護教諭は，疾

病を持つ児童生徒について，保護者や担任，医療機関

と活動の調整のための相談を行っていた。また，緊急

時に的確に対応し，緊急時の体制を整えていた。自己

管理指導や保健指導において，児童生徒に対し日常の

継続的積み重ねを重視し，実態やニーズに合わせた支
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援を行っていた。児童生徒の自己効力感を培う必要性

についても認識していた。疾病を持つ児童生徒の周り

の児童生徒に対しても，理解やサポートを得られるよ

う直接・間接的に関わっていたことが明らかになった。

８）【支援を見直し，評価を活かす】

　コアカテゴリー【支援を見直し，評価を活かす】は，

17件のコードが含まれ，〔指導の効果を考察する〕〔児

童生徒との関わりについて評価する〕〔情報収集に対

する評価をする〕の３つのカテゴリーから構成された。

　コアカテゴリー【支援を見直し，評価を活かす】は，

養護教諭が自らの実践において振り返り，評価を行う

連携行為であった。養護教諭は保健指導，情報収集，

児童との保健室での関わりなどにおいて振り返りを行

っていた。

９）【サポート体制の構築を図る】

　コアカテゴリー【サポート体制の構築を図る】は，

74件のコードが含まれ，〔顔を見て話すことを意識し，

こまめな対応を心掛ける〕〔職員と人間同士としての

関わりを大切にする〕〔養護教諭がサポートを得るこ

との必要性を認識する〕〔校内の職員間のサポートの

必要性を認識する〕〔相手から信頼を得る〕の５つの

カテゴリーから構成された。

　コアカテゴリー【サポート体制の構築を図る】は，

養護教諭が人間対人間の関わりを大切にし，組織にお

いてサポートの構築を図っていた。養護教諭は教職員

と関係を作るために直接，折に触れて話をすることを

意識し，養護教諭としての役割だけでなく人間対人間

の関わりにおいても重視していた。また，養護教諭自

身や教職員間でサポート体制を作ることの必要性を認

識し，構築するよう働きかけていた。保護者から信頼

を得ることにより，保護者との信頼関係が形成され，児

童生徒の支援において重要であることを認識していた。

Ⅴ　考察

　本研究では，慢性疾患をもつ児童生徒に対して，養

護教諭が行った支援の実践事例を通して連携の内容や

方法，その特質について，実証的に明らかにすること

を目的とした。養護教諭を対象としたインタビュー調

査の結果，養護教諭が行った連携行為の内容は，【健

康状態や自己管理の実態を把握する】【支援のための

人的・環境的資源を把握する】【共通理解のための工

夫をし，意図的に働きかける】【職員の校内組織での

立場について理解し，働きかける】【養護教諭の校内

組織での立場を認識し，活かす】【学校外とのネット

ワークを構築し活用する】【柔軟に協力体制を整え，

個に応じた教育活動，支援を行う】【支援を見直し，

評価を活かす】【サポート体制の構築を図る】の９項

目のコアカテゴリーが抽出された。

　これら９項目のコアカテゴリーとして抽出された連

携行為は，図１に示すようにそれぞれの連携が独自に

行われるものではなく，「養護教諭の校内組織での立

場を認識し，活かす」のコアカテゴリーを中心に，他

の８つのコアカテゴリーが連動，協働しながら展開さ

れるのではないかと推察された（図１）。養護教諭が

校内で，自らの立場や専門的機能を認識し，それらを

十分に活かしながら，日常の養護実践活動の中で展開

されているのではないかと考える。養護教諭は，健康

状態や自己管理の実態を多面的かつ能動的に把握する

ことから始まり，児童生徒のニーズに合わせた支援を

行うために，人的・環境的資源の把握，共通理解のた

めの工夫をし，意図的に働きかけていた。さらに，校

内における職員，自らの立場について理解し，内外の

ネットワークを構築し支援のために活用していた。そ

して，柔軟に協力体制を整え，個に応じた教育活動を

行い，支援の見直し，評価を行っていた。さらにサポ

ート体制の構築・再構築を図っていた。慢性疾患を持

つ児童生徒支援のための養護教諭の連携行為は，日常

の養護実践活動のプロセスの中で，養護教諭の役割や

専門的機能を活かし展開されていることが示唆され

た。

　日本養護教諭教育学会の定義では，連携を「多様な

分野の個人や組織が，同じ目的に向かって，異なる立

場でそれぞれの役割を果たしつつ，互いに連絡を取り，

協力し合って物事を行うこと」12）としているが，今回

の調査で得られた養護教諭が行う連携の内容や方法，

特質を見ると，「多様な分野の個人や組織が，同じ目

的に向かって，異なる立場でそれぞれの役割を果たし

つつ，互いに連絡を取り，協力し合って物事を行うプ

ロセス（過程）である」と言えるのではないか。

　津島ら15）は特別支援学校における医療的ケアが必
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要な児童生徒への支援において，養護教諭の活動から，

ケア・コーディネーションの展開プロセスとして①ニ

ーズの発見，②アセスメント，③ケア計画，④実施，

⑤評価の５段階を示している。また，桑野ら16）は健

康教育の活性化における養護教諭の活動過程と活性化

の要因について述べている。第一段階として「子ども

の健康実態からの養護教諭の気づき」この気づきから

仮説（予測）に基づき第２段階の「情報交換の場づく

り」がなされ，情報交換によって児童の実態や教職員

の考えなどが明らかになり，第３段階として「職員の

保健組織等での検討」を元に，第４段階の「職員会議

への提案・討議」第５段階「子どもや教職員の主体的

な活動の展開」第６段階「成果と課題の確認とフィー

ドバック」へと養護教諭は発展させていた。これらの

先行研究と同様に，本調査で得られた一連の連携行為，

連携のプロセスは，日常の養護教諭の養護実践活動の

プロセスの中で養護教諭の役割や専門的機能を活かし

て展開されていることがうかがえた。

　養護教諭が行う慢性疾患を持つ児童生徒への支援と

して，〔疾病を持つ児童生徒の周りの子へ，理解やサ

ポートを得られるよう働きかける〕に見られる連携行

為は先行研究では見られない，本調査で得られた特徴

的な連携行為のひとつではないかと推察される。周り

の子への理解やサポートを得るように意図的に働きか

けることは，支援の必要な児童生徒のみならず，周り

の児童生徒への教育的な関わりでもあり，養護教諭な

らではの機能とも言える。

　本調査において，養護教諭は校内の支援体制を整え，

創り出すところから始めており，これらの支援体制も

決して既存の固定されているものではなく，ニーズに

応じて柔軟に対応できる流動的なものでもあることが

伺えた。今回の調査で抽出された【職員の校内組織で

の立場について理解し，働きかける】【養護教諭の校

内組織での立場を認識し，活かす】からも，養護教諭

は支援体制づくりのためにそれぞれの教職員の役割や

立場を認識して実践していることが明らかになった。

麻原ら17）は，地域保健の立場から保健師の連携の関

連要因について，日本の保健師は，まず連携のための

場あるいはシステムを作ることに労力を費やしている

こと，およびこれらの役割を担っていることを明らか

にしている。これらの示唆は養護教諭にも共通するこ

とではないだろうか。さらに，養護教諭は自らの役割

や立場を認識し実践している反面，それらの役割や立

場を超えた，人間対人間としての関わりも重要視して

行っていた。【サポート体制の構築を図る】の連携プ

ロセスにおいては，〔職員と人間同士としての関わり

図１　養護教諭の専門性的機能を活かし養護実践活動と連動した連携プロセス（試案）

C M Y K
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を大切にする〕等の連携行為が見られており，養護教

諭は日常的なインフォーマルな関わりについても重視

していた。これは養護教諭が自ら身につけているヒュ

ーマンスキルと捉えられ，養護教諭は慢性疾患を持つ

児童生徒を取り巻く人々に対し，互いにサポートを得

られるように働きかけていた。このことが，体制づく

りや支援がスムーズに行えるよう配慮できている背景

とも考えられる。吉田18）はグループダイナミクスの

視点から，他者からのサポートの大切さについて述べ

ており，相互に「理解者」「支持者」になることは，

すべての人が「人間」として成長するための基本的条

件としていた。本インタビューから，多くの養護教諭

から「職員に学ぶ」「児童生徒から学ぶ」といった言

葉が聞かれ，児童生徒との関わりの中で，自らも養護

教諭として自分自身として成長したいという真摯な養

護教諭の姿が見られた。

　以上，本調査において，慢性疾患を持つ児童生徒支

援のための養護教諭の連携行為は，特別支援学校にお

ける養護教諭のコーディネーション機能や学校健康教

育の活性化のための活動過程とも合致することから，

養護実践活動のプロセスの中で養護教諭の役割や専門

的機能を活かして展開されていることが示唆された。

慢性疾患を持つ児童生徒支援のために養護教諭は，支

援体制を作り出すところから周りに働きかけており，

養護教諭は教職員や自身の立場や役割について認識

し，働きかけており，これらの事柄は地域保健におい

て，多職種専門機関と協働で保健活動を展開している

保健師が，連携のための場あるいはシステムを作るこ

とに労力を費やしている状況と共通していることも示

唆された。更に養護教諭は役割や立場を認識して動い

ている反面，インフォーマルな働きかけについても重

視しており，互いにサポートが得られるよう働きかけ

ていた。このことは養護教諭の人間関係作りのヒュー

マンスキルと捉えられる。今後，養護教諭養成におけ

る教育や現任研修において，連携を推進するための具

体的なスキルの獲得と共に，ヒューマンスキルを獲得

することが一層求められる。

Ⅵ　結論

　養護教諭が行う連携の内容や方法，特質について明

らかにするために，承諾を得られた養護教諭８名を対

象にインタビュー調査を行い，実践事例を通して実証

的に検討をした。得られた結果は以下のとおりである。

１）…インタビュー調査から得られた養護教諭の連携行

為

　養護教諭の行った連携の内容や方法，特質について

実証的に分析し結果，612件の連携行為（コード）が

抽出され，９項目のコアカテゴリー，40項目のカテゴ

リー，142項目のサブカテゴリーに分類できた。９項

目のコアカテゴリーは，【健康状態や自己管理の実態

を把握する】【支援のための人的・環境的資源を把握

する】【共通理解のための工夫をし，意図的に働きか

ける】【職員の校内組織での立場について理解し，働

きかける】【養護教諭の校内組織での立場を認識し，

活かす】【学校外とのネットワークを構築し活用する】

【柔軟に協力体制を整え，個に応じた教育活動，支援

を行う】【支援を見直し，評価を活かす】【サポート体

制の構築を図る】であった。

２）…慢性疾患を持つ児童生徒支援における連携行為の

構造化と特質

　養護教諭が行った連携行為は９つのコアカテゴリー

に分類できたが，これらは養護実践活動の一連の過程

（プロセス）の中で，養護教諭の役割や専門的機能を

活かして展開されることが考えられた。

Ⅶ　本研究の限界と今後の課題

　本研究の特色として，先行研究において本学会の定

義のほかは，「連携」の定義がほとんど不確定である

養護教諭の連携について，養護教諭の実践事例を通し

て実証的に考察し，その連携の内容と構造について検

討したことに意義がある。養護教諭が行う連携につい

て具体的な内容と方法，その特質を明らかにした。こ

れらの結果は，今後の養護教諭の教育，研修や慢性疾患

を持つ児童生徒の支援方法の開発に関与すると考え

る。

　本研究ではA市と一地域，また，８名の養護教諭を

対象に行ったインタビュー調査における限られた分析

であるため，その結果からの得られた知見の一般化に
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は限界がある。今後，本研究で得られた結果を踏まえ

て，養護教諭の行う連携行為の構造化を図るため，更

に質的・量的研究を重ねその妥当性を追求する必要が

ある。
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研究報告

健康相談活動に関する授業におけるアクション・リサーチの試み

斉藤ふくみ
茨城大学教育学部

Action…Research…in…the…Lesson…Concerning…Health…Consultation…Activity

Fukumi…SAITO
Faculty…Education,…Ibaraki…University

Key words：Health…Consultation…Activity,…Role-Plays,…Action…Research

キーワード：健康相談活動，ロールプレイ，アクション・リサーチ

Abstract

　Action…Research… has… been… adopted… in… practical… areas… of… pedagogy.… It… is…mainly… being… adopted… for… the…

improvement… of… lessons… since…many… excellent… educational… results… can… be… extracted… from… the… research.… In… this…

study,… the… researcher… adopted… the…Action…Research…method… to… improve… the… practical… ability… of… student…health…

consultation…activities.…

　In…the…course…of…Action…Research,…students…reproduced…role-plays…based…on…records…of…their…health…consultation…

activities…during…protective…care…practice.…Afterward,…they…discussed…the…contents…of…the…role-plays…in…groups,…and…

talked… about… the… problems… and… improvements.… Learning… from… the… results… of… the… discussion,… they… revised… their…

role-plays…and…reflected…on…their…discussions…and…activities…in…groups.…

　The…researcher…applied…Protocol…Analysis…in…analyzing…the…video…recordings…of…the…reproduced…role-plays,…the…

revised… role-plays,… and… the… tape… recordings… of… students’discussions.… The… researcher… then… examined… the…

effectiveness…of…the…Action…Research…method.

　Many…enhanced…changes…were…confirmed… in…the…revised…role-plays…with…regard…to… the…number…of…utterances,…

glances,… expressions… and… correspondence… of… students.… In… relation… to… group… discussions,… reflections… and…

reconsiderations…of…the…activities…were…extracted…from…self-reflection.…Improvements…and…improved…changes…in…the…

activities…were…extracted…from…group-reflections.

要　旨

　アクション・リサーチは，教育学領域においては，主として授業改善に用いられており，その成果が報告されて

いる。本研究では、学生の健康相談活動の実践能力向上に役立てることを目的として、授業においてアクション・

リサーチを用いた。アクション・リサーチの手順は，学生が養護実習中に実施した健康相談活動記録に基づいて再

現ロールプレイをし，その後グループ討論を行い，問題点や改善点を話し合った。その話し合いをもとに修正ロー

ルプレイをし，その後グループで振り返りをした。

　再現ロールプレイと修正ロールプレイをビデオに録画したものと，グループ討論を録音したものをプロトコル分
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Ⅰ　はじめに

　今世紀に入ってから，養護教諭に関する研究テーマ

においては，養護教諭の実践や養護実践が主流とな

り１），加えて養護教諭の実践力をいかに育成し，高め

ていくかがしばしば論述されている２）３）。実践力につ

いては，1997年教育職員養成審議会第１次答申におい

て，養成段階で習得すべき最小限必要な資質能力は「採

用当初から学級や教科を担任しつつ，教科指導，生徒

指導等の職務を著しい支障が生じることなく実践でき

る資質能力」とされ，次いで出された第３次答申にお

いて（1999），養護教諭については，心身の健康観察，

救急処置，保健指導等児童・生徒の健康保持増進につ

いて，採用当初から実践できる資質能力が必要である

と示された。すなわち養護教諭は，採用当初から保健

管理および保健教育に関する職務を保健室経営の一貫

として位置づけ，支障なく養護活動を実践できる資質

能力を保持すべきであると解釈されよう。採用されて

保健室で執務に着手した日から養護教諭は子どもと対

応することになるが，とりわけ健康相談活動は最もダ

イレクトに子どもの心身の健康問題に接近する養護活

動であり，自信を持って子どもに対応するためには，

養成段階での健康相談活動の力量形成をいかに充実さ

せるかは非常に重要な課題であると考える。

　そのための手立てとして，本研究ではアクション・

リサーチに着眼した。アクション・リサーチは，アメ

リカの社会心理学者のクルト・レヴィンが1940年代に

開発した研究方法であり，実際の場に根づき，さらに

その場を変革していく研究，研究の進展とともにデー

タからさらに理論を生成展開し，実際の社会変革を

生み出す研究として生まれた４）ものである。1990年

代以降，わが国でもあらゆる学問領域，専門職領域

で取り入れられており，とりわけ英語教育では，「理

論からではなく，現場の問題意識から発想するこの

手法は，いろいろな悩みを抱えている教師の共感を

得て」５），主として授業改善に活用されて成果を上げ

ている６）７）。筆者はこれまで保健学習・保健指導に

おいてアクション・リサーチを活用する試みを行い，

学生同士の討論により自己の実践行為を省みて考える

持続的な授業研究の姿勢を身につけ得たことを報告し

た８）。アクション・リサーチを用いた学習は，人びと

の協力を促し，お互いの経験から学ぶこと９），そこに

は自己内省のらせん的サイクルを含むとされ10），「計

画→実践→観察・省察→計画の修正→実践→観察・省

察→計画の修正・・・」というスパイラル状の流れを

行っていく11）。そこで，本研究は健康相談活動の授業

において，ロールプレイとグループ討論を行うことに

より，実施した当該学生と参加した学生双方が，問題

点を思考し，実践をよりよくするためにはどうしたら

よいか改善点を見出し，修正するというアクション・

リサーチを試みた。さらに，学生の健康相談活動の実

践能力を育成するために，授業においてアクション・リ

サーチが有効であるかどうかを検討することを目的と

した。

Ⅱ　対象および方法

　対象は，2007年度Ｋ大学養護教諭特別別科学生40名

であり，後期「ヘルスカウンセリング」の授業の中で

アクション・リサーチを実施した。アクション・リサ

ーチの対象事例は，養護実習中に学生が行った健康相

談活動記録である。なお，養護実習前の健康相談活動

に関する学生の履修は，前期「養護教諭の職務」の中

で講義１コマ，演習１コマを行った。また，健康相談

活動記録は，対象，主訴，テーマ，月日，対応の内容，

備考（印象・所感・その他の情報）の記述内容となっ

ている。対象者全員に対して事前に本研究の目的等に

ついて，文書と口頭で説明し，協力の承認を得た。

　実施期間は，2007年12月～ 2008年１月である。本

研究のアクション・リサーチ実施のプロセスは，表１

に示すように，２回のアクション・リサーチを行った

（図表中のＡＲはアクション・リサーチの略）。学生を

７グループに編成し，それぞれ班員２名の２事例を対

象とした（表２）。１事例について，再現ロールプレ

析し，アクション・リサーチの有効性を検討した。その結果，修正ロールプレイでは，発話数，視線，表情，処置

など多くの良い変化が確認されたとともに，グループ討論では，自己リフレクションから省察が導き出され，集団

リフレクションから改善点や生じた変化が導き出された。
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表１　AR実施のプロセス

イ（養護教諭役を当該学生が演じ，子ども役を同グル

ープのメンバーが演じた）を実施後，グループ討論（自

己リフレクションと集団リフレクション）12）13）をし，

改善点を協議した後，修正ロールプレイを行った。そ

の後再度グループ討論を行った。なお，１回目のアク

ション・リサーチでは，修正ロールプレイを行うため

の話し合いの時間が充分とれなかったことから，２回

目のアクション・リサーチでは，グループ討論を１コ

マ分時間をとって，深めさせた。ロールプレイをビデ

オに録画するとともに，グループ討論をテープに録音

し，両方とも逐語録に起こして，プロトコル分析14）

を行った。録画内容の分析の視点は，時間，発話数に

加えて，社会的な構造は相互作用的に達成されるとい

う考え15）に基づいて，健康相談活動場面を深く理解

するためには，非言語行為も含めて養護教諭と子ども

の相互作用を観察する必要があると考え，座る位置・

立ち位置，姿勢・動作・行動，視線，表情，タッチン

グ，処置の行動単位のプロトコル分析16）を行った。

なお，アクション・リサーチの特徴の一つに，研究者

と実践者が協力して行う17）ことがあげられるが，本

研究での筆者（研究者）の位置づけは，授業者（実践

者）として，学生に学びの過程をコーディネイトして，

学生の変化を観察する者である。したがって，筆者も

実践者としてアクション・リサーチに参加している18）

といえる。

Ⅲ　結果

１．ビデオの行動単位のプロトコル分析

１）対応時間

　対応時間は，表３に示したように，１回目・２回目

ともに再現ロールプレイよりも修正ロールプレイの方

が長くなり，１回目では１'11"，２回目では58"長くな

った。

２）発話数

　発話数は，１回目・２回目ともに同程度に発話数が

増加した（表４）。再現ロールプレイと修正ロールプ

レイを比べると，１回目の子ども役では，4.4，養護

教諭役では6.3の増加を示し，２回目の子ども役では

4.3，養護教諭役では6.0の増加を示した。

３）座る位置・立ち位置

　表５に示したように１回目のアクション・リサーチ

では，再現ロールプレイの座る位置は，児童の横に座

ったり，立ったままという事例もみられたが，修正ロ

ールプレイでは，座る場合において，体を子どもの方
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表４　発話数
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表３　対応時間

に斜めに向けている場合が多かった。２回目のアクシ

ョン・リサーチにおいても，体の位置が再現ロールプ

レイでは斜めに座ったのは１例であったが，修正ロー

ルプレイでは３例に増えていた。

４）姿勢・動作・行動

　１回目・２回目のアクション・リサーチを概観する

と，再現ロールプレイよりも修正ロールプレイの方が，

姿勢・動作・行動のバリエーションが広がった（表６）。

例えば，１回目のアクション・リサーチのNo.3の事例

では，雑巾を洗っている状態で児童を迎え，そのまま

洗い続けていたが，修正ロールプレイでは雑巾を洗う

のを止めて，児童を椅子に座らせ，体温計を渡してい

る。この他に体温計を渡す動作は，１回目のアクショ

ン・リサーチでは０から３へ，２回目のアクション・

リサーチでは２から３へ増えていた。全般的に，養護

教諭役の動作はスムーズになっていた。

５）視線

　視線は，１回目・２回目のアクション・リサーチと

もに，再現ロールプレイでは，時々見たり，ちらっと

見たりといった視線が多かったが，修正ロールプレイ

では，しっかり子どもを見る，視線を合わせるという

変化がみられた（表７）。

６）表情

　表８に示すように１回目のアクション・リサーチに

おいて，再現ロールプレイから修正ロールプレイでは

表情が豊富になり，大きな変化がみられた。２回目の

アクション・リサーチでは，１回目ほど変化はみられ

なかった。

７）タッチング

　１回目・２回目のアクション・リサーチともに，再

現ロールプレイよりも修正ロールプレイではタッチン

グが増え，種類も豊富になっていた（表９）。タッチ

ングの種類には，背中に触れる，おでこに手を当てる，

肩に手を当てる，後頭部をさわる，肩をマッサージす

る，腹部を触れるなどがあった。

８）処置

　１回目・２回目のアクション・リサーチともに処置

の種類等に改善がみられた（表10）。１回目のアクシ

ョン・リサーチのNo.1「背中にすごいのができた」，

No.2「背中が痛い」という子どもの訴えに対して，再

現ロールプレイではともに背中を確認することをして

いなかったが，修正ロールプレイでは衣服を上げて背

中を視診していた。また，２回目のアクション・リサ

ーチのNo.3とNo.7の主訴はともに「息がしにくい，息

が苦しい」であり，再現ロールプレイでは「ベッドで

休養」の処置がとられていたが，修正ロールプレイで

は「クッションをかかえさせる，クッションで支える」

処置になっていた。また，２回目のアクション・リサ

ーチのNo.5，No.6の主訴はともに「お腹が痛い」であ

るが，再現ロールプレイでは出現しなかった腹部触診

が修正ロールプレイでみられた。

C M Y K

斉藤.prn.dsv Thu Mar 18 18:44:33 2010

表２　対象事例の特性
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表５　座る位置・立ち位置
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表６　姿勢・動作・行動
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表７　視線

表８　表情

表９　タッチング
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２．事例検討

　レヴィンのなかにあったアクション・リサーチのメ

ソドロジーの思想的特徴として，①場の力学に基づく

単一事例の診断，②螺旋的に「計画－実行－評価」を

とおして連続して変化を追う，③その場の人の主体的

参加という点があるとされる19）。そこで本研究では，

各グループの逐語録より，グループ討論がよくなされ

ていたと判断された２回目のアクション・リサーチの

No.4，中1・女子，主訴「黒板がよく見えない」の一

事例を取り上げ，アクション・リサーチ過程のプロト

コル（図１）と再現ロールプレイの逐語録（表11），

修正ロールプレイの逐語録（表12）から，健康相談活

動の変化をみた。

　再現ロールプレイの逐語録では，帰りの会終了後，

黒板に書いてある時間割を写しに前にやってきたＳさ

んに「黒板がよく見えないんです」（Ｓ1）と話しかけ

られた実習生は，すぐ問診に入り，病院受診を勧めて

いるが，Ｓさんとの会話は「いやです」（Ｓ5）という

返答があり，やりとりはぎこちないものであった。こ

の再現ロールプレイ実施後，グループ討論を行った。

当該学生の自己リフレクション①として，生徒の印象

とともに，気持ちをもっと聞いてあげればよかったと

いう省察がなされている。集団リフレクション①では，

その時のＳさんの気持ちを推察したり，タッチングや

状況の把握，担任との連携など５点の改善点が出され

た。

　次いで行われた自己リフレクション②では，知りた

い情報があったこと，「黒板が見えない」という生徒

の言葉を受け止めていなかったという省察とともに，

視力測定，保健室への移動，問診をきちんとするとい

う３点の改善点が出された。集団リフレクション②で

は，問診や情報収集の他信頼関係をつくること，担任

との話し合い，訴えの受け止め，継続的関わり，保護

者との関わり，肩のマッサージなど７点の改善点があ

げられた。

　これらの改善点を得て行った修正ロールプレイの逐

語録をみると，Ｓ1「黒板がよく見えないんです」→

Ｙ1「黒板よく見えないんだね。目が悪くなったと？」

という受け止めから会話がはじまり，保健室での視力

測定後ソファーでの会話と肩のマッサージが行われ，

再現ロールプレイでみられたぎこちなさは消え，スム

ーズな対応に変化していた。この修正ロールプレイを

実施後，３回目のグループ討論を行い，振り返りを行

った。自己リフレクション③として，ゆっくり話を聞

こうという気分になり，生徒の気持ちを聞いてあげた

いという気持ちになったこと，すぐ受診を勧めるなど

の指導をするというのではなく段階を経て生徒に提案

することが受け入れにつながるという省察がなされ

た。集団リフレクション③では，保健室への移動につ

いて，タッチング，気持ちの寄り添い，正確な情報把

握，落ち着いて話せる環境など，10点の生じた変化が

確認された。さらに担任の先生への席替えの提案と，

クラスの人間関係を知るために「最近どう？」などの

世間話を挿入するという２点の改善点が出された。

C M Y K

斉藤４.prn.dsv Thu Mar 18 18:46:18 2010

表10　処置
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C M Y K

斉藤３.prn.dsv Mon Mar 01 18:51:53 2010

図１　一事例におけるAR過程のプロトコル
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C M Y K

斉藤.prn.dsv Mon Mar 01 18:48:54 2010

表11　２回目のAR；再現ロールプレイの逐語録（事例No.4）

C M Y K

斉藤１.prn.dsv Mon Mar 01 18:50:06 2010

表12　２回目のAR；修正ロールプレイの逐語録（事例No.4）
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Ⅳ　考察

１． アクション・リサーチにより生じた学生の健康相

談活動の変化

　教師養成において，教育実習の占める役割はすこぶ

る大きく20），大学が学生に課している実習の中で教育

実習ほどそこから得るものが大きいものはないかもし

れない21）といわれている。養護教諭養成において，

学生が養護実習で体験した事例等を実習後，事例検討

などにより深化し，理論と実践の統合をめざすことが

望ましい。実習中に学生が行った健康相談活動は，必

ずしも十分なものばかりではなく，むしろ様々な問題

点をはらんでいることが多いと思われる。それらの貴

重な体験を，大学の授業の中で，学生が共有して振り

返りを行い，どこをどうしたらよりよい健康相談活動

になり得るのか討論することは重要である。このよう

に望ましい状態に向けて変革していくことを目指した

実践と研究がアクション・リサーチの目指すところで

ある22）。アクション・リサーチには個人が取り組むも

のと，集団で取り組むものがあり，後者は人々が現状

を変革していくために対話を通して学習していき，対

話を通しての発見と意識化が重視されるとされる23）。

レヴィンもグループ・ディスカッションの方が学習効

果が高かったと指摘している24）。筆者も先に述べた保

健学習・保健指導におけるアクション・リサーチの試

みにおいても，授業者の自己の内面の葛藤が表出され

た省察を得た25）が，それは授業者一人の振り返りで

は導き出されなかったものと思われ，参加者のディス

カッションが刺激になって省察が深まったと推察され

た。アクション・リサーチでは，話し合いのプロセス

そのものが相互の理解の要であり，意味あるものとな

っているのである26）。

　本研究のビデオの行動単位のプロトコル分析結果を

みると，１回目・２回目のアクション・リサーチはと

もに，再現ロールプレイよりも修正ロールプレイの方

が，時間，発話数，座る位置・立ち位置，姿勢・動作・

行動，視線，表情，タッチング，処置によりよい変化

が生じ改善がみられた。例えば，子どもの隣に座ると

いう位置についていえば，再現した時には実施者はあ

まり気にかけていなかったと思われるが，参観してい

たグループのメンバーからの指摘や，子ども役の学生

からの感想を得て，改めて位置を子どもに対して斜め

にした方がよいことに気づいたと推察される。大学の

授業の中で，健康相談活動の基礎理論や技能を学んで

いても，実際に子どもを前にすると実践に反映できて

いないということが考えられる。動作や視線も多くの

改善点が見出され，修正することにより，健康相談活

動をよりよくしていけると実感できることは，学生段

階において経験させたいポイントと考える。

　表情においては２回目のアクション・リサーチで再

現ロールプレイと修正ロールプレイとの変化がみられ

なかったのは，１回目のアクション・リサーチで学生

が学習したため，２回目のアクション・リサーチの再

現ロールプレイで，自然と改善した表情で演技できた

と推測される。このことからも，アクション・リサー

チの学習経験そのものが学生の力量形成に反映してい

ると考えられる。

　タッチングは，症状を和らげたり，癒したり，情緒

を安定させるなど，児童との距離を縮め親しみやすく

する効果が期待される27）とされ，本研究結果におい

ても修正ロールプレイで，さまざまなタッチングが行

われていた。このことは，事例検討における集団リフ

レクション③でも「肩こりという訴えに対してタッチ

ングを行ったことで生徒は安心感をもった。信頼関係

を築いていくうえで効果的であった」と指摘されてい

る。事例検討の修正ロールプレイの逐語録をみても，

両手を肩にあてマッサージした後は，生徒（Ｓさん）

は素直にうなずくなど，再現ロールプレイの逐語録で

みられたようなぎこちなさは和らいでいることが確認

された。同場面で，再現ロールプレイにおいて病院へ

行くことやめがねを作ることに対してSさんより拒否

的な反応がみられたが，それに対して，集団リフレク

ション②において「未受診の理由もいろいろ考えられ

る」「親が行かなくてもよいという場合もあるかもし

れない」という意見が出された。親の経済状況から病

院へ行けない児童生徒が増加している28）29）30）という

背景も十分に念頭において対応することが求められる

ことから，重要な指摘であったと思われる。

　また処置においては，２回目のアクション・リサー

チのNo.3とNo.7の「息がしにくい，息が苦しい」とい

う主訴に対して，「ベッドで休養」から修正されて「ク
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ッションをかかえさせる，クッションで支える」に変

化した。これは，呼吸困難に対する適切な処置に改善

されたものである。このように学生が実習中に行った

健康相談活動は大きく修正・改善が図られたと考えら

れる。

　今回扱った事例は，実習中に行った過去の対応であ

るため，実際には当該児童生徒に対して学生が改善し

た健康相談活動を行うことは不可能であるけれども，

学生が今後同様な事例に出会った時にスムーズに実践

化すること，他の主訴に対しても応用されることが期

待される。今回のアクション・リサーチを通して，学

生が自分たちの実践をよりよく改善しうると実感した

ことが，現職についてからの継続的な自己成長につな

がっていくことが期待される。

２．アクション・リサーチの有効性

　アクション・リサーチは，関与する場の人のニーズ

にあった研究成果を生みだすこと，変化のサイクルを

とおして，集団が個々人の寄せ集めの状態から，まと

まりのある「われわれ」にいたる過程と，そこで一人

ひとりが変化させる力をもっていくことが方法として

志向されている31）。学生は卒業後，多くは単数配置の

学校へ勤務することになると思われる。養護教諭養成

段階での集団で学習する機会を大切にしていくことが

重要であり，そのためにアクション・リサーチ手法を，

養護実践の学習の様々な場面で活用していくことが考

えられる。

　高久は，我が国の授業改善の中心課題は「わかる授

業」追究の問題が大きくクローズアップされてきたと

指摘している32）。養護教諭にとっての実践改善の目指

すところは，教師の授業に対応するものとして，直接

子どもと接する救急処置場面や，健康相談活動場面や，

保健指導場面であると考えるが，それらをよりよいも

のにしていくことと，それらの日々の実践を振り返っ

て省察し，熟考し，一つ一つの学びを重ね合わせて日々

の実践に生かしていく自己教育を充実させていく33）

ためには，実践を振り返って改善点を見出し，修正し

ていく訓練は重要と思われる。小柳34）は「アクション・

リサーチを身に付ける」という取り組みを教員養成か

ら出発し，教師の職能成長までつなげて長期的スパン

で捉えようという視点が重要であり，これまで養成段

階の学生がアクション・リサーチのトレーニングを受

ける対象としてあまり見られてこなかったことを指摘

している。この点において本研究は養護教諭養成教育

における先駆的な試みといえよう。今回学生がアクシ

ョン・リサーチから学んだことは，卒業後において，

自らの実践を省察していくとともに同僚や近隣の養護

教諭，関係する他の専門職と協力して互いに学びを深

めて，実践を修正・変革していく実践研究能力につな

がっていくものと思われる。

　今後は，学生対象のアクション・リサーチ学習を継

続していくことに加えて，アクション・リサーチの真

の目指すところである実践の改善のために，現職養護

教諭の方々とアクション・リサーチを実施し，よりよ

い養護実践の構築を目指していきたいと考える。

Ⅴ　まとめ

　本研究は，学生の健康相談活動の実践力育成のため

にアクション・リサーチを取り入れ，養護実習中の健

康相談活動記録をもとに，再現ロールプレイ－グルー

プ討論－修正ロールプレイ－振り返りの授業を試み

た。その結果，集団リフレクションにより，お互いの

考えが刺激され，よりよい実践にするための改善点が

見出されたとともに，実践者は自己リフレクションと

して自らの問題点を省察することができた。これらの

一連のアクション・リサーチを通して，養護実習中に

実施した健康相談活動は改善された修正ロールプレイ

として実施することができ，振り返りを行うことがで

きた。

　本研究から，学生の養護実践力育成のために授業に

おいてアクション・リサーチは有効と考えられ，健康

相談活動以外の養護実践でも応用が可能と考えられ

る。

　最後に本研究にご協力くださいました2007年度Ｋ大

学養護教諭特別別科学生の皆様に心より感謝申し上げ

るとともに，今後のご活躍をご期待申し上げます。
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研究報告

養護教諭養成教育における「健康相談活動の理論及び方法」開講の実態と課題
―シラバス内容の類型化による分析―

今野　洋子＊１，髙橋　英実＊１，寺崎　由貴＊１，照井　沙彩＊２

＊１北翔大学，＊２札幌市立八軒西小学校

Theory…and…Methods…of…Health…Consultation…Activities
for…Yogo…Teacher…Training

―Analysis…by…patternizing…of…content…of…syllabus―

Yoko…IMANO＊１,…Eimi…TAKAHASHI＊１,…Yuki…TERASAKI＊１,…Saaya…TERUI＊２

＊１Hokusho…University,…＊２Sapporo…Municipal…Hachikennishi…Elementary…School

Key words：Health…Consultation…Activity,…Syllabus…Analysis,…Patternizing

キーワード：健康相談活動、シラバス分析、類型化

要　旨

　本研究は，新設から10年が経過した科目，「健康相談活動の理論及び方法（必修）」の開講状況を把握し，科目名

称や授業展開等の実態を明らかにすることを目的とした。

　養護教諭一種免許状の課程認定を受けている98大学を対象として，質問紙調査および資料送付を依頼し，「健康相

談活動の理論及び方法（必修）」２単位１科目について，52大学（52学科）のシラバスと質問紙の内容を「開発研究

会モデルシラバス」との比較によってシラバスを分類し，シラバス内容の類型化から分析を行った結果，以下の諸

点を得た。

１．…開講科目名称・科目内容ともに多様であり，〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉は23大学（44.2％）で

あり，３年次開講が多かった。

２．…〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉23大学を「開発研究会モデルシラバス」と比較してシラバスを類型

化した結果，科目名称・受講人数・開講時期とシラバス類型に関連性は見られなかったが，使用教科書には関

連が見られた。

３．…養護教諭経験有の科目担当者は23大学中16大学（69.6％）に見られ，養護教諭経験有には「モデルシラバス内

容一致型」が10大学（62.5％）であったのに対し，養護教諭経験無は「特異型」が６大学中４大学（66.7％）と

多かった。また，養護教諭経験有の場合，授業のねらいについて「理解する」という表現にとどまらず「考える」

「力を養う」等の表現が見られた。

４．…養護教諭経験の有無に関わらず，成績評価の方法は23大学すべてにみられたが，ねらいや到達目標など具体的

な評価方法や評価の観点は示されていなかった。

　以上から，現在においても，「健康相談活動」の意義や科目設置の趣旨がいまだに徹底されておらず，「健康相談

活動」という語句が大切にされていないことが考えられた。しかし，〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉では，

「健康相談活動の理論及び方法（必修）」を教職科目や専門科目を学んだ上での応用科目として位置づけていること

がうかがえた。また，シラバス類型によって使用教科書が異なり，教科書の選定や教材に関する具体的な工夫の必
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要性が考えられた。なお，養護教諭経験の有無によってシラバス類型や授業内容，展開等に違いが見られたことから，

科目担当者の能力について一考を要すべきであることが示された。

Ⅰ　はじめに

　2008（平成20）年の中央教育審議会答申（以下，中

教審と略す）では，養護教諭は学校保健活動の推進に

あたっての中核的な役割…として，保健室来室者の状

況を踏まえ，「養護教諭の行う健康相談活動がますま

す重要」と提言１）された。

　1997（平成９）年の保健体育審議会答申（以下，保

体審答申と略す）では，健康相談活動とは，養護教諭

の職務の特質や保健室の機能を十分に生かし，児童生

徒の様々な訴えに対して常に心的な要因や背景を念頭

において，心身の観察，問題の背景の分析，解決のた

めの支援，関係者との連携など心と体の両面への対応

を行う活動である２）とされ，これが「健康相談活動」

の定義となった。2007年，日本養護教諭教育学会では，

「養護教諭固有の」３）ということばを加えた定義を採

用するようになった。

　1997（平成９）年，保体審答申２）に示された養護

教諭の「新たな役割」を担保するため，1998年教育職

員免許法施行規則第９条の養護に関する専門科目とし

て「健康相談活動の理論及び方法」が新たに科目新設

され，養護教諭になるために学ばなくてはならない必

修科目となった。

　教育職員免許法は，保体審答申２）の指摘を踏まえて，

現代的課題に対応できる専門性の高い養護教諭を育

てるという理念のもとに改正されたものである。こ

の教育職員免許法と養護教諭養成に関して，大谷ら

（1999）４）の研究をみると，現在の養護教諭養成教育は，

改正の理念に見合った養護教諭養成を保証していると

は言い難く，多くの課題があることが報告されている。

また，養護教諭養成教育における健康相談活動の能力

育成についての研究として，吉田ら（2000）５）の教育

職員免許法改正前の養護教諭の相談活動に関わる授業

実態の報告があり，授業目標および授業者のアイデン

ティティと授業内容の関連について示唆している。

　2003年には，健康相談活動カリキュラム開発研究

会より報告書６）が出され，授業内容や指導方法が示

された。この授業内容や指導方法に関しては，久保田・

三木（2004）７）が，現職養護教諭を対象とした健

康相談活動の研修方法を分析し，演習的な学習の

必要性について報告している。また，今野（2004）８）

（2009）９）は，学生の授業での発言や授業後の課題レ

ポートの記述内容に着目して，演習的な学習の効果に

ついて報告した。

　このように，授業の具体的実践方法についても報告

される一方，養成機関全体における健康相談活動の能

力育成に関する報告としては，科目新設された当時の

「健康相談活動の理論及び方法」の開講状況について，

後藤ら（2006）10）が科目名の多様さや科目内容の不十

分さを指摘したが，それ以降，養成教育全体における

状況を把握した研究はほとんど行われてこなかった。

　一方，2009年４月より施行された学校保健安全法に

おいては「健康相談活動」という語句は用いられず，

これまでの「健康相談」が拡大されて使われる中で健

康相談活動はその中に含めて扱われており，（財）日

本学校保健会の報告書（2009）11）においては「養護教

諭が行う健康相談」という表記がなされた。このため，

「健康相談」と「健康相談活動」の表記において混乱

が生じていることがうかがえる。よって，現代的課題

に対応できる専門性の高い養護教諭を育てるという理

念のもとに改正された教育職員免許法上の科目「健康

相談活動の理論及び方法」が，養成教育においてどの

ように養護教諭養成を保証しているかを探る意義は大

きいと考えた。

　そこで，本研究は，養護教諭の固有の活動である「健

康相談活動」を保証する科目「健康相談活動の理論及

び方法」について，養成大学における科目新設10年を

経た現在の開講状況を分析し，科目名称や展開内容の

実態を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ　対象及び方法

　2008年４月１日現在で養護教諭一種免許状課程認定

を受けている98大学（教育系15大学：15.3％・看護系

41大学：41.8％・学際系42大学：42.9％）を対象として，

2009年１～２月に各大学の教務課宛に，「健康相談活
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動の理論及び方法」に相当する全ての授業科目名称・

開講学年・開講時期・科目担当者等についての質問紙

調査を実施するとともに，開講されている授業科目の

シラバス等の送付を依頼し，得られた資料をもとに，

開講状況について整理し分析を行った。なお，大学の

特性ごとに，養護教諭養成を目的とした，つまり養護

教諭免許取得を卒業要件とした学部・学科を教育系，

看護師養成を目的とした学部・学科を看護系と分類し

た。また，養護教諭免許取得は可能であるが，卒業要

件に養護教諭免許取得は含まれず，認定心理士や栄養

士等の他分野の資格取得も可能な健康・福祉・心理・

栄養等の学部・学科を学際系と，斉藤ら（2008）12）に

準じて分類した。

　質問紙およびシラバス等の資料を入手できたのは60

大学（回収率61.2％）であった。そのうちで，「健康

相談活動の理論及び方法」に相当する科目として課程

認定されている科目は，必修と選択とを合わせ，１単

位２科目での開講や２単位１科目～３科目と多様であ

ったことから，本報告では，教育職員免許法施行規則

に規定されている最低履修単位２単位分に相当する１

科目（以下，これを「健康相談活動の理論及び方法（必

修）」と表記する）を中心に，現状を分析することとし，

分析対象を52大学52学科（53.1％）とした。52大学の

構成は，教育系15大学（28.8％）・看護系18大学（34.6

％）・学際系19大学（36.5％）であった。シラバスは

各大学の授業内容を示す基礎資料であることから，手

を加えることなく素データとして分析した。

　52大学の「健康相談活動の理論及び方法（必修）」

に相当する科目名称および科目内容について，【健康

相談活動】を用いた科目名称に着目し，科目内容の類

型化を行った。科目名称の分類については後藤ら10）

に準じて行った。科目内容に関しては，健康相談活動

カリキュラム開発研究会の報告書６）に提示されたシ

ラバス（以下，「開発研究会モデルシラバス」６）と表

記する）例の授業内容の項目との比較によって行い，

次の６つの類型に分類した。【健康相談活動】の科目

名称を用いていて，授業内容が「開発研究会モデルシ

ラバス」と一致したものを〈【健康相談活動】科目名称・

内容一致型〉，【健康相談活動】科目名称であって授業

内容が異なるものを〈【健康相談活動】科目名称一致・

内容不一致型〉，【健康相談活動】科目名称でないにも

関わらず授業内容が【健康相談活動】の内容であるも

のを〈【健康相談活動】科目名称不一致・内容一致型〉，

科目名称も内容も全く異なるものを〈【健康相談活動】

科目名称・内容不一致型〉，【健康相談活動】の科目名

称であるが資料から内容が読み取れないものを〈【健

康相談活動】科目名称一致・内容不明型〉，他の名称

で内容が読み取れないものを〈【健康相談活動】科目

名称不一致・内容不明型〉とした。

　さらに，〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉

については，15回の授業展開全てを「開発研究会モデ

ルシラバス」の授業内容の項目および具体的に示され

た内容と比較してシラバス類型化を行った。たとえば，

１回目の授業内容の項目は「健康相談活動の基本的理

解」であり，内容として「○健康相談活動の沿革　○

健康相談活動の定義・目的・方法　○学校教育と健康

相談活動」がある。このような内容・展開の回数とも

に完全に一致したものを「モデルシラバス完全一致

型」，内容は同様であるが，いくつかの内容の展開の

回数が異なるものを「モデルシラバス内容一致型」，

指定教科書の目次立てに合わせたものを「教科書一致

型」とし，両方の特色を持つものを「モデルシラバス

内容一致・教科書一致混合型」，そしてこれらにあて

はまらないものを「特異型」に分類した。なお，「特

異型」については，たとえば健康相談がいくつか混入

していた場合「特異型（健康相談）」，あるいはピアサ

ポートについていくつか混入していた場合「特異型（ピ

ア）」など，その特徴となる語句を添えた。

　なお，倫理的配慮として，質問紙および資料送付依

頼時に①大学個々の結果を公表しないこと，②大学名

を明らかにして比較を行わないことを誓約書に明記し

て了解を得られた場合に返信を求めた。

Ⅲ　結果

１． 「健康相談活動の理論及び方法（必修）」の開講科

目名称と科目内容の類型化

　科目名称に【健康相談活動】を用い，シラバス内容

が「開発研究会モデルシラバス」に一致した〈【健康

相談活動】科目名称・内容一致型〉は23大学（44.2％）

であった。一致しない，〈【健康相談活動】科目名称一
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表１　科目名称および科目内容の類型

致・内容不一致型〉は１大学（1.9％），〈【健康相談活動】

科目名称不一致・内容一致型〉が６大学（11.5％），〈【健

康相談活動】科目名称・内容不一致型〉は15大学（28.8

％），〈【健康相談活動】科目名称一致・内容不明型〉

が３大学（5.8％），〈【健康相談活動】科目名称不一致・

内容不明型〉は４大学（7.7％）あり，科目名称およ

び科目内容ともに多様な状況にあることが把握された

（表１）。

　大学特性別の特徴として，教育系では15大学中11大

学（77.3％）が〈【健康相談活動】科目名称・内容一

致型〉であり，学際系では19大学中９大学（47.4％）

が〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉，教育系・

学際系ともに最も多いのは〈【健康相談活動】科目名称・

内容一致型〉であった。しかし，看護系では18大学中

11大学（61.1％）が〈【健康相談活動】科目名称・内

容不一致型〉であり，〈【健康相談活動】科目名称・内

容一致型〉は３大学（16.7％）のみであった。

　開講科目名称の実態については，後藤ら（2006）

の科目新設当時の調査報告10）があることから，新設

されてから10年を経た科目についてみるため，この報

告に準じて，①【健康相談活動】②【ヘルスカウンセ

リング】③【健康相談】④【心理・カウンセリング】

⑤【健康】⑥【地域看護学】⑦【その他】の７種類に

分類し，さらに大学特性別にみた（表２）。なお，【人

間関係】という区分項目は無くして【その他】の項目

に含めた。

　【健康相談活動】を用いた科目は28大学（53.8％）

であったが，大学特性によって違いが見られ，教育系

の８割にあたる12大学（80.0％），学際系の７割にあ

たる12大学（66.7％）に【健康相談活動】を用いた科

目名称が多かったのに比べ，看護系は２割の４大学

（22.2％）であった。

　【健康相談活動】を用いた科目の具体的な名称を科

目新設当時の調査報告10）に準じてまとめたものが表

３である。教育職員免許法どおりの「健康相談活動の

理論及び方法」（「健康相談活動の理論と方法」など酷

似した科目名も含む）は10大学（19.2％）において見

られ，学際系が６大学（60.0％）と最も多く，教育系

２大学（20.0％），看護系２大学（20.0％）であった。

教育職員免許法どおりの「健康相談活動の理論及び方

法」以外では，「健康相談活動」が12大学（23.1％），「健

康相談活動論」や「健康相談活動概論」が７大学（13.5

％）に見られた。

　表１に示した各類型のシラバス内容の典型例を取り

上げたものが，表４である。52大学中23大学（44.2％）

において，Ａ欄の「開発研究会モデルシラバス」を模

した展開が示されていた。しかし，〈【健康相談活動】

科目名称一致・内容不一致型〉の例としてあげたＢ欄
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表２　大学特性別にみた「健康相談活動の理論及び方法（必修）」に相当する開講科目の名称

表３　大学特性別にみた【健康相談活動】を用いた科目の具体的な名称
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の大学では，【健康相談活動】を用いた科目名称であり，

展開の１～３回目まで「養護教諭の行う健康相談活動」

の目的や意義等が扱われていたが，【ヘルスカウンセ

リング】という表記が混在しており，また保健指導や

保健学習といった保健教育について，「発育相談」「疾

病異常相談」「遺伝の相談」等，むしろ医師の行う健

康相談というべき内容が含まれていた。その一方で，

Ｃ欄の大学では，【健康相談】を用いた科目名称で，

シラバス展開が「開発研究会モデルシラバス」に類似

するものが見られた。また，Ｄ欄の大学には，【ヘル

スカウンセリング】を用いた科目名称で，シラバス展

開が「開発研究会モデルシラバス」に類似する内容の

ものがあった。

　【心理・カウンセリング】や【地域看護学】を用い

た科目をみると，【心理・カウンセリング】科目では，「自

己開発カウンセリング」「臨床心理学とは」「カウンセ

リングの理論（１）：精神分析」等，その科目の専門的

な内容を取り扱っているものが４大学中４大学という

結果であった。E欄の大学では【地域看護学】を科目

名称に用いていた。しかし，地域看護学は看護の専門

分野のひとつであり，【健康相談活動】を教える科目に

あって，【地域看護学】を科目名称に用いることは誤り

である。また，授業内容をみると「健康相談活動とは」

「健康相談活動の基本と諸理論」等【健康相談活動】に

関するものを取り扱っており，【地域看護学】という科

目名称と授業内容に齟齬がみられた。

２． シラバス類型化による【健康相談活動】の科目名

称・内容一致型の特徴

　「健康相談活動の理論及び方法（必修）」に相当する

科目で，〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉は，

前項に示したように23大学で，その内訳は教育系11大

学・看護系３大学・学際系９大学であった。

　これら23大学について，15回の授業展開全てのシラ

バス類型化を行った。その結果，「モデルシラバス完

全一致型」１大学（4.3％），「モデルシラバス内容一

致型」12大学（52.2％），「教科書一致型」２大学（8.7

％），「モデルシラバス内容一致・教科書一致混合型」

１大学（4.3％），「特異型」６大学（26.1％）となった。

このシラバス類型と科目名称・授業形態・開講時期・

C M Y K

今野.prn.dsv_2 Mon Mar 01 18:58:09 2010

表４　科目名称および科目内容の類型化における典型例
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表５　〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉：シラバス類型化と開講状況一覧

使用教科書についてまとめたものが表５である。

　科目名称については前項で述べたとおり，シラバス

類型との関係性は見られなかった。

　授業形態に着目した結果，「講義」のみの開講は23

大学中10大学（43.5％），ロールプレイングや討論，

サイコドラマ等を取り入れる等，演習や実習の学習を

組み合わせた「混合」の授業方法での開講は13大学

（56.5％）であったが，シラバス類型との関係性は見

られなかった。

　受講人数がわかったのは23大学中15大学（65.2％）

であったが，そのうちの８大学が40名未満での開講で

あり，30名以上では２クラス展開にする等，少人数で

の開講を工夫する状況を捉えることができたが，シラ

バス類型との関連は特に見られなかった。

　開講時期については，３年次開講が多かった。大学

特性では，教育系９大学（81.8％），学際系５大学（55.6

％）が３年次開講であったが，看護系は１年前期・３

年前期・３年後期に分散する傾向が見られた（表６）。

　19大学が教科書（１大学２冊以上の指定を含む）を

指定しており，「健康相談活動の理論と実際」13）９大

学（47.4％），「養護教諭の行う健康相談活動」14）６大

学（31.6％）等，いずれも「健康相談活動」の語句を

含む教科書であった。一方，資料を「適宜紹介する」

あるいは「配布プリントを使用する」等の指示がある，

教科書を指定していない大学も４大学（17.4％）で見

られた。シラバス類型と使用教科書についてみると，



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…144…－

C M Y K

今野.prn.dsv_3 Thu Mar 18 20:01:18 2010

表６　〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉の大学特性別からみた開講時期

「モデルシラバス内容一致型」では「健康相談活動の

理論と実際」13）が13大学中７大学（53.8％）にみられ，

「教科書一致型」では，「養護教諭の行う健康相談活動」

14）が２大学中すべてにみられた。

３． シラバス類型化による養護教諭経験の有無からみ

た特徴

　シラバス類型と科目担当者の養護教諭経験の有無等

についてまとめたのが表７である。

　科目担当者についてみると，専任教員による単独で

の担当は18大学（78.3％），専任教員および非常勤講

師との共同での担当は４大学（17.4％）に見られ，非

常勤講師のみの担当は１大学（4.3％）であった。専

任教員および非常勤講師との共同での担当は教育系に

多く，11大学中３大学（27.3％）に見られた。単独・

共同のいずれであっても，養護教諭経験のある科目担

当者（以下，養護教諭経験有群とする）は，23大学中

16大学（69.6％）と養護教諭経験のない科目担当者（以

下，養護教諭経験無群とする）よりも多くみられ，大

学系統別では教育系７大学（43.8％）・看護系２大学

（12.5％）・学際系７大学（43.8％）であった。

　シラバス類型と養護教諭の経験の有無には関連性が

見られ，養護教諭経験有に，「モデルシラバス完全一

致型」１大学（6.3％），「モデルシラバス内容一致型」

10大学（62.5％），「教科書一致型」２大学（12.5％）

がみられたのに比べ，養護教諭経験無では，「特異型」

６大学中４大学（66.7％）と多く見られた。

　また，養護教諭経験有では科目名称にも特徴がみら

れ，「健康相談活動Ⅰ」等のように数字が付されており，

必修２単位以外での開講がみられ，「健康相談活動の

理論及び方法」２単位の開講に加え，「健康相談活動

演習」「ヘルスカウンセリング演習」等の演習科目が

開講されていた。

　【健康相談活動】科目の授業のねらいおよび評価に

着目し，養護教諭経験の有無からみたところ，授業の

ねらいについては，「健康相談活動」「養護教諭の職務

の特質」「保健室の機能」などの平成９年保体審答申２）

に示された語句が，養護教諭経験の有無に関係なく23

大学中16大学（69.6％）に見られた。同答申２）に示さ

れている，支援のために必要な「関係者との連携」と

いう語句は，養護教諭経験有の１大学，無の１大学に

見られた。一方，ねらいに表現された語尾に着目する

と，養護教諭経験無では，「理解する」等の知識理解

に重点が置かれていたのに対し，養護教諭経験有では，

「理解する」に加え「説明できる」「考える」「力を養う」

等の表現が見られたのが特徴といえる。

　評価については，成績評価の方法を示したものは23

大学すべてにみられたが，ねらいや到達目標に応じた

具体的な評価方法や評価の観点は示されておらず，養

護教諭経験の有無による違いは見られなかった。

Ⅳ　考察

１．「健康相談活動」の意義

　後藤らの報告10）によると，科目新設当初，【健康相

談活動】を用いた科目名称は（選択・必修等の別なく）

49大学中15大学（30.6％）に見られた10）が，10年を経
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表７　養護教諭経験からみた科目名称と内容

た現在では（必修２単位分のみで）52大学中28大学

（48.3％）に見られ，増加傾向にあった。しかし，【健

康相談活動】の科目名称も科目内容も一致する〈【健

康相談活動】科目名称・内容一致型〉は23大学（44.2％）

と半数に満たなかった。また，15回の授業展開全てを

比較検討した結果，「開発研究会モデルシラバス」６）

と一致するもの（モデルシラバス完全一致型・モデル

シラバス内容一致型）は23大学中14大学（60.9％）で

あり，科目設定の趣旨15）がいまだに徹底されていな

いこと，養護教諭の行う健康相談活動の意義が十分に

理解されていないまま授業が行われていることが推察

された。

　1997（平成９）年の保体審答申２）では，養護教諭

の新たな役割が示され，「『新たな役割』で担うべき『カ

ウンセリング機能の充実』が示されたが，一般教諭や

スクールカウンセラーの行うカウンセリングとは違

い，養護教諭の職務の特質や保健室の機能を十分に生

かしたカウンセリングであることを強調し，これを『健

康相談活動』とした」16）ことに意義がある。つまり，【健

康相談活動】ということばに，余人では代替できない

養護教諭の役割が示されている。そのため，養護教諭

の【健康相談活動】について学ぶ科目でありながら，【健

康相談活動】を科目名称に用いないことや，科目内容

として正しく【健康相談活動】を扱わないことは，養

護教諭の現代的課題に対応できる専門性の高い養護教

諭を育てる上で不十分と言えよう。

　分類のひとつとして，科目名称に用いられていた【健

康相談】は，2009年４月施行の学校保健安全法第８条

に「学校においては，児童生徒の心身の健康に関し，

健康相談を行うものとする」ことが規定された。養護

教諭の行う健康相談活動はこの「健康相談」に含まれ

るものと考えられており，（財）日本学校保健会の報

告書11）では，「養護教諭が行う健康相談」という表記

がされている。しかし，保体審答申（1997）２）で定義



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…146…－

づけされた【健康相談活動】があり，これを受けて改

正された教育職員免許法の理念が反映された「健康相

談活動の理論及び方法」の科目に対し，【健康相談】

を科目名称に用いることは全く同じこととはいえな

い。

　また，【ヘルスカウンセリング】は，「精神的な緊張

などが原因となり，身体的な反応を表面に示してきた

ものに対して，面接相談を通して精神的な安定を得さ

せ，自己解決に，導き，それによって症状や苦痛を消

去しようとするものである。端的にいえば心身医学的

立場からする言語治療活動（psychosomatic… health…

care）」17）であり，「医学と心理学と教育学を修めた養

護教諭によってこそ完全に実践される」18）とされてい

たが，1997年以降「健康相談活動」ということばに代

わったのであり，「健康相談活動の理論及び方法（必

修）」科目の名称として不適当といわざるを得ない。

さらに，【地域看護学】や【健康】を用いた科目「健

康教育」等は全く異なるものである。

２． 「健康相談活動の理論及び方法（必修）」科目の位

置づけ

　「開発研究会モデルシラバス」６）は，健康相談活動

に深く関連する科目は既習したものとして作成された

ものであり，「たとえば専門科目では心身相関，解剖学，

生理学，看護学の知識・技術，教職では教育相談や生

徒指導などのカウンセリングの基礎知識と技術，発育

発達論などをすでに学んだ上での指導を計画すると授

業効果があがる」６）とされている。

　「健康相談活動の理論及び方法（必修）」科目は，時

期的に３年次開講が多く見られ，基礎科目ではなく，

むしろ応用科目として位置づけられていることがうか

がえた。つまり，大学入学後の早い時期から学ぶ一般

教養や，教職専門科目，専門教養などの学習の後に「健

康相談活動の理論及び方法（必修）」科目を履修する

ものとして位置づけられている。

　「健康相談活動の理論及び方法」と同様に1998年の

改正教育職員免許法で科目新設された「養護概説」に

ついて，斉藤ら（2008）12）は，「養護概説（必修）」の

開講時期は２・３年次に分散し「養護実習」前に履修

することを報告12）しているが，「健康相談活動の理論

及び方法（必修）」は，「養護概説（必修）」の開講よ

り遅い時期に開講することが推測された。なぜなら，

健康相談活動の特徴は「①養護教諭の職務の特質を生

かす，②保健室の機能を生かす，③関係者との適切な

連携を図る」19）ことにあり，養護教諭の職務の特質・

保健室の機能・連携に関する基礎的な理解が不可欠で

あることから，「養護概説（必修）」を学んだ後に開講

されることが適切である。

　時期だけではなく，授業方法からも，応用科目とし

ての位置づけが考えられた。授業の形態が「講義」よ

りはむしろロールプレイングや討論を取り入れる等，

演習や実習を組み合わせた「混合」での開講が多かっ

たことから，バイタルサインの測定等，専門職として

の理解・看護学的知識および技術・教職に関する知識・

カウンセリングに関する技術等が，基礎的な学習を学

んだ上での応用科目としての位置づけにあることを指

摘できる。

　また，指定された教科書は，「健康相談活動の理

論と実際」13）や「養護教諭の行う健康相談活動」14）（下

線は筆者が付加したものである）等の書名のものが多

かった。題名に，「実際」「養護教諭の行う」等の表記

があるように，これらの書籍には現職養護教諭が出会

う子どもに対して，健康相談活動をどのように展開す

ればよいかを提示している。たとえば，心因性喘鳴・

心因性腹痛・虐待等に関する事例について，その経過

と養護教諭のアセスメント・支援および対応・連携の

過程が具体的に示されている。また，日常の健康相談

活動を研究につなげる必要性とその例についてもふれ

ている。その他，養護教諭の健康相談活動に関する研

修についても紹介しており，現職養護教諭が活用しや

すいものであることが捉えられた。つまり，現職養護

教諭が参考に使用するような実践的な内容を取り扱っ

た図書が教科書として使用されており，学生が養護教

諭になったときに対応できるような応用科目として捉

えていることが把握できた。

　以上のことから，「健康相談活動の理論及び方法（必

修）」科目は，開講時期・使用教科書・授業方法等か

ら応用科目として養護教諭養成カリキュラムに位置づ

けられていることが考えられた。
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３． 「健康相談活動の理論及び方法（必修）」の目指す

もの

　科目担当者の養護教諭経験の有無に着目して分析し

たが，「授業のねらい」に示された1997（平成９）年

の保体審答申２）に含まれる語句の使用については大

きな差は見られず，共通して「連携」に関する記述が

少なかった。「養護教諭が，効果ある活動を行うには，

人々の力を統合・組織化をはかっていく「人々と連携

する能力」がより重要20）」であり，学校と家庭の協力

体制作りを基本に，よりよい連携づくりをしていく21）

ことが欠かせないことから，連携に関する養成教育の

充実の必要性が考えられた。

　また，ねらい達成の観点について，養護教諭経験の

有無で違いが見られ，養護教諭経験有の場合は，知識

理解だけでなく，「説明できる」「考える」「力を養う」

等の表現が見られ，これらを意識していることが捉え

られた。

　しかし，評価については，養護教諭経験の有無によ

る違いは見られず，成績評価の方法は示されていたが，

どのような健康相談活動の能力をどのように育てたい

か不明確であった。

　シラバス類型と科目担当者の養護教諭経験の有無と

に関連が見られ，養護教諭経験有のシラバスは「開発

研究会モデルシラバス」６）を生かした「モデルシラバ

ス内容一致型」が10大学（62.5％）であるのに対し，

養護教諭経験無では，健康相談活動に関するものとは

異なるものが混入している「特異型」が４大学（66.7％）

にみられた。授業のねらいには健康相談活動に関する

記述があったにも関わらず，具体的な展開内容の中に

健康相談活動以外のものが含まれていることは，養護

教諭独自の健康相談活動に対する理解が深められてい

ないこと，科目設置の意義が十分浸透していないこと

が捉えられた。

　シラバスから読み取る限界があるにしても，現在，

シラバス作成に関しては，「教員養成担当の教官の意

識改革に深く関わることであり，シラバスに講義内容

等を明示する。それらがどのくらいしっかりと実施さ

れているかも含めて学生に評価させる」22）ことが必要

とされている。「さらに，一部の大学では外部評価も

されている」22）現状もあり，科目担当者は責任を持っ

て講義内容を明示する義務がある。

　シラバス類型と教科書に関しても関連が見られた

が，シラバス作成に加え，使用教科書の選定や教材の

工夫も必要である。

　また，授業の形態について工夫が見られたが，「講

義形式からチュートリアル学習や事例研究などの問題

解決学習を採り入れていくことや，School-basedでの

養成教育の充実を図るなどの教育方法の改善が求めら

れるようになった」23）ことから，「健康相談活動の理

論及び方法（必修）」における授業形態に関するより

一層の工夫が必要であろう。

　なお，科目担当者の養護教諭経験の有無によって，

具体的な授業構成や展開に違いが見られたが，教職課

程認定基準（2006）24）では，養護に関する科目を担当

する教員は「当該科目を担当するために十分な能力を

有すると認められる者でなければならない」24）と規

定しており，科目「健康相談活動の理論及び方法」に

おいても，科目担当者は「健康相談活動」を教えるに

足る十分な能力が必要とされる。また，「健康相談活動」

が養護教諭固有の活動であること，「健康相談活動の

理論及び方法」が理論だけでなく実践方法や具体的な

支援方法を含むことを考えると，養護教諭経験を持つ

者が科目を担当する上での必須要件となることが示唆

された。

　養護教諭の養成は，「望ましい養護教諭像→養成制

度→養成教育の方向づけ→カリキュラムの策定→望ま

しい養護教諭像→養成制度→養成教育の方向づけ→カ

リキュラムの策定→望ましい養護教諭像…」という循

環によって進められるべきもの25）であり，その意味

においても，1997（平成９）年保体審答申２）や2008（平

成20）年中教審答申１）に示された養護教諭のあるべき

姿や役割を大切にし，養成教育の充実を図るべきこと

を指摘できる。

Ⅴ　まとめ

　本研究は，新設から10年が経過した科目，「健康相

談活動の理論及び方法（必修）」の開講状況を把握し

実態を明らかにすることを目的とし，質問紙および得

られた資料の分析から，以下の諸点をとらえることが

できた。
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１．…開講科目名称・科目内容ともに多様であり，「健

康相談活動」の科目名称および内容を示した〈【健

康相談活動】科目名称・内容一致型〉は23大学（44.2

％）と半数に満たなかった。また，開講時期は３

年次開講が23大学中16大学（69.6％）と多かった。

２．…〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉23大学

の内訳は，教育系11大学（47.8％）・看護系３大

学（13.0％）・学際系９大学（39.1％）に見られた。

一方，〈【健康相談活動】科目名称・内容不一致型〉

は看護系が多く11大学（61.1％）に見られた。

３．…〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉23大

学の15回の授業展開を「開発研究会モデルシラ

バス」6）と比較して類型化した結果，「モデルシ

ラバス完全一致型」は１大学（4.3％），「モデル

シラバス内容一致型」13大学（56.5％），「モデル

シラバス内容一致・教科書一致混合型」１大学（4.3

％），「教科書一致型」２大学（8.7％），「特異型」

２大学（8.7％）となった。

４．…シラバス類型と受講人数や開講時期については，

少人数での授業開講の工夫や，３年次開講という

特徴を共通してとらえることができた。しかし，

「モデルシラバス内容一致型」と「教科書一致型」

とで使用教科書が異なり，シラバス類型と使用教

科書との関連が把握できた。

５．…シラバス類型と科目担当者の養護教諭経験の有無

には関連性が見られ，養護教諭経験有の場合，「モ

デルシラバス完全一致型」１大学（6.3％），「モ

デルシラバス内容一致型」10大学（62.5％），「教

科書一致型」２大学（12.5％）であるのに比べ，

養護教諭経験無では「特異型」が４大学（66.7％）

と多かった。

６．…養護教諭経有の科目担当者には，授業を「理解す

る」だけなく「説明できる」「考える」「力を養う」

等を目指す表現が見られた。

７．…養護教諭経験の有無に関わらず，成績評価の方法

を23大学すべてで示しており，ねらいや到達目標

に応じた具体的な評価方法や評価の観点は示され

ていなかった。

　以上から，科目新設10年を経た現在においても，「健

康相談活動」の意義や科目設置の趣旨がいまだに理解

されていないこと，「健康相談活動」の意味そのもの

が理解されていないことが考えられた。しかし，健康

相談活動について一定の理解を示していると考えられ

た〈【健康相談活動】科目名称・内容一致型〉の科目

では，「健康相談活動の理論及び方法」（必修）科目を

基礎科目ではなく，むしろ教職や専門を学んだ上での

応用科目として位置づけていることがうかがえ，系統

的な科目の展開について示唆を得ることができた。

　また，シラバス類型によって使用教科書が異なって

いたことから，教科書の選定や教材に関する具体的な

工夫の必要性が考えられた。

　なお，シラバス類型と養護教諭経験の有無における

関連性が示され，養護教諭経験の有無によって授業内

容や展開等に違いが見られたことから，科目担当者の

能力について一考を要すべきであり，養護教諭養成と

いう視点および科目の特性から科目担当者を選任する

必要があることが示された。養護教諭養成は，養護教

諭のあるべき姿や役割を大切にし，養成教育の改善を

図るべきものであり，一層の充実が望まれる。
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養護教諭に対する保護者のクレームの考察
～養護教諭の看護能力に関する調査研究より～
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調査報告

Ⅰ　はじめに

　保健室へ来室する子どもの心身の健康課題が多様

化・複雑化し，児童生徒一人当たりの対応時間も増加

し，短時間では対応困難な事例が多い。保健室利用者

のうち救急処置の占める割合が高く，児童生徒の他に

教職員，保護者からの相談も多く，養護教諭は専門的

な知識が要求されている１）。また，学校管理下におけ

る児童生徒等の負傷・疾病の災害給付の対象となった

発生率は，年々増加傾向にある２）。養護教諭の職務に

おいて救急処置の占める割合は多く，昔も今も救急処

置に関する養護教諭の役割は重要である。救急処置は

養護教諭に期待する社会的ニーズが高く，「保護者か

らのクレームを受けた事例分析からの学校救急看護の

課題が挙げられている」３）。養護教諭は児童生徒の命

に関わり，校内で唯一医学・看護学の知識・技術を修

得した専門職として的確な判断や対応が求められてい

る。

　学校保健安全法第９条（保健指導）では「養護教諭

その他の職員は，相互に連携して，～中略～，当該児

童生徒等に対して必要な指導を行うとともに，必要に

応じ，その保護者に対して必要な助言を行うものとす

る。」とあり，保護者に対する確かな説明責任が求め

られている。

　ベナーは，「看護は，その実践の基礎となる知識（ノ

ウ・ハウ）を発展させなければならないし，科学的研

究や観察を通して，臨床の中に埋もれている専門技術

のノウ・ハウを記録し発展させなければならない」と

主張している４）。この観点から，養護教諭は，多くの

実践知から職務の基礎となる知識を学び発展させなけ

ればならないと考える。

　学習指導面，生活指導面の問題，学校管理・運営面

等，校長や教諭に関するクレームの先行研究は多数あ

るものの，養護教諭の受けたクレームに関しては，「学

校救急看護の諸課題と学会への期待」の特集論文の一

つとして「保護者からクレームを受けた事例分析から

の学校救急看護の問題と課題」３）があるものの研究論
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文は見あたらない。

　そこで，養護教諭に求められる看護能力に関する知

識と技術についての質問紙調査に伴って，養護教諭が

受けたクレームの自由記述の内容を基に，その原因，

誘因を探り，研究者一同でその対策を検討した。その

結果，経験知の積み重ねと養護教諭の資質向上の方向

性の知見を得たので報告する。

Ⅱ　研究方法

１．…調査対象：兵庫県，大阪府，愛知県，岐阜県，三

重県，奈良県，京都府に勤務する養護教諭800人

に対し調査し，393人（49.1%）の回収を得た。そ

のうち有効回答は374人であった。

２．…方法：郵送法により，養護教諭の職務における看

護能力について自記式質問紙を用いて2007年９～

10月に実施し，そのなかでここ２～３年の保護者

からのクレームを自由記述で求めた。

３．…倫理的配慮：研究目的，方法及び，データの処理

に当たってはコンピュータで処理するため個人の

情報は守られ，個人に迷惑をかけることはない等

を明記し，返送されたものをもって同意が得られ

たものとした。

４．…分析方法：質問紙調査への回答のうち，保護者か

らのクレームに関する自由記述のあった144人，

179件のクレーム内容を，研究者６人がブレイン

ストーミング（Brainstorming）で検討を重ねた。

保護者からのクレーム内容を分析し，クレームの

要因と対策について，根拠を明らかにしながらカ

テゴリー化を行った。

Ⅲ　用語の定義

１）…クレーム（claim）：広辞苑によると「異議，苦情，

文句」と定義しているが，本研究では「異議，苦

情，不平・不満，文句（常識では考えられないよ

うな文句を含めた）」と定義した。

２）…モンスターペアレント（Monster… parent）：向山

が「教室ツーウェイ」５）の中で「不当，不可解な

要求を，次々に担任，校長，学校につきつけてい

る保護者」と命名した和製英語である。

３）…行動しつつ考えること：患者や家族に対応するこ

とと，変わっていく状況が求められることと直接

結びつけたり，臨床的な仮説と期待が合致しない

ことに気づいたりする思考や行動のパターンや習

慣である６）。

４）…養護教諭の看護能力：養護教諭が学校保健活動を

推進するにあたり，必要な看護の知識と技術であ

る。臨床看護を業とする看護師独自の看護能力で

はなく，「教育」の要素を備えた「養護活動」に

必要な看護の知識と技術の力量をさす。養護教諭

の職務の保健管理領域でクレームの多かった「救

急処置に関すること」で述べられている学校にお

ける救急処置について，救急処置の目的，学校事

故の特徴，救急処置の内容，学校における救急処

置の対応，教職員の指導監督責任，学校における

救急処置・救急体制等７）を参考に研究者の経験

を基に協議し語句の定義をした。

Ⅳ　結果

１．調査回答者全体の属性

　本調査の属性は表１に示すように，経験年数は20

～ 29年の者が最も多く114人で全体の31%を占め，次

いで30年以上97人（26%），10 ～ 19年が67人（18%）

の順であった。

C M Y K
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表１　対象者の属性（ｎ=374）
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　現在の勤務校は，小学校が最も多く147人（39%），

次いで高等学校114人（31%），中学校88人（24%）の

順であった。養護教諭の免許所有は１種251人（67%），

次いで２種71人（19%），専修32人（９%）の順であった。

　平均年齢は43.7±11.2歳，経験年数は20.9±11.0年で

あった。

２．クレームの実態

１）クレームの経験について

　対象者374人中，クレーム経験者は144人であり，全

体の約４割にも達した。その内訳は表２に示す通り，

最も多かったのは20 ～ 29年で53人（37%），次いで30

年以上が37人（26%），10 ～ 19年で25人（17%）であ

った。

　現在の勤務校別では，小学校が最も多く66人（46%），

中学校40人（28%），高等学校37人（26％）の順であ

った。養護教諭の免許別では，１種102人（71%），２

種28人（19%），専修14人（10%）であった。

２）クレームの内容

　クレームの内容で多かったものは，「受診をさせな

かった」18件，「病院の選択に関するいちゃもん」９

件で合わせて受診に関するものが27件あり，「連絡が

ない・何もしてくれない」９件，健康診断の結果「う

歯の治療勧告や二次検査等において異常がなかったの

で，医療費を返せ，払いたくない」５件であった。「擦

過傷や打撲などのけがの過剰反応や不安」，「健康診断

の結果『肥満』」と決めつけた」，「救急車の要請」，「管

理職から連絡がない」等であった。

　救急処置では，「頭部打撲に関し受診の希望・受診

先の判断ミス」，「専門医の受診を怠った」等を合わせ

て21件，「骨折の判断ミス」13件，「外傷（切傷・眼な

ど）の処置の不具合」13件，「アセスメント及び処置・

対応の不具合（骨折の判断ミスや外傷以外）」13件，「救

急車要請の判断」６件であった。

３）クレームのカテゴリー化

　記述されたクレーム内容は，協議してサブカテゴリ

ーを抽出し，さらにカテゴリー化した。その結果を表

３に示した。カテゴリーは養護教諭の具体的な職務内

容でまとめられたが、養護教諭の対応への不当な要求

と考えられるクレームのカテゴリーは【モンスターペ

アレント】と命名した。

　最も多かったカテゴリーは【モンスターペアレント】

64件で，次いで【救急処置】62件，【救急処置以外の

対応】19件，【連携不備】17件であり，その他【情報

の取り扱い】，【健康診断】，【手続き】，【安全管理】，【そ

の他】であった。

⑴【モンスターペアレント】の実態

　【モンスターペアレント】は，５つのサブカテゴリ

ーから成り立ち，その内容は，［理不尽］25件，［過剰

な期待］21件，［過保護］８件，［過剰な介入・反応］

５件，［八つ当たり］５件であった。サブカテゴリー

の内容例を表４に示した。

　校種別では，小学校，中学校，高等学校共に［理不

尽］，［過剰な期待・要求］が１位・２位の上位を占め

た（表５）。

⑵【救急処置】の実態

　【救急処置】62件のうち，外傷が60件で，残り２件

は発熱時と体調不良時の対応の２件であった。外傷で

外傷部位の記述があるものでは，頭部10件，顔部（顔

面・眼・鼻部・耳）８件，上肢・手の指７件，下肢６

件，体幹部（首，脾臓，腰部）３件であった。頭部外

傷や骨折または骨折の判断ミス等，生命の危険や長期

療養を必要とする負傷が多かった。
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表２　対象者のクレーム経験（ｎ=144）
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表３　保護者からのクレームのカテゴリー（ｎ=176）
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表４　モンスターペアレントからのクレームの具体的内容
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表５　校種別モンスターペアレントのサブカテゴリー
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　クレームの内容は，症状に対する不適切なアセスメ

ントまたはアセスメントができない，処置の判断ミス，

病院の移送先の不満，説明不十分，救急車を呼んでく

れなかったなどであった。

　さらにクレームには至らなかったが，振り返って，

クレームになりかねない内容であると反省した記述が

６件あり，連絡・説明・知識不足による情報伝達のミ

ス，医学や看護学の知識や技術を必要とする内容であ

った。

３．必要とされるクレーム対策（必要な研修）

　保護者からのクレームで多かった【モンスターペア

レント】と【救急処置】の内容から，必要とされるク

レーム対策について，本調査の自由記述をもとに研究

メンバーが検討し，その結果を表６に示した。【モン

スターペアレント】では，「保護者・児童生徒への説

明や保健指導」に関する対策が必要と考えられた。【救

急処置】では，複数の問題が含まれる内容もあり，「ケ

アのアセスメント」，「病院受診の判断」，「処置・対応

の仕方」，「救急車要請判断基準」に関する対策等，研

修等が必要とされる件数が106件抽出された。養護教

諭に必要とされるクレーム対策は，教職員として保護

者・児童生徒に対しての説明や指導を適切にできるこ

と，そして専門職としての看護能力の研修が必要であ

ると判断した。

Ⅴ　考察

　質問紙調査の結果から養護教諭に対する保護者から

のクレームを中心に原因等を分析し，その対策につい

て検討した。筆者ら８）は「養護教諭の看護能力の調

査結果から，養護教諭の看護能力にはアセスメント能

力が不足しているため，救急処置時に自信を持って対

応できる者が少ない」ことを報告し，そのため，養護

教諭の看護能力向上にはアセスメント能力およびアセ

スメント能力に必要とされる解剖生理学や病理病態学

等の医学の基礎知識が必要であると指摘した９）。

　ベナーは，看護は実践の基礎となる知識を発展し，

さらに「看護は行動しつつ考えること」と主張してい

る６）。患者や家族に対応することと，変わっていく状

況が求められることと直接結びつけたり，臨床的な仮

説と期待が合致しないことに気づいたりする思考や行

動のパターンや習慣が必要であると述べている。この

ベナーの看護ケア理論は，養護教諭に必要な看護能力

においても同様なことが言える。

１．回答者の属性

　全調査有効回答者の約４割にクレームに関する記述

があった。質問紙回答者は20年以上の経験者が多く，

いわゆる「ベテラン」であった。過去のクレームは思

い出したくない者が多いと思われるが，回答者は保護

者からのクレームを前向きにとらえ自ら経験したクレ

ームを経験知の積み上げとして積極的にその対策につ

いて記述していた。例えば，「授業中骨折した生徒を

医療機関へ搬送付き添いしている間，保健室を保健部

教員に依頼していたとき，急性腹症（腎結石）の生徒

が来室しました。保健部教員と担任とで判断し，担任

が付き添って自宅へ搬送したが後日，保護者からなぜ

病院へ直接搬送してくれなかったのかとのお話を伺っ

たことがあります。幸い，その生徒は回復し，大事に

至りませんでしたが，単数での勤務校などで災害が重

なったときの救急体制について十分な配慮が必要と痛

感したケースでした。」という事例に示す通り，ベテ

ラン養護教諭は自らの経験知を基に行動を振り返り自

己分析し，救急処置における校内組織体制の改善に取

り組んでいると考えられる。つまり，ベテランは自分

自身では気づいていないが経験知というものを身につ
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表６　必要とされるクレーム対策（必要な研修）
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けていることが示唆される。これはベナーが，熟練を

要する危機管理能力として「迅速で多様な治療の実務

を適切に順序づけ管理すること，その状況の必要性に

応じてチームを編成すること，他職種のチームメンバ

ーの役割とタイミングを調整すること，個々人が熟練

した機能を最大に発揮できるよう職場環境を円滑にす

ること，適切な医療的方向性がない場合は経験に基づ

いたリーダーシップが求められること」６）等をあげて

いることと一致する。養護教諭は児童生徒と接する中

で経験したことの気づきを次への行動に活かした対応

をしていくことが多い。これは失敗を繰り返さないた

めの経験知の蓄積であり，自己の行動認識を高め，振

り返る事で，行動しながら考えることに発展させてい

ると考えられる。

２．クレームのカテゴリー

　【モンスターペアレント】と【救急処置】で全体の

７割を占め，養護教諭の職務である救急処置や日常の

保健室での出来事に起因するものが多かった。大谷10）

は，学校救急看護の実践力を培うものとして，『発育

発達過程にある子どもの理解』，『子どもの成長と健康

にかかわる要因の理解』，『養護実践の方法の理解』は

実践のために必要な知識･技術，学びの内容であり，

そのためのアイデンティティの独立，実地の体験・実

地研究が『学校救急看護学の実践力』であると示して

いる。

　【モンスターペアレント】の，理不尽，過剰な期待，

過保護，過剰な介入反応，八つ当たりの５つのタイプ

は，どこの学校でも，養護教諭以外の教員に対しても

見られる社会現象である。松田11）は，「小学校教員では，

『学校にクレームを言う保護者』が増加した，『自分の

子どものことしか考えない保護者』が増加したという

回答であった。さらに『学校にクレームを言う保護者

の増加』をとりあげ，教職員の年齢別意識では教員経

験が長い教員ほど『クレームが増えた』と感じる割合

が高い。中学校でもほぼ同様である。」と述べており、

養護教諭以外の教員も多くのクレームを受けているこ

とが示されている。

　一方、二番目に多かったカテゴリーである【救急処

置】へのクレームは，養護教諭ならではと言えるが，

正しい専門知識と的確な情報伝達や指導によって防ぐ

ことが可能である。頭部外傷や骨折・骨折の疑い等で

は，児童生徒の不安を取り除く看護能力の基本と適切

なアセスメント，適切な処置，事後の対応・確認（評

価）が必要とされる。特に首から上の負傷については，

保護者は過剰な不安を持つものである事を承知してお

かなければならない。【モンスターペアレント】の中

にも救急処置に関連する内容が多く含まれており，救

急処置が主な誘因のひとつとなっているといえる。こ

のことは，養護教諭の看護能力が大きく問われている

と言っても過言ではないと考える。

３．クレームの対策

　「処置に関するケア能力」「ヘルスアセスメント能力」

などを向上させるためには，最新の医学や看護学の知

識と技術に関する研修が必要であると考える。

　さらにクレームについて尾木12）は「親は，子供の

話を聞いたり，様子を見たりして，問題を察知すると

思う。したがって，子供にそれを伝える能力があまり

ないと，正しくない認識をもって，行動を起こすモン

スターペアレントになる可能性がある。」と述べてい

る。また，松田11）は「トラブル対応のための自己チ

ェックポイントは，保護者や子どもに心を寄せ「『共感』

し『「スピード』を持って直接顔を合わせる『面談』

で対応することはもちろんであるが，その反面，『ク

レームの背後に訴訟あり』という危機感をもって対応

する必要がある。」と述べている。

　保護者への説明に際しては，言葉の使い方如何で，

同じ状況でもクレームとなりかねない。保護者・児童

生徒への説明や指導に際して，クレームを防げるよう

適切に対応するためには，「問題を伝える能力」「問題

解決能力」などのコミュニケーション能力を高めるた

めの研修も必要である。

　本調査に記述されていたクレームの内容は，インフ

ォームドコンセントがとれていたとは思えないものが

多かった。医療の現場ではインフォームドコンセント

が常識であるが，学校においては充分に浸透していな

いのが現状である。中村13）は，「養護教諭は救急処置・

看護をするときに児童生徒の発達段階に応じて理解で

きるように説明することが基本となります。」と述べ
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ており，インフォームドコンセントは，コミュニケー

ション能力と合わせてクレーム対策に不可欠である。

　また保護者への啓発や親の気持ちに寄り添う心の大

切さは，コミュニケーション能力として重要であり，

ベテラン養護教諭は行動しつつ考えた経験知の積み重

ねによって体得していた。これらの経験知は後輩に継

承していくことが重要である。

Ⅵ　結論

　今回の調査は養護教諭の看護能力に関する調査研究

の一部として実施した内容であるが，養護教諭に対す

る保護者からのクレームを分析した結果、以下のこと

が明らかになった。

１．…クレームの内容は，病院受診希望や受診の判断・

医療機関の選択，骨折の判断ミス・骨折か捻挫か

の迷い，救急処置時のアセスメントの不具合，救

急車の要請判断等で医療・看護の専門性を問われ

たものであった。

２．…クレームのカテゴリーは【モンスターペアレント】

と【救急処置】で，７割を占めていた。また，【モ

ンスターペアレント】に分類した中には救急処置

が誘因と考えられるものが多く含まれ，養護教諭

の看護能力に関わるもので占められていた。

３．…【モンスターペアレント】は，［理不尽］，［過剰な

期待］，［過保護］，［過剰な介入・反応］，［八つ当

たり］の５つのサブカテゴリーに分類された。【救

急処置】では，外傷が主で，頭部外傷や骨折また

は骨折の判断ミス等，生命の危険や長期療養を必

要とする負傷が多かった。

４．…クレームの対策は，①コミュニケーション能力（連

絡・報告・説明・保健指導等の説明責任に関する

もの），②看護能力（負傷時のアセスメント，病

院受診の判断，処置・対応の仕方，救急車要請時

の正しい判断等），③養護教諭としての専門職者

の姿勢，④ベテラン養護教諭の経験知から「確か

な看護能力」と「教職員としての説明責任を伴う適

切な指導能力」を継承していくことが示唆された。

５．…クレームは，児童生徒の健康課題に適切に対応す

るために必要な新しい医学や看護学の専門知識と

技術の習得と，トラブルをクレームにしないため

の教職員の共通理解による工夫の必要性を示唆す

る教訓となるといえる。
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特別支援学校における「健康診断用手順書」活用に関する一考察
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キーワード：特別支援学校，健康診断，健康診断用手順書

実践報告

Ⅰ　はじめに

　特別支援学校は，視覚障害者，聴覚障害者，知的障

害者，肢体不自由者又は病弱者に対して，幼稚園，小

学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施すととも

に，障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立

を図るために必要な知識技能を授けることを目的とし

て設置されている。近年，特別支援学校に在籍する児

童生徒の重度・重複化が見られることや発達障害のあ

る児童生徒への教育的対応が求められるなどの状況の

変化をふまえ，一人ひとりの特別な教育的ニーズに応

えていくという特別支援教育の理念に基づき，教育が

行われている１）－３）。

　特別支援学校の児童生徒等の６割強は知的障害者が

占めているが，年々その割合は増加しており，複数の

障害や発達障害を有する者も多く在籍している。知的

障害について茂木は，「認知・言語・試行・推論・記

憶などの機能が全般的に遅れている状態があり，その

教育には具体的な物を見たり触ったり，指さしや目で

追って教える教育や実際的な経験を多く取り入れるこ

とが大切である」としている４）。また，自閉症などの

発達障害について上岡は，「知覚や認知、運動や言語

などの発達障害であり，特に認知の障害が強く，物事

を理解し意味を得ることができればパニックなどの不

適切な行動を軽減できる。」としている５）。特別支援

学校の児童生徒は，初めてのことや変化が苦手で，集

中が長く続かなかったり，判断力や記憶力に遅れが見

られたりする。また，行動の自己調整や対人関係がう

まくいかない場合も見られる。特に，学校で行われる

健康診断は，…年度初めの変化が多い時期に，騒々しい

集団の中で行われることが多く，時には手順や場所が

変更になったり，…医師や測定者が触れたり，器械・器

具が直接皮膚や粘膜に触れたりすることもある。その

ため，児童生徒にこれから行うことを分かりやすく提

示するなど適切な支援を行わないと，パニックを起こ

したり，その後の活動に支障が見られたり，後からフ

ラッシュバックが起きたりすることがある。特に自閉

症の児童生徒は，時間の概念の理解や感覚刺激への対

応が難しく，行動を組織化できにくいという特徴を持

っており，「TEACCHプログラム注）」をはじめとした

視覚的な教育支援が大変有効であり，多くの教育支援

（学習への支援）研究がなされている６）－10）。しかし，

自閉症の児童生徒が苦手な身体接触や言語の指示が多

い健康診断の支援についての研究報告11）－13）は少なく，

弱視や難聴，肢体不自由の児童生徒への支援や医療機

関での診療に関してのサポートの試みがいくつか報告

されているにすぎない14）－18）。
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　そこで，知的障害の子どもたちにも分かりやすい自

閉症の教育支援「TEACCHプログラム」のワークシ

ステム６）－８）を参考に，「視覚的情報」を生かした「健

康診断用手順書」を作成した19）。「健康診断用手順書」

とは，身体測定，視力測定，聴力測定，耳鼻科検診，

歯科検診，心臓検診，内科検診，眼科検診，レントゲ

ン撮影について，「何を」「どんな順序で」「どういう

ふうに行うのか」「終わりはいつか」を明確に写真や

簡潔な文字で表示したものである。

　本研究では，知的障害に加え自閉症が多く在籍す

るＡ大学附属特別支援学校に平成15年度に赴任した

筆者が，受診困難者が多い健康診断の現状を見て，

日々の教育活動にヒントを得て，児童生徒が見通し

を持って受診できる手だてとして「健康診断用手順

書」を作成し，平成16年度・17年度の健康診断の中

で試行した。そして，児童生徒の健康診断の受診状

況や健康診断に関わった担任教諭の意見を基に，「健

康診断用手順書」の有効性を明らかにすることを目

的とした。

Ⅱ　対象及び方法

１．研究対象

　研究対象は，平成15年度にＡ大学附属特別支援学校

に在籍していた小学部１年生から高等部１年生の中

で，平成16年度・17年度に健康診断を受診した46名の

児童生徒である。但し，視力測定や聴力測定について

は「健康診断用手順書」を使って測定をした28名，心

臓検診については平成16年度検診該当者の各学部１年

生と継続検診者の合計21名，レントゲン撮影について

は平成16年度撮影該当者の高等部１年生10名を研究対

象とした。また，それらの健康診断に関わった担任教

諭25名を研究対象とした。

　Ａ大学附属特別支援学校は､ 知的障害者対象の定員

制（小学部18名，中学部18名，高等部24名）の特別支

援学校である。知的障害に加えて，全体の59％が自閉

症（自閉的傾向を含む）を有し，小学部では約78％，

中学部では約62％を占める。また，疾病により通院中

の児童生徒が小・中学部では約39％おり，重度の知的

障害や発達障害を有する児童生徒の割合も多い。（表

１）。担任教諭の学部所属内訳は，小学部担当８名，

中学部担当７名，高等部担当12名である。

２．研究方法

（１）健康診断用「手順書」の作成と使用方法

　「TEACCHプログラム」の考え方を参考に，全ての

健康診断（身体測定，視力測定，聴力測定，眼科検診，

耳鼻科検診，内科検診，歯科検診，心臓検診，レント

ゲン撮影）の手順を写真及び文字で示したものをラミ

ネートし（Ａ４判），これを「健康診断用手順書」と

名づけ，漢字（ふりがな付き）とひらがな版をそれぞ

れ作成した（図１）。そして，平成16年度から，健康

診断の前日の帰りの会（希望があれば前々日から貸し

出し）にて「健康診断用手順書」を使って担任が健康

診断の予告をした。また，健康診断会場での待ち時間

にも担任が児童生徒に回して見せ、さらに検診時には

養護教諭は言葉での指示を控え，「健康診断用手順書」

の手順番号を指さしながら健康診断の支援を行った。

文字が読めない児童生徒については，担任教諭が校内

ネットワークに保存している「健康診断用手順書」の

写真部分を抜き出したり，児童生徒の特性によりアレ

ンジしたものを利用した。

表１　対象児童生徒の特性　n=46　（％）
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図１　健康診断用手順書（抜粋）



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…162…－

（２）「健康診断用手順書」使用後の追跡

「健康診断用手順書」使用前の平成15年度の受診状況

と「健康診断用手順書」を使用した平成16年度・17年

度の受診状況につき追跡調査を行った。受診状況の分

析には，健康診断の受診状況を次の４つのステージに

分け，担任教諭及び養護教諭が平成16年度・17年度の

受診状況を追跡調査した。

《受診状況の４つのステージ》

ステージ１：健康診断会場に入れない

ステージ２：健康診断会場でDrの前に立てない

　　　　　　測定器具が使えない

ステージ３：一部の健康診断はできる

ステージ４：一連の健康診断が全てできる

　また，「健康診断用手順書」の効果につき，担任教

諭25名にもアンケート調査を行った。調査項目は，「健

康診断用手順書」の効果の有無，効果があると思われ

る点，工夫を要する点，使用後の感想である。

　調査に当たっては，担任教諭に文書と口頭で本調査

の目的や方法を丁寧に説明するとともに協力を依頼し

た。また，プライバシーに配慮し，個人を特定しない

ように学部のみの記入とし，期限内に回収箱への自己

投函を依頼した。

　なおデータの分析にはSPSS…Ver12.0を使用し，カ

イ二乗検定を行った（有意水準５％未満）。

Ⅲ　結　果

１．健康診断の受診状況の変化

　平成15年度に在籍していた小学部１年生から高等部

１年生46名につき，「健康診断用手順書」を使った平

成16年度及び17年度の健康診断受診状況を担任教諭及

び養護教諭が追跡調査した（表２）。各種検診の結果は，

次のとおりである（図２～９）。

（１）耳鼻科検診

　平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒14名

は平成17年度には３名に減少し，平成15年度にステー

ジ３及び４だった児童生徒32名は平成17年度には43名

に増加し，有意差が見られた（p<0.01…図２）。

（２）歯科検診

　平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒10名

は平成17年度には２名に減少し，平成15年度にステー

ジ３及び４だった児童生徒36名は平成17年度には44名

に増加し，有意差が見られた（p<0.05，図３）。

（３）心臓検診

　検診対象者である平成16年度に各学部１年生と継続

検診者21名の中で，検査機関の好意により平成17年度

に再検査をした結果を加えると，平成16年度にステー

ジ１及び２だった児童生徒８名は平成17年度には２名

に減少し，平成16年度にステージ３及び４だった児童

生徒13名は平成17年度には19名に増加し，…有意差が見

られた（p<0.05，図４）。

（４）内科検診

　平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒６名

は平成17年度には１名に減少し，平成15年度にステー

ジ３及び４だった児童生徒40名は平成17年度には45名

に増加し，有意差が見られた（p<0.05，図５）。

（５）眼科検診

　平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒６名

は平成17年度には２名に減少し，平成15年度にステー

ジ３及び４だった児童生徒40名は平成17年度には44名

に増加したが，有意差は見られなかった（図６）。

（６）身体測定

　平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒５名

は平成17年度には０名に減少し，平成15年度にステー

ジ３及び４だった児童生徒41名は平成17年度には46名

に増加した（図７）。

（７）視力測定

　視力測定は，絵カードによるマッチング方式で視力

測定をした（ランドルト環を使った視力測定の意味が

理解できない）小学部14名と中学部４名の合計18名を

除き，「健康診断用手順書」を使って視力測定をした

小学部４名と中学部14名及び高等部10名の合計28名の

児童生徒につき実施状況を追跡調査した。その結果，

平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒６名は

平成17年度には２名に減少し，平成15年度にステージ

３及び４だった児童生徒22名は平成17年度には26名に

増加したが，有意差は見られなかった（図８）。
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（８）聴力測定

　聴力測定は，自閉症の特性である聴覚過敏があり乳

幼児用オージオメーター（聴力測定会場に入ってくる

児童生徒に30Hz・50Hz・70Hzを聞かせ反応を見る）

にて聴力測定をした小学部14名と中学４名の合計18名

を除き，「健康診断用手順書」を使って聴力測定をし

た小学部４名と中学部14名と高等部10名の合計28名の

児童生徒につき実施状況を追跡調査した。その結果，

平成15年度にステージ１及び２だった児童生徒８名は

平成17年度には２名に減少し，平成15年度にステージ

３及び４だった児童生徒20名は平成17年度には26名に

増加し，有意差が見られた（p<0.05，図９）。

（９）レントゲン撮影

　レントゲン撮影については，平成16年度は高等部１

年生10名が撮影該当者で，間接撮影は１回のみであっ

たが，翌月に直接撮影の生徒が１名いたため，１回目

に撮影困難であった生徒につき，直接撮影の生徒と一

緒に間接撮影をしてもらい，それを２回目の実施とし

た。その結果，１回目の撮影でステージ１及び２だっ

た生徒２名は２回目には皆無になり，１回目にステー

ジ３及び４だった児童生徒８名は２回目には10名に増

加した。

２． 「健康診断用手順書」の効用に関する担任教諭の

意見

　「健康診断用手順書」を２年間使用した後の平成18

年３月に，健康診断に関わった担任教諭27名に「健康

診断用手順書」の効果に関してアンケート調査を行い，

26名（96.0％）の回答があった。その結果，「健康診

断用手順書は有効」と答えた担任教諭は25名（96.0％）

で，「どちらともいえない」が１名であった。有効と

答えた理由としては，「予告が出来る」20名（80.0％）、

「手順が理解できる」20名（80.0％），「見通しがつく」

19名（76.0％）、「その他」10名（40.0％）であった。「そ

の他」の意見としては，「写真をアレンジして使って

いる」「文字のみ利用している」など個別の児童生徒

表２　健康診断受診状況　（％）
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図２　耳鼻科検診受診状況 図３　歯科検診受診状況

図４　心臓検診受診状況 図５　内科検診受診状況

図６　眼科検診受診状況 図７　身体測定実施状況

図９　聴力測定実施状況図８　視力測定実施状況
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の指導に役立てているという意見があった（複数回

答）。学部別に見てみると，小学部では「予告」や「見

通し」が62.5％と同数だった（複数回答）。中学部で

は「手順の理解」が最も多く（100％），「予告」（85.7％），

「見通し」（62.5％）と続いた（複数回答）。高等部で

も「手順の理解」が最も多く（100％），「予告」及び「見

通し」（90.1％）と続いた（複数回答）（表３）。

　工夫を要する点では「児童の特性に応じ写真やイラ

スト、文字の大きさなどアレンジできるとよい」があ

った。手順書を使った感想の自由記述欄には，「前日

に手順書で検診内容や手順を確認できるので，大変便

利」「手順書は個別に見れて，よく生徒たちは見ている」

「手順書を利用するようになり，検診を落ち着いて受

けることができるようになった」という意見があった。

Ⅳ　考　察

１．「健康診断用手順書」の有効性

　茂木は，「ＴＥＡＣＣＨプログラムを実施すること

で，これから行うべきことが分かりやすくなるので，

パニックが減り，いろいろな行動の力の獲得も促進さ

れる」としている20）。また，安倍らは，「予め予定を

伝えることにより，混乱からくるパニックを減らすこ

とができ，活動内容を組織化するためのワークシステ

ムの利用により，見通しを持った行動が可能になる。

伝える重要な４つの情報として『何を，どんな順序で，

どう行うか，終わりが分かる』よう支援をすることが

大切だ」としている６）。さらに，大屋は，障害児の医

療機関でのサポートについて，「医療の内容の理解，

検査前の手順の確認，待ち時間への配慮が大切であり，

特に器具を使う健康診断の場合は，事前に検診器具を

見せながら「手順書」で手順を確認すると，不安が軽

減する」としている17）。「健康診断用手順書」も同様で，

待ち時間や事前に「健康診断用手順書」を見せること

で，検診や測定内容が理解でき，手順が確認できるこ

とでスムーズに健康診断を受けることができるように

なると予測できる。

　今回，自閉症の教育支援法としての「ＴＥＡＣＣＨ

プログラム」の考え方を参考に，全ての健康診断（身

体測定，視力測定，聴力測定，耳鼻科検診，歯科検診，

心臓検診，内科検診，眼科検診，レントゲン撮影）に

ついて，「何を，どんな順序で，どう行うか，終わり

が分かる」ような「健康診断用手順書」を作成し，平

成16年度・17年度の健康診断に利用した後に，健康診

断受診状況を追跡調査し，その有効性を検証した。

　その結果，耳鼻科検診，歯科検診，心臓検診，内科

検診，身体測定，聴力測定については，ステージ１（健

康診断会場に入れない）及びステージ２（健康診断会

場で静止できない）の受診困難者がかなり減少し，そ

れぞれに有意差が見られ，「健康診断用手順書」の有

効性が認められた。これらの健康診断はいずれも，医

師や測定者が身体に触れたり器械・器具を使うもので

あり，自閉症が多いＡ大学附属特別支援学校では，そ

れまで受診困難者が多かったが，検診器具を見せなが

ら「健康診断手順書」を使って事前に説明をしたり，

健康診断直前や最中にも「健康診断用手順書」で何回

も確認し，終わりが分かることで，安心して健康診断

を受けることができ，受診困難者が減少したものと思

われる。

　次に，眼科検診は器械・器具を使わず自分の指で下

眼瞼を下げる方式の検診で，ベースラインの平成15年

度の受診困難者が少なく，「健康診断用手順書」の利

用によって受診困難者は減少したが，有意差は見られ

表３　「健康診断手順書」の効用　複数回答　n=25　（％）

C M Y K

大家.prn.dsv Mon Mar 01 19:26:51 2010
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なかった。また，視力測定は，年２回１つ文字のラン

ドルト環を用いた測定（遮眼は自分の手で行う）を行

っており，ベースラインの平成15年度の受診困難者も

少なく，「健康診断用手順書」の利用によって受診困

難者は減少したが，「健康診断用手順書」の有効性は

評価できなかった。さらに，レントゲン撮影について

は，「健康診断用手順書」の利用により受診困難者は

いなくなったが，対象者数が10名と少なく有意差の検

定ができなかった。

　

２.「健康診断用手順書」の利用を高める工夫

　佐々木らは，できるだけ余分な刺激を減らし，そこ

で行うことがはっきりとわかるような場面設定にする

必要があるとし，１つの活動から次の活動へと移行す

ることを助ける「スケジュール」との連動も大切であ

るとしている７）。また，堀江は，「障害の特性を知り，

その人に合った工夫や配慮が必要で，情報が理解でき

るように環境を整理し，分かりやすい形で情報を提示

することが大切である。」としている16）。「健康診断用

手順書」利用に加えて，児童生徒が健康診断会場へス

ムーズに移動できるように担任教諭と協力することが

大切であると思われる。

　さらに，北川は，「身体障害や知的障害がある場合

には，定められた方法では実施が困難なことが多いが，

様々な配慮や工夫があれば，検査や計測等が実施可能

となる。」としている15）。事前に検診器具を見せて「健

康診断用手順書」で説明を行うことに加えて，検診当

日は会場の温度や湿度，騒音などに留意し，会場の刺

激をできる限り軽減し，児童生徒が安心して健康診断

を受けることができるように，健康診断会場の整備も

大切である。また，検診会場前で待てない児童生徒へ

は時間の調整を行い，待ち時間が少なくなるような工

夫も大切であり，短い待ち時間の間に「健康診断用手

順書」を見せて，準備を行うことも効果的であると考

えられる。

３．研究の限界

　Ａ大学附属特別支援学校では，日々の教育活動の中

で様々な「手順書」を担任教諭が作成し，活用してい

る。一方，健康診断は，身体測定や視力測定，内科検

診を除き，ほとんどの検診が年１回しか行われないの

で，「健康診断用手順書」の効果判定には，日々の学

習の積み重ねや個々の成長発達も加味されると思われ

る。しかし，「健康診断用手順書」の効果以外の要因

や影響を検証することはできなかった。

Ⅴ　まとめ

　本研究では，健康診断の流れを分かりやすく伝える

「健康診断用手順書」を作成し，平成16年度・17年度

と使用した後に，健康診断の受診状況につき追跡調査

を行い，次のような結果を得た。

１．…耳鼻科検診，歯科検診，心臓検診，内科検診，身

体測定など器械・器具を使う検診においては，「健

康診断用手順書」は有効であった。事前に検診の

器械・器具を見せながら「健康診断用手順書」で

検診内容や検診手順を確認し，検診前や検診中も

「健康診断用手順書」にて手順を確認したため，

不安が軽減し受診困難者が減少したと考えられ

る。

２．…直接器械・器具が身体に触れない眼科検診や視力

測定では，ベースラインの平成15年度の受診困難

者が少なく，「健康診断用手順書」の利用によっ

て受診困難者は減少したが，「健康診断用手順書」

の有効性は見られなかった。また，レントゲン撮

影では対象者が少なく，「健康診断用手順書」の

有効性は判定できなかった。

３．…「健康診断用手順書」は，全ての健康診断に有効

ではなかったが，担任教諭の感想にあったように

検診前や検診直前，検診中にほとんどの児童生徒

が「健康診断用手順書」をよく見ていることから，

「健康診断用手順書」によって手順を確認でき，

見通しがつくことで安心して健康診断を受けるこ

とができたと思われる。また，知的障害や自閉症

などの発達障害の児童生徒の健康診断を行うに当

たっては，「健康診断用手順書」をはじめとした

視覚的構造化の他にも，健康診断会場の整備や児

童生徒の個別のスケジュールとの連動など，担任

教諭及び学校医との連携も大変重要と考える。
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注）…「TEACCHプログラム」とは、自閉症の人への支

援プログラムであり、「物理的構造化（場所と活

動の意味を一致させる）」、「時間的構造化（スケ

ジュールの利用）」、「ワークシステム（いつ、ど

こで、何を、どのくらい行い、終わりが分かる）」、

視覚的構造化（絵や文字を見ただけでも分かる）」

の４つの要素がある。
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北海道における初期の養護教諭養成に関する研究
～北海道立養護教諭養成所に焦点を当てて～

日形井香里，今野　洋子
北翔大学

Research…on…the…History…of…a…Yogo…Teacher…School…Established…
the…Early…Years…in…Hokkaido—Focus…on…the…Hokkaido…Yogo…Teacher…School
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Key words：Hokkaido,…Yogo…Teacher…School…Established…in…Early…Years,…License

キーワード：北海道，初期の養護教諭養成，免許

研究ノート

Ⅰ　はじめに

　戦後の食糧不足や栄養不足により，児童生徒の栄養

失調やトラホーム・シラミ等，疾病の蔓延が問題とな

り１）養護訓導の活躍が期待された。昭和21年２月，

文部省体育局長から各地方長官あてに「学校衛生刷

新ニ関スル件」が出され２），そのなかで養護訓導の

緊急な増員を勧告し養護訓導の１校１名配置が指示

された３）。

　日本はアメリカの連合国司令部（GHQ）の占領下

にあり，学校保健に関しては公衆衛生福祉局（PHW）

の指導を受けることとなった４）。なかでも養護訓導

に関しては看護科課長のオルト大尉の強い干渉を受

けた４）。

　そのため日本の養護教諭は，アメリカのスクールナ

ースと同一視され４）「看護婦免許」を基礎資格とする

必要があった。

　文部省（当時）は，養護訓導数を確保するため様々

な政策を行った。昭和22年９月には「養護教諭養成所

創設費並びに経常費補助規定」において，昭和22 ～

23年の間に新たに養護教諭養成所を開設する府県に対

し創設費補助規程及び事業費の国庫補助が行われた。

この養護教諭養成所創設費補助規程においてもGHQ

の方針により，養護教諭養成課程の中に「看護婦資格」

を取るコースを含まなくてはならなかった３）。

　また，昭和24年に制定された教育職員免許法にも

GHQの方針は貫かれていた。

　そのような方針に則り，岩手県・山形県は養護教諭

養成を開始した。

　一方，北海道の初期の養護教諭養成機関であった

昭和23年５月開設の北海道立養護教諭養成所（昭和

58年閉所）では，「高等学校を卒業した者」を入学資

格とし「養護教諭普通２級免許状」の取得が可能であ

った５）。北海道立養護教諭養成所においては，「看護

婦免許」を必要としておらずGHQの方針と異なる点

が見られた。

　そこで本稿では，昭和23年開設の北海道立養護教諭

養成所に焦点をあて，北海道における初期の養護教諭

養成について明らかにすることを目的とした。なお本

研究では，養護教諭の免許制度が占領政策によって歪

曲され，養成制度に大転換をきたした時代６）である

昭和20年代を“初期”と位置づけた。

Ⅱ　北海道立養護教諭養成所の開設

　昭和22年，学校教育法の公布により養護教諭の配置
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が義務づけられると，北海道においてもその養成の必

要性から７），昭和23年５月１日，学校教育法第83条第

２項により同法第４条を準用し北海道立女子医学専門

学校内に北海道立養護教諭養成所２年課程が併設され

た8）（資料１）。

　所長には，昭和23年北海道立女子医学専門学校の学

校長でもあった大野精七氏がむかえられた（図１）。

　北海道立養護教諭養成所は，入学資格を「高等学校

を卒業した者」とし「看護婦免許」を必要とせず「養

護教諭普通２級免許状」の取得が可能であった５）。

　しかしこれは，養護教諭養成に「看護婦免許」を基

礎資格とするというGHQの方針とは異なっていた。

　岩手県・山形県では，GHQの方針に則り「看護婦

免許」を基礎資格とする養成方法が採られていた。

　岩手県では，昭和23年に４年課程が開設され，はじ

めの３年間で「看護婦資格」を取得させた。

　山形県は，昭和24年に開設し２年課程で養成が開始

され，その間に看護婦免許状を取得させ養護教諭２級

普通免許状を修得させるコースであった。

　このことから北海道立養護教諭養成所は，GHQの方

針とは異なる「看護婦免許」を基礎資格としない点にお

いて独特の養成方法をとっていたことが把握された。

　昭和58年の北海道教育委員会中村龍一氏の次のよう

な発言から，「看護婦免許」を必要としなかった理由

が推測された。その内容とは「北海道立養護教諭養成

所は，大学の正規の課程で養成される養護教員の数が

不十分な場合に限り，５年ごとに文部省の指定をうけ

て設置が認められている臨時的教育機関であった９）」

というものである。このことから特別に設置が認めら

れていた臨時の教育機関であったため，「看護婦免許」

を必要とせず特例として認められていた可能性がある

と推測された。

　また教育職員免許法施行規則第22条において「大学

の正規の課程における養護教諭の養成数が不十分な場

合に限り，行うものとする10）」と定められていたこと

から，北海道立養護教諭養成所の開設に至ったと推測

された（資料２）。

Ⅲ　北海道立養護教諭養成所の教育課程

　北海道立養護教諭養成所は，「真理を追求する豊か

な学園11）」を教育目標として掲げていた。そして「動

的で知性のある養護教諭像を求めて＝積極的で，思い

やりのある養護教諭に＝11）」を養護教諭像とし教育が

進められた。

資料１　学校教育法（昭和22年）

資料２　教育職員免許法施行規則

C M Y K

日形井.prn.dsv Mon Mar 01 19:30:05 2010

C M Y K

日形井.prn.dsv Mon Mar 01 19:30:06 2010

図１　大野精七氏

（出典：北海道庁ホームページ：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/1FCE016E-
39D3-4220-A249-05365A9C7B06/0/ichiran.pdf，2009年８月１日）

（出典：石川謙：近代日本教育制度史料　第二十三巻，pp.56－57）

　（出典：石川謙：近代日本教育制度史料　第二十五巻，pp.56－57）
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　前項でも述べたように北海道立養護教諭養成所は

「養護教諭の数が不足していた場合に限り設置が認め

られていた臨時の教育機関」であったことから，教育

課程については設置者（道）より申請･許可のかたち

で進められた７）。

　また昭和23年の開設当初（２年課程）は，単位制度

はとられておらず大項目による履修分類と配当時間で

許可され，これにより養成所において履修科目の配分

が決められていた７）。このことについてまとめたもの

が表１である。

　昭和23年は，国民学校令の廃止により旧制度の養護

訓導養成関係の規則も廃止となり，新免許制度発足ま

でしばらく空白期間を生ずることとなっていた12）。こ

のことから昭和23年は，必要な教育内容が法律等によ

り明確に示されていなかったため，文部省に申請・許

可の形がとられ養成所において履修配分が決められて

いたことが推測された。

　１年次には，「国語」や「音楽」をはじめとする一

般教養科目６科目が開講され，教職専門科目について

は「心理学」・「教育学」の２科目で構成されていた。

また養護専門科目は，「解剖学」・「細菌学」等の13科

目であった。２年次は，一般教養は「音楽」１科目の

みとなっており，その他の６科目は「内科学及び看護

法」，「外科学及び看護法」などすべて養護専門科目で

あった。

　しかしこれらは，現在の免許法と比べると医学や看

護学系の科目が中心であった。昭和23年の教育内容と

現在の免許法に示されている教育内容との比較したも

のを表２に示した。

　その後昭和25年には，２年課程から４年課程に切り

替わり養護教諭１種免許状の取得が可能となった。最

初の３年間を札幌医科大学に委託し医学中心の専門教

科を履修し７），最後の１年間で養護教諭の専門科目を

履修するかたちであった（表３）。この理由として，

昭和23年開設時には制定されていなかった教育職員免

許法に則ったためと考えられた。本来教育職員免許法

では，１級免許状を取得するためには甲種看護婦を入

学資格とし１年間の教育を実施することとしていた。

しかし新制度による看護婦が得られるわけではなかっ

たことから，自ら看護婦養成を行い看護婦免許を取得

させ，その上に上積みして養護教諭養成を行うという

方法をとる以外に方法はなかった13）。

　このことから本養成所も４年課程のうちに看護婦及

び養護教諭の教育を行うこととなったと考えられた。

　昭和29年より「高等学校卒業者」を対象に再び２年

課程の短期養成が始まり14），４年課程に併置された。

併置の理由として，昭和27年教育職員免許法の改正に

より看護婦免許とは無関係の養成コースが新設される

こととなり，養護教諭の養成は極めて多様となった14）

ことが挙げられる。そのため養護教諭養成は「看護婦

免許」を必要とせず養成が可能となった。また昭和29

年，北海道における養護教諭の人数がまだ不十分であ

ったため早急な養成が必要であり２年課程が並置され

たと考えられた。

　昭和24年の中学校学習指導要領の一部改正により，

体育と健康教育が結合され保健体育となり保健に関し

ての指導の必要が生じた。また保健免許状取得者が少

数であった15）ことから昭和31年には，２年課程のな

かで「中学校教諭保健２級」の免許を併せて取得でき

ることとなった。これに伴い養護教諭養成に必要な科

目のほかに，中学校教諭保健２級免許状に必要な「保

健科教育法」「教育実習」などが組み込まれた（表４）。

「中学校教諭保健２級」の免許は２年課程のみで取得で

表１　北海道立養護教諭養成所の教育課程（昭和23年）

（出典：北海道札幌女子教員養成所：閉所記念誌，p.62）
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表２　養護に関する科目の比較

C M Y K

日形井.prn.dsv Mon Mar 01 19:30:06 2010

表３　北海道立養護教諭養成所の教育課程（昭和25年）

C M Y K

日形井.prn.dsv Mon Mar 01 19:30:06 2010

　　　　　　　　（出典：北海道札幌女子教員養成所：閉所記念誌，p.62）

表４　北海道立養護教諭養成所の教育課程（昭和31年）

C M Y K

日形井.prn.dsv Mon Mar 01 19:30:06 2010

（出典：北海道札幌女子教員養成所：閉所記念誌，ｐ.62）
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きることとなっており，併置の４年課程では取得する

ことができなかった。この理由として，４年課程では

札幌医科大学へ委託しており，中学校教諭保健２級免

許状を取得するための科目の追加が困難であったため

と推測した。

Ⅳ　学外実習

　昭和23年開設当初，北海道立養護教諭養成所では「看

護学臨床実習」「養護実習」「保健所実習」の３つの実

習が実施されていた。

　まず看護学臨床実習は，昭和24年10月下旬，６週間

にわたって北海道立医学専門学校付属病院において実

施された16）。看護学臨床実習の目的は「養護教諭の職

務を遂行する上に必要な看護知識及び技術を習得する

こと16）」とされ，昭和30年代には９科９週間，昭和40

年代には７科７週間という日程で実習が行われた。そ

の後，養護教諭の職務とのかかわりや実習内容の精選

など検討が加えられ17），昭和48年からは看護部指導の

もと１学年次１月から３月にかけて６週間の日程で実

施された（図２）。

　養護実習は，昭和24年８月下旬，札幌市立幌南小学

校において６週間実施した17）ことを始めとし閉所に

至るまで札幌市内の学校に依頼し実施された。養護実

習の目的は「養護教諭の職務の概念を体験を通して具

現化すること17）」とした。実習の時期は２年次に設定

され，健康診断等保健関係行事の集中する４月下旬か

ら５月中旬にかけて行われた17）。養護実習の目標とし

て「学校保健の各分野における養護教諭の果たすべき

役割を実務を通して理解する」「学校教育のしくみと

機能を理解する17）」を掲げた。養護実習は，各実習校

の実習計画に基づき，健康診断を中心とした保健行事

の運営，養護教諭の行う日常活動，保健の観察・参加・

実習，教員としての勤務の実際など17）にわたり現在

の養護実習のかたちがすでに確立していたことがわか

った。

　昭和31年，中学校教諭保健２級免許状の取得が可能

になり，当初，養護実習は教育実習も兼ねて養護・教

育実習として６週間の中に含めて実施されていた17）。

　しかし昭和46年になると，保健の免許取得は実習の

充実を期し別に教育実習として行われることとなっ

た。この保健の免許取得のための教育実習は，８月下

旬から９月下旬にかけて４週間行われた。教育実習の

目的として「教育の現場における教職員の勤務及び生

徒との接触を通じ，中学校の保健科教諭としての必要

な資質を養うこと17）」を掲げていた。

　保健所実習は公衆衛生学の一環として「保健所の機

能と業務を理解し，地域保健の実際について学ぶとと

もに地域保健活動と学校保健活動の役割と関連につい

て学ぶ18）」を目標とし行われた。昭和24年９月，第１

回目を札幌保健所において３日間実施してから閉所に

至るまで札幌市各保健所及び公衆衛生部保健予防課の

協力を得て実施された。実習においては，保健部の活

動を中心に外来業務及び各種検診業務・クリニック・

相談事業など保健所業務全般について学習した18）。

Ⅴ　北海道立養護教諭養成所の卒業生

　北海道立養護教諭養成所は昭和23年５月１日開所以

来，昭和58年の閉所に至るまで1,082名の卒業生を世

に送り出した９）。北海道立養護教諭養成所は開設当初

の入学定員を50名としていた。

　第１期卒業生は，高井キクエ氏１名であった（図３）。

その第１期入学試験は，洞爺の教員保養所にて面接が

実施された。

　第１期卒業生について高井キクエ氏は，閉所の際に

行われた講師や卒業生が集まった座談会で，「養護教

諭として入学したのはもう一人いたんです，釧路の方

から。…（略）…もう一人の方とは冬休みぐらいまで

図２　看護学臨床実習の様子

（出典：北海道札幌女子教員養成所：閉所記念誌，ｐ.64）
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一緒だったんですが，本州の方に行かれてそのまま戻

って来られなくて，私一人になった訳です19）」と発言

していることから，他にもう１名第１期入学者がいた

ことが把握できた。その１名は，昭和23年の冬，本州

へ渡ったため第１期卒業生は１名となった。

　高井キクエ氏は「実際にあのころは，学校というと

ころは，教育ではなく看護技術を身につけることを望

んでいたように思います20）」と当時の学校現場が養護

教諭に求めるものは教育職員としての立場ではなく，

処置対応のできる学校看護婦的な存在であったことを

振り返っている。このことから，「看護婦免許」を必

要とせず，学校保健の草分け的存在として出発した養

成所であったが，学校現場では養護教諭を学校保健の

推進者としては見ていなかったことが推測された。

　高井キクエ氏は昭和24年度に卒業した後，就職と同

時に北海道養護教員会の会員に加わり21），新卒の養護

教諭として札幌市立北九条小学校に赴任した。赴任先

の札幌市立北九条小学校では北海道教育委員会より

「健康モデルスクール」の指定を受け21），昭和30年に

は「北海道健康優良学校」として表彰を受けるなど健

康教育の推進に努めた。

　第１期生の後，第２期生は８名，第３期生は15名と

50名の定員に達することはなかった。しかし養成所が

存続した理由として，昭和23年北海道における養護教

諭免許の有資格者が180名中約５名と極端に少なかっ

たためと考えられた。また北海道における養護教諭養

成機関は，昭和40年に北海道教育大学養護教諭養成所

において養護教諭養成が開始されるまで北海道立養護

教諭養成所のみであった。そのため，北海道立養護教

諭養成は北海道における養護教諭養成に欠かすことが

できない存在であったと考えた。

Ⅵ　おわりに

　本稿では，北海道における初期の養護教諭養成を担

った北海道立養護教諭養成所について開設当初の教育

課程や実習内容が明らかとなった。また北海道は，養

護教諭養成に「看護婦免許」を基礎資格としない点に

おいて，異例な養成方法であったことが把握できた。

今後は，北海道における養護教諭養成に携わった人物

についてさらに研究を深めたい。

付記

　本稿の一部は2009（平成21）年10月11日に行われた

日本養護教諭教育学会第17回学術集会（弘前大学）に

おいて報告したものである。
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学術集会報告

第17回学術集会（弘前）を終えて　―津軽の秋が輝いた―

学会長　面澤　和子（弘前大学教育学部）

　第17回学術集会は，弘前大学文京町キャンパス（総

合教育棟）で，2009（平成21）年10月10日（土）～

11日（日）に開催されました。学術集会前の数日間，

大型台風18号の上陸によって開催が危惧された時期が

ありましたが，台風は10月８日（木）夕方に三陸海岸

沖に抜けました。開催期間中は穏やかな天気に恵まれ，

正門と入口前に設置したピンク色の看板が青空に映え

ました。また世界的，全国的な新型インフルエンザ

（H1N1）流行の影響も不安要素の１つでした。全国の

学校で養護教諭は感染症対策に追われていたため，学

会への参加者数が少ないのではないかと予想しまし

た。しかし，参加者は約280名で，第16回学術集会（岡

山大学）のように大規模な集会ではありませんでした

が，東北地方で行われた学会としては，まずまずの規

模でした。会場の出入り口に設置した消毒薬もそれほ

ど使われず，新型インフルエンザの影響はあまり感じ

られませんでした。

　一日目は，一番大きな第一会場（300席）が一杯に

なる盛会ぶりで，弘前大学の学生達は第２会場のビデ

オの同時放映を視聴しました。メイン会場の真剣な議

論や熱気は学生達の大きな学びになったようです。

１．学会のメインテーマは「養護教諭の実践を問い直

す―教育改革の中で―」としました。2007年度から特

別支援教育が開始され，中央教育審議会の答申（2008），

学習指導要領の改訂（2008－小・中学校）がありまし

た。また法律改正により，学校保健法の名称が学校保

健安全法に改正されました（2009年度施行）。企画の

意図は，教育の変化の方向を批判的にとらえ，養護教

諭の実践はどうあるべきかについて，原点に立ち返っ

て考えてみる必要があるのではないかということで，

実践の原理，実践の問い直し，養護教諭養成の歩みを

辿ることを軸に構成しました。そして弘前だからでき

る歴史的な学会にしたいと願いました。

２．１日目：学術集会前の午前中に，学会理事会主催

のプレコングレスが開催されました。運営責任者の三

木とみ子先生を中心に，「『養護教諭の専門領域に関す

る用語の解説集』の検討－パート３－」として，現在

の解説集の第二版の発行を目指して，用語の解釈やと

らえ方について意見交換が行われました。

　○学会長基調講演は「日本の養護教諭と諸外国のス

クールナース」です。日本の養護教諭のユニークさや

養成内容について，諸外国のスクールナースと比較し

て話しました。養護教諭は教員であり，ヘルスプロモ

ーションの中核的役割を担い，保健に関する多様な機

能を果たしているジェネラリストで，継続的に子ども

たちの健康問題に取り組んでいること等です。座長は

理事長の後藤ひとみ先生にお願いしました。後藤先生

とは，鎌田，天野先生と共に英国・カーディフ市（1999）

の国際スクールナース学会に参加しました。

　○特別講演は盛昭子先生の「実践を支える『養護の

原理』を求めて」です。亡くなられたお母様の介護を

通して，若い頃に養護教諭として勤務されていた小学

校での児童への関わりと，小倉学教授の教えであった

「ヘルスニードの共通化」の大切さを改めて思いだし，

そのためには，思考過程に裏付けられた養護活動過程

が大事であることを強調されました。また「養護教諭

のつかさどる養護」の原点はカントの教育理論ではな

いかという仮説を明らかにしたいと考えていること，

本学会の成果を教育改革の方向性に提言していくこと

が求められていると期待を述べられました。座長は国

立養護教諭養成所時代から，研究仲間として共に養護

教諭養成教育に関わって来られた元愛知教育大学教授

で，前弘前大学教授の天野敦子先生です。

　○佐藤三三先生（弘前大学）の教育講演「教育改革

の意味するもの－子ども・学校は今－」では，バブル

経済崩壊後の2000年代以降，競争原理が導入され，学

校は子どもたちに未来を約束する場ではなくなり，家

族も安心の場ではなくなったこと。子どもたちには癒
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しやケアが重要であり，子どもをトータルにみる養護

教諭の役割が重要になってきたことを話されました。

座長は小林央美先生（弘前大学）です。

　○シンポジウム「養護教諭の実践をふりかえって―

見えてくるもの―」は，中心企画の１つです。コーデ

ィネーターには中安紀美子先生（前徳島大学），シン

ポジストには現職の養護教諭３名と，経験者と養成側

の両方の立場に立てる三木とみ子先生（女子栄養大学）

をお願いしました。各シンポジストは，中安先生から，

各自の実践や自分自身をふりかえって（自己省察），

問い直した時の思い，また，これまで培ってきた理論

知や経験知を異なる子どもの状況に適用する新たな創

造のプロセスをリアルに語ってほしいと要望されまし

た。各シンポジストが真剣に悩み考え抜いて発表して

いる様子が伝わり，会場全体に良い意味の緊張感が漂

って，真剣な議論になりました。良い１日の締めくく

りになりました。

　○懇親会：プロの多田あつし氏他の津軽三味線演奏

と学生サークルの演奏を楽しんでいただけたことと思

います。本学部の冨田晃先生（三味線も演奏）の映像

（青森県の四季）と津軽三味線とのコラボレーション

企画でした。食事も弘前大学生協スタッフが総力を挙

げて選んだ郷土料理を用意しました。参加者の皆様に

癒しと交流の機会になったことと思います。最後に楠

本久美子次期学会長（四天王寺大学）からご挨拶をい

ただき，すでに事務局のチーム体制が準備されている

ことに力強さを感じました。

２．２日目：午前中は一般演題発表でした。口演30，

ポスター発表19と例年より多くの研究発表があり，抄

録集に厚みが増しました。発表の内訳は，養護教諭の

発表が15，現職を含む大学院生の発表が６で，全体の

約４割を占めました。５つの発表会場では，熱い議論

が交わされました。発表者の研究意欲，パワーに敬服

するとともに，活発な議論を組織してくださった座長

の皆様に感謝申し上げます。また午前の最後に，学会

活動委員会の「養護教諭の職業倫理綱領」についての

１年次報告（中村朋子先生）がありました。

　○テーブルセッションは，１「特別支援教育をもう

一歩進めるために」，２「発達障害への対応を探る」

の２つのテーマをとりあげました。特別支援教育の経

験豊かな現場の研究者である中村修，佐藤忠全の二人

の先生に，養護教諭がどう関わり，対応すればいいの

かについて講話と何でも相談的なコーナーという企画

でお願いしました。今，現場でまさに直面して困って

いる問題に対して，明るい雰囲気の中で適切に助言が

なされ，お二人の説明に納得し，展望をもてた参加者

が何人もいて，とても好評な企画でした。セッション

２が総会開催時間帯と重なりましたが，空いた時間帯

の非学会員向けのサービス企画として行いました。

　○ミニシンポジウム１「思いを語る―養護教諭養成

のこれまでとこれから―」は，大谷久子先生をコーデ

ュネーターとして，長い間，全国の養護教諭養成の研

究運動の中核を担ってこられた石原昌江，松嶋紀子，

堀内久美子の先生方に思いを語っていただき，フロア

からの盛，中安，天野先生などの発言と共に，若い研

究者に養成の歩み（歴史）を伝えていただきたいと考

えました。若い先生方から学びの機会になったという

感想が語られました。最近，これまで養成や研究の中

心を担ってきた先生方がどんどん退職されて，大きな

変わり目を迎えています。今回しかチャンスはないか

もしれないという思いで企画しました。

　○ミニシンポジウム２「虐待をめぐる最近の動向―

養護教諭としてどう関わるか―」は，現代の課題とし

て取り上げました。シンポジストは「キャプネット・

みやぎ」の弁護士と相談員の方，弘前児童相談所所長

の三人，座長は山崎隆恵先生にお願いしました。

　○ランチョンセミナー：羽二生邦彦先生は「低身長

児の診断－特に遺伝子異常による低身長児について」

で，専門的な内容について多くのケースや最新理論，

診断をユーモアを交えてわかりやすくお話ししてくだ

さいました。座長は佐藤雄一先生（弘前大学）です。

　お弁当は，青森県の郷土料理を取り入れた大学生協

の試作品に注文をつけて事務局が厳選しました。お土

産として買っていかれた方がいたくらい好評でした。

　○「学会と理事の紹介タイム」：学会と参加者の距

離を縮めるために，ランチョンセミナーの直後で総会

前の５分間という短い時間を利用して設けました。参

加者に理事が自己紹介し，後藤理事長が学会の活動を

紹介しました。

　○抄録集：少しこだわって作りました。見やすい，
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必要な情報が盛り込まれている，ヘッダー（日時，場

所）をつけることです。表紙は，津軽らしさを感じさ

せる弘前城，岩木山，白鳥を入れて，基本カラーのピ

ンク色でまとめました。残念なことに，印刷部数が

350部だったため，残部がなくなり，入手したいとい

う要望に応じることができませんでした。

　最後に，本事務局からの度重なる質問に丁寧に回答

してくださった後藤理事長や理事の皆様，温かい励ま

しとお心遣いをくださった前学術集会学会長の高橋香

代先生と前事務局の皆様に心から感謝申し上げます。

また，参加者の皆様には温かい励ましのお言葉，あり

がとうございました。
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【学会長基調講演】

日本の養護教諭と諸外国のスクールナース

学会長　面澤　和子（弘前大学教育学部）

はじめに

　諸外国との比較研究を始めた目的は，子どもたちの

健康づくりに取り組む日本の養護教諭の仕事のユニー

クさや養成教育のあり方を明らかにしたかったためで

ある。筆者が養護教諭養成に関わり始めたのは1978年

からである。当時の養護教諭は現在と比べて社会的な

認知度や評価が低く，時には孤立感を抱き，自信が持

てない存在であった。諸外国における同様の職種と比

較検討することで，その独自性を明らかにしたいと考

えた。

１．これまでの外国との関わり

　諸外国のうち，主としてアメリカ（以後，米国）を

研究した。理由は，米国は他の多くの国と比べて学校

保健の枠組みが明確で，養護教諭と対比されるスクー

ルナース（SN）の活動が活発だからである。そこで

現在，その他の国々の研究を進めている研究者の，一

層の研究の推進を期待している。

　＜具体的な関わり＞（1980年）米国３ヶ月滞在（コ

ロラド州デンバー市）小・中・高・大学他を訪問。（1994

年～３年間）米国テネシー大学マーチン校との協同研

究（統合教育）。（1996年10月～ 1997年７月）在外研

究で米国・コロラド州立大学（UC）・看護学部・学校

保健講座で客員研究員。Judy…B.… Igoe氏と研究。その

後，カナダ，イギリス，オランダ，フランス，スイス

で関係機関の研究者を訪問した。

　主な参加（発表を含む）学会は次のとおりである。

（1995，2001年）15th,17th…IUHPE（国際健康教育学会（幕

張，パリ））。（1996年～）72nd…ASHA（米国学校保健

学会）。（1997年～）NASSNC（米国スクールナース

コンサルタント協議会）。（1997年）29th…NASN（全米

スクールナース学会）。（1999年～）10th…ISN（国際SN

学会：イギリス・カーディフ）。

２．養護教諭の英語名は何か？

　20名ほどのスクールナースコンサルタントにYogo…

teacherも含めて，養護教諭にふさわしい英語訳につ

いて質問し，以下の名称をさすだろうという回答を得

た。１）Health… Promotion… Educator，２）School…

Health…Educator，３）Wellness…Educator（or…Teacher），

他。

　Yogoの意味が明瞭で，他になければYogo… teacher

も日本に特有の名称なので良いのではないかというア

ドバイスをASHA他でスクールナースコンサルタント

から受けた。課題は，Yogoの意味が説明できればと

いうことであった。

　日本学校保健学会でも，研究者の間で議論されてい

た。養護教諭に該当する職種は，欧米，アジアを含め，

多くの国では“school… nurse”である。養護教諭は，

他の国にはない日本特有の職種であり，「スキヤキ」，

「畳」，「柔道」，等々，外国に浸透している日本特有の

文化や物を表現する言葉がすでにある。養護教諭の独

自性を表す英語名はないと判断し，日本養護教諭教育

学会では“Yogo…teacher”を採用した（2001年）１），２）。

３．養護教諭とスクールナースの専門性の違い

　［米国スクールナースの実践基準］：米国の最初のス

クールナース（リナ・ロジャース）は，1902年10月～

ニューヨーク市で勤務した。2002－2003年には米国ス

クールナース100周年記念を迎えた。表１－１は，「米

国学校看護実践の基準」，表１－２に「専門的職務遂

行の基準」３）を示したが，これはNASN（全国スクー

ルナース協会），ANA（アメリカ看護協会）が共同し

て作成したものである（2005（1983，1993年版を改訂））。

　［養護実践の過程］：表２は『養護学概論』（1999）

に示された養護実践（目的意識的な養護活動）の過程

を示したものである４）。これは日本学校保健学会「養

護教諭の養成教育のあり方」協同研究班が養護教諭の
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活動過程５）を明確化したものである。２つを比べる

と「看護基準」と「養護実践」の基本的な過程は同じ

である。米国は基準５「実行する」の具体的内容や，

専門的職務遂行の基準を示している点で職務の検討が

進んでいるように思われる。しかし日本の養護実践の

過程は，各段階間の双方向性について詳細に検討され

ている。ただし養護実践の過程は，研究者によって作

成されたものであるので，養護教諭の団体としても独

自に研究を行い，作成することが望まれる。

４．米国スクールナースと養護教諭の仕事の比較

１）調査：日米の調査結果があり比較できるため，10

年前の比較結果を表３に示した６），７）。

　米国ではこのあと３回調査を行ったが，日本で行わ

なかったため，比較を示せなかった。

　調査時期は以下のとおりである。

・米国スクールナースコンサルタント（1997.4－6），

・日本の養護教諭（1998.4－6）。

２）重視する活動の違い：アメリカでは「様々なヘル

スサービスを行うこと」「重大な健康問題をもつ児童

生徒の保健管理計画を作成すること」「健康記録カー

ドや保健調査票の管理」「子どもたちの健康問題の追

跡」，日本では「保健教育／ヘルスプロモーション」「ヘ

ルスカウンセリング」「応急処置」「学校保健諸活動の

計画と組織作り」などが重視されていた。

C M Y K
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表２　養護実践

C M Y K

面澤.prn.dsv Mon Mar 01 19:32:29 2010

表１－１　米国の学校看護実践の基準１） 表１－２　米国の専門的職務遂行の基準
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５． 養護教諭と米国スクールナースの養成カリキュラ

ムの比較８）９）

１）…日米の養成カリキュラムの質問紙調査（1997年）：

対象は以下のとおりである。

　　米国（1997）：…カリフォルニア州10校，ペンシル

バニア州15校のスクールナース

　　… … 　…養成大学教員，

　　… … 　…計25名（回収数（率）23名（92％））。

　　日本（1999）：…日本教育大学協会全国養護部門の

大学11校の教員，

　　… … 　…計40名（回収数（率）25名（63%））。

２）結果：図３に示したとおりである（図の番号は引

用文献と同じ）。カリキュラムの比較結果は，44内容中，…

21内容に日米間で有意差が見られた。有意差の見られ

た内容のうち，日本に多かった内容は２つで「薬理学」

と「教育心理学」であった。米国に多かった内容は19

あり，「22特別なニーズをもつ子どもの健康問題」「28

特別なニーズを持つ子どもの把握，ケア，サービス」

をはじめ，特に「障害児関連の法律」「37家族社会学・

心理学」「38家庭内暴力」「39教育委員会主催の行事へ

の参加や仕事をする」「40国際化に伴う子ども・家族

への文化的配慮」「41貧困，人種差別，社会的暴力」「42

活動資金の獲得」「43要求実現の請願活動」等であった。

これらは調査当時，日本ではほとんど開講されていな

かった。実際的な内容や複雑な家庭・社会的問題を持

つ子ども達，障害児への対応など，米国のかかえる問

題の深刻さが反映されていた。しかし，今の日本の社

会状況や子どもたちの抱える健康問題を考えると，そ

れらは必要な内容であり，カリキュラムは時代の要請

によって変わる必要があると考える。

６． 日本の養護教諭の機能と役割（仕事）の特色～ス

クールナースと比較して

　以上の調査及び訪問して得た情報から考察すると，

養護教諭がスクールナースと異なる特色は次のような

点である。

１）…教員であり，ほとんどの学校に配置されて勤務し

ていること。複数配置もある。

２）…対象者は，保健室来室者，疾病・傷害のある子ど

もたちに対応することはもちろん，全校のすべて

の子どもたちであり，保健教育や委員会活動も指

導していること。

３）…学校におけるヘルスプロモーションの中核的役割

を担って，健康づくり，安全の確保のために，教

職員，保護者，さらに他の専門職種・機関と連携

し，調整を行う。

４）…保健に関する多機能な仕事を行っており（救急処

置，健康相談活動，学校保健コーディネーター（保

健主事），ソーシャルワーカーなど），広い領域の

高い専門的資質が求められている。スクールナー

スと比べてジェネラリストと言える。

５）…養護教諭は同じ学校に毎日勤務しているので，子

ども達の状況や変化を継続的に把握できる事であ

り，様々な方法で健康問題を把握し，解決に向け

て働きかけることができる。日本の保健室は落ち

着いており，受容的な対応が多いと感じられる。

　　…アメリカのスクールナースは配置率が低く（エイ

ドはいる），一人で数校を担当していることが多

く，勤務時間が限られることから，どうしても対

応に制約があり，書類の管理，病院への問い合わ

せ等の仕事が多い。オフィスを訪問する児童生徒

C M Y K
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表３　スクールナース（SN）・養護教諭が行う最も重要と考えられる活動（13項目中, ４つ選択）
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図３　大学他の養成プログラムに含まれている授業内容の比較
（複数回答，*:p<0.05，**:p<0.01，***:p<0.001，日本1999年４月，米国2000年２月）

C M Y K

面澤.prn.dsv Mon Mar 01 19:32:29 2010

に対して医師と同様にその場でいかに健康問題に

対応するかが問われるため，基準はあるものの，

専門性向上の力点が保健管理に傾斜しがちである

点が日本と異なる。

おわりに

　平成21年度から学校保健安全法が施行され，養護教

諭の役割への期待が高まっている。養護教諭がそれら

の期待に応えていくためには，以下のような課題があ

ると考えられる。

　①養成教育の充実，②現職研修の充実（人権意識の

向上を含む），③教育行政上の位置づけの矛盾（教育

委員会の中における人事と研修の分離）の解消を要求

する，④全国的な養護教諭の組織において，独自の研

究，実践活動を充実させる。

　この点で，米国のスクールナース団体が，要求の実

現のために様々な団体と連携し，組織的に働きかけを

行っている点は参考になる。
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６）…面澤和子：連載のぞいてみよう　イギリス・アメリカの

学校保健，日米の比較を通して両国の現状をみる，健，

27（12），No.12，51－55，1999.…3

７）…面澤和子：アメリカの学校保健とスクールナースについ

ての研究（３），日米の指導主事からみたスクールナー

スと養護教諭の仕事及び養成大学教官との考え方の比較

　　…（1996 ～ 98年調査），学校保健研究，Vol.41… Suppl.，

436－437，1999（名古屋）

８）…面澤和子：アメリカの学校保健とスクールナースについ

ての研究（４）スクールナースと養護教諭の養成プログ

ラムの比較，学校保健研究，Vol.42… Suppl.，514－515，

2000（福岡）

９）…Kazuko…Menzawa.… School…Nurse…Training… Program,…

American…School…Nurses…and…Japanese…Yogo…Teachers.…

Vol.42（Supplement）:11－13.…2000
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【特別講演】

実践を支える「養護の原理」を求めて

盛　　昭子…（元弘前大学）

とが心配だったんだね」と言いながら急にＡ子の

ことが愛おしくなる。Ａ子は「うん」と言って，

何か考えているようだったが，「お母さんも私の

こと心配しているかもね」と。「そうだね，きっと，

お母さんもＡ子ちゃんのこと心配して一生懸命病

気と闘っているね」と私。少しして，Ａ子「先生，

何だか具合良くなってきたみたい。勉強できそう」

と言う。「それはよかったね。…もし，また具合が

悪くなったらいつでも来ていいからね」と言いな

がら教室に返した。

　私は，このＡ子への対応の後で，Ａ子の変容は何を

意味するのかと考えさせられました。そして，茨城大

学で小倉学教授から学んだ「人間は心身相関の統一体

である」ということと「ヘルス・ニードの共通化」を

思い出したのです。

　小倉教授は，教育を受ける権利の保障の中で「心身

相関」の原理に基づき健康と学習効果の関係１）を説

明されました。その原理に基づき，Ａ子の場合は母親

が入院したことによる不安感や心配といった情動体験

が古い皮質（大脳辺縁系）に生じ，それによって内臓

器官に不調を来たし，「具合悪い」という症状をもた

らしたのではないか。そして，Ａ子の症状を何とか緩

和してあげたいという私の関わりと，手のぬくもりを

感じた時，Ａ子は自分の気持ちを出しても大丈夫と思

い，心を開いて話し出したのではないか。そして，そ

れまで抑えていた情動が言語表出されたことで，母親

の気持ちも慮れるようになり，次第に症状も緩和し，

勉強への意欲も湧いてきたのではないか，と考えたの

です。

　「ヘルス・ニードの共通化」については，小倉教授は，

組織活動における児童生徒や他教師，保護者等との連

携において重要２）と述べています。しかし，「心身相

関の統一体」という人間観に立った時，保健室での子

Ⅰ　はじめに

　2006（平成18）年12月，改正教育基本法が成立，そ

の後学校教育法，地方教育行政法，教育職員免許法等

が改正されました。それに準じた学習指導要領の改訂

もなされ，2009（平成21）年度から移行措置（平成23

年度完全実施）として一部実施されています。

　このような教育改革の度に思い出されるのが，養護

教諭の先達の「健康な発達を願い養護にあたった教え

子が，戦場の露と消えてしまった。私は取り返しのつ

かないことをしてしまった。」という悔悟の言葉です。

そして，その言葉に秘められた「養護とは？」という

問いへと私は引き込まれるのです。その問いへの自問

自答の中でも特に，これまで「養護の原理」を追い求

めた過程で考えた幾つかの点について述べてみたいと

思います。

Ⅱ　母の介護を通して甦ってきた養護の意味

１．「心身相関の統一体」と「ヘルス・ニードの共通化」

　認知症で寝たきりの母が真夜中に木魚を叩いていま

した。骨折の有無を確認し，下肢をさすってあげてい

たら，硬かった母の表情が和み，木魚を叩いていた理

由を話してくれました。その介護で思い出されたのが

養護教諭として赴任した小学校での学びでした。

小学校４年生のＡ子からの学び

　Ａ子が「先生具合悪い」と言って保健室に来た。

バイタルサインに異常なく，他の器質的疾患を疑

う症状もなかった。でも表情が硬く，何か疲れて

いるようなので「ベッドで少し休んでみる？」と

言ってベッドに休ませ，ベッドサイドで手をさす

ってあげた。…すると硬かった表情が和み「先生

あのね，お母さんがね」と話し出した。「お母さ

んが？」と問うと，「お母さんが入院したの」と

Ａ子。「お母さんが入院したの？」と私。「お母さ

ん大丈夫かな」とＡ子。「そうか，お母さんのこ



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…186…－

ども達への対応において，「ヘルス・ニードの共通化」

がいかに大切かということを感じたのでした。そして

母の介護を通して，この共通化は，相手の人格の尊重

であり，コミュニケーションの原理でもあると考えた

のでした。

２． 手を用いて処置・看護することの意義と保健室の

特徴

　児童生徒への対応のあり方については，次のような

調査結果からも示唆されます。

児童生徒が望む養護教諭の対応についての調査結果３）より

児童生徒が保健室で「良かったと感じた時（良い

体験時）」，養護教諭の対応を「きちんと処置して

くれた」，「すぐ対応してくれた」，「話をよく聴い

てくれた」等と受け止めている。そして，そのよ

うな対応の時「体具合がよくなった」，「安心した」，

「気持ちが落ち着いた」と快い感じを抱いている。

しかも，そのような時に「原因に気づかせてくれ

た」，「予防法を教えてくれた」，「勉強になった，

意欲が出た」とも感じている。逆に「嫌だったと

感じた時（嫌な体験時）」には，養護教諭の対応

をこれらとは逆に受け止め，「無視された」，「腹

が立った」，「気持ちが悪くなった」等，不快な感

じを抱き，「もう行きたくないと思った」と回答

している。

　この結果は，「すぐ対応（積極的受容）」，「話をよく

聴く（傾聴）」，「きちんと処置・看護」が児童生徒が

求める基本的対応であることを示唆しているといえま

す。特に「きちんと処置・看護」は，子どもの生命を

守り，症状の悪化を防ぐなど重要な機能であり，しか

も手のぬくもりを通して，安心感や信頼関係，愛着の

形成等，その意義は大きいといえます。

　ジョン・デューイは，経験の質には，①快適又は不

快といった直接的側面と，②経験がその後の経験にど

のように影響を及ぼすかという側面の２つがある４）

と述べています。後者の側面から調査結果をみると「良

い体験時」には，「原因に気づかせてくれた」，「予防

法を教えてくれた」，「勉強になった，意欲がでた」等，

その後の経験にプラスになるような事柄を児童生徒は

あげています。これに対し，「嫌な体験時」には，保

健室に「もう行きたくないと思った」と回答している

ことです。

　このような児童生徒の受け止め方には，保健室の特

徴が関係しているといえます。１つは，子ども達が何

かを求めて自主的に行ける場所という特徴です。現実

に子ども達の主観的ニーズが養護教諭によって受け止

められ，その自主性や主体性が尊重されることで，自

己肯定感を高めたり，失いかけた自信を回復するなど

重要な機能を果たしています。２つ目は，子ども達の

多くは，微症状の段階で来室するという特徴です。養

護教諭は，検診結果や目の前の子どもの反応を確かめ，

ニードの共通化を図りながら対応します。その過程は，

子どもとの共同思考の過程でもあり，原因洞察や自己

洞察し易い大事な機会ともいえます。ただ保健室には，

短い休み時間に多様なニーズを持った子ども達が多数

訪れるといった特徴もあります。養護教諭が目の前の

子どものヘルス・ニーズを専門的知識，技術をもって

解釈，判断し，優先順位を決めて対応すると，前述の

ような不快感を抱く子もいることです。この点につい

て様々な工夫がなされています。その１つとして，何

故，処置・看護が優先されなければならないのかを子

ども達が理解し，生命の大切さや自然治癒力の素晴ら

しさを実感的に学び，その後の経験に生かしていける

機会づくりも重要と考えます。

Ⅲ　 男子学生の「小倉理論もいいが，盛理論も聴きた

い」に揺さぶられて

　この発言を受け，検討してみたのが養護教諭の配置

校と未配置校の比較調査の結果です。

養護教諭の配置校と未配置校の比較調査の結果５）６）より

①…未配置校では，配置校に比べ，例えばう歯の未

処置歯所有者率や被患率等が高くても問題とし

て指摘していないなど，問題を問題として捉え

得ていない傾向にあった。

②…配置校の方が視力検査，体重測定等の検査や保

健指導の回数が有意に多かった。

③…教育的な活動内容や全校的，継続的な活動等が

配置校の方に有意に高率であった。
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　配置校，未配置校の比較調査のため，現在の実態を

そのまま反映しているとはいえませんが，養護教諭の

あり方について，次のような示唆が得られるのではと

考えました。

１．思考過程に裏づけられた養護活動過程

　養護教諭は，①それまでの経験や自己の子ども観と

のギャップ等から「何かおかしい」，「何故だろう」と

感じ，その気づきを大事にしながら，②児童生徒のヘ

ルス・ニーズを的確に把握するためにどんな方法を用

い（方法の選択と新たな創造）どう進めるか，③発見

した現象としての健康問題をどう解釈するか，④その

解釈，判断に基づき子どもがどのように自己成長する

ことを願うのか（活動目標の設定），⑤④に基づきど

うニーズの共通化を図りながら教育課題としてねりあ

げ，個別的あるいは全校的な教育活動として展開して

いくか，⑥活動の成果を実感的に捉えうる評価方法

は？（例えば，体重測定の回数を増やし，子ども自身

が取り組みを評価し，次の活動に生かして行けるよう

な）等といった思考過程に裏づけられた活動をしてい

ることが示唆されたことです。この思考過程を意識的

に振り返り，働きかけと子どもの反応や変容の観点か

ら，その思考の妥当性やその意味を問い直すことによ

って，思考過程の発展が期待できるのではないでしょ

うか。このような省察は，専門職に特に必要な知的訓

練の大事な機会ともいえます。

２．児童生徒の他律的健康管理から自律的健康管理へ

　次に注目したいのは，児童生徒が自己又は自校の健

康問題への取り組みを通して，自律的健康管理能力を

高めるような活動を配置校の方で多く実施している点

です。児童生徒が自らの気づきを大事にしながら，考

え，判断し，行動を選択，決定し，更に評価できる能

力の育成は，人格の発達や民主的な社会の形成者とし

ての発達の点からも重要と考えます。

３．思考過程を支える人間観，子ども観

　このような思考過程を支えているのが，養護教諭の

人間観であり，その人間観に基づく子ども観，健康観，

教育観であり，それらを内包した養護観であるといえ

ます。特に養護教諭の場合は，子どもとの関わりの中

で，何が子どもの発育発達に影響しているのか，何が

それを阻害しているのかに気づける重要な立場にある

ことです。実践を記録化し，養護教諭の関わりと子ど

もの反応から，その意味することを問い直してみるこ

とを通して，子どもや人間に対する理解を深めていく

ことも大切ではないでしょうか。

Ⅳ　 「養護」の原点はカントの教育理論ではないかと

いうこだわり

　日本女子大学通信教育課程の教育原理７）で，カン

トの教育は，「養護（Wertung…註１））」，「訓練（Zucht）」，

「教授（Unterweisung…）」を意味すると学びました。

註１）…原著８）では，Wartung…（Verpflegung,…Unterhaltung）

となっている。

　この時の学びや以下の点から「養護教諭のつかさど

る養護」の原点は，カントの教育理論の「養護」では

ないかとのこだわりです。

　①師範学校の教科書として使用され，影響力が大き

かったとされる湯原元一譯補「倫氏教育学」（リンド

ネルの原著をフリョーリヒが増訂した第７版）によれ

ば，次のように，ヘルバルトやヘルバルト派の教育学の

欠陥をフリョーリヒが補充したものであることです。

湯原元一譯補「倫氏教育学」９）の譯者序より（演者抜粋要約）

　ヘルバルト教育主義の欠点は，表象を以て精神

生活の唯一の要素となし及び体育（養護，養成を

含む）を教育学の範囲外にあるべきものとしたこ

と。リンドネル，チルレル，ケルンもその弊説を

承受して少しも改むるところなかりき。フリョー

リヒは，精神生活は独り表象に基づくものにあら

ず，遺伝，自然等の勢力興りて力あり，特に感情，

欲望の如きに至りては，此を以て直ちに表象の変

形に過ぎずとなすは決して通論にあらず。

… …何となれば，人の心身は一にして二ならず二者

相関の理は，之を実際に照らして誤りなし。増訂

者は，この説をもってヘルバルトの教育主義の二

大欠陥を補充・・・・・・。
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　②木場深定譯「アマヌエル…カント…教育学其他」10）

の解説によれば，フリョーリヒ版の「カント教育学」

やDie… …Klassiker… … der… … Pädagogik,… herausgegeben…

von…Dr.… G.… Fröhlich，Bd.…Ⅺ，Immanuel…Kant．S.…

115 ～ 290,… Langensalza,… Gressler,… 1890　等の著述が

あることです。

　③明治30年後半から40年代にかけてドイツ留学から

帰った教育学者たちによって「カント教育学」がわが

国に紹介されたことです。

　このこだわりは，まだ仮説の域を出ていませんが，も

う１つの理由をその内容からみてみたいと思います。

木場深定譯「アマヌエル…カント…教育学其他」10）より（演者抜粋要約）

＜序…説＞　…養護とは，子どもがそのとき持って

いる能力を上手に使えるように両親

があらかじめ配慮してやること。

　人間の天性を発展させ，その本領を達成させな

くてはならないなら，それは思慮的となる必要が

ある。教育された両親は児童が自分を陶冶する際

に則るべき範例である。児童が両親より，更に進

歩すべきものであるならば，それは一つの学問と

ならなければならない。

　人間性の中に多くの胚芽が潜んでいる。いろん

な天賦の素質を調和的に発展させ，人間として，

その本領を完うさせることがわれわれの仕事。け

れども人間の本領がどういうものであるかという

ことさえ，わからなければ，それも不可能である。

我々としてもまだそれを充分に明らかにしている

とはいえない。その探究や学問としての教育学を

確立するためには実験校が必要である。

＜論…説＞　…教育学は，自然的であるか実践的註２）

であるかのどちらかである。

　養護は自然的教育である。

・栄養，温度環境，規則正しい生活などによって

　生理機能を妨げないように注意すること。

・有機的，理性的存在者は，諸能力を使用するこ

　とを学ぶ自由を保持しなければならない。

・精神の陶冶：児童に忍耐を養わせるためといっ

　て，願望を頭から拒絶してはならない。

・積極的な部分としての教化では，自然の能力を

　退化させる道具を用いないこと。

・自然的教育の際の注意点は，意思による運動器

　官の訓練と感覚器官の訓練であること。

註２）原著では，実践的は　praktisch……となっている。

　このように，序論では，実践の中で人間の本質の探

究や養護を含む教育学の確立の必要性を述べていま

す。論説では，自然的教育としての養護について，子

どもを全人的に捉え，発育発達の原則や発達課題を重

視することの大切さを述べています。

　これらは，養護教諭の実践において重要視されてい

る点といえます。

Ⅴ　おわりに

　養護教諭の実践を通して，発育発達の原則や次の実

践の手引きとなる養護の原理を探究し，更にそれを実

践の中で検証するといった研究的実践が重要といえま

す。そして，このような研究的実践の中で明らかにな

った目の前の子ども達の教育課題から教育改革の方向

性を検討し，提言していくことが本学会に求められて

いるのではないでしょうか。

　最後に，座長の天野敦子先生のご配慮で，質疑応答

の時間を設けていただきました。その際の「カント教

育学」の原著に関することについて，註として記させ

ていただきました。
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【教育講演】

教育改革の意味するもの―子ども・学校は今―

佐藤　三三（弘前大学教育学部）

はじめに

　次の３点に言及する。第１は，「教育改革の意味す

るもの」を学習指導要領（平成14年～ 22年度）をめ

ぐる批判（［ゆとり］教育・学力低下批判）の中に探

ることである。一体，「ゆとり」教育とは何であった

のであろうか。小・中学校においては2002（平成14）

年から完全実施されたが，実施前から批判され，新し

い学習指導要領に取って代わられてしまうのはなぜで

あろうか。この異常さの中にこそ［ゆとり］教育の本

質あるいは現代教育改革の意味するものが隠されてい

ると思われる。

　第２に，「子ども・学校・教師の今」について，そ

れらが置かれている問題状況という視点から考える。

　第３に，「何のための人間の教育か」について考える。

Ⅰ　現代教育改革の意味するもの

１．「教育改革」の起点

　小泉元総理大臣の政治姿勢に象徴された競争主義へ

の転換点は，1979年のイギリスに，それまでの「ゆり

かごから墓場まで」といった手厚い福祉国家政策を捨

てて，小さな政府と自由主義経済市場への回帰を掲げ

たサッチャー首相が誕生したときにある。次いで1980

年にはアメリカに規制緩和を掲げたレーガン大統領，

1982年には日本に民間活力の導入を掲げた中曽根首相

が登場する。こうして現代日本の教育改革の起点は，

世界的規模を以て用意された。

　中曽根首相は，1984年８月，「21世紀に向けての教

育改革」のために臨時教育審議会（～ 1987年）を立

ち上げた。臨時教育審議会が示した当時の日本につい

ての「現状認識」は，「経済社会における成熟化」で

あった。経済的側面において先進諸国に追いつき追い

越したという自負と，次に目指すはその経済の持続を

基盤として国民が「心の豊かさ」を実感できる国づく

りをすることであった。「経済社会における成熟化」

を背景に，臨時教育審議会は，「21世紀に向けての教

育改革」の理念として，社会の成熟（教育の人間化・

人間性重視）と経済の成熟（競争原理）を同時に受け

止めることの出来る「生涯学習体系への移行」を採用

した。ただし，この時は，「バブル」景気に向かう時

期にあって，「物質的豊かさ」を謳歌し，「心の豊かさ」

の獲得にシフトすることを指向した時であり，「社会

の成熟（教育の人間化・人間性重視）」の視点が「経

済の成熟（競争原理）」の視点を凌ぐという微妙な一

瞬であった。

２． 臨教審→社会の成熟化（ゆとり教育）→中央教育

審議会答申→旧学習指導要領

　臨教審最終答申（1987年６月）は，日本の経済社会

における「成熟化」を強調し，国民のニーズの多様化・

個性化・高度化，物質の豊かさから心の豊かさへ，量

から質へ，ハードからソフトへ，均質から多様性・選

択への移行等，「社会の成熟（教育の人間化・人間性

重視）」の視点を強調した。これを受けて1989（平成元）

年に施行された学習指導要領は，自己教育力や意欲・

関心・態度の育成を軸にした「新学力観」を打ち出し，

1992（平成４）年には，業者テストの廃止，生活科・

月１回の学校週五日制・高校における単位制・家庭科

の男女必修を導入した。さらに1996（平成８）年，中

央教育審議会が『21世紀を展望した我が国の教育の在

り方について』を文部科学大臣に答申したが，これも

また以下のように「社会の成熟（教育の人間化・人間

性重視）」の視点が強いものであった。

　○生涯学習社会を見据えつつ，学校ですべての教育

を完結するという考え方を採らずに自ら学び，自ら考

える力などの［生きる力］という生涯学習の基礎的な

資質の育成を重視する。

　○［ゆとり］のある教育環境で［ゆとり］のある教

育活動を展開する。そして子供たち一人一人が大切に
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学校のパラダイム転換

　　　高橋勝『学校のパラダイム転換』，川島書店，1997年，p226

され，教員や仲間と楽しく学び相活動する中で，存在

感や自己実現の喜びを実感しつつ［生きる力］を身に

つけていく。

　○子供たちを一つの物差しではなく多元的な，多様

な物差しで見，子供たち一人一人のよさや可能性を見

いだし，それをのばすという視点を重視する。

　○子供たちにとって共に学習する場であると同時に

共に生活する場として［ゆとり］があり，高い機能を

備えた教育環境を持つ。

　「新しい学習指導要領で学校は変わります。完全学

校週５日制の下で［生きる力］をはぐくむ新しい学校

教育を目指して」，2002（平成14）年度（幼稚園は平

成12年度，高等学校は平成15年度）から完全実施され

た学習指導要領（以下，「旧学習指導要領」という。）は，

まさしく上記の中央教育審議会答申の延長線上にあ

る。中央教育審議会答申と「旧学習指導要領」には，

次表の「ポスト＜近代化＞の時代」に表現されるよう

な理念が共通して貫いているのではないであろうか。

３． バブル経済の崩壊・［ゆとり］教育・学力低下批判・

小泉内閣の登場

　「バブル」がはじけたのは1990（平成２）年である。

前年ピーク値の34,059円の株価は29,437円となり，翌

年にはさらに24,296円に暴落する。このバブル崩壊の

年から小泉内閣が登場する2001（平成13）年迄の10年

間は「失われた十年」と呼ばれた。不良債権問題をは

じめとしていわゆる「構造改革」が叫ばれながらも有

効な対策が打たれなかったことを指しての言葉であっ

た。事実，同時期の教育政策は，先の中教審答申『21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について』に象

徴されるように，「社会の成熟（教育の人間化・人間

性重視）」の視点が色濃く反映したものであった。そ

の視点を受け継ぎ，「大胆な教育内容の削減」をもり

こんだ「旧学習指導要領」が告示されたのは，1998（平

成10）年12月のことである。そして，［ゆとり］教育・

学力低下批判が「噴出」したのは「1999年」といわれ

ている（市川伸一『学力低下論争』，筑摩新書，

2002）。続いて2001（平成13）年には小泉内閣が誕生

する。

　「バブル」経済崩壊後に誕生した小泉内閣（2001・

平成13年～ 2006・平成18年）は，経済立て直しの手

段として「新自由主義経済」とも超市場主義ともいわ

れる徹底した競争主義を導入した。学力低下論はさら

に勢いづき，その原因を［ゆとり］教育（教育の人間

化・人間性重視）に求めて批判し，［ゆとり］教育の

完成版ともいうべき「旧学習指導要領（2002・平成14

年完全実施）」は，前述のように実施前から批判にさ

らされ，事実上の改訂が進行するという異例の事態が



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…192…－

発生した。大学はいち早く「競争原理」の波に飲み込

まれていった。新しく誕生した「大学審議会」は，「競

争的環境の中で個性輝く大学を」等のスローガンを発

して，大学間の国際的国内的競争をあおった。2004（平

成16）年，国立大学は法人化され，国立大学が「教育＝

学校」への「競争原理」（競争の中で個性が輝く）導

入の先行事例となっていった。

Ⅱ　 子ども・学校は今―競争原理と人類の課題の狭間

で―

１．学校＝ケア・癒しの肥大化

　昨年の秋から暮れにかけて，「派遣切り」とか「派

遣むら」といった今まで聞いたことのない新しい言葉

が忽然と現れ，我々を重苦しい気持ちにさせた。その

根本的な解決策として，「経済さえ良くなれば」，「景

気さえ回復すれば」等，経済の好況が求められるのが

常である。「経済のグローバル化」はそれぞれの国内

市場を食い尽くした資本主義が「世界・地球という新

しい市場」の開拓（食い尽くし）に乗り出したことを

意味する。今や競争は国内の企業間においてのことで

はなく，世界の企業間でのこととなった。日本国内の

企業が国内外の企業との間で絶え間なく繰り返してい

る合併の実態を見れば，如何に生き残り競争が世界を

舞台に激化しているかは一目瞭然であろう。

　この潮流に身を任せるとすれば，子ども達は，一層，

経済の論理の，国と国の間のあるいは企業間の競争の

手段にされていく。子ども達は，高度経済成長期の日

本の地域開発や国土開発のように，ぺんぺん草も生え

ないほどに開発し尽くされていく。能力開発の単なる

手段・材料におとしめられていってしまうことにもな

りかねない。

　教師は，一層，知識教授のマシーン（機械）化を余

儀なくされる。しかも絶え間なく進化し続ける高性能

な知識教授のマシーン（機械）となることを余儀なく

される。他方，児童生徒もまた，高度化した「知識」

の受け入れに苦しむ（楽しむ）。ついて行ける者は少

数で，多くの児童生徒は心身共に疲労困憊し，ドロッ

プ・アウトする。教師はこうしたドロップ・アウトし

てくる児童生徒を支え，再起を促す役目も負う。学校

の，教師の本来の役割は「知識教授」にあったはずで

ある。しかし，時代は，学校・教師に「児童生徒のケ

ア・癒しの役割」を強く求めるようになっていく。学

校は一層，「児童生徒のケア・癒しの肥大化」を不可

避とする。養護教諭の量的・質的な充実はもとよりの

ことであるが，臨床心理士の学校配置に代表されるよ

うに，「児童生徒のケア・癒し」の側面を担う多様な

｢教師群｣ の配置を不可欠とするようになるであろう。

２．貧困の多様化と近代家族のゆがみ

　戦後，日本は，貧しさから立ち上がり，一億総中流＝

豊かさの標準化を旗印にしながら豊かさを獲得してき

たように思う。しかし今，豊かさの中で貧困が広がり，

家族が多様化している。経済的な格差はもとより文化

的・社会的な格差あるいは多様化が進行している。個々

の児童生徒が背負った背景の多様化，しかも格差をと

もなった社会的・経済的・文化的に多様化した児童生

徒によって教室が満たされるようなっている。教師は，

一層，「広く」「柔軟」かつ「繊細」な対応を求められ

る。

　生活苦による心中といった子殺しはかつても見られ

た。しかし親による幼児の虐待であるとか，親を殺め

たり兄弟で殺めあったりなどの事件はあまり見聞きす

ることはなかったように思う。しかし今はそれが日常

茶飯事のようになっている。人間関係の混乱が「家族」

に集中しているといってもいいであろう。近代的家族

は「愛」を結合原理とし，感情的依存の要求を満たし，

支え合う心安らぐ場所と考えられてきた。その根本が

崩れている，ということなのであろうか。家族は，学

校の基盤であった。教師にとって，家族は，教育活動

を支え，励ましてくれる基盤であった。今，その基盤

が崩れかかっている。

３．学校の変質

　かつて，親たちは，我が子をできるかぎり休ませる

ことなく学校に通わせたいと願った。高校に大学にも

わが子を通わせて，できる限り長期間にわたって学校

という環境に子ども達をおいてやることを願った。子

ども達も友達や休み時間の楽しみを胸に抱きながら毎

日の登校を楽しんだ。それは，学校が児童生徒のいま

この瞬間の安全と幸福と喜びのみならず，未来の人生
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を明るく保証してくれる場所であると，親も子ども達

も信じていたからに他ならない。

　しかし今は，閉塞感が漂っている。高学歴化の進展

は，高学歴者に用意されていた「明るい未来の席」の

争奪を厳しいものにした。永遠に続くかのような不景

気も加わって，若者の閉塞感はさらに強まっているよ

うに思う。今や生産力の発展は，若者に働く場所を提

供するどころか「奪う」ものへと転化した。「ワーキ

ング・プアー」はその一表現であり，「ワーキング・

シェアー」はそれへの一対策である。

　また小学校や中学校では，一層，暴力行為が増大し

過激化しているとの報道があった。子ども達に安全と

喜びと幸せを約束するはずの学校は，それとは反する

状況で満ちみちている。不登校の増大は，学校を居場

所として過ごすことの出来る児童生徒とそうでない児

童生徒へと，二分化が進行していることを示している。

４．未来への閉塞感

　日本をはじめとして，国際連合を舞台に世界中の

国々が真剣な議論を重ねている温暖化に象徴されるよ

うに，地球が存続することと人類が生存し続けるとい

う共存関係は，きわめて危うい関係に陥っている。46

億年という創造することすら困難な地球の広大な歴史

を，たった700万年の歴史しか持たない人類が，わけ

ても産業革命以降のわずか200年そこそこの短期間に

粉砕してしまった感がある。

　人類に無限に開かれていた未来の時代は終わった。

未来は，人類によってどうにでも創造できた時代は終

わった。人類にとって，未来は限定的なものへと姿を

変えた。いくつかの選択肢しか残されていないものへ

と変質した。そういう段階の人類の時代に今の子ども

達は生を受けて生きている。

Ⅲ　何のための人間教育か

　あらためて，当たり前すぎるほどの当たり前の事柄

に「問い」の矛先を向けてみる必要があるように思わ

れる。

１．人間の本質

　昔から人間は，自らの存在を問い続けてきた。人間

だけしか持っていないものあるいはこれこそが人間で

あることの証明であるといったものを，「人間の本質」

と呼んで探し続けてきた。例えば，人間は「理性的」

存在である。人間は「考える葦」である。人間とは「道

具を使用する」動物である。人間とは「社会的」動物

である。人間は「シンボル」を作り出し「言語をあや

つる」動物である。人間は「遊戯」に生きる存在であ

る，等々である。

　しかし本当にこれ等が人間の本質であろうか。「否」，

であろう。なぜならどれ一つとっても人間に生まれな

がらに備わっているものではないからである。生まれ

た後に，学習という意識的無意識的な努力とその指導

としての教育の力によって新たに創りだしていくもの

であるからである。その意味で，本当の人間の本質と

は，「自らを自らの手で創り出す存在」というべきで

あろう。

２．人間になるものとしての人間

… …人間は，人間で
、 、 、 、 、

あるものとして生まれてくるのでは

ない。人間になるものとして生まれてくる。一生をか

けて先に述べたような人間の本質を創りだし，より質

を高めようとして，即ち，人間になろうとして，それ

でも人間になるという目的を果たせずに不完全なまま

に生を閉じる存在として生まれてくる。「理性」は生

まれながらに備わっているものでは決してない。「考

える力」もそうである。「言葉を自在にあやつる力」

もまたそうである。私たちは何者かになる前に，まず

人間にならなければならないのである。人間の教育と

は，学校教育とは，まず，そういうものでなければな

らないのではないであろうか。
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シンポジウム

養護教諭の実践をふりかえって・・・・見えてくるもの

コーディネーター　中安紀美子（前徳島大学総合科学部）

シ ン ポ ジ ス ト　竹内　理恵（徳島県立総合教育センター）

　　　　　　　　　佐方　仁美（熊本大学教育学部附属小学校）

　　　　　　　　　濱端美奈子（弘前大学大学院教育学研究科）

　　　　　　　　　三木とみ子（女子栄養大学）

１．テーマの意義と課題－言語化の必要性－

　養護教諭の専門性や位置づけが，教育職員であるこ

とは社会的にも合意が得られている。今後は教育活動

としての養護実践の質が問われることになる。しかし，

養護教諭の実践を巡る状況は厳しさを増している。理

由の第１点は価値観が多様化し，実践の見通しや意味

を共有することが困難になっていることである。第２

点として現代は説明責任の求められる時代である。養

護教諭の実践には多くの変数があり，マニュアル化の

困難な仕事である。個別・一回性の実践についても根

拠（エビデンス）にもとづく説明を果たすことが求め

られる。第３点として教員評価の導入があげられる。

養護を掌るという一般教諭とは異なる固有性・専門性

が評価の対象となる。以上のことから，養護教諭は日々

の実践を言語化する必要に迫られている。

２．実践とは何か

　本学会では「養護実践とは，児童生徒等の心身の健

康の保持増進をはかるために，養護教諭が目的を持っ

て意識的に行う教育活動である」と規定している。実

践は，日常実際に行っている活動という枠を超えて，

目的意識を持って対象に働きかけ，何らかの変化を期

待して行なう活動ととらえることが出来る。働きかけ

の対象は，子どもに直接的に行う場合と学校保健委員

会や学校運営など，子どもを取り巻く環境や状況に間

接的に行う場合とがある。いずれの場合も教育活動で

あるので，子どもの健康権・発達権・学習権を意識し

た活動でなければならない。また，子どもが自らを変

革する学習主体であるため，実践は養護教諭と子ども

の相互応答的な活動でなければならない。

３．実践が成立する条件

　竹内１）は「判断や決断が実践を成立させる契機で

あり，判断や決断がなければその行為は慣習的，もし

くはルーティンワークになってしまい実践にはならな

い。反対に判断や決断があるとき，その行為は実践的

な創造性をもつ」と述べている。また「実践記録は，

私による実践の自己省察であり，実践の思想化である」

とも述べている。すなわち，養護教諭の実践の多くは

子どもの訴えや保健室の現場から始まるために，ルー

ティンワークは極めて少ない。観て，触れて，感じる

ことによって得た情報に対して経験知を総動員して判

断し，対応を決断している。子どもの健康問題だけで

なく，その背景にある生活や時に社会をもえぐり出し

て実践を見極めなくてはならない。答えのない事象に

ついて判断し，決断して答えを出していく創造的な活

動であり，それは，判断する自分を問うことでもある。

竹内１）による実践の思想化とは，自己省察による養

護教諭としての成長が実践の質を規定するということ

である。

４．企画に当たって

　養護教諭も一人ひとりのかけがえのない人生を生き

る個性ある存在であり，実践もまた，個別的，ユニー

クであると思われる。しかし，養護教諭として何らか

の問いや願いをもって子どもにかかわっているという

点では，同じ方向を目指していると考えられる。この

シンポジウムでは，同じ方向を見ているけれども，一
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人ひとり違う見方や感じ方，異なる取り組みなどの個

性ある実践を出していただき，実践の思想化に向けた

共同の学びとしたいと考えた。

　まず，テーマの「実践をふりかえって」であるが，

自己省察によって，実践及び実践者自身をふりかえっ

て，今ある思いを語っていただくことをお願いした。

近年，養護教諭の分野においてもエビデンスが強調さ

れている。しかし養護教諭の実践は，子どもの成長

発達や自立などの価値を追求している。そのため「子

どもの個別性や状況をいかに深くとらえたか」実践で

「何を目指したのか」「どのように行ったか」が重要で

あり，このような養護実践の特質にそって再定義され

る必要がある。シンポジストには，実践の一般論でな

く，それぞれの個性ある実践を当事者の言葉で語って

いただくことをお願いした。

　次に，「・・・見えてくるもの」であるが，実践は

養護教諭としてこれまで培ってきた理論知や経験知

を，一人ひとり異なる子どもや状況に再構成して適用

することにより，新たな意味を創造するプロセスであ

る。この創造のプロセスをできるだけリアルに語って

いただき，学会参加者と実践を共有したいと考えた。

そこで，どのような意図で，何を目指したか，その過

程で得られた気づきや実践の転機となった事柄，新た

な意味づけなど「・・・見えてくるもの」を意識して

報告していただいた。シンポジストの貴重な実践報告

を自分自身の課題として引き取り，優れた実践から学

び，また実践の弱点を共同で補完し，克服していく機

会になればと考えた。

５．討論を終えて

　シンポジストによる個別・一回性の実践報告が，学

会参加者の課題として共有され，深めることが出来る

か危惧していたが，活発な討論が行われた。多くの養

護教諭が，日々困難な課題に直面し，自らの実践を問

い直さざるを得ない状況にあると思われた。始めに，

斉藤ふくみ氏から，「教諭は授業を公開して，ともに

研究してきた歴史がある。しかし養護教諭は，これま

で血を流すような実践研究がなされてこなかった。こ

のシンポジウムを新たな実践研究のスタートにした

い」という貴重な提言をいただいた。「実践をふりか

えること」と，「見えてくるもの」について，重要と

思われた質問を斉藤ふくみ氏，岡田加奈子氏，田嶋

八千代氏，北口和美氏について以下にまとめた。

　質問の第１点は，実践を共有するための言語化であ

る。過去の実践を振り返って見えてきた考えや方法を，

今の実践に生かすために言語化出来ることは何か，ま

た教育科学は事実をもって伝えることと定義するなら

ば，養護実践は教育科学に成り得るかという問いであ

る。第２点は，ふりかえって見えてきたものは何か，

それは全ての養護教諭が気づくことが出来るのか，改

めて養護実践の内実や範囲を問う質問である。第３点

は，実践の質を担保する要素や条件は何か，教育の効

果に資する実践には科学的視点が必要ではないか，と

いうことである。第４点は，実践力はどのように育つ

のか，また育てるための要件は何かという問いであっ

た。

　質問に対する代表的な回答を中心に要約する。第１

点の実践を言語化しておくことについては，課題をど

のように捉え，どのような吟味を経て実践目標を設定

したかを記録しておくことが，次の実践につながる（竹

内）ということであった。第２点の振り返って見えて

くるものは，シンポジストそれぞれのテーマに表して

いただいた。全ての養護教諭がそれに気づくことが出

来るかという問いに対しては，目的意識を持って取り

組んだ実践であれば気づくことが出来るのではない

か。実践の範囲は，目的意識的な働きかけの及ぶ範囲

全て（佐方）であるという説明に集約される。第３の

実践の科学的視点であるが，実践は様々であるので根

拠も実践により変わる。根拠は何よりも子どもが示し

てくれる。実践は子どもの心に届く言葉をどれだけ発

するかにかかっている（三木）。第４点の実践力が育

つ要件は，養成教育と実践の深化があげられた。実践

の過程で図表化したり，課題や疑問を整理することで，

新たな気づきが生まれたが，その根っこは大学で学ん

だことにあった（濱端）。実践には新たな見方と内容

や方法に戦術と戦略が必要である。日々の実践を積み

重ねることが経験力となり，実践を導く根拠になって

いく。根拠は数値の場合もあるし，質的なデータであ

ったりする。今の実践は過去の実践とつながっている

（三木）。その他多くの討論や貴重なご意見を頂いたが，
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紙数の関係で省略させていただく。討論を総括すると，

面澤和子氏の学会長講演，日々の実践をふりかえり，

不断に問い続ける「反省的実践」，盛昭子氏の特別講演，

実践しつつ原理を探求し，さらに実践の中で検証する

「研究的実践」に集約される。実践の意味を問い，実

態から実践へそして省察へ，その過程で新たな見方が

付加され，深められて実践力となっていくということ

であろう。実践の質は「何を目指したか」の目標で決

まる。しかし，生身の子どもへの働きかけは様々の要

因により変化し，目標の修正を迫られる。この創造的

な実践活動こそが養護教諭の苦しみであり，醍醐味で

あることを実感したシンポジウムであった。

文献

１）…竹内常一：おとなが子どもと出会うとき，子どもが世界

をたちあげるとき，桜井書店，2003 １．はじめに

〈実践に対する価値観を問い直し変革を求め続ける〉

竹内　理恵（徳島県立総合教育センター）

１．はじめに

　これまでの実践は，健康教育を通して子どもの課題

解決力を育て，子どもたちの成長につながる変化を生

み出すことをねらいとして取り組んできた。しかし，

実践の成果は容易に得られなかった。

　そこで，小学６年生を対象として行った，総合的な

学習「エイズキャンペーンをしよう」及び学級活動「味

の思い出さがし」の二つの実践を振り返って，課題を

検証することとした。

２．実践から見えてきた課題

⑴「エイズキャンペーンをしよう」の取り組み

　「エイズキャンペーンをしよう」は，８時間の設定

で実施した。授業は，学習への動機付けを高めるため

に，世界エイズデーにおける全国各地のキャンペーン

の様子や新聞で報道された差別の記事を知らせること

からスタートした。活動内容は，同じクラスにHIVに

感染した友人がいることを想定し，感染を告げられた

とき，友人として受け入れを肯定する返答と，拒否す

る返答の両方について役割演技を行わせることであっ

た。もう１つの活動は，自分たちが考えたエイズキャ

ンペーンの活動に取り組むことであった。

　実践を振り返って明らかになったことは，エイズ問

題は子どもにとって非日常的なテーマであるため，役

割演技を通して具体的にイメージさせることが重要だ

ということである。HIVに感染した友人に対して，肯

定と否定の気持ちを演じさせることにより，子ども自

身の中にある差別心に気づかせることができた。また，

エイズ問題を自分の問題としてとらえさせるきっかけ

となった。

　反省点として，子どもたちがエイズキャンペーンの

活動を熱心に取り組んでいる姿を，エイズを差別しな

い気持ちが育っている現れと誤って解釈したことであ

る。子どもたちは，キャンペーン活動のような具体的

な活動には，意欲を持って取り組むことができる。し

かし，何のための活動か，どのような成果を目指すの

かなど，実践目的の吟味と全体計画の中での見通しが

不十分であった。改善するにはエイズ差別が続く現実

に目を向けさせ，子ども一人ひとりに，どうしたら差

別する気持ちを変えることができるのかを，問い直さ

せるような取り組みが必要であったと考えられる。

⑵「味の思い出さがし」の取り組み

　「味の思い出さがし」は，２時間の設定で実施した。

活動内容は，味にまつわる思い出を子ども一人ひとり

が振り返ることを通して，仲間と一緒に食べ物を好き

になった理由や嫌いになった理由を分析させたことで

ある。そして好き嫌いが，味の思い出や食生活全般と

つながっていることに気づくよう働きかけた。次に，

好きな食べ物を増やすために，仲間とともに嫌いな食

べ物を好きにする方法を考えさせ，料理づくりなどを

体験させた。その体験が新たな味の思い出をつくり，

嫌いな食べ物を好ましい食べ物へと出会い直すことに
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つながった。

　実践を振り返って，次の点に気がついた。一つ目は，

子ども同士の交流が個人的な食体験を客観的に見つめ

るきっかけとなり，好き嫌いはつくられたものである

ことを気づかせることにつながった。二つ目は，食べ

物の好き嫌いの理由を問うことは，食べ物に関連した

多くの思い出や自分の成長の歴史と向き合うことであ

った。例えば病気のとき母親が作ってくれたから好き

というエピソードには，母親に対する感謝の気持ちや

様々な感情に思い至ることである。好きな食べ物が多

い子どもは，味の思い出とともに，家族や他者との交

流も豊かであることが多い。味の思い出さがしは，嫌

いな食べ物との出会い直しにとどまらないことが分か

った。３つ目は，料理づくりなどの体験は，食べ物と

の出会い直しを，自分の力でできることに気づかせ，

変えようとする気持ちを生み出すことにつながった。

こうした理解は，好みの食べ物の幅を広げ，自分の力

で豊かな食生活を創ることにつながっていくと考えら

れる。

　なお，食べ物の好き嫌いには，味覚や食体験の影響

だけでなく，メディアの影響や栄養学，健康について

の社会通念など，社会・文化的な要因が深く関わって

いる。今後は，このような視点も含めた広い視野に立

って，実践に取り組む必要があると考えている。

３．子どもの変化を生み出す実践

　二つの実践を振り返って，重要であると思ったこと

は，子どもにどのような変化が見られたか，子どもに

育てたい力が実際に育っているかなど，常に成長の様

子や教育的意義を確かめることである。また，子ども

同士の協同の学びを組織することが重要であった。互

いの考えや経験を交流させることは，物の見方やとら

え方を多様にし，自らが課題を解決する力を育てるこ

とにつながった。さらに，子どもの変化を確かなもの

にするには，家族も巻き込んで，生活や生き方と結び

付ける実践をすることが重要であった。そのことを通

して，生活における変化を日常化させることにつなが

った。

４．実践から見えてきたもの

　実践は目的意識的活動であり，これまでの実践にお

いても目的意識的に取り組んできたつもりであった。

しかし，改めて実践で何を目指したかを問われて，明

確に答えることが出来なかった。実践に対する価値観

が曖昧で，一般的な取り組みに終始し，真に子どもの

ための教育活動になっていたかを反省させられた。実

践に対する価値観を絶えず問い直し，養護教諭自身が

変容し続けることがなければ，子どもを変容させるこ

とは出来ないことを再認識した。

〈子どもを見つめつづけることの大切さ〉

佐方　仁美（熊本大学教育学部附属小学校）

１．はじめに

　養護教諭として，子どもたちの様々な課題に日々直

面する。課題は何か，見いだした課題に対する手立て

をどうするか，実践の中では常に難しさを感じている。

本稿は，テーマに沿って自分の実践を問い直すことか

ら，実践の基盤となる考えについて「見えてきたこと」

を述べることを目的とする。

２．「睡眠に関する指導」の実践

　本実践は，平成19年度から２年間前任校で取り組ん

だ「睡眠に関する指導」である。子どもの睡眠を健康，

発達，学習などに関わる課題として学校全体で捉え，

家庭や地域と連携してその改善に取り組んだ。

　実践を行うにあたっては，子どもの健やかな成長に

つながることを目指した。そのために，自らの健康に

目を向けよりよくしていこうとする「健康に生きる力」

を育むことや，集中して授業に取り組むための意識づ

けなどに取り組んだ。

⑴実態把握

　子どもたちの実態を量的，質的にとらえることを考
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え，学校や地域での睡眠に関する調査を行った。また，

子どもの授業中の様子やこれまでの睡眠に関する指導

の取り組みの状況，地域学校保健委員会などの学校外

の組織や職員に話を聞くことにより，睡眠の実態を把

握するようにした。

　その結果，子ども全体の傾向として，就寝時刻が遅

いことやメディアの視聴時間が長いことなどが，昼間

の活動時間の意欲や集中力に影響していること，また

それらは個人差が大きいことなどが見えてきた。

⑵計画づくり

　計画づくりでは，子どもたちがよりよい睡眠に向け

た健康な行動が促されるように，主体的な学びの場を

設定することを意図した。そこで，子どもの学校生活

の実態を最もよく知る担任，教育活動全般を把握して

いる管理職や教務主任，保健主事，地域連携を担当す

る職員などに協力を求め計画づくりを進めた。

　教職員が，各々の役割を発揮しながらチームとして

取り組めるよう組織作りに努めた。保健学習や保健指

導，児童集会や委員会活動，学校保健委員会，保健だ

より，ＰＴＡ懇談会など，様々な場面を関連させるよ

うにした。

⑶働きかけ

　計画の実行に当たっては，養護教諭と担任がそれぞ

れの専門性を生かせるように工夫を重ねた。そのこと

によって，子どもの見方について情報を補完し合うこ

とができ，子どもの「今」にあわせた指導をすること

が出来た。また，睡眠の授業を行う際の指導案や教材

の作成，ＴＴやゲストティチャーなどの体制づくりな

ど，担任のニーズに応えられるようにした。子どもた

ちと音楽主任が「すいみんのうた」を作る活動にあた

っては，レム睡眠・ノンレム睡眠の特長など，歌詞の

内容についての相談に応じた。その他，睡眠の指導に

必要な情報を集め，職員がいつでも活用できるように

準備した。

⑷つながる　ひろがる

　学校と家庭が連携することにより，睡眠に関する指

導はより効果を上げることができる。子どもたちの活

動をまとめて伝えることは,保護者や地域にとっての

啓発であると同時に，学校としては記録としての意味

ももつものである。そこで，各学年の取り組みや集会

などにおける子どもたちの様子を保健だよりやＰＴＡ

新聞などにまとめて，保護者や地域に伝えることにし

た。

３．実践をふりかえって・・・見えてくるもの

　藤田１）は「実態把握は実践の出発点であると同時に，

実践の過程で絶えず子どもの実態をとらえ返しなが

ら，それに照らして実践を確かめるということが必要

ですので，実践がつねに立ち返る原点でもあると言え

ます」と述べている。

　睡眠に関する実践で見えてきたことの一つ目は，チ

ームとしての活動の重要性である。子どもにかかわる

多くの職員が情報を共有し，各々の役割を大切にしな

がら活動できる体制を作ることは，その後の実践をス

ムーズにし，養護教諭にとって大きな支えとなった。

　二つ目は担任と養護教諭の視点の違いを互いに認識

し，生かすことの重要性である。互いの見方を尊重し

ながら，子どもに働きかけていくことは，実践を行う

際のアプローチの仕方が増えるということでもある。

　三つ目は，啓発は啓発に留まらず，新たなアイディ

アや実践などの情報を引き出し，次のステージにつな

がるということである。子どもたちの活動の様子を伝

え続けることは，より多くの目で子どもを見つめ続け

ることでもある。このことは，子どもが健康に生きる

力を育む新たなネットワークづくりへと広がっていっ

た。

　このように，養護教諭として実践の中で取り組んで

きたことは，子どもたちの健康・発達・学習において，

今必要なものは何かと考え，子どもたちが学ぶことが

できる場を意図的に整え，提供することであった。そ

のためには，子どもたちの実態と変容をつかむこと，

つまり子どもの実態を見つめ続けることが，実践の基

盤となることを，実践しながら感じた。

４．おわりに

　実践をしながらふりかえる中で，養護教諭の実践は，

子どもに健康への価値観，健康観を育み，行動を促す

ことに影響を与えていることを実感した。そしてその

基盤となるのは，子どもを見つめ続けることであると

改めて確認した。
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　先日，久しぶりに前任校を訪ねたとき，「夜遅くな

ったりしてきついなあと思うときに（睡眠について）

勉強したことは大事だと思う」「大切だなあと思うの

は『すいみんのうた』に書いてあること」といった声

が，子どもたちから聞かれた。

　子どもに「健康に生きる力」を育むために私たちが

出来ることは，子どもが学ぶ場を整え，その場を子ど

もの状況に合わせて提供していくことである。そのた

めにも子どもを見つめ続けていく必要があるのであ

る。

文献

１）…藤田和也：養護教諭が担う「教育」とは何か，社団法人

農山漁村文化協会，55，2008

〈実践の土台となる考えの自覚〉

濱端美奈子（弘前大学大学院教育学研究科）

１．はじめに

　高等学校での実践を重ねる中で，生徒達の抱える多

様な課題や背景に直面し，養護教諭としての責務を果

たしているのか，と考えることがしばしばある。今回

のシンポジウムのテーマ「養護教諭の実践をふりかえ

って・・・見えてくるもの」に沿って，自身の実践を

ふりかえり，問い直してみたいと思う。

２．実践をふりかえる

　高校２年生Ａ子の事例について，実践記録の一部を

表１に示した。以下個人情報保護の観点から，事例は

論旨に影響しない範囲で修正し，かつ本文においても

事例が特定できないような表現に配慮した。養護教諭

がどのような根拠に基づいて実践したのかをふりかえ

ることによって，養護教諭ならではの見方，考え方が

明らかになるのではないかと考え，特に，養護教諭が

状況をどのように把握し，解釈して実践しているのか

（思考・判断）を重視してふりかえった。

⑴事例の概要

　学級担任から，学級で起きた生徒指導上の問題につ

いて，Ａ子に確認したいことがあり，Ａ子と個別に面

談をするので養護教諭に同席してほしいとの依頼を受

けた。面談をした翌日，Ａ子が養護教諭と話がしたい

と申し出てきた。Ａ子は，これまでは，保健室利用の

ない生徒だったが，それ以後，胃痛，頭痛等の症状を

訴え，たびたび保健室に来室した。背景に家族関係の

問題があることがわかったので，親子が向き合い，さ

らにはＡ子が自分の将来を考え，行動できるようにな

るまでを支えた。

⑵実践の内容

　問題行動という形でＡ子が訴えているものは何なの

かを探りながら，Ａ子の心の育ちを考慮し，Ａ子が悩

みながらも少しずつ変容する過程を支えることが重要

だと考えた。いわゆる生徒指導上の問題は，問題行動

に対する特別指導を生徒指導部が担当して行うのが主

流である。しかし，特別指導をＡ子が受け入れるため

には，Ａ子が家族と向き合い，自分で考えて行動する

ことができる状態になる必要があると考え，対応した。

具体的には，①Ａ子が体調を崩して来室した時にはベ

ッドやソファで休養させ，安心して休める場を提供し

た。②自ら考え，行動するための力を蓄えさせたいと

思い，Ａ子が積極的に何とかしようとしている気持ち

をくみながら，本人の考えを整理する手助けをした。

③なかなかＡ子と向き合うことができずにいた保護者

の態度に学級担任が困惑した時には，保護者もどうし

ていいのかわからず困っていることを伝えつつ，担任

を支えるために，養護教諭，相談員等が共にかかわる

ようにした。④Ａ子が養護教諭と話したいと申し出た

際に，養護教諭が不在の時があったが，Ａ子自身が話

をしたいと思った機会を大事にできるような支援がで

きるように相談員等と連携した。
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３．実践をふりかえって見えてくるもの

　養護教諭は，様々な理由で来室する生徒に，緊急に

医療機関に搬送する対応をする場合もあれば，言葉を

交わすだけの対応，視線を合わせるだけの対応をする

場合もある。実践をふりかってみて，一見些細な対応

にも，すべて，生徒達にとって何らかの意味があると

あらためて感じた。大谷１）は，「養護教諭の行う養護

の実践は，対象である児童生徒との関わりの中で進め

られることが基本となり，普段の日常生活の中で自然

な関わり方でなされている。そのため当事者も含めて

実践の意味に気づきにくく，評価されにくい。」と指

摘している。

　自身の実践をふりかえることは，日頃の実践のより

どころとなっていた考えをあらためて強く自覚するこ

とにつながった。その考えとは，生徒が置かれている

混沌とした状況に共に向き合い，養護教諭として生徒

の状況をわかろうとしながら（なぜだろう，これでよ

いのかを常に問い）かかわることを大事にすることで

ある。養護教諭は，ドナルド・ショーン２）が著して

いる「状況との対話」の中で，「行為の中の省察」を

繰り返しながら実践している「反省的実践家」である

ことが実感できた。この自覚された考えは，自身の核

のようなものとなり，実践の意味を再確認し，誇りを

持って仕事をすることができるようになり，よりよい

実践の創造を促すのではないかと考える。

４．おわりに

　どのような状況の中でも，まず，目の前の児童生徒

のありのままを受け止め，積極的に理解しようとする

姿勢でかかわる３）こと，子どもの成長を信じて，支

援していくことが大切であると考える。

文献

１）…大谷尚子：養護教諭のための養護学・序説,ジャパンマ

シニスト社，155，2008

表１　高校２年生Ａ子の事例についての実践記録の一部
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２）…ドナルド・ショーン（佐藤学，秋田喜代美訳）：専門家

の知恵,ゆみる出版，19-128，2007

３）…盛昭子：保健室来室児童生徒への対応，養護学概論，東

山書房，69，1999

〈養護教諭の実践をふりかえって・・・・見えてくるもの〉

―養護教諭の資質能力に及ぼす要因を軸に―

三木とみ子（女子栄養大学）

１．テーマと用語について

　本シンポジウムのテーマである「養護教諭の実践」

の定義は，本学会の養護教諭の専門領域に関する用語

の解説集（第１版）「養護実践とは，児童生徒等の心

身の健康の保持増進をはかるために，養護教諭が目的

を持って意識的に行う教育活動である。」とされてい

る。ここでは，養護教諭実践を中心に「養護教諭の資

質・能力」に影響をおよぼした要因を軸にテーマにせ

まってみたい。

２．養護教諭養成機関における現在の実践

⑴日常授業における「学びと感想」の記録分析

　「学びと感想」の記録は，筆者が担当する科目の授

業後毎回実施している。この記録は，授業終了前５分

間で記録，項目は教員がその授業の中心的な項目を口

頭で指示する。「健康相談活動」の授業での記録の分

析の一例を以下に示した。これは，筆者が養護教諭の

時に関わった「保健室登校」の児童Ａ子への対応で，

抱え込んで失敗した経験を話した時の例である。学生

は「保健室登校を受け入れる場合は個人的に受けてし

まうと解決に結びつかないこと」，またグループで話

し合うと自分では気がつかないことを仲間から学ぶこ

とができるなどの記述があり，グループによる授業方

法の良さを記述している。

⑵「健康教育20年後の今を語るシンポジウム－養護教

諭を目指す学生へのメッセージ－」（学生記録のまと

めと分析・感想自由記述からの分析）

C M Y K

シンポ.prn.dsv Fri Mar 19 16:46:27 2010

表１　科目（健康相談活動）のまとめ
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表２　健康教育シンポジウム後の学び

３． まとめとして－「みえてくるもの」と「みえてき

たもの」－

⑴…養護教諭への思いの高揚…→学生への伝言→養護教

諭へのアイデンティティ強化

　「みえてきたもの」は，第一に「筆者自身の養護教

諭への思いの高揚」である。これはかなり抽象的では

ある。しかし養護教諭を目指す学生対応，カリキュラ

ムの編成，現職研修の講師，養護教諭に関する制度上

の課題への議論等々どのような場面であっても，「養

護教諭への思い」がその「根っこ」になっていたから

である。これを学生に伝えることで「養護教諭はすご

い」「早く養護教諭になりたい」「養護教諭は素晴らし

い」等の意識の高揚，目的意識が一層明確になり，こ

れが養護教諭のアイデンティティの一層の高まりとな

る。

⑵最小限必要な資質能力の担保の必要性

　養護教諭は保健室での対応が基本となる。よって，

新規採用時から保健室来室者へ確かな対応をしなけれ

ばならない。保健室を訪れた子どもや保健室登校への

対応の在り方，保健指導等の基礎基本を，教師自身の

現場経験の話やビデオで具体的に伝えることにより，

理解につながることがわかった。このことは，1999年

に示された教育職員養成審議会第３次答申「養成・採

用・研修の円滑化について」の中で，養護教諭につい

て最小限必要な資質能力を「心身の健康観察，救急処

置，保健指導等児童生徒の健康の保持増進について，

採用当時から実践できる資質能力が必要である」と指

摘されたように，現場に勤務する際に著しく支障なく

職務が推進できるような資質能力を身に付けることに

つながる。

⑶…「何を教えるか」より「何ができるようになるか」

→授業の「方法」がかなり重要

　学士力関連の答申によると，今日の大学教育の改革

については「何を教えるか」より「何ができるように

なるか」に力点を置くことが国際的な流れでもあると

指摘している。先の実践で述べたように学生はグルー

プでの話し合いや発表等の工夫の在り方を学んでい

る。知識の一方的な伝達だけではなく，討論を含む双

方向型の授業を行うことや学生が自ら研究に準ずる能

動的な活動に参加する機会を設けることで，「何を教

えるのかの教育内容論」と「どのように教えるかの教

育方法論」が重要である。前述のように筆者自身が学

校現場で体験した実践を授業の随所に生かすことで，

学生はその時間の学ぶべき内容と共に指導方法の智恵

やアイデアを学ぶことにつながったものと考える。



日本養護教諭教育学会誌　Vol.13，No. １，2010

－…203…－

⑷組織力と連携の大切さ

　平成20年中央教育審議会答申の指摘に養護教諭が学

校保健活動推進の中核的役割を果たしているとして健

康の現代的課題への対応や関係教職員などとのコーデ

ィネーターを果たすことが求められた。さらに，学校

保健安全法第10条に「連携」の必要性が規定された。

今回報告した健康教育シンポジウムを受けた学生は，

「学校は組織で動く」，「教諭と養護教諭が連携するあ

りようが伝わった」等と述べている。これを実体験さ

せる方法として本学で実施している模擬学校保健委員

会などが有効であり，時代を超えて「連携」は大切で

あることが確認できた。

⑸教職実践演習の導入にむかって

　教職実践演習は，教員養成の集大成とも言える。つ

まり，教員となったときに著しい支障なく最小限の指

導力や児童生徒への対応を保証するために，入学時か

らの学びを振り返り卒業時に確かな資質能力を修得さ

せるものである。

　今後，履修カルテ作成等に際しては，長い間の養護

教諭に関わる実践で身についた筆者自身の経験を生か

したいものと考える。
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ミニシンポジウム１

思いを語る－養護教諭養成のこれまでとこれから－

コーディネーター　大谷　尚子（聖母大学・前茨城大学）

シ ン ポ ジ ス ト　石原　昌江（前岡山大学）

　　　　　　　　　堀内久美子（名古屋学芸大学・元愛知教育大学）

　　　　　　　　　松嶋　紀子（川崎医療福祉大学・前大阪教育大学）

１．本シンポジウムの趣旨

　わが国における養護教諭養成の歴史を概観すると，

第二次世界大戦後のGHQの指導で教育職員免許法が

決まった（1949年）あと，その改訂が1953年になされ，

看護師資格を問わない形での養成が推進されるように

なり，今日に至る。国立大学の教育学部に養護教諭（養

護教員）養成機関が多数設置されるようになったのは，

上述の歴史の過程の中の大進展の時と言える。それは

1960年に入ってからのことである。あれから40有余年，

その当時大学に採用された若手教員は，徐々に養護教

諭養成の任から解かれようとしている。

　本シンポジウムは，養護教諭養成の大転換点にあた

る時代に若手教員だった者たちが登壇し，その当時の

ことを語り合うという企画である。これは，単にかつ

ての古きよき時代を語り，懐かしむためのものではな

い。養護教諭養成にかかわる問題は山積しているので

あり，その解決策を探り行動していくための一助を提

示しようとするものである。まさに「故きを温ね，新

しきを知る」ためである。

　抄録集には，各シンポジストの熱い「思い」が綴ら

れていた。しかし，シンポジウムの進め方としては，

約40年余りの長い期間をいくつかの節目で区切りなが

ら，シンポジストが語っていく展開にした。また，随

時，会場にいて同じような体験をしてきた盛昭子（前

弘前大学），天野敦子（元愛知教育大学），中安紀美子

（前徳島大学）の各会員の発言も得ることができた。

本稿も，時代区分を設けて，当日語られたことを中心

に報告していく。

２．国立大学における本格的な養護教諭養成の始まり

　国が直接養護教諭の養成に乗り出したのは，1961年

のことである。山形大学，茨城大学，金沢大学，愛知

教育大学，神戸大学，岡山大学，徳島大学および熊本

大学の８大学に，教育学部養護教員養成課程（一年課

程）が発足した。これは，看護師免許証所有を基礎資

格とするもので，アメリカのスク－ル・ナ－スの養成

制度に倣ったものであった。しかし，養護教諭養成を

直接の目的とし，養護教諭養成のために特別のカリキ

ュラムが組まれたことは，当時としては画期的なこと

であり，意義深いものであった。

　シンポジストの石原（岡山大学）や小倉学教授（茨

城大学）は，この一年課程での養護教諭養成に初めの

段階から携わったのであった。

　その後，1965年から数年かけて，全国を８つのブロ

ックに分け，各ブロックに国立大学養護教諭養成所が

設置されることになる（北海道教育大学，弘前大学，

茨城大学，千葉大学，愛知教育大学，大阪教育大学，

岡山大学，徳島大学，熊本大学）。その先駆けは岡山

大学であった。既に免許法の改訂により，養護教諭に

必ずしも看護師の資格を必要としなくなったことに伴

い，高等学校卒業を基礎資格とした養護教諭養成機関

（三年制）の誕生である。大学内に本機関が設置され

た時代的背景には，必要な修業年限内に多岐に亘る充

実した教育を施すためには，単独の教育施設ではなく，

大学の教官やその施設などの協力・利用が得られるこ

との必要性も十分考慮されたようであった。

　各養成所は，国立養護教諭養成所設置法施行規則で

定められている卒業単位数（計93単位以上）では足り
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ないと判断し，より多くの教育内容を準備した。例え

ば，岡山大学の場合は130単位（必修106，選択24）を

課していた。３年間で４年分の教育を行うようなハー

ドスケジュールにならざるを得なかった。

３．「国養協」の設立と四年制運動

　国立養護教諭養成所は，これまでの養護教諭養成機

関と比べて格段に改善された（例　学生定員40名に対

して，専任教員と事務職員各９名配置など）が，問題

も多々あった。例えば，愛知教育大学の第１回卒業式

では，在校生代表が送辞の中で「大学のようであって

大学ではない」と指摘し，充実した教育内容や教員陣

容を評価しながらも，制度の問題点を鋭くついた。こ

の発言が制度改善運動の原動力となったといっても過

言ではない。

　四年制大学への制度改善を実現するために，他の養

護教諭養成所教員も一堂に集まり協議する組織を作る

必要性を痛感した森田穣教授（愛知教育大学）などが

発起人となって，1969年７月に国立養護教諭養成所協

会（略称「国養協」）が設立された。会長は愛教大の

武藤義信養成所長、副会長は森田穣教授と小倉学教授

（茨城大学）であった。愛教大の正副会長はたびたび

上京し，文部省への要望書提出，国会議員への陳情を

行った。「国養協」の設立年月は，大谷が茨城大学に

赴任した時と偶然にも重なる。小倉副会長の足元にい

た大谷も，東京に近いという地の利を活かして，その

運動の作業部隊の一員として，小倉副会長の命を受け，

文部省や国会議員の訪問あるいは関係諸団体会長への

挨拶（署名のお願い）などを行った。大谷がまだ20代

の頃のことであった。

　国会請願では各養成所が地元選出国会議員（超党派）

に紹介議員になってもらうよう働きかけることを申し

合わせ，進捗状況を逐次報告しあった。署名は学生と

その保護者，現職養護教諭と関係者などからできる限

り広範囲に集めていった。特に現職養護教諭は各県の

組織をあげて四年課程実現のために精力的に活動し，

制度改善に貢献した。「国養協」の事務局が愛教大に

置かれた関係で，堀内・天野らの若手教員は事務局員

として署名の整理集計，会議の資料印刷などの作業を

担当していた。

　一方，養護教諭が活動するためには４年間の教育が

必要であることを示すために，「養護教諭の職務内容

検討委員会」が設置され，共同研究を行った。メンバ

ーは主に９大学で養護実践を指導する立場にある若手

教員（当時は「養護学」の語はまだ使われていなかっ

た）であり，指導者（検討委員会委員長）は「養護教

諭―その専門性と機能―」（東山書房，1970）を著し

た小倉学教授であった。養護教諭の「職務内容」は、

学校保健法の条文をもとにした活動項目の羅列ではな

く，学校保健の構造的把握の上に成り立つとの基本的

な考えから，学校保健の構造と関連づけた枠組み（８

つの大項目，具体的な活動は例示にとどめる）を提示

した。「養護教諭論」（現在の養護学に通じる）の理論

的な構築がなされる過程において，「養護教諭の職務

内容検討委員会」の提言は養護教諭養成関係者の共通

理解という点でも画期的な成果と言える１）。

　なお，1972年には日本学校保健学会が弘前で開催さ

れたのであるが，シンポジウム「養護教諭の職務の今

日的課題」は「国養協」の運動を後押しするものでも

あった。「国養協」より堀内・石原を含む３名が参加

している。司会者である福留ハナ（熊本大学）は，以

下のように述べていた（石原の抜粋による）。

　「近年，養護教諭の職務や養成についての研究や討

論は，頻繁に繰り返されており，それらは関係者に共

鳴や新しい発見の喜びを与え，その後の執務や研究の

エネルギーとなり，学校保健ならびに養護教諭自体の

資質の向上に多大の寄与をしている。しかし，経済優

先の風潮が即刻即時に間に合う職業人を要求し，関係

者の中にも，今すぐに役に立つものを求める傾向があ

り，いまだに理論と実際の間に距離がある。（中略）

研究なくして専門家とは言えない。“養護教諭は専門

職”という時には，その裏づけがなくてはならない。

ここに基本的な学問のために時間を要することは当然

となってくる。そこで，如何にしたら理論と実際が接

近するか，養護教諭を取り巻く問題，為すべき課題，

今後の研究の方向づけを，理論と実際の両面から考え

てみたい。」

４．四年制大学での養護教諭養成の開始

　1975年，「国養協」が切望していた四年制大学での
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養成が実現し，愛知教育大学と茨城大学教育学部に養

護教諭養成課程が設置された。教育内容や大学運営の

細かいことがらについて，「国養協」の総会で「先発

校の愛知・茨城はどうですか」と発言を求められるな

ど，責任を感じる場面もあった。数年後には、他の大

学も順次四年制へ切り替えられていった。

　なお，大阪教育大学の場合は，養護教諭養成課程以

外の学科・コースでも養護教諭の免許が取得可能であ

った。その背景には，大阪教育大学が３つの師範学校

が統合されたものであることと関係している。３つの

学校のうちの１つは女子師範学校であった。杉浦守邦

によれば，女子師範学校においても学校看護婦の資格

を授与できるようになっていた２）ので，その女子師

範学校でも「学校衛生」等を学んだ学生には，学校看

護婦の資格を授与していた可能性がある。そのような

経緯があってか，大阪教育大学の保健学科では「教諭」

の他に「養護教諭」の免許が取得可能な状態にある。

また，新たに開設された健康科学コースは「養護教諭」

と高校教諭「看護」の課程認定もされている。

　今日の養護教諭養成は多様なコース（学問背景）で

の養成になってきているが，今後はさらにその方向が

強まるであろう。大阪教育大学はその先鞭をつけてい

たことになろうか。

５．新「国養協」の設置と研究委員会の活動

　養護教諭養成所の教員で組織されていた「国養協」

は，養成所の四年制大学への移行により発展的解消と

なった。教員が教育学部に所属している関係から日本

教育大学協会に加入した（1978）のだが，養護教諭独

自の問題を扱う必要性から，別に国立大学養護教諭養

成協議会（新たな「国養協」）を設立することになっ

た（1981）。

　新「国養協」の研究委員会でも若手教員が中心にな

り，養護教諭の「職務内容」「身分の確立」「複数配置」

についての研究を精力的に進め，報告書を出している

（1984）。若手教員たちは，所属する大学を超えて共同

で仲間と研究することの利点を実感することができ，

組織的・継続的に研究を進めていく基盤ができあがっ

てきたと言えよう。

６． 日本学校保健学会での要望課題と共同研究班の発

足

　四年制の養護教諭養成が徐々に進行し始めた頃，日

本学校保健学会の要望課題に「養護教諭の養成教育の

あり方をめぐって」がとりあげられた（1982 ～

1984）。世話人は小倉学と飯田澄美子（神奈川県立衛

生短大～聖路加看護大）であった。第１年次は「養護

教諭養成の現状と問題点」をテーマに，堀内、盛、大

谷が報告者になった。第２年次は「ヘルスニーズの変

貌と養護教諭の役割」をテーマに中尾（愛知教育大学）

と石原等の登壇があり，第３年次は「養護教諭養成の

ための教育課程・方法の検討」をテーマに松本（熊本

大学）や石原等が報告にあたった。

　これらのテーマは、学校保健学会の学会活動委員会

によって、数年間継続して検討を要する課題の一つと

して設定されたものであるが，当時，小倉学を代表と

する国養協研究委員会においても最重要課題の一つと

して取り組んでいたものであり，同委員会より，指定

演者として６名が参加した。

　第１年次は，まず現状を確かめることから始めよう

ということで，教育職員免許法で規定している専門科

目名・単位数と，養護教諭養成機関のカリキュラムの

問題点，大学における養成計画と運営上の問題点，学

生の養護教諭に対する認識や志向の変化とその要因等

についての報告であった。

　第２年次は，「望ましい教育課程」を検討する前提

として，養護教諭にどのような役割・機能が求められ

ているかを知る必要があると考え，特に児童生徒のヘ

ルスニーズの変貌への対応に焦点を当てるとともに，

時代を通じて変わらない基本的な役割・機能とは何か

を確かめることにした。保健室の救急処置内容の推移

や養護教諭の意見調査等の結果から，養護教諭が特に

重視している機能として，①学校保健問題を的確に把

握する機能，②精神的健康問題への個別的対応の機能，

③組織的活動推進機能，④教師としての教育機能等の

四つの機能が挙げられた。

　そこで第３年次は，これらの４機能に対応した養成

という観点から，各論的に，それぞれの教育面の内容・
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方法について検討するとともに，養成の過程における

学生の変容の実態にも着目し，望ましい教育課程の全

体構造について検討した。

　これらの単発的な形での報告が３年間あったのち，

組織的・継続的な研究の必要性が認められ，学校保健

学会の共同研究班が組織された（1985）。共同研究班

には全国から31人の研究者（国公私立養成機関教員や

現職養護教諭）が集い，望ましい養護教諭像の追求，

カリキュラム全体構造，現代的な課題への対応など，

分析的・総合的に研究を進めていった。３年間の助成

期間に中間報告２回と最終報告を「学校保健研究」に

発表するとともに，その後も研究を継続し，1990年６

月には「これからの養護教諭の教育」（東山書房）を

出版した。共同研究の全体の世話人は，小倉学のほか

泉谷秀子（当時　愛知女子短大）と堀内久美子があた

った。研究全体をリードしてきた小倉世話人は，この

５年間の研究班の活動の後半は病をおしての合宿研究

会参加でもあった。序文を執筆し，各論文の推敲に参

加しながら「これからの養護教諭の教育」の発行１ヶ

月前に他界してしまった（1990年５月）。その後，泉

谷世話人も教壇で倒れ，１週間後に帰らぬ人となった

（1992年７月）。小倉世話人という牧者的存在を失った

共同研究班メンバーは，泉谷世話人の急逝による偲ぶ

会で再び集められることとなり，養護教諭教育の研究

を推進する常設の組織を設立する決意を固めた。その

数ヶ月後，名古屋で開催された学校保健学会の間隙の

時間に賛同者が集合し，堀内久美子理事長のもと全国

養護教諭教育研究会（本学会の前身）が発足した。二

人の世話人の養護教諭教育にかける熱い思いが，本学

会の誕生に深くかかわっていたと言える。

７．教大協の常設研究委員会の設置と共同研究の推進

　教育学部で養護教諭養成にかかわっている教員の組

織を，日本教育大学協会の中の一部門に位置づけるこ

とが諮られ，再び「国養協」は解消した。その後は，

日本教育大学協会全国養護部門３）という組織の中に，

研究委員会を常設し，養護教諭養成に関わる課題につ

いて研究を行うことになった（1993 ～）。設置した当

初は，大谷が研究委員会代表となり，「21世紀におけ

る養護教諭養成教育のあり方に関する報告書」（1997

年７月）を皮切りに２年毎に報告書を発行してきた。

研究委員会では，養護教諭特別別科の問題も取り上げ，

皆川興栄委員（新潟大学）らと共に養護教諭特別別科

（一年課程）の問題改善についても取り組んだ。

　各大学では必ずしも，講座の教員全員で養護教諭の

ことや養護教諭養成のことを研究課題としてとりあげ

られるわけではない。大学で一人孤立していたとして

も，この研究委員会の委員になれば，合宿などの機会

に夜遅くまで一緒に語り合うことができ，共同で研究

することの喜びとなっていった。教大協・研究委員会

に最初から参加してきたシンポジスト松嶋は，次のよ

うに研究委員会の意義を述べている。

　「諸研究報告書の作成に加わることができた。定期

の研究委員会のほか，春休みには臨時の研究委員会が

開催され，ほぼ定例となっていた。委員会では研究の

ほか，教育職員免許法の改正や学習指導要領の改訂そ

の他種々の改変時にはいち早く情報を提供してくださ

り，解説も加えていただけたので，現場での対応に困

ることはなかった。」

８．大学院「養護教育専攻」の設置等

　養護教諭養成所から四年制大学に移行したあと，次

に取り組むべきことは大学院の開設であった。それま

で，大学院設置基準には養護教育専攻についての規定

がなかったので，文部省への申請ができなかった。そ

こを突破したのが，愛知教育大学（1993年４月開講）

であった。

　愛教大の大学院「養護教育専攻」新設に関しては，

大学から正規のルートで概算要求を出してもらうため

に苦労したが，養護教育講座の教員の中で大学院設置

準備委員を決めて組織的に活動したことや，講座の教

員が全員一致してバックアップしたことが大きな促進

要因になったと思われる。堀内，天野は設置準備委員

として，設置実現まで継続的に委員としてかかわった。

これには，四年制（課程）への制度改革の際の事務局

として若い時に色々活動したことが役立った。

　「養護教育専攻」が発足したことで，国立養護教諭

養成所及び短期大学の卒業者には，大学院出願資格に

関する告示がありながら，教諭一種免許があれば大学

院を受験できるのに，養護教諭一種免許では受験資格
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がないことが新たな課題として出てきた。そこで，大

学院出願資格実現のために告示の改正に向けての働き

かけが必要になった。このことに関しても，講座の教

員の努力と「教大協」の組織的な働きかけが功を奏し

て，養護教諭一種免許での大学院出願資格の実現に役

だったと思われる。

　また，免許状の種類に専修免許が加わり，一種免許

状保持者の上進制度が示されたが，養護教諭の場合は

狭き門であった。大学院に入学あるいは科目履修で専

修免許のとれる人は限られているので，愛教大は養護

教諭専修免許状認定公開講座の開講に取り組んだ。

1998年に全国で初めてその実現をみたが，この点に関

しても学内での反対が非常に強く，認めてもらうのに

何年もの働きかけが必要であった。これら「前例がな

い」ことを実現するのに苦労はつきものであるが，い

ずれも７～８年を要した。何事も壁につきあたった時

からが出発であり，情熱を持ち続け，焦らず，あきら

めず，組織的に働きかけることが大切であると学んだ。

　養護教諭独自の大学院は，愛教大のあと，1997年４

月に茨城大学と岡山大学に設置が認可され，その後，

順次設置され，大学院の整備が進んだ。

９．養護教諭養成大学協議会の設立

　約40年前は，養護教諭の免許が取得可能な機関は「国

養協」や「教大協」に所属している大学が中心であっ

た。今日は約100大学にも及ぶ状況である。そのため，

養護教諭養成に携わる大学の関係者が集う「日本養護

教諭養成大学協議会」を立ち上げることになった（2005

年11月）４）。この設立世話人のうち「教大協」メンバ

ーの大谷が初代会長になったが，これも「国養協」「教

大協」の一員として組織的に仲間と共に学び，運動し

てきた体験が役に立ったと言える。

　今後は，全国の養護教諭養成教育を束ねる組織母体

として，各大学の様々な思いや問題を共有し，養護教

諭の養成教育の充実と向上のための方策を考えていく

ことができるよう，本協議会の発展を期待したい。

10．これからの養成の充実をめざして

　以上，1960年代から40有余年の経過を早足でたどっ

てみた。それは，今回，報告した私たちが若手教員の

時代に，「国養協」や「教大協」の組織づくりをそば

で見，自分たちの主張の裏付けとなる根拠を提示する

ことができるようにと，検討委員会の委員として，所

属大学を超えて集い，共に共通の研究目的をもって共

同研究をしてきたことが大きな意味をもっているよう

に思う。

　その当時の若手教員の多くは，養護教諭の実務の場

から大学という教育と研究を行う場に異動し，その職

に携わることになった者たちである。そのような若手

教員に対して，年齢や研究の経歴に関係なく，研究仲

間として遇してくださったのが小倉教授であった。小

倉教授は生前「良き研究者と言われるよりは良き教育

者と言われる方がいいな」と語っていたが，かつて小

倉教授と一緒に研究を共にさせていただいた者たち

は，養護教諭養成に携わる者として必要な「研究者で

あること，教育者であること」について，モデルを示

していただいたと言ってもよいだろう。

　今日の大学は，かつての時代と比べて教職員数が削

減される中，なすべき仕事は多く事務量も大幅に増大

している。しかも，若手教員の採用は減るばかりであ

り，教員と学生との間の年齢差も大きくなる一方であ

る。かつての時代と比べて，人を育てるという環境と

しては決してよい条件ではない。しかしながら，目の

前の養護教諭を志望している学生，さらには養護教諭

になった卒業生が赴任した学校の子どもたちのことを

考えると，嘆いている暇はない。本報告がいくばくか

の参考になればと願うものである。
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ミニシンポジウム２

虐待をめぐる最近の動向　―養護教諭としてどうかかわるか―

コーディネーター　山崎　隆恵（神奈川県立綾瀬西高等学校）

シ ン ポ ジ ス ト　村松　敦子（キャプネット・みやぎ代表　弁護士）

　　　　　　　　　舟山みどり（キャプネット・みやぎ　相談員）

　　　　　　　　　佐藤　　隆（弘前児童相談所所長）

キーワード：虐待，防止，児童生徒，親（かつての被虐待児），学校，児童相談所，

　　　　　　民間団体，連携，養護教諭

　児童相談所は，児童福祉法11条の２によって，児童

に関する様々な問題について，家庭や学校などからの

相談に応じること。児童及びその家庭につき，必要な

調査並びに医学的，心理学的，教育学的，社会学的及

び精神保健上の判定を行うこと。児童及びその保護者

につき，前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を

行なうこと。児童の一時保護を行うことなどが定めら

れている。

　キャプネットみやぎ（子ども虐待防止ネットワーク）

は1999年に虐待の子どもへの悪影響を絶ち，その人本

来の人生を歩むことが出来るようにという願いととも

に，児童相談所だけでは対処困難という実情をカバー

するために，全国で31番目の民間団体として立ち上が

った。虐待をしてしまう母親たちのために，電話相談

や週に１度グループミーティングを行っている。また，

緊急性のある場合は関係機関と連携を取りながら，介

入していく場合もある。

　児童虐待は子どもの心に大きな傷となって残り，①

自分に自信がもてない…②対人関係が苦手になる…③自

傷行為を起こす…④人格障害になりやすい…⑤自分自身

の子どもの虐待を行う，などの悪影響が起こりうると

いわれている。

　児童虐待の問題を学校現場で考えると，大きく３つ

の課題が考えられる。

（１）発生のわかりにくさ，深刻さ，対応の難しさ。

（２）…早期発見，早期対応ができないことによる，そ

の後の発育発達への影響。

（３）…実際の対応時に，学校という枠組みや教員の果

たす役割などの観点から，どのように他機関と

有効な連携ができるか。また，それぞれの限界

をどうおさえるか。

　本シンポジウムでは，上記（１）～（３）を念頭に

おきながら，児童相談所・民間団体の相談員・弁護士

の方々に事例を交えて児童虐待についてどう対応され

ているか学び，その後，学校の中でいち早く子どもの

問題を察知できる（かもしれない）立場にある養護教

諭として，（３）の「より有効な他機関との連携のあ

り方」を考える機会としたい。

　シンポジストの提言は第17回学術集会抄録集に掲載

されている。本稿では，抄録の再掲部分もあるが，提

言者が重視する内容，養護教諭や学校関係者に伝えた

い部分を中心に掲載したい。

　シンポジウム開始にあたって，シンポジストとフロ

アーの論議の活発化を図るため，お互いを知ることを

目指して参加者の所属を確認した。100人程度の参加

者で，現職養護教諭がおよそ2/3，学生が1/3，養成関

係者５～６人，行政関係者０人であった。

〈シンポジウムを進めるにあたって〉

山崎隆恵（神奈川県立綾瀬西高等学校）
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　また，虐待に関わる厳しい事実が語られたが，その

内容はシンポジウムの参加者だけで共有し，紙面には

載せないことを確認している。

〈「虐待されて育った『非行』少年たち」「国の制度の進展と限界」を中心に〉

村松敦子氏（キャプネット・みやぎ代表　弁護士）

　虐待されて育ち，適切なケアがなされないと，身体・

知的発達・情緒・心理・行動・対人関係等で様々な影

響を一生引きずって生活することになる。自己及び他

者の暴力的言動の容認，人間不信，コミュニケーショ

ンの不全は，虐待された子どもの特徴であり，多くの

『非行』少年たちの特徴である。そして，そのまま成

長して大人となれば，その人の「特徴」となる。

　虐待に公権力が介入しても，中途半端な介入，例え

ば子どもが一時保護されたとしても，親の虐待的言動

（特に暴力的言動）が改善されず従前どおりだと，子

どもは親の虐待的言動をその後も絶対的なものとして

しまう。子どもの問題行動の是正のためには親に変わ

ってもらわなければならない。

　介入・支援には虐待する親の心理や傷ついた人々の

心理を知らなければならならず，親の言動の是正には，

攻めるのではなく支えることが必要である。虐待して

いる親子は地域から孤立していることが多い。「自分

が悪いからこうなった」と親も子も自分を責め，また，

虐待する親・される子は感情を鈍磨させることで適合

しようとする。虐待する親は，虐待された子ども時代

の心理を持ち続けていることが多い。自尊心が低く，

否定されることに過剰に防衛し，弱さを見せる恐怖に

捕らわれ，必死でよい親を演じようと頑張り，思い通

りに行かないと，きれてしまう。それが，周囲の人に

は，プライドが高く見えたり，攻撃的，拒否的に見え

たり，前向きで協力的な言動に見えたり一転して嘘つ

きにみえたりで，とらえどころの無い，一貫性の無い

付合いにくい人として見えてしまう。

　暴力で育てられた子どもの多くは，暴力を悪いと思

えず，理由があればやっていいことと刷り込まれてい

る。そして自分が支配する立場になると，それは表出

する。子どもへの虐待（世代間連鎖）だけでなく，夫

婦間のDVに現れることもある。

　虐待にしろDVにしろ，暴力を否定し，被害を受け

た人に対しても「暴力は受けるとつらいよね。」だけ

ではなく，「暴力は絶対にやってはいけないこと」と

いうメッセージを送り続ける必要がある。

　虐待への介入は，「（暴）力支配」という価値観を別

の「ともに生きる」という価値観へ変容させることと

意識して行わないと，虐待の連鎖は断ち切れないと考

えている。

　学校には，虐待されている子ども達が，かなりの人

数通っている。人の顔色ばかり窺い，おどおどびくび

くしている子，物事（勉強も含め）に集中できない子，

顔色が悪かったり，合理的説明がつかないケガをして

いる子，そして不登校の子の中にも…。

　養護教諭は，虐待されている子どもを援助しようと

思えば出来るし，その可能性は高い。介入はその子の

みならず，将来のその子の配偶者や子孫も救済するこ

とにつながる。ＤＶや虐待が確実に増加している昨今，

是非ご尽力いただきたい。
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〈虐待をしてしまう親たち〉

舟山みどり氏（キャプネット・みやぎ　相談員）

〈養護教諭（学校）に望む児童虐待への対応について〉

佐藤　　隆　中南地域県民局地域健康福祉部こども相談総室…総室長

青森県弘前児童相談所…所長　　   　　　　　　　　　　

　10年間相談員として協力している。「虐待する親」

と聞くと，ひどい人間を連想するかもしれないが，き

ちんと物事を運びたいという完璧主義者が多い。現在，

保健所等で子育てについて指導してくれる場が多い

し，子育ての情報はあふれている。それを完璧にやろ

うとしてやれない自分に苛立って暴力的な行動になっ

てしまうのが虐待をしてしまう親の姿である。「指導

の場所」はあるけれど，母親自身が幼いとき親から目

玉にフォークを刺されそうになった経験などを「話せ

る場所」がないことに気づいたのが，私のキャプネッ

ト・みやぎの活動につながっている。親から受けた辛

い経験，自分がしてしまう虐待を「そうだったの…。」

と聞いてあげるのが私の仕事である。「虐待をしてし

まうのは何か理由があるよね」という気持ちで親支援

をしている。

　親グループを支援する中で得られた実感は，似たエ

ピソードが他の人から出てくると，自分を客観視して

反省できて，徐々に自分自身を変化させることができ

る人が育っていることである。何かでカーッとした時，

「昔の自分がカーッとしている。今の自分は，あのと

きの怒っている自分ではなく，この子の母なのだ。だ

から冷静になろう。」と気づくようになる。このよう

に自分を見つめる姿勢を持ってもらう手伝いをしてい

る。

　また，虐待する親は基本的に人への信頼感を持って

いない。しかし，相談などを通して，相談員やグルー

プの仲間に信頼感を持つと，回りの人に援助を求めら

れるようになる。つまり，何か暴力行動に走りそうな

時に，人に連絡をとって話すことで抑えることができ

るようになる。子育ては，子どもの年齢に応じて次か

ら次へと新しいストレスが生ずる。そのためグループ

には，子どもが赤ちゃん～小学生に育つまでずっと通

っている人もいる。そんな人たちと話しているうち，

私の目の前にいるのは実年齢36歳の母親でも，つらか

った時の10歳くらいの姿が透けて見えてくる。

　相談員はあくまで母の味方になって話を聞き，「母

を救わなければ子どもを救えない，とにかく母の味方

をする。」というスタンスに立っている。学校は，子

どもの味方の立場と思うが，つらい母親の立場を理解

してほしいし，誰か味方してほしい。

　全国で年間50人が，つまり一週間に一人が虐待死し

ている。なにより早期発見が予防につながると考えら

れる。

　青森県の統計を見ると，虐待やDVの通告が中南地

域に多い。統計の数字が増えることを，即，悪い傾向

にあると直結して考えがちになるが，いろんな情報を

確認すると，この地域はもともと人権意識が高いこと，

また，すぐに相談できる体制ができていることから行

政への信頼があり，そのため通告が増えて，数字が多

くなっていることも考えられる。青森県のことだけに

限らず，統計上の数字に踊らされないで地域の特性や

行政の取り組みなど背景をきちんと押さえた上で，論

議する必要がある。

　虐待をする親は，地域との交流を持たない場合が多

い。学校は子どもの姿を見ることができる場所なので

虐待の早期発見を意識して，関係機関との連携が必要

であることを考えてほしい。児童相談所の役割，養護

教諭に望むことを次に挙げたい。
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◇児童相談所は児童虐待相談で何を行うのか

（１）…児童虐待の相談・通告は「虐待を受けたと思わ

れる児童」でも対象となる。

　　……ポイント：「しつけ」と「虐待」の違いは親の意

図ではなく，子どもにとってその行為が有害か

どうかで判断する。

（２）…児童虐待の相談・通告には，養護教諭としての

守秘義務違反には問われない。…

（３）…児童相談所では受理会議を開催し，48時間以内

に原則目視による子どもの安全確認を行う。

（４）…通告された子どもに兄弟，姉妹がいる場合はそ

の安全確認も行う。

（５）保護者が調査等を拒否した場合

　　…（ア）…子どもが学校等におり，保護者と別にいる

場合は一時保護する（保護者の同意を得る

ことなく，児童相談所長の職権でできる）。

　　…（イ）…子どもに会えない場合は，保護者に出頭要

求をする。緊急性がある場合は，直ちに立

ち入り調査をする。この立ち入り調査では

鍵を壊してまでは家屋に立ち入ることがで

きない。

　　…（ウ）…立ち入り調査を拒否した場合は，再出頭要

求を行う。

　　…（エ）…再出頭要求を拒否した場合は，裁判所の承

認を得，臨検・捜索を行う。臨検・捜索は

鍵を壊して家屋内に立ち入ることができ

る。

（６）…子どもが虐待により，保護者と一緒に暮らすこ

とが不適切な場合は，児童養護施設，里親等に

子どもを措置する。

（７）…保護者が児童養護施設，里親等に子どもを措置

することに反対している場合は，家庭裁判所の

承認を受けると，保護者が反対しても措置でき

る（２年間，更新可）。

（８）…在宅となる場合は，児童相談所への通所等により，

子ども，保護者へのカウンセリング，心理治療

等の支援を行う。

（９）…子どもと保護者が別に暮らすこととなった場合，

可能であれば一緒に暮らすことができるよう家

族再統合に向け支援する。

◇児童虐待に対して養護教諭に望むこと

（１）…養護教諭は，子どもの入学から卒業までの保健

管理等を行っており，子どもの身体的，精神的

状況を把握しやすい立場であるので，虐待の早

期発見に努めてほしい。

（２）…保健室は子どもにとって安心できる場所なので，

話を聞き，その話した内容や子どもの行動の真

意を見極めてほしい。子どもから信頼される関

係をつくってほしい。

（３）…子どもが虐待を受けていると話した時は，子ど

もに安全や秘密を守ることを伝え，「話してくれ

てありがとう」，「あなたの言ったことを信じる

よ」，「あなたが悪いんじゃないよ」と話してほ

しい。推測，思い込み及び誘導的な質問は避け

てほしい。ただ，秘密については，児童相談所

等の専門機関に相談することにより，子どもの

安全が守られることをきちんと伝えてほしい。

子どもから聞いた内容は正確に記録してほしい。

（４）…子どもから伝えられた内容は，校長等上司に報

告し学校の組織として児童虐待に対応してほし

い。

（５）…保護者への配慮よりも子どもの安全を第一に考

えてほしい。

（６）…養護教諭が子どもから直接話を聞いた場合は，

関係機関の会議等に養護教諭自らが出席してほ

しい。

（７）…一度虐待が解消されても，虐待が繰り返される

ことがあるので，見守りを続けてほしい

〈まとめ〉

　シンポジウムを終えて，コーディネーターとして印

象に残っていることは次の３点である。

　①…虐待を受けている児童生徒（またはかつての被虐

待児である親）のつらさに共感するだけでなく，
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「暴力はつらいよね，必要ないよね」というメッ

セージを，対応者が言葉にして本人に伝える必要

がある。

　②…市町村が設置する要保護児童対策地域協議会を活

用すること。現実には，管理職が出席することが

多いが，児童生徒の真の姿を知っている養護教諭

が出席すべきである。

　③…統計上の数字に踊らされないで地域の特性や行政

の取り組みなど背景をきちんと押さえる必要があ

る。

①は，気持ちに寄り添った上で，暴力の連鎖を断ち切

るために暴力は必要ないと教育することになり，大事

なメッセージと考えられる。養護教諭の日常の対応で

も，共感してから教育することは多いと考えられ，虐

待が考えられる場合は，より深い共感とより強い意思

を持って語りかける（教育する）必要があると感じた。

②では，児童生徒の心身の両面を扱う養護教諭は，子

どもの真の姿をつかみうる立場にあるからこそ顔の見

える連携が求められていること，そして，子どもを守

る最前線にいることを痛感させられた。③は，健康教

育や健康相談活動を進める上で，目の前の事象だけに

とらわれず，広く深く背景を知って取り組みを進めて

いくことに通じるものと思われた。３点とも，養護教

諭の実践を高めていく上で必要なことと改めて認識さ

せられた。論議の時間を多く取れなかったのが残念で

ある。

　このようなシンポジウムの場を設定してくださっ

た，面澤和子学会長をはじめ，実行委員会の皆様，そ

してご講演くださったシンポジストに深く感謝申し上

げます。
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テーブルセッション１

特別支援教育をもう一歩進めるために
―養護教諭としてどう関わるか―

中村　　修（田舎館村立西小学校）

１． 「特別支援教育」元年から２年，教育現場の「特

別支援教育」の現状は....

　○…「学校教育法等の一部改正」H19.4月施行。その

内容は....

　　・…「養護学校」は，複数の障害に対応する「特別

支援学校」へ。

　　・…小学校，中学校においても特別支援教育を実施

する（普通学級においても実施）。

　　・一人一人に「個別の教育支援計画」を策定....。

　平成19年度，学校教育法等の一部改正を受けて「特

別支援教育」はスタートした。「特別支援教育」にお

いては，通常学級に在籍しているLD，ADHD，高機

能自閉症等のも含めることとなった。その数，約68万

人（約6.3％の在籍率）と言われている。このような

大きな変化を受けて学校の教育現場は何が変わり，何

が変わらないままなのであろうか。

⑴…「特別支援教育コーディネーター」と「校内支援委

員会」の設置はほぼ100％。

　小中学校においては「特別支援教育コーディネータ

ー」と「校内支援委員会」の設置が推し進められた。

本県においてもすでにほぼ100％を達成していると言

われている。しかし，設置率の高さがそのまま支援の

充実を表すわけではなく，それが十分機能しているか

どうか疑問であると言う指摘もある。

⑵「知識や経験のある専門の教員がいない」

　特別支援教育の必要性を感じ，関心を持つ教員は増

えている。しかし，専門的な知見がなければ，子ども

の理解や対応の仕方等，判断に迷うことも多く，効果

的な実践は難しいと考えられている。支援の必要性の

ある児童生徒はいるが，十分な支援ができていない。

その理由は「専門の教員がいない，配置されない」か

ら。このような意見を教育現場では聞くことが多い。

⑶「教員の人手や時間が足りない」

　学習活動や集団生活においてトラブルを持つ子ども

に対して，何とかしてあげたいという熱意のある教員
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は多い。具体的支援や方向性は見えてきても，個別的

に対応するためには「人手や時間に制約があるため，

必要な支援が実施不可能である」となるケースも少な

くない。

⑷「保護者の理解と承諾が得られない」

　手厚い支援を希望する保護者は多いが，発達障害の

診断を受けることには拒否的であったり，学級集団か

ら離れての個別の指導は望まないケースも多い。教員

の手厚い配置のためには医学的診断や就学指導委員

会の判定が必要であると学校側から説明を受け，保護

者が苦しい立場に立たされる。時には教員側から「保

護者の理解に問題があるために具体的支援ができな

い...」といわれる場合もある。本来，障害の診断の有

無に関わらず，子どもたちの「支援ニーズ」に対して

必要な支援が提供されることが望まれる。そのために

は柔軟な姿勢，弾力的運用が求められる。

⑸…「特別な子に対する特別な教育」という変わらない

意識

　学校の立場からは「障害が認められないと特別な対

応はできない」となり，保護者側からは「障害者と見

られるのは嫌。手厚い指導をしてもらいたいだけ」と

なる。どちらについても「特別支援教育」は，「特別

な子どものための特別な教育」という意識が強いと言

える。学校も保護者も含め，社会的にまだ「特殊教育」

時代と何ら変わらない意識が背景にあるものと思われ

る。「特別支援教育」が「特別」ではない「普通の（当

たり前の）支援」と理解され，「障害児のための教育」

というイメージが変わるまでまだ時間はかかりそうで

ある。

２．「支援ニーズ」の視点からの見直し

⑴支援の必要性を抱えている子はさらに多い。

　教育現場において，何かしらの不都合を抱えている

のではと思わせる子どもたちはさらに多い。同年代集

団においても，ひときわ衝動性が高い子，教師の言語

指示が通らない子....多くの子どもたちが「支援の必要

性」を示すサインを出している。また，「習癖の異常」

（チックや指しゃぶり，爪かじり，夜尿，睡眠，言語等）

を示す子どもたちも少なくはない。これらは必ずしも

異常ではなく，発達と共に改善していくのが一般的で

ある。しかし，子ども本人や保護者にとっては，適切

な支援を具体化する必要がある。子どもへの対応を誤

れば，二次障害となり，将来的に問題を残すことにな

る。

⑵「支援」の視点で捉え直す必要性

・…「学習指導」～例えば学習障害児には，本人の認知

特性に応じた指導が必要とされる。学習の順序を考

慮し，工夫された教材や支援ツール等の準備も求め

られる。単に個別に，スモールステップで指導する

だけでは不十分である。

・…「生徒指導」～少年院や児童相談所から発信される

情報では，少年犯罪や虐待の背景には多くの場合，

発達障害が関連していると言われている。例えば

ADHD児が，その衝動性のため生徒指導上の問題を

抱えてしまうことも少なくはない。そして「生徒指

導」としてのアプローチでは解決しないことも多い。

　このように，「指導」と「支援」の関係を見直し，

個に応じて，「指導」と「支援」を一つのものとして

いくことが重要と考える。

３．「支援」における養護教諭の役割

　養護教諭は，学校内の保健活動の推進が主な役割で，

全校児童生徒の保健に関する実態を把握する立場にあ

る。養護教諭の持っている情報は，「支援」のために

必要な情報と大きく重なることが多いと言われてい

る。保健室には，けがの多い子，不調の訴えの多い子，

心配事を相談する子など，子どもたちの情報が集まり

やすく，そこに「支援ニーズ」を示すサインが含まれ

ていることがある。養護教諭の最も大きな役割は，他

の教員とは教員の性格を異にする所にある。スムーズ

に学校生活に適応できない子どもは，保健室で休んだ

り，保健室登校したりと，養護教諭に「支援ニーズ」

を見せる場合がある。養護教諭はカウンセラーとして

子どもたちを受けとめ，その支援ニーズを校内の支援

体制につなぐことが必要とされる。

　養護教諭は，「子どものサインを捉えるアンテナ」

であり，「発達障害に理解を持ったカウンセラー」で

あり，「支援ニーズをつなぐコーディネーター」であ

ることが期待されている。
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テーブルセッション２

発達障害への対応を探る

講師　中村　　修（田舎館村立西小学校　特別支援教育コーディネーター）

　　　佐藤　忠全（弘前大学教育学部附属特別支援学校　特別支援教育コーディネーター）

司会　赤木　光子（青森県立青森高等学校）

　本セッションでは，地域支援活動の現状と教育現場

で問題となっている幾つかの課題について事例を報告

し，発達障害との関連を考察する。また発達障害への

対応の在り方について今後の課題を提起する。

１．「小１プロブレム」にどう対応するか

　「小１プロブレム」とは，入学した子どもたちが，

勝手なおしゃべり，授業中の離席などの問題行動を示

し，集団行動に適応できない状態を指す。原因は，幼

保生活と小学校生活との大きな差異，しつけなど家庭

の教育力の不足，基本的な生活習慣の未形成などの見

解が存在する。

　「事例：騒然とした入学式」「事例：やめろー，おば

さん（一斉授業の困難）」「事例：就学前幼児，疲弊す

る保育士」実際にそのような場面を観察すると，集団

内の騒動を引き起こす中心的な子どもが存在すること

に気が付く。多動，衝動性の高さを伺わせる暴言や離

席，また教師の言葉が届かない言語理解の困難さなど，

発達障害を疑わせる要素が見られる。

　どの子が悪いとか，厳しく躾けるなどの対応ではな

く，「どの子も成長と共に落ち着いていく」といった

発達を見守る視点で「支援」をすることが求められて

いる。

２．不登校・不適応と発達障害の関連

　文部科学省で示す統計では，平成11年度からすでに

全国の不登校の児童生徒数は13万人を超えており，現

在もその数は減少しておらず横這いであると言われて

いる。その中に発達障害児が含まれていることは，十

分に予想されることであるが，その調査は実施されて

おらず，明らかではない。近年，特別支援学校の教育

相談に不登校，不適応児の相談ケースが増えている。

発達障害の状態像を示す児童生徒が多く，本人支援は

もとより，保護者支援，関係機関の連携が必要となっ

ている。

３．高校進学と社会参加

　発達障害児の高校進学に関わる問題は深刻である。

高校進学に必要な学力が伴わない場合，その進路選択

は厳しいものとなっている。特別支援学校高等部へも

進めない，高等学校へも難しい，進める学校はあるの

だろうか，そのような相談ケースは毎年後を絶たない。

４．必要とされる「支援」と「連携」

⑴…支援を必要としているのは子どもばかりではない

　発達障害への対応とは，「本人支援」ばかりではない。

実際のケースにおいては，発達障害児本人への支援よ

りも，悩んでいる保護者や学級担任への支援を優先す

べき事例も少なくはない。

⑵問題行動は相互作用の結果である

　発達障害児の問題行動の要因は，その子の中に存在

するものばかりではない。特に子ども集団の中で発生

する問題には，集団としての指導も合わせて行う必要

がある。何より，子どもたちがそれぞれに成長，発達

するのを待ちながら辛抱強く指導を重ねることが大切

である。

⑶「幼保小連携」「小中連携」を確実に

　発達障害児に限らず，多くの子どもについて支援ニ

ーズを的確に捉え，関係機関と連携することがますま

す重要になる。「小１プロブレム」を未然に防ぎ，「中

１ギャップ」による不適応を軽減することは急務であ

る。

（以上文責　中村　修）
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１．特別支援学校における地域支援

　平成21年３月告示の特別支援学校の新学習指導要領

では，特別支援学校教員の責務として，就学に関する

相談だけでなく，通常学級に在籍する発達障害のある

児童生徒も含めた地域の特別な支援を必要とする子ど

もたちへの直接・間接の支援を進めることと，そのた

めのセンターとして機能を果たすことが明記された。

本校での教育相談数は，年々増加しており，担当者は

限られた勤務時間の中でスケジュールを調整しながら

相談を行っている状況だが，「校内や地域における援

助資源を整理・共有し，有効活用すること」「子ども

のライフステージに沿って支援が継続されるよう地域

への橋渡しをすること」を常に心に留め，個々の実態

に応じた相談を進めている。

２．本校の地域におけるセンター的機能

　まず「相談機能」として，個別の相談活動を中心に，

発達相談や就学に関する相談，学習や生活面の指導の

援助，心理検査の実施，巡回相談などを行っている。

その他の機能としては，地域の保育所（園）や幼稚園，

学校，教育委員会，研究団体等の要請に応じて講演や

助言などを行う「研修協力機能」「関係機関との連携

機能」がある。

３．教育相談活動を通して見えてきたこと

　保育士や教員が困っている子どもの背景に障害やそ

の疑いがあることが認知されないと，単なるわがまま

とか，親のしつけが不十分という捉え方をされ，児童

相談所や相談専門機関，医療機関につながらず，問題

がこじれてしまうことが多いように感じる。特に，就

学後や思春期などになって，不登校を呈する心身症や

気分障害といった二次的な問題が生じて初めて医療機

関を受診し，初めて発達障害がベースにあることに気

づくケースも多い。

４．全般的な課題として

⑴…発達障害のある子どもの保育所（園）・幼稚園から

小学校，小学校から中学校，そして高校というライ

フステージ移行期をどう支援するか。

　不登校事例の背景として，発達障害がベースにある

と思われる生徒の様々な不安要因の軽減，家庭との連

携，小学校との配慮事項の引き継ぎといった「予防的

な対応」が十分ではなかったことが挙げられる。この

ような環境の変化に順応しづらい生徒に対して，自己

の課題を克服できるような人間関係づくりや個々の特

性についての共通理解（教科担任間，養護教諭との連

携等）と具体性のある授業内容の工夫・改善が必要で

あると考える。更には，かかわる教員の横のつながり

を強化して，生徒との対話を大切に，安心して学習で

きる環境の確保を望むところである。

⑵…通常学級で配慮を要する子どもの学習スタイルを把

握し，可能な限りそれにあわせた教え方，教材を用

いるといった対応が難しい現状

　子ども自身の「自助資源」と，子どもを取り巻く「援

助資源」を十分活用した支援が大切。

⑶…巡回相談で気になる「学習中の姿勢の悪さ」が集中

力の低下につながっていると思われる子どもが増え

ている？

　動作が不器用で，物の扱いや人との接し方が乱暴，

直立できずすぐ床に寝転がる，机にうつぶせといった

「低緊張」が関係するつまずきではないかと思われる

子どもに出会う。身体の軸やボディイメージといった

視点から子どもを見てあげることも，通常学級の指導

における授業の改善には必要ではないかと考える。

５．地域支援の重点方針として

・…校内・地域における「援助資源」を共有・活用し

支援ネットワークを構築していくこと。

・…支援が必要な子に，自分が「できること」・「した

いこと」を考え，見つけることができるような，

小学校からのキャリア教育を意識した支援を。

・…ソーシャルスキル，要求や断り方など自己主張の

仕方といった実生活におけるスキルアップ支援を。

・…自己の能力を認めることができる子どもの育成と

保護者自身が元気になるような支援を。

〈チームの支援力を活かし，つないでいく支援を目指して〉
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Q　低緊張の子どもへの対応は。

A　…子どもたちに普段から姿勢を意識させる「姿勢教

育」が大切。発達障害が疑われる子どもの中には，

静止課題が苦手な子が多く見受けられる。

Q　…高校における発達障害があり支援を受けている生

徒の評価はどうあればよいか。学習指導や受験に

際しての成績の評価はみんな同じでなくてはいけ

ないのではないか。

A　…個の評価を大切にしてほしい。多様な評価法があ

ってもよいのではないか。

（以上文責　佐藤　忠全）

〈質疑応答〉
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編　集　後　記

　2009年度からの役員新体制になって初めての学会誌をお届けします。うれしいことに例年を上回る数のご投稿を

いただき，質量ともにずっしりと重い学会誌となりました。1998年の創刊から13号を数える本学会誌がここまで育

ってこれたのは，会員の皆様の温かいご支援とご協力があったからこそと思い，たいへん喜ばしく思っています。

　その背景には，今回特集した「養護教諭の自己教育力」の高まりがあることを意識しないわけにはいきません。

弘前での第17回学術集会においても，盛り沢山の研究発表や熱心な議論，そして養護教諭のこれまでとこれからを

考えるシンポジウム等など随所でそれを実感いたしました。養護教諭が自らを成長させていく契機には，直面する

子どもたちの健康問題など様々なことが考えられますが，小松郁夫先生が提示された「知識基盤社会」における学

校の役割と，そこに勤務する養護教諭のあり方というものもひとつの新しい視点であろうと思います。社会からの

期待に応えられる養護教諭の資質向上，それに伴う研究の発展を図る本会の使命を改めて自覚し，会員の皆様と力

を合わせてさらなる学会活動の充実に努めていきたいと気持ちを新たにしています。今後ともご協力をよろしくお

願い申し上げます。

　最後になりましたが，たいへんご多用の中ご寄稿くださいました皆様，投稿論文の査読を快くお引き受けくださ

いました査読者の皆様に心より感謝申し上げます。

（鈴木）
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